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特 集 Ⅰ

東アジア，ASEAN諸国の人口高齢化と人口移動に関する総合的研究

特集に寄せて

鈴 木 透

本特集は，厚生労働科学研究費補助金（地球規模保健課題推進のための行政施策に関す

る研究事業）「東アジア，ASEAN諸国の人口高齢化と人口移動に関する総合的研究」（平

成27～29年度）の成果をまとめたものである．国立社会保障・人口問題研究所では，平成

14（2002）年度から厚生労働科学研究費を受けて，東アジアの出生力低下およびそれと関

連する人口変動に関する研究プロジェクトを継続してきた．今回とりまとめたプロジェク

トは，一連の東アジア人口研究の五回目に当たる．過去四回のプロジェクトは，以下の通

りである．

「韓国・台湾・シンガポール等における少子化と少子化対策に関する比較研究」

平成14～16年度 政策科学推進研究事業（主任研究者：小島宏）

「男女労働者の働き方が東アジアの低出生力に与えた影響に関する国際比較研究」

平成18～20年度政策科学推進研究事業（主任研究者：鈴木透）

「東アジアの家族人口学的変動と家族政策に関する国際比較研究」

平成21～23年度政策科学推進研究事業（研究代表者：鈴木透）

「東アジア低出生力国における人口高齢化の展望と対策に関する国際比較研究」

平成24～26年度地球規模保健課題推進研究事業（研究代表者：鈴木透）

過去のプロジェクトでも東アジア低出生力国の一つとしてシンガポールを対象としてき

たが，今回からはマレーシア，インドネシア，タイといった他のASEAN諸国も包含し，

より広い視座から人口高齢化と人口移動を分析した．実際，東アジアではモンゴル以外の

全ての国，東南アジアでもシンガポール・タイ・ベトナム・ブルネイが置換水準を下回る

出生率を示す．これらの国に加え，マレーシア・ベトナム・インドネシア・ミャンマーも

人口ボーナスが間もなく終了し，従属人口比が上昇に転じると予想される．また日本以外

の全ての東アジア・東南アジア諸国で，65歳以上人口の急増が予測されている．こうした

人口動向は，多くの国で経済発展を抑圧し，老人扶養負担を増やすだろう．

日本・韓国・台湾・シンガポール・香港・マカオ以外の国・地域の生活水準は先進国並

みに達しておらず，「未富先老」問題が顕在化する．フィリピンやインドネシアのような
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介護労働者の送出国でも，高齢化により介護需要が増加し，介護労働者の出国が減る可能

性がある．また扶養・介護の脱家族化が順調に進まなければ，若年労働者の国内移動をも

抑圧し，労働市場の梗塞や個人の職業達成を阻害する恐れもある．一方，東アジアの先進

国・地域では極端な低出生力と急激な人口高齢化が進み，遠からず世界で最も高齢化した

地域になると予想される．国内人口移動・分布に関しては多様性がみられ，最も急激に都

市化した韓国では，首都機能の一部がソウル市から世宗市に移転された．韓国と台湾は日

本より積極的な外国人労働者導入政策を採用しており，このため外国人人口割合は日本を

凌駕するに至った．

本特集は五編の論文から成る．鈴木論文は東アジアの長期的な人口変動を概観し，その

歴史的・文化的根源を議ずる．韓国・台湾の極端な出生力は儒教的家族システムと急激に

西欧化した家族外システムとの乖離から解釈される．中国の早すぎる高齢化は，18～19世

紀に人口転換と経済成長を同調できなかった失敗の再現とみなされる．韓国・台湾の人口

移動の相違は，日本統治時代の農業様式の差異に遡る．

林論文は，日本における外国人介護従事者の記述統計を提示し，また国際比較を行って

いる．日本の介護産業従事者における外国人割合（または外国生まれの割合）は，予想さ

れるように欧米先進国に比べはるかに低い．昨年の入管法改正により今後は増加が見込ま

れるが，「最大で5年間で6万人を受け入れ」という計画の最大値が実現する可能性は低

く，実際には2万人程度と評価している．

小島論文は，台湾におけるUHC（UniversalHealthCoverage）の評価として，全民

健康保険の加入率や未加入者数を分析している．それによると近年の加入率は98％に達し

ており，外国人労働者や配偶者は台湾戸籍者より低いとは言え90％前後に達している．

菅論文は，1980年以降のシンガポールの結婚・出生力変動に対する生命表分析を行う．

この方法はテンポ歪曲に対し頑強な結婚・出生力水準の算出と，精密な要因分解を可能に

する．中国系とマレー系では，出生力低下に対する晩婚化・未婚化の寄与と結婚後の出生

力低下の寄与が異なっていたことが示される．

中川論文はインドネシアのマイクロデータを用い，世帯内高齢者ケア需要が若年層の人

口移動に及ぼす影響を分析している．健康状態が悪い高齢世帯員との同居は若年層の移動

を抑圧し，近居する親の健康状態が悪い場合はその影響が強化される．また今後きょうだ

い数の減少によって移動性向がさらに低下する可能性が示唆される．
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特集Ⅰ：東アジア，ASEAN諸国の人口高齢化と人口移動に関する総合的研究

東アジアの人口問題とその起源

鈴 木 透

はじめに

東アジアは，経済的にも人口学的にも変動の最前線である．1970年代までに日本は世界

第2位の経済体となり，日本を追うアジアNIEs，次いで中国の高度経済成長により，東

アジアは世界経済の成長エンジンになった．人口学的には，東アジアは世界最低水準の出

生率により人口高齢化の最前線に立っている．合計出生率の全国値が1.0を下回った例は，

都市国家を除けば韓国と台湾だけで，韓国は2018年に0.98，台湾は2010年に0.895を記録

した．1990年代に南欧・東欧に極低出生力（Kohler,etal.2002）が出現したが，最も長

く1.3未満のTFRが続いたイタリアとスペインも11年でこの線を回復した．しかし韓国・

台湾の極低出生力は15年以上続いており，いつ1.3線を回復できるかわからない状況であ

る．このため急激な高齢化は不可避で，2060年までに韓国・台湾の65歳以上割合は日本を

上回り，東アジアは世界で最も高齢化した地域になるだろう．おそらく中国の出生力が日

本を下回ったことはないが，1.5～1.6の水準だとしても相当な高齢化は不可避である．中

国の人口高齢化は，日本・韓国・台湾より早い発展段階で進行することになり，高齢者の

福祉悪化が懸念される．東アジア諸国は経済発展の過程で急激な都市化を経験したが，特

に韓国の都市化は激甚で，部分的ながら首都移転が実施されるに至った．台湾との差は，

日本統治時代の農業様式の差異に起因する．韓国・台湾は日本に先立って外国人雇用許可

制を実施したこともあり，外国人人口割合は既に日本を上回っている．しかしその割合は

欧米先進国を大きく下回っており，今後日本・韓国・台湾を核とする国際人口移動が加速

する可能性もある．
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現代の東アジアにおける人口問題の歴史的・文化的根源について考察する．韓国・台湾の世界最

低水準の出生率は，急激に変化する家族外システムと，緩慢にしか変化しない家族システム間の乖

離から解釈される．儒教家族に特徴的な文化的不適応として，家族内のジェンダー不平等，強い親

子紐帯，母親の独占的役割，高い教育熱，肉体労働への蔑視等が指摘できる．中国が韓国・台湾と

同様の発展段階に至れば，極端に低い出生率が出現する可能性がある．中国の「未富先老」問題は

経済発展と人口転換を同調できなかったことによるが，そうした同調の失敗は18世紀にも起きてい

た．韓国の国内・国外人口移動は台湾より活発だったが，これは日本統治時代以来の農業様式の差

異に起因する．韓国・台湾の外国人割合は日本を上回るに至ったが，これは積極的な外国人労働者

政策による．



Ⅰ．出生力の文化決定論

1950～60年代の欧米先進国の出生力は，おおむね置換水準を上回る水準で安定していた．

しかし1970年代に北西欧および英語圏先進国の出生率は一斉に置換水準未満まで低下し，

第二人口転換（vandeKaa1987）と呼ばれた．表1には1960年以後記録された合計出生

率の最低値を示したが，第二人口転換の先頭に立った北西欧および英語圏先進国の出生力

低下は相対的に緩慢だった．多くの国が1.5以上の合計出生率を維持し，1.5を下回ったこ

とがあるカナダ，オランダ，デンマークも比較的短期間で1.5以上に回復した．

多くの人口学者は，中国の人口センサスにおける合計出生率（2000年に1.22，2010年に

1.19）を低すぎるとして信頼していない．国連人口部は1999年の1.595を中国の合計出生

率の最低値と考えている（UNPD 2019）．一方で郭志剛と顧宝昌は，1970年代前半コー

ホートの完結出生率は1.5人程度と考えられ，2010年の合計出生率は不自然ではないと主

張している（GuoandGu2014）．表1には国連の推計値と人口センサスによる最低値の

両方を示した．

1990年代に入ると南欧，東欧，旧ソ連圏では合計出生率が1.3以下となる極低出生力

（Kohler,etal.2002）が出現した．これらの国の多くは1980年代に初めて置換水準を下

回っており，1970年代後半に置換水準を下回った日本とイタリアを含め第二人口転換の後

発走者と見ることができる．先発走者で極低出生力に至ったのはドイツだけで，独語圏で

もスイスやオーストリーの合計出生率は1.3を下回ったことがない．東欧・旧ソ連圏の極

低出生力は，冷戦崩壊後の市場経済への移行に伴う混乱の影響と見られる．

しかし市場経済化という追加的要因がなかった韓国・台湾の出生率がさらに低い水準ま

で低下したのは，東欧・旧ソ連圏を上回る激烈な変動があったためとは考えにくい．した
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表１ 合計出生率の最低値

国・地域 文化圏 最低値 （ 年 ） 国・地域 文化圏 最低値 （ 年 ）

米国 英語圏 1.74（1976） ドイツ 独語圏 1.24（1994）

豪州 英語圏 1.73（2001） ギリシャ 南欧 1.23（1999）

フランス 北西欧 1.66（1993） ポーランド 東欧 1.22（2003）

英国 英語圏 1.63（2001） ポルトガル 南欧 1.21（2013）

中国（国連推計） 東アジア 1.60（1999） イタリア 南欧 1.19（1995）

スウェーデン 北西欧 1.50（1999） 中国（センサス） 東アジア 1.19（2010）

カナダ 英語圏 1.49（2000） スペイン 南欧 1.16（1998）

オランダ 北西欧 1.47（1983） ロシア 東欧 1.16（1999）

デンマーク 北西欧 1.38（1998） チェコ 東欧 1.13（1999）

スイス 独語圏 1.38（2001） ブルガリア 東欧 1.09（1997）

オーストリー 独語圏 1.33（2001） 韓国 東アジア 0.98（2018）

ルーマニア 東欧 1.27（2002） 台湾 東アジア 0.895（2010）

日本 東アジア 1.26（2005）

（資料）OECDFamilyDatabase,UNPD(2019),行政院主計總處



がって韓国・台湾の極端な出生率低下は，「圧縮的近代化」（ 2001,2002）のよう

な要因の特異性ではなく，反応の特異性として考察すべきである．韓国・台湾を他の先進

諸国から区別する文化デバイドとして，先進諸国の家族が封建家族の子孫であるのに対し，

韓国・台湾（および中国）の家族が儒教家族の子孫である点を指摘できる．封建制とは私

兵を有する複数の封建領主が王を中心にまとまる一種の連邦制で，それぞれの領主は自己

の領土で独自の法律を施行する．封建制が近代の直前まで長期間持続したのはヨーロッパ

と日本だけで，その法治主義と私有財産保護の伝統が産業社会への移行に有利だったとさ

れる．一方で中国・朝鮮では早くから中央集権的な農業官僚制が確立し，独立した地方貴

族は存続できなかった．中央から派遣される官吏は儒教的な徳を以て統治するものとされ，

人治主義的と家族主義に基づく中世的社会関係が持続し，産業化において克服すべき課題

は封建社会より多かったと思われる．

出生力低下の度合いは，急速に変化する社会経済システムと，ゆっくりとしか変化しな

い家族システムの間の乖離に依存すると考えられる．産業革命の開始から現在に至るまで，

近代化・ポスト近代化を率いてきたのは英米のアングロ・サクソン社会だった．したがっ

てアングロ・サクソンの家族パターンに近いほど現代の社会経済システムに適合的で，遠

いほど社会経済システムと家族システムの乖離が大きくなり，出生力低下も激甚なものに

なる．

伝統的な儒教家族には「忠」より「孝」の優先，厳格な女性隔離，父系制と同姓不婚・

異姓不養といった，日欧の封建家族と異なる特徴があった．教育・職業・政治・福祉といっ

た家族外の社会経済システムに関しては，東アジア諸国は急激な変化を達成したが，家族

システムの変化はより緩慢と考えられる．たとえば家族外でのジェンダー平等は急速に改

善され，女性の教育・職業・政治的参加は急激に増えた．しかし夫婦間の役割分担や，子

の性別による親の態度・期待の差異といった家族内のジェンダー平等は，教育・職業・政

治分野ほど急激に変化しない．McDonald（2000）の命題5「ジェンダー間平等が個人志

向的制度で高まりながら，家族志向的制度で低い水準にとどまれば，出生率は非常に低い

水準まで低下する」は，まさに社会経済システムと家族システムの乖離が出生力低下の大

きさを決定することを述べたものである．

日本・韓国・台湾・中国の四ヵ国・地域のうち，家族外のジェンダー平等度が最も高い

のは台湾だろう．行政院主計總處（2016a,2016b）によると，国連開発局のGII（Gender

InequalityIndex）で見ても，世界経済フォーラムのGGG（GlobalGenderGap）で見

ても，台湾のジェンダー平等度は東北アジアで抜きん出て高い．一方，家族内のジェンダー

平等度が最も低いのも台湾である可能性が高い．2006年の EASS（EastAsianSocial

Survey）モジュールにおける家族意識を見ると，日本・韓国・中国・台湾の四ヵ国・地

域のうち台湾が最も伝統的・保守的な家族意識を保持していた．たとえば「夫は外で働き，

妻は家庭を守るべきだ」に強く賛成した割合は台湾（15.4％）が最も多く，韓国（9.7％），

中国（5.6％），日本（2.2％）を大きく上回った（岩井・保田 2009）．出生性比を見ても，

韓国は2011年以後106を超えておらず正常値の範囲だが，台湾は2017年でも107.6と正常化
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が遅れている．台湾の合計出生率は2010年に0.895と信じ難い水準まで低下し，それ以外

の年もおおむね韓国を下回るが，急激に発展・改善した社会経済システムと変化が緩慢な

家族システムとの乖離がその背景にあると考えられる．

McDonald（2000）の命題は家族以外のシステムと家族システムの乖離が出生力低下に

影響することをジェンダー領域について述べたものだが，こうした不適応はジェンダー領

域に限らない．たとえば「孝」を最優先する儒教家族では伝統的に親子紐帯が強く，情緒

的相互依存を強化し自律性を損なう可能性がある．日本の「パラサイト・シングル」（山

田 1999）に似た概念として，韓国では「カンガルー族」，中国では「�老族」という言葉

が登場し，自立しない／できない若者を批判している．1990年代にイタリアの人口学者が

指摘したように（DallaZuanna2001,Livi-Bacci2001），離家・結婚の遅れが晩産化・

少産化を促進する側面は否定できない．また三歳未満の乳幼児は母親がもっぱら世話をす

べきとし，育児サービスの利用を忌避する傾向は台湾で特に強い（LeeandLin2016）．

東アジアでは教育熱が伝統的に高く，大学進学率も高い．また儒教圏特有の肉体労働の

蔑視が強いホワイトカラー志向を生み，熾烈な競争社会を出現させ，結婚・出産を阻害し

ている．韓国で「三抛世代」「Ｎ抛世代」「ヘル朝鮮」といった流行語が生まれるのも，競

争の過酷さを示唆するものと言える．職人が尊敬される日本と異なり，画一的な価値観の

ため誰もがホワイトカラーを目指すことが競争を激化させており，これも文化的不適応の

ひとつと言える．

中国の経済成長率はいまだに高く，若年労働市場もさほど悪化していない．子世代は親

の時代よりも高い生活水準の達成を期待できる．大学も大衆化しておらず，すべての親が

子を大学に進学させようとする状況ではない．したがって出生率低下の要因は，韓国・台

湾に比べまだ弱いと言える．この状況でセンサスが示唆するように出生率が既に韓国・台

湾の水準まで低下しているとは信じ難く，国連人口部が推定するように合計出生率は1.5

以上を維持していると思われる．

しかし今後一人当たり所得が上昇して大学が大衆化し，経済成長が鈍化して若年労働市

場が悪化すれば，韓国・台湾と同程度の極低出生力が出現する可能性が高い．さらに韓国・

台湾よりはるかに深刻な出生性比の歪みや，中国南部を中心に見られる宗族の復興現象

（瀬川 2007），世界価値観調査に見られる伝統回帰（Halmanetal.2008）等を勘案すれ

ば，中国における社会経済システムと家族システムの乖離は韓国・台湾よりさらに大きく

なる可能性がある．その場合，中国の出生率低下は韓国・台湾を凌駕する史上未曾有の激

甚なものになるだろう．

Ⅱ．人口変動と経済発展の同調

出生率低下はまず年少人口の減少をもたらすため，従属人口指数は低下を開始する．従

属人口指数の低下は純生産者の相対的増加を意味し，経済生産と貯蓄・投資に有利な状況

の到来をもたらす．このため従属人口指数の低下は，人口ボーナス（demographicbonus），
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人口学的贈物（demographicgift），人口学的機会の窓（demographicwindow of

opportunity），人口学的配当（demographicdivide）などと呼ばれ，経済発展を促進す

るとされる．しかし出生率が低下して数十年が経てば，年少人口に加え生産年齢人口も減

少を開始し，老年人口だけが増加を続ける状態になる．こうなると従属人口指数も上昇に

転じ，経済発展に不利な人口オーナス（demographiconus）と呼ばれる状況になる．

日本で出生率が急低下したのは1950年代，韓国・台湾は1960年代以降である．これらは

いずれも高度経済成長の初期に当たり，以後人口ボーナスが経済成長を促進したと考えら

れる．ボーナスが終了し従属人口指数＝（0～14歳＋65歳以上）／15～64歳人口が上昇に

転じるのは，図1に見るように日本は1990年以降，韓国・台湾は2015年以降である．ボー

ナスが持続した約半世紀間，経済成長は必ずしも順調だったわけではないが，日本・韓国・

台湾はボーナスを十分に活用できたと言える．

韓国・台湾の出生率は1980年代に置換水準に到達したのに対し，中国が置換水準に達し

たのは1990年代で，10年ほど遅かった．しかし従属人口指数は，韓国・台湾が2015年を底

に上昇に転じたのに対し，中国は2010年を底に反転している．これは2010年以後の小規模

なベビーブームの影響である．中国では，その前後のコーホートより出生数が多かった

1980年代後半生まれの女子が20代後半に入った2010年頃から出生数が増え始めた．さらに

一人っ子政策緩和の影響も加わり，粗出生率は2010年の11.9‰から2017年には12.4‰に上

昇した．このため年少従属指数＝0～14歳／15～64歳人口が上昇し，その影響で従属人口

指数も2010年以後上昇に転じた．

1970年代に韓国・台湾が高度経済成長を遂げ，アジアNIEsの躍進が脚光を浴びた時期
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図１ 東アジアの従属人口指数



にも，中国は大躍進・文化大革命と相次ぐ反資本主義的政策によって経済は停滞していた．

人口ボーナスが韓国・台湾より先に終わってしまったにもかかわらず，経済成長の開始時

期は韓国・台湾より大幅に遅れたため，中国は人口学的利点を十分に活用できないまま高

齢化を迎えてしまう．経済成長の成果を充分に積み上げる前に老化が始まってしまう「未

富先老」を憂える論調は，中国のメディアによく見られる．この問題は，韓国・台湾より

経済発展が低い段階で，韓国・台湾とほぼ同時に人口高齢化が進行することによる．当然

年金・医療・介護といった社会保障制度の発展も韓国・台湾より遅れており，今後は高齢

者福祉の深刻な悪化が懸念される．

中国が人口変動と経済発展の同調に失敗したのは，これが初めてではない．図2に見る

ように，中国人口の増加は18世紀前半から加速しており，これはイングランド・ウェール

ズより先行していた．McNeil（1976）によると，18世紀半ばまでにユーラシア大陸では

新しい疫学的バランスが達成され，罹患する可能性がある感染症は小児病となって免疫が

行きわたっていた．これは本来なら人口増加に直結するはずだが，ヨーロッパでは寒冷化，

戦争，都市化等によってすぐには人口増加につながらなかった．一方，18世紀中国では平

和が続き，租税の上限がよく守られ，新作物を利用した農地開発が順調に続いたため，ヨー

ロッパより早く人口増加が加速した．

しかし英国をはじめとする西欧諸国が産業化を達成し，長期にわたる人口と経済の同時

成長を遂げたのに対し，中国では産業革命が起こらず農耕社会の限界に突き当たって人口

崩壊を起こした．19世紀初頭には耕地拡張が限界に近づき，一人当たり食糧摂取量が減少

し，小規模な不作でさえ飢饉につながるようになった．貧困と社会的混乱にアヘンの蔓延
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図２ 東アジアの人口増加率：1700～1950年



まで加わり，労働生産性が低下し経済は停滞した．ついに太平天国の乱（1850～64年），

捻軍起義（1855～68年），回民反乱（1862～73年）と相次ぐ内乱の中で，人口は7,000万人

以上減少したと考えられている（上田 1995）．

これに対し日本は17世紀に人口と農業生産の急成長を経験した後，18世紀からは停滞期

に入っていた．享保・天明・天保の三大飢饉時にはある程度の人口減少があったが，19世

紀半ばの中国のような人口の激減はなかった．プロト工業化による人口増加は19世紀半ば

には始まっていたが，開国・明治維新後には本格的な産業化につながった．英国より先に

人口増加が始まって農耕社会の限界にぶつかった中国と異なり，日本はちょうど良いタイ

ミングで英国モデルを学び，世界経済に組み込まれることで農耕社会の限界を突破するこ

とができた．20世紀前半には，日本に併合された台湾と朝鮮でも，農耕社会ではあり得な

い人口と経済の急激な同時成長が実現した．東アジアでは中国だけがあまりにも早く人口

増加を始めたために，英国モデルを導入する間もなく人口崩壊を起こし，20世紀前半まで

人口と経済の成長が停滞する結果となった．そして20世紀後半にはちぐはぐな人口政策と

経済政策のため，再び人口変動と経済発展の同調に失敗し，「未富先老」の不安を抱える

ことになる．

Ⅲ．都市化と人口分布

東アジアで都市化が最も急速に進み，人口分布が偏在化したのは韓国である．表2に見

るように，2015年時点で韓国人口の約半数が，面積では12％に満たない首都圏（ソウル特

別市・仁川広域市・京畿道）に居住している．日本も人口の4分の1以上が南関東に集中

しているが，中京・京阪神の大都市圏の人口集積もそれなりに多いため，韓国ほどの一極

集中ではない．台湾北部の面積が全体に占めるシェアは韓国首都圏より大きいが，人口の

シェアは韓国首都圏を下回る．中国は人口も面積も巨大で，人口の一極集中が起きるとは

考えにくい．実際，UNPD（2018）は上海・北京・天津・重慶・広州・深�の5つの大

都市圏（urbanagglomeration）をあげており，大泉（2017）は中国の経済圏（mega-

region）として北京・天津を含む環渤海経済圏，上海を中心とした長江デルタ経済圏，

広州・深�を含む珠江デルタ経済圏の三つをあげている．
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表２ 日本・韓国・台湾の人口集中：2015年

日本・南関東
（埼玉県・千葉県・
東京都・神奈川県）

韓国首都圏
（ソウル特別市・
仁川広域市・京畿道）

台湾北部
（台北市・新北市・基隆市・新竹市・

桃園市・新竹県・宜蘭県）

面積（�） 13,370 11,819 7,353

対全国比（％） （3.5） （11.8） （20.3）

2015年人口（千人） 36,131 25,274 10,588

対全国比（％） （28.4） （49.5） （45.1）

資料：国勢調査，人口住宅総調査，行政院主計總處



人口分布に対する都市化の影響が優勢になるのは，日本は1920年代から，韓国・台湾は

1950年代からである．それ以前は，図3に見るように人口分布はむしろ均等化していた．

日本では明治初期から北海道への移動が盛んになり，これが都市化の影響を抑えて人口分

布を均等化した．20世紀前半の朝鮮では，慶尚道や全羅道のような人口稠密な半島南部か

らの転出超過が目立ち，これら転出者はソウルや半島北部に加え日本，満洲，樺太等へ向

かった．台湾でも日本統治期に人口希薄な東海岸への移動が多く，やはり人口分布は均等

化した．Zelinsky（1971）の「移動転換仮説」によると，欧米では近代化とともにまず辺

境や国外への移動が活発になり，都市化のピークはそれよりも遅れたという．このパター

ンは東アジアでも確認される．

日本の都市化は太平洋戦争末期の疎開によって一時後退したが，1950～60年代の高度経

済成長期に再び加速した．その後減速したとはいえ，東京圏への一極集中によってGini

係数は上昇を続けている．朝鮮戦争（1951～53年）後の韓国ではソウルを含む首都圏への

一極集中が進み，Gini係数は急激に上昇した．1990年代以後はさすがに減速したが，人

口の偏在化はまだ続いている．台湾のGini係数は，戦前は8州庁別，戦後は25市県別の

人口から計算しているため，そもそも比較できない．戦後のGini係数の上昇は日本より

急速だったが，韓国に比べれば緩慢だった．また台湾では2010年末に旧台中県・台南県・

高雄県がそれぞれ台中市・台南市・高雄市に編入されたため，以前との比較が難しくなっ

た．

韓国と台湾の都市化の速度差は，日本統治時代における農業の競争力の差に帰すことが

できる．20世紀前半の台湾は砂糖・茶・缶詰・アルコール等を日本に輸出し，大幅な黒字
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図３ 日本・韓国・台湾のGini係数：1884～2015年



を達成した．GDPに占める第一次産業割合は，日本統治期の朝鮮では大幅に低下したの

に対し，台湾では36～38％でほぼ一定だった．好調な農産品輸出によって，台湾の工業製

品の貿易収支は均衡していたが，朝鮮は大幅な赤字だった（金 2004）．大地主への土地所

有集中が進んだ朝鮮と異なり，台湾では1931～45年の間に富の分配がむしろ平等化した

（Cumings1997）．こうして朝鮮では農村部の荒廃と貧困化が，台湾では農村部での資本

集積と経済発展が進んだ．

戦後も台湾の農業は好調で，輸出品は1960年代前半まで農産品が中心だったが，後半か

らは農村部で軽工業製品を製造し輸出する中小企業が勃興した．繊維・プラスチック・電

機製品を製造する農村工業が農村部の余剰人口を吸収したため，都市化は依然として緩慢

だった（石田 2005）．政府は韓国のような少数の巨大企業と財閥への集中政策を採らず，

多くの中小企業が日米への輸出を通じて急成長した．政府の保護策もあって，台湾の中小

企業は多国籍企業の支配を回避できた（Vogel1991）．このように少数の巨大財閥への集

中（韓国）と多数の中小企業の乱立（台湾）という違いも，都市化のテンポに影響を与え

たと考えられる．

首都移転計画が立ち消えとなった日本と異なり，韓国では部分的とはいえ首都機能が実

際に世宗市に移動した．盧武鉉大統領（2003～08年）は，忠清道への行政首都移転を公約

に掲げて当選した．2003年内に国会で「新行政首都建設特別措置法」が国会で可決成立し

たが，憲法裁判所は首都移転には憲法改正のための国民投票が必要と判断した．これを受

けて与野党は，大統領府，国会，大法院，法務部，統一部，外交部等をソウルに残し，そ

れ以外の行政機関を「行政中心複合都市」としての世宗市に移すことで合意した．李明博

大統領（2008～13年）は，行政機関の移転に反対したが，世宗市を教育・企業都市とする

政府の修正案は国会で否決された．こうして2015年までに国務総理室，企画財政部，国土

海洋部，農林水産食品部，教育部，文化体育観光部，知識経済部，保健福祉部，雇用労働

部等の9部2処2庁2委員会が世宗市に移転した．

首都機能移転が人口分布に及ぼす効果を評価するのはまだ早いが，地域別将来人口推計

では首都圏集中の緩和が見込まれている．2015年人口総調査を基準とした正規の将来推計

（ 2017）では，首都圏の人口シェアは2030年に50％に達して以後は増えず，世宗

市および忠清道のシェアが増え続けるという予想になっていた（表3）．その後韓国の合

計出生率が想定外の急低下を見せたため，韓国統計庁は仮定値を見直し一連の特別将来推

計人口を公表した．その市道編（ 2019）では，首都圏のシェアは上方修正され，

2030年以後も15年で0.6％ポイントというゆっくりとしたペースで上昇するという予想に

変わった．世宗市の人口は上方修正される一方，周辺の忠清道の人口は下方修正され，両

社の合計はほとんど変わっていない．首都圏の人口シェアの増加はその他の地域からの流

入が上方修正されたためと思われるが，いずれにせよ世宗市がなければ首都圏への集中は

より急速に進むだろう．
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巨大都市の出現では，日本が東アジアで最も先行していた．そもそも江戸の人口は18世

紀初頭に100万人を超え，当時世界最大の都市だった（杉山 1995,Hayami2015）．1889

（明治22）年に市制が導入された時，東京市の人口は139万人だった（日本帝国民籍戸口表）．

1920年国勢調査時点では217万人の人口を擁し，2位の大阪市（125万人）を圧倒する巨大

都市に成長していた．その後に起きた関東大震災（1923年）の影響で，日本最大の都市の

座を一時的に大阪市に譲ったが，これは大阪市が東京市に先立って1925年に隣接2郡を編

入した影響もある．1932年に東京市も隣接5郡を編入することで最大都市に返り咲き，

1940年国勢調査時点には東京（679万人），大阪（325万人），名古屋（133万人），京都

（109万人）の4都市が100万人以上の人口を擁していた．一方，日本統治下の朝鮮・台湾

では100万都市は出現せず，1940年国勢調査によると朝鮮では京城（ソウル）が78万人，

台湾では台北が35万人で最大都市だった．20世紀前半の中国には信頼できる人口統計が乏

しいが，1928年人口センサスによると上海（150万人），天津（139万人），北京（134万人）

の3都市が100万人を超えていた（Hwang1933）．

20世紀後半には，東アジアに巨大都市が続々と出現した．図3のGini係数の変化から

も予想されることだが，20世紀後半のソウルの人口増加は他を圧倒した．1955～85年の30

年間にソウルの人口は157万人から964万人へと6.1倍増加した．この期間に台北は70万人

から251万人で3.6倍，東京（特別区）は697万人から835万人へ1.2倍増にとどまった．北

京は1953～82年の29年間に，277万人から923万人と3.3倍増化し，台北の増加率に近かっ

た．2015年の人口は，東京特別区が928万人，ソウル特別市が990万人，台北市が270万人

に対し，北京市は2,171万人（中国統計年鑑）と飛び抜けて多い．これは行政区画の定義

による差で，北京市には農村部が含まれる．UNPD（2018）による大都市圏人口の比較

では，東京大都市圏が3,726万人で世界最大とされる．北京大都市圏は1,842万人で，農村
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表３ 韓国の地域別人口分布の将来推計
（％）

年次 ソウル特別市 仁川広域市 京畿道 首都圏計 世宗特別行政自治市 忠清南北道 その他

（2017年推計）

2015 19.5 5.7 24.4 49.5 0.4 7.2 42.9

2020 18.5 5.7 25.4 49.7 0.7 7.4 42.2

2025 18.1 5.9 25.9 49.9 0.8 7.5 41.7

2030 17.8 6.0 26.3 50.0 0.9 7.7 41.4

2035 17.5 6.0 26.4 50.0 1.0 7.8 41.2

2040 17.4 6.1 26.5 50.0 1.0 8.0 41.0

2045 17.3 6.1 26.6 50.0 1.1 8.1 40.8

（2019年推計）

2020 18.5 5.7 25.9 50.1 0.7 7.4 41.8

2025 18.0 5.8 26.9 50.7 0.8 7.6 41.0

2030 17.6 5.8 27.5 51.0 0.9 7.7 40.4

2035 17.3 5.9 28.0 51.2 1.0 7.8 39.9

2040 17.2 6.0 28.3 51.4 1.1 7.9 39.5

2045 17.0 6.0 28.5 51.6 1.2 8.0 39.2

（2017,2019）から計算



部の人口が除かれていることを示唆する．中国で最大なのは，上海大都市圏の2,348万人

である．

都市の成長とともに中心部は商業地区化して夜間人口が減少し，住宅地は周辺部に向け

て拡大する郊外化現象が起きる．東京特別区の場合，図4に見るように早くも1960年代後

半には人口減少に転じ，それが1990年代前半まで続いた．ソウル特別市は台北市より常に

人口増加率が高かったが，1990年代前半にそろって人口減少に転じた．韓国と台湾は出生

率低下の過程が似ており，1980年代前半に置換水準に到達し，2000年を過ぎると合計出生

率が1.3を下回って世界最低水準に至った．このため人口高齢化の過程や人口減少の開始

時期も類似すると予想される．ソウルと台北の郊外化は，こうした同時性のリストに追加

されるものである．

周知のように東京特別区では1990年代末以降「都心回帰」現象が顕著になり，ソウルと

台北でも人口増加率はかろうじてプラスに転じている．北京だけは人口減少を経験してい

ないが，これは農村部を含む広大な市域（16,411�）のためだろう．北京市の面積は，東

京特別区（628�）やソウル特別市（605�）の約2.5倍に当たる．

Ⅳ．国際人口移動

表4に見るように，日本の2015年国勢調査における外国人人口は175万人で，総人口の

1.39％を占める．日本人か否か不詳の人口を除いて計算しても1.38％で，ほとんど変わら

ない．仮に不詳人口が全て外国人なら割合は2.21％ということになるが，実際には2％を

超えないだろう．登録外国人は日本に生活拠点があるとは限らないが，2015年国勢調査人
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図４ 首都の年平均人口増加率



口の1.8％に当たる．韓国の2015年センサスは登録センサスなので，韓国人か否か不詳と

いう事態は起こり得ない．センサスにおける外国人割合は2.7％，登録人口のセンサス人

口に対する比は3.7％となる．2015年の台湾の数値は，センサスではなく人口登録ベース

による集計である．台湾では「大陸地区人民」「香港・マカオ居民」は「外国人」とは区

別され，この三者を合わせて「外来人」と総称される．表4の70.9万人はこの外来人人口

で，総人口の3.0％に当たる．中国の2010年センサスの102万人も，「香港籍」「マカオ籍」

「台湾籍」「外国籍」の合計だが，総人口の0.1％にとどまる．

国際人口移動は国内移動と同じく，生活水準が低い地域から高い地域への移動がその逆

より多い．したがって政治的要因がなければ，経済発展が進んだ国ほど外国人割合が高い

と予想できる．実際に日本の外国人割合は，1980年代まで韓国・台湾より高かったと思わ

れる．これが逆転したのは，韓国・台湾が日本より積極的な外国人受入れ政策を採ってき

たためである．台湾は1989年から合法的に外国人勤労者を導入し始め，1992年に早くも雇

用許可制を導入した．単純労働者に該当する「外籍労工」の送出国は，インドネシア，フィ

リピン，タイ，ベトナムの4ヵ国に限られている．韓国は2004年に外国人雇用許可制度を

発足させ，2006年には産業研修生制度（1993年開始）を廃止して外国人労働者の導入方式

を一本化した．送出国は政府間でMOU（了解覚書）を交わした16ヵ国に限られる．ただ

し中国朝鮮族等の韓国系外国人は，雇用許可制度によらず訪問就労ビザ（H-9）で滞在・

就労できる．

外務省領事局政策課『海外在留邦人数調査統計』によると，2015年10月1日現在の在留

邦人数（日本国籍保持者）は132万人で，総人口の1.0％が海外に居住していることになる．

一方，外交部在外同胞課（2017）によると，2017年に海外に居住する韓国籍保持者は267

万人で，韓国人口の5.4％とかなり高い比を示す．在外台湾人人口に関する統計は見つか

らなかったが，行政院主計總處（2017）によると2015年に海外で就労する台湾人は72万4

千人で，台湾人口の3.1％に当たる．おそらく在外台湾人全体でも，在外韓国人の比を超

えることはないだろう．華僑（中国籍保持者）に関する正確な統計はないが，華人（現地

国籍保持者）と合わせた人口は2006～07年時点で4,500万人を越えると言われる（陳 2013）．

仮に2010年に5,000万人だとしても，本国人口に対する比は3.6％で，中華人民共和国国籍

保持者に限れば韓国・台湾よりかなり低い比にとどまるだろう．
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表４ 東アジアの外国人人口と割合

日本（2015） 韓国（2015） 台湾（2015） 中国（2010）

千人（ ％ ） 千人（ ％ ） 千人（ ％ ） 千人（ ％ ）

内国人 124,284（ 97.8） 49,706（ 97.3） 22,783（ 97.0） 1,369,517（ 99.9）

外国人 1,752（ 1.4） 1,364（ 2.7） 709（ 3.0） 1,020（ 0.1）

不詳 1,058（ 0.8） ― ― ―

総人口 127,095（100.0） 51,069（100.0） 23,492（100.0） 1,370,537（100.0）

登録外国人数 2,232（ 1.8） 1,900（ 3.7） ― ―

資料：国勢調査，在留外国人統計，出入国家及在留外国人統計，中華民国統計資訊網，人口普査



このように現状では日本が国際人口移動に対し相対的に閉鎖的で，国内外国人割合では

韓国・台湾に追い越され，在外人口比ではおそらく中国より低い．このような状況は比較

的新しいパターンで，終戦後1980年代まで外国人割合では，おおむね日本が最も高かった

と思われる．韓国の人口総調査で外国人人口が得られるのは1980年以降で，その時点で外

国人は約3万人（総人口の0.08％）だった．おそらくそれ以前は，統計に現れない米軍兵

力以外の外国人はほとんどいなかっただろう．ちなみに1980年国勢調査における日本の外

国人人口は約67万人（総人口の0.57％）だった．台湾で外国人（香港・マカオ・大陸籍を

除く）人口が得られるのは1996年からで，この時点で25万4千人（総人口の1.18％）と

1995年の日本の外国人割合（0.91％）を上回っていた．台湾の外国人割合が日本を上回っ

たのは，1992年の雇用許可制導入以降のことだろう．韓国の外国人割合が日本を上回った

のは，センサスどうしの比較では2015年が初めてである．

日本の在外人口割合が東アジアでも低いのは敗戦後のパターンで，帝国主義時代にはは

るかに高い割合を示していた．ピークは終戦直前で，引揚数からみて630万人の軍人・民

間人が海外に展開していた（塩出 2015）．これは当時の国内人口（約7,215万人）の8.8％

に該当する．これを上回るのが朝鮮人の在外人口割合で，終戦時には210万人の朝鮮人が

日本にいたとされ（朴 1957），満洲にも195万人の朝鮮人が居住していた（ 2009）．

1944年の朝鮮人口は2,512万人で，終戦時もあまり変わらないとすると，在外人口400万人

は約16％に当たる．在日台湾人は1940年国勢調査で2万2,500人で，終戦時にもせいぜい

3.5万人程度だったろう（Cumings1997）．他と合わせても，在外台湾人は台湾人口（1944

年に627万人）の1％を超えなかったと思われる．企画院（1939）によると，中華民国の

国民政府僑務委員会は1934年の在外華僑総数を約780万人と報告している．これには現地

国籍の者が多く含まれており，中華民国国籍者だけの統計はない．いずれにせよこれは

1936/37年の中華民国の人口（4億7,900万人）の1.6％で，在外華僑・華人人口が本国人

口の5％を超えたことはないと思われる．

このように20世紀前半の人口の海外流出は，朝鮮人が最多で台湾人が最小だった．この

対照をもたらしたのは，20世紀後半の都市化と同じく農業発展の違いだった．稲作モノカ

ルチャーの朝鮮では農村部の過剰労働力を吸収できず，農村からはじき出された者は都市

や北部の農村，国外に向かった．特に1928～32年には農産物価格が大暴落し，多くの農民

が自作地や小作権を失った．京城をはじめとする都市に流出した者は，肉体労働や小商い，

接客業などの雑業労働者になった．京城では産業化が進まない状態で労働需要以上の人口

が流入する過剰都市化のため，職にあぶれた者が集まるスラム街が形成され，土幕と呼ば

れる掘立小屋が乱立した．軽工業を中心とする朝鮮人資本の発達は大量の労働需要を喚起

するほどではなく，都市化と産業化の不均衡が続いた（糟谷他 2016）．

朝鮮の鉱工業従事者は，日本より悲惨な状況に置かれていた．朝鮮の人件費は日本の半

分程度で，日本のような選挙権や工場法のような法的な保護もなかった．日本人・朝鮮人

を問わず資本家は，総督府と密着して労働者階級を圧迫した．植民地朝鮮は日本の実業家

のパラダイスと呼ばれたが，これは朝鮮人労働者の生き地獄ということを意味した
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（Eckert1991）．こうして農村だけでなく，都市でも人口のプッシュ要因が作用した．旅

費が工面できた者は，こぞって日本や満洲に流出した．

朝鮮人の日本への流出は主に併合後のことで，1910年時点ではまだ1,000人前後しかい

なかった．しかし1920年国勢調査では4万人，1930年には42万人，1940年には124万人と，

在日朝鮮人人口は急増した．内務省統計によると1944年末の在日朝鮮人は194万人で，

1945年に入って移入された朝鮮人労働者4.2万人を加えて，終戦時の在日朝鮮人数は200万

人前後とされる（法務省入国管理局 1953）．田村（1977,1998）はそれぞれ終戦時に221

万人，250万人としているが，これは回帰分析の結果を機械的に補外しただけで，過大評

価と思われる．本稿は朴（1957）の210万人を信用することにした．

朝鮮から満洲への人口流出は，19世紀後半に凶作と民乱が続いた時期に目立つようになっ

た（ 2002）．清国も朝鮮北部の貧民が豆満江地域を不法占拠して開墾する例が後を

絶たないため，19世紀後半からは移住者に荒蕪地を開墾させる政策に転換した（

2009）．1910年には200万人以上の朝鮮人が満洲に居住していた．中華民国が成立（1911年）

すると，満洲の農地払下げ政策や移民奨励策が本格化した．これにより華北からの移民が

急増したが，多くの朝鮮人も満洲に渡った．3.1独立運動（1919年）以後は，満洲は抗日

基地としての性格を強めた．しかし南満東蒙条約（1915年）や三矢協定（1925年）で中国

のナショナリズムが高揚すると，在満朝鮮人に対する規制が強化され，戸口調査と出入国

管理が厳格化された．それでも朝鮮農村の人口圧力は強く，朝鮮農民の来住は続いた（朴

2015）． （2009）によると，1945年の在満朝鮮人人口の推計値としては に

よる183万人と による216万人があるが，本稿は （2009）の独自推計による195

万人を採用することにした．

前述のように台湾の大都市の成長は緩慢で，最大都市の台北市でさえ1940年に35.4万人

にとどまり，京城の半分以下だった．第二位の高雄市の16.1万人は，同年の朝鮮では第五

位に相当する．台湾では出身地を離れる動機づけがなく，1930年国勢調査によると農村部

では95.7％が自分が生まれた州内に居住していた（Barclay1954）．これに対し，自分が

生まれた道内に居住する朝鮮人は92.8％，出生道府県に居住する日本人は83.6％だった．

国際人口移動に関しても，日本統治下の台湾はほぼ封鎖されていた．Barclay（1954）

は1905年・1920年国勢調査間の人口変化とこの期間の人口動態統計の間に完璧に近い整合

性があることを示したが，これは統計の正確性とともに台湾が封鎖人口に近かったことを

示す．1940年の民族構成は本島人93.5％，内地人（日本人）5.7％で合わせて99.2％を占め，

中華民国籍者は4.6万人（0.8％）に過ぎなかった．1930年代以後ある程度工業化が進展し

たが，台湾農村が好景気で出稼ぎに出る者があまりにも少ないため，厦門・福州から中国

人労働者が導入された．しかし台湾総督府は，治安への懸念から抑制的だった．中国人労

働者は短期工がほとんどで，就業人口の2％程度までしか増加せず，労働力不足を緩和す

ることはなかった（大島 2015）．

戦前の中国における外国人人口についてはよく分からないが，引揚げ数から見て終戦時

に300万人に近い日本人が中国と満洲国に居住していた．1945年の中国・満洲国の総人口
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を5.5億人とすると，日本人300万人と朝鮮人200万人を合わせても0.9％に過ぎない．アヘ

ン戦争以降，中国は欧米列強の侵略を受け，多くの外国人が流入したが，外国人割合が1

％を超えたことはないだろう．在外中国人の本国人口に対する比は，前述のように1930年

代に1.6％，2010年に3.6％で，長期的に出国超過だったのは間違いない．中国人の東南ア

ジアへの移民は宋代に始まり，16世紀末にはルソン島やジャワ島に数万人規模の華人コミュ

ニティが形成されていた．19世紀に米国のカリフォルニア州や豪州のヴィクトリア州でゴー

ルドラッシュが起きると，やはり数万人規模のコミュニティを形成した．北京条約（1860

年）で海外移民が合法化されると，東南アジア全域に華人が押し寄せた．

終戦時に630万人いた在外日本人人口は，引揚げによって数十万人まで減少したと考え

られる．外務省の在外在留邦人数調査によると，1970年の在外日本人は26.7万人で，ブラ

ジル（14.5万人）と米国（4.8万人）が大半を占めた．その後ヨーロッパや北米の滞在者・

永住者が増えるとともに，戦前ほどではないが東アジア・東南アジアへの進出も進んだ．

2015年の在外日本人数は131.7万人で，経済的影響力を強めた中国（13.1万人）が米国（42

万人）に次ぐ滞在先となっている．在日外国人は1950年国政調査時の52.7万人から，2015

年国勢調査の175.2万人まで増加した．1950年代までは在日外国人の90％以上が韓国・朝

鮮籍だったが，1986年に中国が海外旅行を自由化すると中国籍が急増し，韓国・朝鮮籍を

抜いて第 1位を占めるようになった．2015年時点では，表 5に見るように中国籍

（29.8％）が首位で，それに韓国籍（20.5％）が次いでいる．ブラジル人（4位）やペルー

人（9位）が多いのは，日系人受け入れを決めた1990年改正出入国管理法の影響である．

韓国外交部在外同胞課（2017）によると，2017年現在の「在外同胞」は734万人で，

1971年の70万人から10倍以上に増えている．年度別推移を見ると1990～91年に一気に250

万人増えており，おそらくこの年から「在中同胞」が統計に含まれるようになったのだろ

う．ちなみに韓国が正式に中国と国交を回復したのは，1992年8月である．2017年に在外

同胞が多い国は，中国（254.8万人），米国（249.2万人），日本（81.9万人）の順である．

「在外同胞」のうち韓国籍保持者は前述のように267万人で，米国（103.6万人），日本

（45.3万人），中国（34.9万人）の順となる．在米韓国人が急増したのは1965年移民法で家

族呼び寄せが可能になってからで，また韓国の政治的独裁と経済的不安定，不平等，教育

制度の混乱等に見切りをつけて渡米した中間層も多かった．政府は1976年に専門職従事者

の渡米を規制し，韓国の経済成長もあって1980年代には移民は鈍化した．1970～80年代の

米国移民は女性が多く，韓国人女性の結婚移動と，男児選好による女児の養子移動が多かっ

たことを示唆している．（ 2002）．
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1980年代半ばまで，韓国はアラブ諸国への労働力輸出国だった．こうした国際労働力移

動の流れは，1980年代後半に中東で建設プロジェクトが減少し，国内で賃金が上昇した時

に逆転した．主に中国や東南アジアから大量の労働者が流入し，同時に不法滞在者が急増

した．外国人労働者の急増には，日本と同様に3D職（Dirty,Dangerous,Difficult）を

中心とする人手不足も背景としてあった ．そうした状況下で1993年に外国人産業研修生

制度が導入され，2004年に外国人雇用許可制度が発足した．こうして中国や東南アジアか

ら外国人労働者が流入し，2015年には外国人割合で日本を上回るに至った．表5によると

2015年には中国籍が外国人の過半数を占め，朝鮮族だけで全体の3分の1に達している．

前述のように台湾の国際人口移動に関する長期時系列統計はない．台湾に特徴的なのは，

日本や韓国とは逆に同一民族に対する警戒心が強いことである．日系人や中国朝鮮族が他

の民族より滞在・就業しやすいのに反し，台湾は中国から単純労働者を受け入れていない．

このため表5にあるように，2015年の在台外国人数の国籍は「外籍労工」送出国（インド

ネシア，ベトナム，フィリピン，タイ）が1～4位を占め，中国（大陸籍）より多い．つ

まり方向は異なるが，日本・韓国・台湾いずれの外国人政策も民族差別を含んでいると言

える．

おわりに

本稿は現代東アジアの人口問題の歴史的根源を論じた．韓国・台湾の世界最低水準の出

生率は，近世に確立した家族パターンから説明された．孝イデオロギー，男児選好，女性

隔離，教育熱，肉体労働の卑賤視等を特徴とする儒教家族は，封建家族に比べ家族外シス

テムとの乖離が大きく，それが極端な出生率の原因と解釈された．中国はまだ高度経済成

長中で韓国・台湾の発展段階に達していないが，その段階に達した時点の出生率は韓国・
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表５ 国籍別在留外国人数：2015年

日本 韓国 台湾

国籍 千人 （％） 国籍 千人 （％） 国籍 人 （％）

総計 2,232（100.0） 総計 1,900（100.0） 総計 709（100.0）

中国 666（ 29.8） 中国 956（ 50.3） インドネシア 221（ 31.1）

韓国 458（ 20.5） 朝鮮族（再掲） 627（ 33.0） ベトナム 166（ 23.4）

フィリピン 230（ 10.3） 米国 139（ 7.3） フィリピン 122（ 17.2）

ブラジル 173（ 7.8） ベトナム 137（ 7.2） タイ 65（ 9.2）

ベトナム 147（ 6.6） タイ 93（ 4.9） 中国 50（ 7.1）

ネパール 55（ 2.5） フィリピン 55（ 2.9） マレーシア 18（ 2.5）

米国 52（ 2.3） 日本 48（ 2.5） 日本 13（ 1.8）

台湾 49（ 2.2） ウズベキスタン 47（ 2.5） 米国 9（ 1.3）

ペルー 48（ 2.1） インドネシア 47（ 2.4） 韓国 4（ 0.5）

タイ 45（ 2.0） カンボジア 43（ 2.3） インド 3（ 0.4）

法務省『在留外国人統計』，
統計庁ポータルサイト『出入國家及在留外國人統計』，
行政院主計總處『中華民國統計資訊網』



台湾並みかそれ以下に下がる可能性がある．しかしそもそも中国がその発展段階まで経済

成長を維持できるのか懸念させるのが，「未富先老」問題である．中国は韓国・台湾より

遅れて高度経済成長に入ったにもかかわらず，人口高齢化はむしろ先行し，2010年から年

齢従属指数が上昇し始めた．これは中国の人口変動と経済発展が同調していないことを示

すが，こうした人口と経済の不整合は18～19世紀にも見られた．日本はプロト工業化によ

る人口・経済成長を近代化・産業化に連結させ，農耕社会ではあり得ない人口増加を実現

した．近代化・産業化は日本統治下の朝鮮・台湾にも波及し，日本本国を上回る急激な人

口増加が起きた．ところが中国は余りにも早く人口・経済成長を始めたため，英国モデル

を学ぶ前に農耕社会の限界にぶつかり，19世紀中葉には人口崩壊を起こした．

近代化初期には辺境や国外への移動が増え，都市化の影響はそれより遅れて優勢になる

というZelinskyの仮説は，東アジアでも確認された．日本で都市化による人口偏在化が

認められるのは1920年代以後で，韓国・台湾では1950年代からである．人口偏在化が最も

進んだのは韓国で，人口の約半数がソウル・仁川・京畿道から成る首都圏に居住している．

台湾の都市化はそれより緩慢だったが，その差は稲作モノカルチャーの朝鮮農業と多様な

商品作物を持つ台湾農業という日本統治時代の農業様式の違いに遡る．戦前の朝鮮では農

村部から大量の過剰労働力が流出し，主に満洲や日本に向かったが，戦後の韓国でも大量

の離農移動を生じ，急激な都市化が進んだ．一方の台湾では競争力が高い農作物によって

富が農村部に蓄積され，戦後も農村部で軽工業が発展し都市化は緩慢だった．韓国では過

度の首都圏集中が問題視され，2015年までに国務総理室と内政に関わる官公庁が世宗市に

移転した．しかしその人口分布是正効果は限定的とみられ，最新の地域別将来人口推計に

よると，首都圏の人口シェアは減速しながらも2045年まで増加を続けると予想される．

敗戦による引揚げで，日本の在外人口は急減した．また韓国・台湾が日本より積極的な

外国人労働者政策を採ったため，国内の外国人割合でも日本は追い越された．人口指標で

日本が凌駕された例は，これだけではない．かつて東アジアでは，日本の出生率・死亡率

が最も低く，都市化も日本が最も進んでおり，外国人割合も日本が最も高かった．現在は

日本の人口高齢化が世界で最も深刻だが，65歳以上割合や従属人口指数でも韓国・台湾が

日本を追い越すのは確実である．このように当初は経済的要因に強く規定され，経済発展

段階と整合していた人口指標が整合しなくなったのは，経済力以外の要因が次第に影響力

を強めた結果である．本稿では，出生率低下の差異は家族パターンの文化的不適応から，

都市化の差異は農業形態から，外国人割合の差異は政策の違いから解釈した．

中国の「未富先老」問題は逆の因果関係，つまり人口要因が経済発展をどの程度規定す

るかという問題を提起する．もし人口高齢化の影響が大きければ中国の経済発展は停滞し，

東アジア内の経済・人口のランキングは現状のまま保存されるだろう．一方で人口以外の

要因が経済発展を促進すれば，中国でも極端な出生率低下が起こり，それはさらに高齢化

を加速させるだろう．中国は老年人権益保障法を改正して子の老親訪問を義務づけ，家族

による支援を強化しようとしている．そうした復古的政策が功を奏するのか，経済と人口

の相互規定関係の度合いとともに，今後とも注意深い観察が必要とされる．
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付記

本研究は，厚生労働行政推進調査事業費補助金（地球規模保健課題解決推進のための行政施策に

関する研究事業）「東アジア，ASEAN諸国の人口高齢化と人口移動に関する総合的研究（H27―地

球規模―一般―001）」「東アジア，ASEAN諸国におけるUHCに資する人口統計システムの整備・

改善に関する総合的研究（H30―地球規模―一般―002）」による助成を受けた．
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HistoricalRootsofContemporaryPopulationIssuesinEasternAsia

ToruSUZUKI

Thispaperdiscussesthehistoricalrootsofcontemporarypopulationissuesincluding

extremelylow fertility,rapidpopulationaging,compressedurbanization,andincreasing

cross-bordermigrationinEasternAsia.TheConfucianfamilypatternofChinaandKoreais

contrastedwiththefeudalfamilypatternofJapan.ExtremelylowfertilityinKoreandTaiwanis

interpretedfromalargergapbetweenfamilyandnonfamilysystemsthaninotherdeveloped

countries.CulturaldisordersinConfuciansocietiesincludeagenderinequitywithinthefamily,a

strongparent-childtie,anotionofmother'smonopolisticrole,anintensivefocusoneducation,and

alowerprestigeformanuallabor.ItispossiblethatfertilityofChinawillfallintoanextremelylow

levelifChinacanreachthedevelopmentallevelofKoreaandTaiwan.

China'searlyagingproblemresultedfromafailuretosynchronizedemographicandeconomic

developments.SuchafailureisareappearanceofChina'sexperienceinthenineteenthcentury.

WhileJapansucceededatindustrializationafteropeningthecountry,Chinacouldnotbecauseits

populationgrowthstartedtooearlytolearntheWesternmodel.

Inthefirsthalfofthetwentiethcentury,theconcentrationofpopulationduetourbanization

tookplaceonlyinJapan.DifferentmodesofagricultureinKoreaandTaiwanresultedinvaried

mobilityanddistributionofpopulation.WhileKoreansunderJapaneseruleexperiencedthelargest

diaspora,theTaiwaneseweretheleastmobilepeopleinEasternAsia.AfterWWII,urbanization

intheRepublicofKoreawasmorecompressedthanthatinTaiwan.Althoughtherewasapartial

relocationofthecapitalinKorea,itisprojectedthatthepopulationshareofSeoulcapitalareawill

continuetogrowuntil2045.

ThepercentageoftheforeignpopulationinKoreaandTaiwanisalreadyhigherthanthatin

Japanduetomoreactivepoliciesthatinviteforeignworkers.AlthoughJapanusedtoshowthe

lowestleveloffertilityandmortality,thehighestlevelofurbanization,andthehighestpercentage

offoreignpopulation,otherEasternAsiansocietieshavealreadyoverriddenJapaninthoseaspects.

Thisimpliesthateconomicdevelopmentstronglydeterminesthedemographicregimeintheearly

stagebutnon-economicdeterminants,suchasculturaldisorders,modesofagriculture,and

migrationpolicies,showtheirinfluencessincethelatetwentiethcentury.
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特集Ⅰ：東アジア，ASEAN諸国の人口高齢化と人口移動に関する総合的研究

外国人人口を含む人口統計で検証する台湾のUHC

小 島 克 久

Ⅰ．はじめに

人々が誰でも少なくとも基礎的な医療サービスにアクセスできるようにすることは，社

会にとって重要なことである．2015年9月に国連サミットで採択された「持続可能な開発

目標（SDGs）」においても，目標3（保健）「あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生

活を確保し，福祉を促進する」の中に定められた目標のひとつとして，「すべての人々に

対する財政リスクからの保護，質の高い基礎的な保健サービスへのアクセス及び安全で効

果的かつ質が高く安価な必須医薬品とワクチンへのアクセスを含む，ユニバーサル・ヘス

カレッジ（UHC）を達成する．」とされている１）．

このようにUHCの達成は世界的な目標である．そもそもUHCとは，WHOの定義に

よると「経済的な困難に見舞われることなしに，質の高い医療サービスにすべての住民が

アクセスできる状態」である．その要素として，①医療保険制度がカバーする対象者の人

口に占める割合，②医療保険が給付する医療サービスの種類，③医療保険が給付する医療

費の程度（自己負担の割合），の3つがある２）．これらのうち①は，医療制度が住民すべ

てをカバーするか否かを検証する上で重要な側面である．その検証のためには医療制度の

適用状況が分かる人口統計が整っていることが不可欠である．
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わが国を含む東アジアではユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）が達成またはそれを達

成させる動きが進んでいる．UHC達成の条件のひとつとして，医療制度が人口のどの程度をカバー

しているかがある．しかし，特に在留資格などの条件で外国人が医療制度のカバレッジの対象外に

なることもある．そこで，本稿では，UHCを1995年に達成する一方で，外国人労働者が多い台湾

を例に，全民健康保険のUHC達成度の測定を，外国人人口を含めた形で行った．また，台湾の外

国人労働者や外国人配偶者が医療保険の加入状況を概観した上で，彼らのうち医療保険未加入者数

を推計した．台湾の全民健康保険は2017年で人口の約98％をカバーしている．その一方で，外国人

労働者や外国人配偶者で全民健康保険に加入していない者を推計すると，2017年でおよそ3.1万人

と人数的には少ない．しかし，外国人配偶者がその6割以上を占め，さらにその中でも台湾居住期

間が短い，長い者の両方で割合が高いことを明らかにした．

1）SDGsの詳細は https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.htmlを参照（2019年 8

月19日閲覧）．

2）UHCに関する詳細は https://www.who.int/health_financing/universal_coverage_definition/en/を参

照（2019年8月19日閲覧）．



東アジアでは，わが国が1961年に国民皆保険を達成し，韓国も自営業者を対象とした地

域医療保険が実施された1989年に皆保険が達成された．台湾では1995年の「全民健康保険」

の実施により皆保険が達成された．さらに中国でも地域や職業別の医療保険で皆保険の達

成に向かっている．医療制度を社会保険方式で整備する場合，その対象者を明確にしてお

く必要がある．自国民（住民）の場合，雇用関係や居住（住民登録）の有無という条件で

規定することができる．しかし外国人については，これらの条件だけに加えて，在留資格

の有無なども関係してくる．そのため，UHCが制度上達成している一方で，その対象か

ら外国人が外れてしまうことも考えられる．こうした者の存在を人口統計で把握すること

は，今後外国人人口が増加することが見込まれ，多文化共生社会の構築が課題となるわが

国にとって重要なことである．外国人（中国大陸・香港・澳門
マカオ

出身者を含む）人口が多く，

UHCを達成し，人口等の公的統計が整っている地域である台湾で分析を行うことは，そ

のための参考となる知見を得るという意味で非常に有意義である．

このような問題意識のもと，台湾の全民健康保険について，特に外国人への適用につい

て概観する．次に，その被保険者数を台湾の「登録人口」（台湾人の人口）と「外国人の

人口」（中国・香港・澳門を含む）の合計との比較でみたUHC達成の状況を検証する．

あわせて，外国人の全民健康保険適用（加入状況）を台湾当局の統計で見ると共に，2017

年時点での外国人の全民健康保険未加入者数の推計を簡易な方法で行う．

Ⅱ．台湾の医療制度に関する先行研究とUHC達成までの展開

台湾の医療制度についての邦文での研究は，東アジアの他の国や地域に比べれば非常に

少ない．しかし，医療保険を含む台湾の社会保障制度の発展については，ある程度研究を

さかのぼることは可能である．たとえば呉（1987）では，社会保険制度を含む台湾の社会

保障制度を概観するとともに，当時は適用者の範囲が限られていた社会保険の適用人口の

拡大を提起している．高橋（2000）は，全民健康保険の展開と給付範囲などの当時の争点

について論じている．林（2001）では，医療保険を含む台湾の社会保障制度の歴史的展開

とともに，1990年代の医療保険，年金保険の検討過程について政治および行政の動きの側

面から論じている．小島（2003）では，台湾の社会保障制度全般の歴史と当時の現状と課

題をまとめており，医療保険では全民健康保険の成立までの流れと制度の概要，当局の統

計を用いた現状分析の結果をまとめている．井伊（2009）や加藤・西田（2013）でも1章

を充てて医療保障制度について論じている．小島（2015）では，年金，社会福祉（公的扶

助，介護，障害者福祉，児童福祉）とともに，全民健康保険の現状についてまとめている．

さらに，小島（2016）では，「二代健保」として大幅に制度が改正された全民健康保険の

概要とともに，実施から20年が経過した全民健康保険の到達点として，UHCの達成など

を取り上げている．その一方で，財源確保，外国籍の住民への医療保障などの課題を論じ

ている．このように，台湾の医療制度についてはある程度の研究あり，執筆された時期に

応じた現状分析と課題がまとめられている．
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これらの研究や台湾当局の資料３）などから，台湾の医療制度の展開を短くまとめると以

下のようになる．まず台湾の社会保険は，特定の職種を対象とした総合保険の形態でスター

トした．総合保険とは，医療，年金などの給付をまとめて実施する社会保険であり，医療

給付もその中で行われる．台湾では，1950年実施の労工保険（一定規模以上の企業従業員

が主な対象），軍人保険（職業軍人が対象），1958年実施の公務人員保険（公務員が対象で，

現在は私立学校の教職員も対象とした公教人員保険）がこれに該当する．これらの社会保

険の対象者は極めて限られており，多くの人々は無保険の状態にあった．1970年代から，

労工保険の対象者拡大，これらの総合保険の対象者でない者（例：農民健康保険）を対象

とする医療保険制度が創設された．しかし，それによる制度の乱立や給付の格差といった

問題が生じた．そこで，これらの医療給付を行う社会保険を統合する検討が行われ，1995

年に全民健康保険が実施され，職種別総合保険の医療給付，その他の複数の医療保険（農

民健康保険の年金給付などの医療給付以外のものを除く）は全民健康保険に移行した．こ

れにより制度上は台湾でUHCが達成された．その後2011年に大きな制度改正（二代健保）

が行われ，2013年から改正された制度による全民健康保険が実施されている４）．

Ⅲ．台湾『全民健康保険』の概要と外国人への適用

1．『全民健康保険』の概要

わが国の医療保険は職業や年齢を基準に制度が分かれているが，台湾では全民健康保険

というひとつの医療保険で全ての住民をカバーしており，外国人を含めた台湾の住民全て

が加入する．図1は全民健康保険の仕組みをまとめたものである５）．基本的な仕組みとし

て，わが国の医療保険と同様に，被保険者は収入などに応じて保険料を納める．当局や雇

用主からは被保険者に課される保険料への補助がある他，これとは別に当局より「健康福

利税」（たばこに課税される保健医療や福祉の財源とすることが目的の税金．たばこ税と

は別の税金）などからの補助もある．被保険者は一部自己負担を負担することで医療サー

ビスを利用することができる．医療機関は医療サービスの費用のうち患者が支払う自己負

担分を除いた費用を診療報酬として請求し，審査を通過したものを受け取ることができる．

わが国の医療保険と大きく異なるのはひとつの医療保険で全住民をカバーしていること

である．全民健康保険の被保険者は職業などにより，第1類から第6類までの6種類に分

類される．この分類は保険料の計算の他，当局や雇用主が補助する保険料割合の基礎にな

る．例えば，会社員や公務員は第1類被保険者に該当し，特に会社員の保険料のうち70％

は雇用主から補助される．従業員のいない自営業者は第2類被保険者となり，保険料は当

局が40％補助する．農林漁業に従事する者は第3類被保険者となり，当局が保険料の70％

を補助する．職業についていない高齢者は「その他の住民」として第6類被保険者となり，
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3）中央研究院経済研究所（1992），行政院衛生署中央健康保険局（2013）参照．

4）詳細は小島（2003）参照．

5）中央健康保険署（2017）参照．



保険料の40％を当局が補助する．また，兵役に就いている者や矯正施設収容者は第4類被

保険者，社会救助（生活保護）の対象となる低所得者は第5類被保険者となり，いずれも

保険料は100％当局が補助する．

2． 全民健康保険の外国人への適用

全民健康保険の対象者は外国人を含む台湾に居住する者である．それでは，外国人に対

する全民健康保険の適用（強制加入）はどのようになっているのだろうか．図1の一番下

にその適用条件をまとめてみた．そもそも全民健康保険では，「台湾に戸籍（住民）登録

がある」６），「台湾で企業などに雇用されていること」が被保険者の基本的な条件である．

もちろん，台湾の住民であってもこれを満たしいていない（例：海外に長期間住んでいる，

失踪等で住所がはっきりしない）場合は被保険者になることはできない．外国人（中国・

香港・澳門出身者を含む）の場合も，図1の「3．外国人への適用と条件」の①の場合は

何らかの在留資格を得て台湾に居住してから半年（183日）に達した場合に被保険者資格

を得る．例えば台湾籍の者と結婚した場合が想定される．③は台湾で企業などに雇用され

た場合の条件であり，雇用契約が成立したその日から被保険者資格を得る．④は外国人専

門人材とその家族が在留資格を得た日から被保険者資格を得るという，海外からの人材確

保に関係する条件である．②は台湾で生まれた外国籍の子どもに関する条件である．親が

在留資格を持っている外国籍の場合，その子どもは台湾で生まれた日から被保険者資格を

得る（2017年12月1日以降の出生）．親が台湾籍の場合，その子どもは生まれた日から全

民健康保険の被保険者資格を得る．しかし以前は，外国籍の親の場合は子どもへのこの条

件の適用がなかった．このような不公平をなくすための条件である．つまり，居住や就労

などのさまざまな条件の下で，外国人も全民健康保険の被保険者となる．
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6）台湾では「戸籍法」に基づいて住民登録，国民身分証の発行，人口統計の作成も行われる．



Ⅳ．『全民健康保険』によるUHC達成の現状

1． 被保険者数の動きで見るUHCの達成の推移

台湾の医療保険制度は上述のような発展をしてきたが，実際に医療保険でカバーされて

いる人口や総人口に対する比はどのように推移してきたのであろうか．そこで，台湾の医

療保険の被保険者数，被保険者の人口対する比（以下，カバー率とする）をまとめたもの

が図2である．全民健康保険の実施は1995年であり，それ以前は「労工保険」，「公務人員

保険」などから医療給付が行われていた．図の棒グラフ部分は，1994年以前は各制度の統

計から被保険者数を足し上げたものであり，1995年以降は全民健康保険の被保険者数の推

移である．また，折れ線グラフは医療保険の被保険者数の台湾の人口に対する比である．

人口のデータは，ここでは内政部戸政司がまとめている台湾の戸籍登録に基づく「登録人
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図１ 台湾「全民健康保険」の仕組みと外国人の加入

出所：衛生福利部資料などから作成



口」の他，その「登録人口」に内政部移民署の統計から「外国人人口」（2012年以降は中

国大陸，香港，澳門出身者の統計が利用可能）を加えた「外国人を含む人口」を用いた．

これらを分母にした全民健康保険のカバー率を算出した．なおデータの年次の範囲は，人

口および社会保険加入者の統計が入手可能な1971年から2017年までとした．

図2を見ると，1971年の医療保険被保険者数は約131万人であり，登録人口（約1,499万

人）に対して8.8％のカバー率であった．「労工保険」で被保険者の対象者の範囲拡大が進

められ，1983年には外国人を含めた人口に対するカバー率でみると20.3％となった．1980

年代には「公務人員家族疾病保険」などの医療保険が実施され，被保険者数が「労工保険」，

「公務人員保険」以外の制度でも増加していった．医療保険被保険者数は1989年には約896

万人なり，外国人を含む人口に対するカバー率は44.5％となった．全民健康保険実施前年

の1994年では被保険者数は約1,217万人，外国人を含む人口に対するカバー率で57.5％に

までは達したが，UHCの達成にはほど遠い水準であった．全民健康保険が実施された

1995年には被保険者数は約1,912万人であり，外国人を含む人口でみたカバー率は89.5％

となり，医療保険の一元化・全住民をカバーという制度改革で大幅にカバレッジの程度は

向上した．その後，被保険者数は増加し続け，外国人を含む人口でみたカバー率も上昇し

続けた．その結果，中国大陸・香港・澳門出身者の統計が利用できるようになった2012年

には外国人を含む人口でみたカバー率は97.6％に達し，登録人口をもとにしたカバー率も

99.9％となった．2017年には外国人を含む人口でみたカバー率は98.0％となり，登録人口

でみたカバー率101.3％より3％程度下がるが，ほとんどの人が全民健康保険に加入して

いる状態，つまりUHCが十分に達成している状態にある．
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図２ 台湾の医療保険の被保険者数の推移（1971～2017年）

資料：行政院主計総処，内政部戸政司，衛生福利部資料から作成．
注：カバー率とは医療保険被保険者数を人口で割って求めたもの．2001年から2006年までは第4類被保
険者（兵役従事者など）の数値を含まない．外国人人口は1977年から利用可能．



2． 男女・年齢階級別に見たUHC達成状況

全民健康保険のカバー率を，男女，年齢別に見た場合，UHCの達成状況はどのように

なるのであろうか．そこで男女・年齢階級別のカバー率を算定した．算定の対象年次は，

外国人人口について中国・香港・澳門出身者の人口（ただし年齢階級別のデータが得られ

るのは年間を通じて台湾に居住していた者）の統計が利用可能な2012年と直近の2017年と

した（いずれも各年末日現在）．年齢階級は外国人の統計での年齢階級を基本とした．最

高年齢は70歳以上であり30，40，50歳代は年代ごとの10歳階級となる．60歳代は5歳階級

の60～64歳，65～69歳であるが，30歳未満は，0～5歳，6～11歳，12～14歳，15～17歳，

18～23歳，24～29歳と台湾籍の人口統計との計算が簡単にできない形になっている．その

ため，20歳代は10歳階級，20歳未満は5歳階級になるように，年齢の割り振りを行った．

具体的には台湾籍の各歳別人口をこれら外国人の年齢階級に合わせる形で算出し，特に0

～5歳人口のうち0～4歳人口の割合，6～11歳人口のうち10～11歳人口の割合，18～23

歳人口のうち，18～19歳および20～23歳人口の割合を求めた．台湾籍の人口で求めたこれ

らの割合を対応する年齢階級の外国人人口に乗じた．その結果を前後の年齢階級の人口に

加える形で年齢別人口の割り振りを行った．その結果，0～4歳，5～9歳，10～14歳，

15～19歳，20～29歳，30～39歳，40～49歳，50～59歳，60～64歳，65～69歳，70歳以上の

12の年齢階級別の外国人人口を算定できた．このようにして求めた外国人人口（中国・香

港・澳門を含む）を同じ年齢階級でまとめた台湾籍の人口に加えることで，台湾の住民の

人口として，これを全民健康保険のカバー率を求める分母とした．これに対して，全民健

康保険の被保険者数も同じ年齢階級でまとめ，これを分子とした．両者を用いることで年

齢階級別の全民健康保険カバー率を求めた．また参考として，台湾籍の人口のみを分母に

した年齢階級別カバー率も求めた．

上記の算定の結果が図3であるが，これで分かることは外国人（中国大陸・香港・澳門）

を含む人口で見たカバー率は，15～49歳付近の年齢で台湾の登録人口で見たカバー率より

も低くなっている．まず2012年の算定結果を見ると，男性では15～19歳では両者の差（前

者から後者を引いたもの）は-0.8％であり，前者でのカバー率の方が低い．20～29歳，30

～39歳ではそれぞれ-2.5％，-1.7％となり，40～49歳でも-0.6％となる．他の年齢階級では

-0.3～-0.2％の差となっている．前者のカバー率自体は97.0％～99.2％の水準にある．同年

の女性で見ても男性と同様の傾向が見られ，15～19歳では両者の差は-0.7％であり，男性

に近い水準で前者でのカバー率の方が低い．20～29歳，30～39歳ではそれぞれ-3.7％，

-3.6％となり，40～49歳でも-1.1％となる．この点も男性と同様の傾向である．他の年齢

階級の差も-0.4～-0.1％となっている．前者のカバー率自体は96.9％～101.9％の水準にあ

る．

次に2017年の算定結果を見ると，男性では15～19歳では両者の差は-1.1％であり，20～

29歳，30～39歳ではそれぞれ-4.2％，-3.1％と差が拡大し，40～49歳で-1.0％となる．他の

年齢階級では-0.4～0.0％の差となっている．外国人を含む人口によるカバー率自体は97.9

％～102.2％の水準にある．同年の女性で見ると，15～19歳では両者の差は-0.8％，20～29

―311―



歳，30～39歳ではそれぞれ-4.5％，-5.7％と差が拡大し，40～49歳でも-2.5％である．他の

年齢階級の差も-0.3～0.0％となっている．外国人を含む人口によるカバー率自体も97.7％

～102.4％の水準にある．

カバー率が100％を超える理由として，人口統計と全民健康保険の統計が作成される機

関（内政部と衛生福利部），そのもとになる資料（戸籍登録・外国人登録と医療保険加入

者統計）の違いが考えられる．また，全民健康保険に加入したまま海外に出た人の存在，

外国人人口に含まれていない年の途中から台湾に居住し始めた人が相当数存在することも

考えられる．その点を考慮しても，人口カバー率で見たUHCそのものは達成された状態

にある．
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出所：内政部戸政司，内政部移民署，衛生福利部中央健康保険署統計より作成．
注：外国人（中国・香港・澳門）は通年で台湾に居住している者に限定し，年齢階級を台湾登録
人口に合わせるため，外国人の年齢を前者の各歳別年齢分布データをもとに配分し直した．

図３ 台湾の男女・年齢階級別「全民健康保険カバー率」（2012年，2017年）



Ⅴ．外国人の『全民健康保険』のカバー率の状況

1． 外国人の全民健康保険への加入状況の検証―人口および社会統計の活用―

台湾では全民健康保険のカバー率は2017年で約98％に達し，人口カバー率の面では

UHCを達成している．台湾に限らず社会保険としての医療保険の加入について，外国人

が強制加入の対象でなかったり，対象であっても手続がよく分からない，母国語での情報

がないために制度への理解がなされないなどの事情があったりするため，医療保険に加入

していない可能性が自国民よりも高くなると考えられる．

台湾の全民健康保険では，図1で示したように，雇用や在留資格のある居住に関係する

条件を満たせば外国人も強制加入の対象となる．その達成状況を外国人について検証する

には，外国人の生活状況が分かる公的統計を用いて行う必要がある．台湾の公的統計で外

国人のことを調査しているものとして，行政院主計総処「人口及住宅普査」７）がある．し

かし，全民健康保険を含む社会保険への加入状況は調査されていない．外国人労働者（就

業服務法に基づき台湾当局が指定した業種の中で，期限付きで台湾での就労・居住が可能

な外国人．外籍労工という）８），外国人配偶者（台湾人と結婚した外国人．国籍（出身地）

により，外籍配偶または大陸配偶という）９）についての調査を当局が別途行っている．そ

れぞれ，労働部「外籍労工管理及運用調査」，内政部移民署「外籍與大陸配偶生活需求調

査」という調査である．

前者は，外国人労働者の雇用の現状を把握することで，外国人労働者政策の基礎資料と

することを目的に毎年行われている調査である．対象者は外国人労働者の雇用が認められ

ている製造業，建設業，医療保健及び社会サービス業などの雇用主（家庭で外国人介護労

働者を雇用している個人を含む）である．製造業，建設業の雇用主には雇用している外国

人労働者の人数，賃金，社会保険の適用，外国人労働者への満足度，外国人労働者政策へ

の意識などを調査している．家庭で外国人介護労働者（家庭外籍看護工という）を雇用し

ている者に対しては，外国人介護労働者の性別，年齢，国籍，誰を介護しているか，外国

人介護労働者を雇用する前の主な介護者，雇用している外国人介護労働者への満足度，外

国人介護労働者に関する施策への意識などを調査している10）．後者は外国人配偶者の生活

状況の把握を行い，外国人配偶者に関する施策の基礎資料とすることを目的とした調査で

あり，サンプリング調査の方法で行われている．調査内容は，国籍，性別，年齢，就業状
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7）10年ごとに行われている人口と住宅センサスであり，直近では2010年に行われた．外国人（中国・香港・澳

門籍を含む）については，男女，年齢，地域別についての集計結果が公表されている．詳細は主計総処web

サイト（https://www.stat.gov.tw/np.asp?ctNode=546&mp=4）参照（2019年9月4日閲覧）．

8）「就業服務法」を根拠に受け入れが認められている．受け入れ分野ごとに募集，雇用，その後の管理につい

て規程や手続きがある．受け入れスキームや外籍看護工を中心とした詳細は小島（2017）参照．

9）当局の公式文書や統計では中国大陸・香港・澳門籍の配偶者である「大陸配偶」とその他の外国籍の配偶者

である「外籍配偶」で区別しているが，本稿ではまとめて「外国人配偶者」とした．

10）詳細は労働部webサイト（http://statdb.mol.gov.tw/html/svy07/0742menu.htm）参照（2019年9月4

日閲覧，2018年調査）．



況，社会保険の加入などである．調査はこれまで2003年，2008年，2013年に行われてい

る11）．これらの当局の調査結果から，一部ではあるが外国人の全民健康保険加入状況を知

ることができる．

2． 外国人の全民健康保険への加入状況―台湾当局の統計より―

まず外国人労働者の全民健康保険加入状況を上述の労働部の統計で見てみよう．

図4は外国人労働者のうち，「事業外籍労工」（製造業や建設業で雇用されて働く外国人

労働者）と呼ばれる人々の全民健康保険の適用状況である．調査が雇用主（事業所）を対

象に行われているので，外国人労働者の人数のデータではないことに留意する必要がある．

それでも2017年の調査では，調査対象の雇用主のうち98.97％の者は雇用している外国人

労働者を全民健康保険に加入させている．産業部門別では製造業では98.97％，建設業で

は100.0％となっており，カバー率は100％に近いと考えられる．時系列で見ても適用事業

所の割合は非常に高い水準で推移しており，製造業と建設業全体で95％を超える水準で推

移している．また事業所の規模別でみても，規模の小さな事業所で適用率が若干低いもの

の，適用率に事業所規模間の格差につながるほどではない．具体的には，事業所の規模別

の適用率は2010年で96.92％～99.39％の間，2015年で96.85％～98.84％の間にある．事業
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11）詳細は内政部移民署 webサイト（https://www.immigration.gov.tw/5385/7445/7451/7457/7460/7469/

30334/）参照（2019年9月4日閲覧，2013年調査）．

図４ 外国人労働者（事業外籍労工）「全民健康保険」適用事業所割合

96.77 95.97 97.30 96.90
98.97

出所：労働部「外籍労工管理及運用調�」より作成．
注：「事業外籍労工」とは，製造業及び建設業で雇用される外国人労働者．
カバー率は企業数ベース．

（2）規模別

2010年 2015年 2017年

1～29人 96.92 96.85 1～29人 98.49

30～99人 97.62 96.95 30～99人 100.00

100～299人 98.45 96.68 100～199人 100.00

300～499人 96.22 97.46 200～499人 100.00

500人以上 99.39 98.84 500人以上 100.00

（1）時系列



所規模の区分が異なるが2017年でも29人以下の事業所では98.49％であるが，その他では

100％となっている．つまり，就業服務法に基づいて製造業や建設業で雇用されている有

期雇用・滞在の外国人労働者については全民健康保険への加入が確保されているといえる．

表1は同じ調査から家庭で雇用されている外国人介護労働者（外籍看護工）の全民健康

保険の加入率である．家庭で外国人介護労働者を雇用する場合も雇用契約を結ぶことが必

須であり，賃金，休日の保障，社会保険への加入などを盛り込むことが求められている12）．

この表によると，外国人介護労働者の全民健康保険加入率は，2000年には89.44％であっ

たが，2005年には98.43％となり，2015年，2017年はそれぞれ95.16％，96.83％となってい

る．外国人介護労働者は女性がほとんどであるが，男女別では2017年で男性96.51％，女

性96.83％である．国籍別（インドネシア，フィリピン，タイ，ベトナム）でみても2010

年は90.22％～93.59％の間にあるが，2015年は94.89％～100％，2017年は96.65％～99.79％

の水準となっている．さらに年齢階級別に見ると，2010年と2015年・2017年で年齢階級の

区分が異なるが，2017年の男性の25歳未満（68.51％），2010年の50歳以上の85.09％（男

女総数）を除いて90％以上の加入率となっている．このように家庭で雇用される外国人介

護労働者についても95％程度の割合で全民健康保険への加入が達成されている．

表2は外国人配偶者（外籍配偶，大陸配偶）の全民健康保険への加入状況を上で挙げた

内政部移民署の調査からまとめたものである．これによると，外国人配偶者で全民健康保
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表１ 外国人介護労働者（外籍看護工）「全民健康保険」加入率

（1）総数，男女および国籍別

2000年 2005年 2010年 2015年 2017年

総数 89.44 98.43 91.76 95.16 96.83

性別
男 - - 91.75 90.78 96.51

女 - - 90.86 95.19 96.83

国籍

インドネシア - - 90.85 94.89 96.65

フィリピン - - 90.22 95.86 97.92

タイ - - 93.59 100.00 99.79

ベトナム - - 91.49 97.93 96.93

（2）年齢別

2010年 2015年 2017年

男女総数 男女総数 男 女

29歳以下 90.93 25歳未満 95.77 68.51 95.52

30～39歳 90.70 25～34歳 95.45 97.68 96.88

40～49歳 91.60 35～44歳 94.30 97.90 96.53

50歳以上 85.09 45歳以上 97.05 100.00 98.82

出所：労働部「外籍労工管理及運用調�」より作成．
注：「外籍看護工」とは，介護分野（ほとんどが居宅介護）のために就労する外
国人労働者．2017年は「家庭外籍看護工」．2000年と2005年の男女別，国籍
別のデータはなし．

12）詳細は中央健康保険署webサイトを参照．https://www.nhi.gov.tw/Content_List.aspx?n=C09E8D2218D8

E740&topn=CB563D844DBDA35A（2018年12月20日閲覧）



険の加入者は2008年で90.7％，2013年で89.5％であり，90％程度の加入率となっており，

外国人労働者のそれよりも低い．外国人配偶者は女性がほとんどを占めるが，2013年の男

女別では男性が85.2％，女性が89.7％であり，2008年では男性89.1％，女性90.8％となっ

ている．国籍別（東南アジア，その他の地域，中国，香港・澳門）の数値を2013年で見る

と，中国が86.3％ともっとも低いが，東南アジアが93.4％，その他の地域が96.0％，香港・

澳門が91.0％となっており，国籍による差が見られる．2008年も中国が88.4％ともっとも

低く，その他の地域が97.4％ともっとも高く，9％程度の差がある．
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表２ 外国人配偶者「全民健康保険」加入率
（単位：人，％）

2008年 2013年

サンプル数
（人）

カバー率
（％）

サンプル数
（人）

カバー率
（％）

総数 13,345 90.7 13,688 89.5

性別
男 393 89.1 764 85.2

女 12,952 90.8 12,924 89.7

国籍

東南アジア 4,170 95.0 4,855 93.4

その他の地域 465 97.4 891 96.0

中国 8,542 88.4 7,847 86.3

香港・澳門 168 89.9 95 91.0

年齢

15-24歳 1,046 - 104 58.5

25-34歳 6,945 - 4,908 81.3

35-44歳 3,386 - 5,764 94.2

45-54歳 1,143 - 2,029 97.3

55-64歳 417 - 634 97.5

65歳以上 95 - 249 68.4

台湾居住
年数

1年未満 1,723 56.8 832 33.5

1年以上2年未満 1,915 95.2 1,324 71.7

2年以上4年未満 1,872 95.4 1,641 96.2

4年以上6年未満 2,134 95.4 1,394 94.9

6年以上8年未満 2,102 96.5 1,145 95.4

8年以上10年未満 1,509 96.5 1,274 95.0

10年以上 2,066 96.6 6,079 95.6

2013年・主な国籍別

東南アジア 中国

サンプル数
（人）

カバー率
（％）

サンプル数
（人）

カバー率
（％）

台湾居住
年数

1年未満 52 70.3 761 29.5

1年以上2年未満 146 90.0 1,138 68.6

2年以上4年未満 381 94.7 1,183 96.6

4年以上6年未満 435 92.1 895 96.3

6年以上8年未満 374 93.9 672 96.3

8年以上10年未満 625 93.4 561 97.5

10年以上 2,841 93.9 2,635 97.2

出所：内政部移民署「外籍與大陸配偶生活需求調査」より作成．
注：2008年調査では年齢別の集計表なし．



年齢階級別の数値は2013年調査で結果が利用可能である．年齢階級別の全民健康保険加

入率は，15～24歳で58.5％ともっとも低いが，サンプル数が104と非常に少ないことに留

意すべきである．次いで低いのは65歳以上の68.4％であるが，ここでもサンプル数が249

と少ないことに留意すべきである．25～34歳で81.3％に達し，35～44歳，45～54歳，55～

64歳で90％を超える．一部の年齢階級でサンプル数の少ないことに留意すべき部分がある

が，若年層と高齢層で加入率が低めであるのを除くと，外国人配偶者の多くを占める年齢

層（25～54歳）では90％を超える加入率である．

台湾居住年数別に見ると，居住年数が短い者で全民健康保険加入率が低くなる．居住年

数2年以上のグループでは，2008年では95.4％～96.6％，2013年では94.9％～96.2％の加

入率である．一方，1年以上2年未満では2008年は95.2％，2013年は71.7％の水準である．

1年未満では2008年では56.8％，2013年では33.5％となり，1年未満の居住歴の外国人配

偶者が全民健康保険の恩恵にあずかっていないことになる．これは全民健康保険を外国人

に適用する場合の条件である「在留資格取得後台湾居住半年に達した者」を満たさない者

がこのグループに含まれるからであると考えられる．国籍別に見た場合，中国籍の1年未

満の全民健康保険カバー率は29.5％ときわめて低い．このように，外国人配偶者はおおむ

ね全民健康保険に加入しているが，台湾在住が短い者の中で未加入者の割合が高くなって

いる．

Ⅵ．外国人労働者および外国人配偶者の全民健康保険未加入者の推計

1． 推計方法

外国人労働者や外国人配偶者の全民健康保険加入状況は当局の統計から得ることができ

る．これらの統計数値を用いることによって，実際にどの程度の人数の外国人労働者や外

国人配偶者が全民健康保険でカバーされていないのか，という検証ができる．その結果を

用いて，全民健康保険未加入者に占める外国人労働者や外国人配偶者の割合を見ることで，

外国人の無保険問題の大きさとUHC達成への影響も検証できる．そこで，外国人労働者

（事業外籍労工，外籍看護工）と外国人配偶者（外籍配偶及び大陸配偶）のうち全民健康

保険に未加入の者の推計を，公表統計を用いた簡易なモデルにより行った．

推計のフローは図5のとおりである．まず外国人労働者については，図5の上の部分の

推計フローのとおりである．製造業や建設業で雇用されている者については雇用主ベース

で全民健康保険の適用状況が調査されており，適用率もおよそ98％の水準にある．そのた

め，事業所でみた全民健康保険適用率で産業部門の外国人労働者がこれに加入していると

みなし，その適用率を外国人労働者の数に乗じ，その結果を外国人労働者の数から減じる

という推計フローを構築した．福祉施設で雇用される外国人介護労働者（機構外籍看護工）

についても，同じ適用率を用いて彼らの人数に乗じ，その後彼らの人数から減じるという

方法で推計を行った．家庭で雇用される外国人介護労働者（家庭外籍看護工）は，家庭で

個別の雇用契約を結ぶので，人数ベースでの全民健康保険加入状況が分かる．そこで，個
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人ベースの加入率を彼らの人数に乗じ，その後彼らの数から減じる形で推計を行った．こ

の部分の推計のための使用データとして，全民健康保険の加入率は労働部「外籍労工管理

及運用調�」の2017年調査，外国人労働者の数は労働部データベース（労働統計査詢庫）13）

より2017年の受け入れ部門別の数値を用いた．

次に外国人配偶者については，台湾居住年数で加入率が大幅に下がるところが見られた．

そこで，彼らの全民健康保険未加入者の推計は台湾居住年数別に行った．推計のフローは

図5の下の部分のとおりであるが，推計のスタートとなる外国人配偶者の数は，内政部移
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13）データは労働部の労働統計webサイト（https://statfy.mol.gov.tw/default.aspx，2019年9月4日閲覧）

より入手した．

図５ 全民健康保険未加入外国人数推計フロー

注：「主な国籍（出身地）別」とは外国（中国，香港・澳門以外），中国，香港・
澳門の3つの区分を指す．



民署「外籍および大陸配偶許可件数」から2017年末現在の数値を得た．この数値は1987年

1月から2017年12月までの間に，台湾籍の人の配偶者として在留許可が発出された件数で

ある．つまり彼らの中で実際に台湾に居住している者の数を求める必要がある．その割合

は，内政部移民署「外籍與大陸配偶生活需求調査」（2013年）から，台湾に居住している

者の割合が外国人，中国，香港・澳門の3つのおおまかな国籍（出身地）別に得られる．

具体的にはそれぞれ78.5％，53.8％，15.6％である．これらの値が2017年も変わらないも

のと仮定して，対応する国籍の在留許可件数の累積値に乗じて，台湾に在住している外国

人配偶者（中国大陸・香港・澳門を含む）の数を求めた．次に同調査では外国人，中国，

香港・澳門の3つの国籍（出身地）区分別に台湾居住期間別の分布が得られるので，その

分布も2017年も変わらないものとみなして，外国人，中国，香港・澳門の3つの国籍（出

身地）区分別に台湾居住期間別の人口を推計し，これらの3つの国籍（出身地）区分別の

合計を求めることで，台湾居住期間別の外国人配偶者の人口とした．

全民健康保険加入率は外国人配偶者全体以外の国籍（出身地）別では，中国と東南アジ

アでしか得られない．そこで，外国人配偶者全体でみた台湾居住期間別の全民健康保険未

加入率を対応する台湾居住期間別の外国人配偶者数（主な国籍別の合計）の推計値に乗じ

て，全民健康保険加入者の数を推計した．最後に，台湾居住期間別の外国人配偶者の人口

から全民健康保険の加入者数を引いて，全民健康保険未加入者の推計値とした．

あわせて，彼らのうち全民健康保険が適用される者が全て加入していると仮定した推計

も別途行った．外国人労働者は全員，外国人配偶者はのうち台湾居住期間が半年以上の者

も全員加入するとみなした．ただし，台湾居住期間が半年未満の者は全民健康保険の対象

にはならないので，外国人配偶者のうち台湾居住期間1年未満の者はその半数だけが全民

健康保険に加入するとみなした（加入率50％）．

2． 推計結果

推計結果は表3の通りである．2017年の台湾の人口は外国人を含めるとおよそ2,396万

人であり，全民健康保険加入者数はおよそ2,346万人である．この数値から全民健康保険

未加入者の数は約49.7万人であり，対人口比では2.1％となる．外国人労働者や外国人配

偶者で全民健康保険に加入していない者の数は31,097人と推計された．全民健康保険未加

入者に対する比は6.3％であり，医療保険に加入していない者としては少数派であるが，

図1で用いた全民健康保険の加入率の計算で用いた人口のうち，2017年の人口の中で外国

人（中国・香港・澳門を含む）は約79万人であり，人口の3.2％を占める．この割合と比

較すると，2倍程度の値となる．

全民健康保険未加入の外国人の内訳として，製造業や建設業で雇用される外国人労働者

事業は4,388人（外国人の全民健康保険未加入者の14.1％），施設で雇用される外国人介護

労働者は153人（同0.5％），家庭で雇用される外国人介護労働者は7,398人（同23.8％）で

ある．そして残りのおよそ1万9,159人は外国人配偶者であり，外国人の全民健康保険未

加入者の61.6％を占める．彼らを台湾居住期間別に見ると，10年以上が8,373人と最も多
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く，全民健康保険未加入の外国人配偶者の43.7％を占める．8年以上10年未満も10.6％を

占める．一方で，1年未満が12.8％，1年以上2年未満が14.2％を占め，合計で27.0％と

なる．比較のために台湾の外国人配偶者の数を見ると2017年で約32.3万人であるが，台湾

居住期間が10年以上の者は58.9％，8年以上10年未満の者が12.6％をそれぞれ占め，台湾

に長年住んでいる者が多い．つまり，外国人配偶者で全民健康保険未加入者は，台湾居住

期間が長い，短い者の両方で多くなっていることが分かる．なお，対象となる外国人が全

員全民健康保険に加入した場合の未加入者数は1,849人へと大幅に減り，減少数は2万

9,248人である．これは全民健康保険未加入率を0.1％引き下げる人数である．

このように，全民健康保険未加入者のうち外国人労働者や外国人配偶者は少数派ではあ

るものの，人口比の2倍程度の割合で存在する．その中で台湾居住歴が特に短いまたは長

い外国人配偶者が全民健康保険の未加入が目立つ．言い換えると，台湾では外国人の無保

険問題は人数で見ると規模が小さいが，特定の属性を持つ外国人にとっては重大な問題と

して浮上する可能性が高いことがこの推計から分かる．
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表３ 全民健康保険未加入外国人数推計結果（2017年）
（単位：人，％）

2017年・推計結果 人数
対全民健
康保険未
加入者比

全民健康保険
未加入外国人構成比（参考）

外国人対
象者全員
加入

外国人
外籍及び
大陸配偶

人口など

人口（外国人を含む） 23,960,163

全民健康保険加入者数 23,462,863

同未加入者数 497,300 468,052

（対人口比） 2.1% 2.0%

推計結果

全民健康保険未加入外国人
（①～④の合計）

31,097 1,849 6.3% 100.0%

①事業外籍労工
（産業部門外国人労働者）

4,388 0 0.9% 14.1%

②外籍看護工（機構，施設で雇用） 153 0 0.0% 0.5%

③外籍看護工（家庭で雇用） 7,398 0 1.5% 23.8%

④外籍及び大陸配偶（外国人配偶者） 19,159 1,849 3.9% 61.6% 100.0%

外籍及び
大陸配偶
（台湾居
住年数別）

1年未満 2,459 1,849 7.9% 12.8%

1年以上2年未満 2,715 8.7% 14.2%

2年以上4年未満 958 3.1% 5.0%

4年以上6年未満 1,444 4.6% 7.5%

6年以上8年未満 1,171 3.8% 6.1%

8年以上10年未満 2,039 6.6% 10.6%

10年以上 8,373 26.9% 43.7%

出所：労働部「外籍労工管理及運用調�」，内政部移民署「外籍與大陸配偶生活需求調査」，衛生福利部統
計をもとにした筆者推計結果．



Ⅶ．まとめ

台湾では1995年に全民健康保険が実施され，制度上全住民が医療保険に加入する仕組み

となった．そのカバー率は外国人を含む人口でみると1995年で89.5％であり，その後も被

保険者数は増加し続けるとともに，カバー率も上昇し続けた．その結果，中国大陸・香港・

澳門出身者の統計が利用できるようになった2012年のカバー率（外国人を含む人口）は

97.6％，2017年には98.0％に達し，UHCは十分に達成している状態にある．男女・年齢

階級別にカバー率を求めると，外国人を含む人口の方が台湾籍だけの登録人口をもとにし

た場合よりもカバー率は低下する．特に15～49歳の年齢層で顕著であった．

外国人の全民健康保険加入状況と当局の統計で見ると，製造業や建設業で雇用される外

国人労働者，家庭で雇用される外国人介護労働者の間では加入率は非常に高い．一方で外

国人配偶者の全民健康保険の加入率は台湾居住期間2年未満の者で低い．これをもとに外

国人労働者および外国人配偶者の全民健康保険未加入者を推計すると，約3.1万人と人数

としては小さい．しかしその構成を見ると，外国人配偶者が未加入者の6割を占め，さら

にその中でも台湾居住年数が短いまたは長い者が多くを占めることが明らかになった．台

湾居住年数が短い場合，「台湾の在留許可取得後の居住期間が半年に達すること」という

全民健康保険に加入する条件を満たさないことがその背景になっていると思われる．しか

し，台湾居住年数が長い者の未加入者が多いことは，加入できない要因を外国籍であるこ

とやその居住期間のみに求めることはできない．制度のことがよく分からないという背景

も考えられるが，その他には経済的に困窮しているなどの台湾籍の人にもあり得る背景も

あるのではないかと考えられる．

今回は台湾当局の公表資料から可能な限りで台湾のUHCの検証を行った．台湾は外国

からの移住者，台湾地域内でもエスニックの多様性があり，いわゆる多文化共生社会であ

る．外国人の医療や福祉へのアクセスを評価するには，人口統計の他に，彼らの生活実態

を把握でき，信頼性のある統計も必須である．わが国でも外国人の人口は総務省統計局

「国勢調査」などで把握できるが，全国的な生活実態となると把握が困難なところである．

外国人の生活実態が公的統計で把握できることは，UHCの達成状況の検証に有用である．

付記および謝辞

本稿は，厚生労働科学研究費補助金「東アジア，ASEAN諸国の人口高齢化と人口移動に関する

総合的研究」（H27-地球規模-一般-001）」および「東アジア，ASEAN諸国におけるUHCに資する

人口統計システムの整備・改善に関する総合的研究」（H30―地球規模―一般―002）の成果をもと

に執筆したものである．これらの研究班会議およびその他の機会にコメントをくださった方々にこ

の場を借りて御礼を申し上げる．

―321―



参考文献

（日本語）

井伊雅子編著（2009）『アジアの医療保障制度』東京大学出版会.

加藤智章・西田和弘編著（2013）『世界の医療保障』，法律文化社.

呉凱勲（1987）「台湾における社会保障建設の現状」，『海外社会保障情報』，第81号，社会保障研究所，pp.27-47.

小島克久（2003）「台湾の社会保障」広井良典・駒村康平編著『アジアの社会保障』東京大学出版会，

pp.135-172.

小島克久（2015）「台湾」増田雅暢・金貞任編著『アジアの社会保障』法律文化社,pp.81-107.

小島克久（2016）「台湾における医療保障の動向」『健保連海外医療保障』健康保険組合連合会,No.110,

pp.24-31.

小島克久（2017）「台湾─介護サービスにおける外国人介護労働者」『アジアにおける高齢者の生活保障 持続可

能な福祉社会を求めて』金成垣・大泉啓一郎・松江暁子 編著 明石書店 pp.184-204.

高橋隆（2000）「台湾における全民健康保険の成立と課題」，『社会福祉学』，日本社会福祉学会1，第40巻2号，

pp.189-209.

林成蔚（2001）「社会保障制度の政治過程―90年代の台湾における健康保険と年金の改革・形成―」，『日本台湾

学会会報』第3号，pp24-49.

（中国語）

行政院衛生署中央健康保険局（2013）「台灣健保制度現況與前瞻」

中央健康保険署（2017）『2017-2018全民健康保險年報』

中央研究院経済研究所（1992）『全民健康保險相關問題検討會』

―322―



―323―

TaiwanUHCReviewwithPopulationStatisticsincludingForeignResidents

KatsuhisaKOJIMA

InEastAsia,includingJapan,UniversalHealthCoverage(UHC)hasmostlybeenachievedor

iswellunderway.OneoftheconditionsforachievingUHCistheextenttowhichthehealthcare

systemcoversthepopulation.However,foreignersmaybeexcludedfromthecoverageofthe

healthcareinsurancesystemdependingontheirstatusofresidence.LookingatEastAsia,Taiwan

hasachievedUHCwith"NationalHealthInsurance"in1995.Manyforeign-bornworkersare

coveredbytheNHI.Therefore,inthispaper,IhavereviewedtheTaiwanUHCwithpopulation

statisticsthatincludeforeignresidents.Inparticular,Ihaveestimatedthenumbersofforeign

workersandforeignspouseswhowerenotcoveredbythehealthinsurance.

TheTaiwanNationalHealthInsurancecoveredabout98% ofthepopulationincluding

foreignersin2017.Ontheotherhand,thenumberofforeignworkersandforeignspouseswho

werenotcoveredbythenationalhealthinsurancewasestimatedtobeabout31,000in2017.Itis

asmallnumberincomparisontoTaiwan'spopulation.However,foreignspousesaccountedfor

morethan60%ofthisnumber.Inaddition,foreignspouseslivinginTaiwan,bothforlessthantwo

yearsandfortenyearsandover,sharedahighpercentageofforeignspousesnotcoveredbythe

NHI.

Withpopulationstatistics,wecanreviewtheUHCofeachcountryandregionthathas

achievedit.Thereviewresultwillshowusthechallengesofthehealthcaresystem,suchasthe

individualsnotcoveredbyhealthinsurance.Analysiswithpopulationstatisticsisusefulforthe

reviewofUHC.
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期間出生力の生命表分析：シンガポール，1980～2015年

菅 桂 太

Ⅰ．課題

シンガポールにおける期間出生力の変動は総数では出生関連政策の変更が行われたタイ

ミングと概ね符号しているが，民族によって変動パターンは大きく異なりマレー系の変動

は政策導入タイミングとは必ずしも一致していない．また，1987年以後に導入された限定

的な出生促進策や2001年以後導入されているより積極的な政策は中国系の人口のカンタム

の増加を促す影響を及ぼした可能性がある一方で，マレー系の人口に対する政策効果は限

定的であった可能性が指摘されている（Suga2012）．このような期間出生力変動パター

ンと政策導入タイミングの関連を検討するため，菅（2012）は1980年から2010年の毎年に

ついて初婚と既往出生数の状態に関する多相生命表を民族別に構築し，比較検討した．そ

の結果，シンガポールでは初婚と既婚出生力両者の変動パターンが民族間で異なっており，

とくに，2004年以後の積極的な出生促進政策が導入された期間においては，中国系の人口

では既婚出生率が一時的に上昇し，結婚力指標も堅調に推移しているのに対し，マレー系

の人口では既婚出生力の低下の背後で結婚力の低下がより急速に進んでいることを指摘し

ている．シンガポールでは2001年により積極的な出生促進政策である「結婚と家族形成支

援パッケージ（MarriageandParenthoodPackage）」が導入され，2004年，2008年，

2013年，2015年にこの結婚と家族形成支援パッケージは強化されているが，合計出生率は

2000年代の前半以後1.2程度の水準で停滞している．本稿では，菅（2012）の手法による

多相生命表分析を用いて，分析対象期間を2015年まで延長したうえで，期間出生力変動に
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シンガポールの期間出生力の変動は総数では出生関連政策が導入されたタイミングと概ね符合す

るが，民族間で大きな差がある．中国系の人口で出生促進政策の導入タイミングと期間出生力の変

動タイミングが符合するのに対し，マレー系では異なる．このような期間出生力変動パターンと政

策導入タイミングの関連を検討するため，1980年から2015年の毎年について初婚と既往出生数の状

態に関する多相生命表を構築し，比較検討した．

その結果，シンガポールでは初婚と既婚出生力の変動パターンに民族間で類似性と異質性がある

ことがわかった．とくに，2001年以後の積極的な出生促進政策（MarriageandParenthood

Package）が導入された後の期間においては，中国系の人口では既婚出生率が上昇し，結婚力指標

も堅調に推移していた．マレー系では2010年までは既婚出生力の低下の背後で結婚力の低下がより

急速に進んで来たが，2010年以後は中国系と同様に既婚出生力が回復していることがわかった．



おける初婚と既婚出生力の寄与を分解し，民族別の期間合計出生率変動のパターンとその

背後にある結婚力及び既婚出生力変動を，中国系とマレー系の別に検討することを目的と

する．

次項ではシンガポールの出生力分析において利用可能なデータについて，利用にあたっ

ての留意点を含めて紹介する．その後，多相生命表作成のための考え方と民族別の期間出

生力変動のパターンを記述するための指標を導入する．そして，これらの指標を用いて中

国系とマレー系の別に分析結果を示す．最後にまとめる．なお，多相生命表作成の技術的

な方法については補論にまとめて掲げた．本研究は，菅（2012）が基になっており，菅

（2017）の分析を改変したものである．

Ⅱ．データ

本稿で扱う出生の多相生命表の状態は，［未婚，既婚×｛無子，1子，2子，3子，4

子以上｝］とした．出生の生命表分析を行うためには，この状態別人口（状態間遷移確率

行列の分母）と初婚・出生順位別出生数（同分子）が不可欠である．これら出生の多相生

命表を作成するために必要なデータのうち，シンガポールにおいて利用可能なものを表1

に示す．

状態間遷移確率行列を計算する分母については1980年以後のセンサスから配偶関係別女

子数と既往出生数別既婚女子数が民族別年齢5歳階級別に利用可能である．このため，こ

こでは1980年以後を分析対象期間とした．なお，シンガポールでは1990年以後のセンサス
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表１ シンガポールの男女年齢（５歳）階級別，民族別の結婚と出生に関する人口学的データ

項目 利用可能な年次 出典

総人口 1968～1990年各年 YearbookofStatisticsSingapore，SingaporeCensusof
Population(1970,'80,'90)

在住人口 1990年以後各年 YearbookofStatisticsSingapore，SingaporeCensusof
Population(1990,2000,'10),GeneralHouseholdSurvey
(1995,2005,'15)

配偶関係別人口 1970,'80,'90,'95,
2000,'05,'10,'15

SingaporeCensusofPopulation(1970,'80,'90,2000,'10),
GeneralHouseholdSurvey(1995,2005,'15)

既往出生数別既婚女子
人口注1

1980,'90,2000,
'10,'15

SingaporeCensusofPopulation(1970,'80,'90,2000,'10),
GeneralHouseholdSurvey(2005,'15)

出生順位別出生届出数 1967年以後各年 ReportontheRegistrationofBirthsandDeaths
Statistics注3

制度別注2結婚件数 1957年以後各年 ReportontheRegistrationofBirthsandDeaths,
MarriagesandPersons(1957～65),Reportonthe
RegistrationofBirthsandDeaths,Marriagesand
Persons(1966～79),StatisticsonMarriages(1980～83),
StatisticsonMarriagesandDivorces(1984～)

※表には1980年以降継続して利用可能なものを示す．
注1）1970年については，男女年齢5歳階級別と民族別年齢10歳階級別に得られる．
注2）女性憲章（Women'sCharter）とイスラム法（Muslim）の別．初婚件数については，男女年齢5
歳階級別，制度別に得られるが，年齢別民族別には得られない．
注3）1979年以前は報告書のタイトルが若干異なる．



のほとんどがシンガポール在住者（シンガポール市民及び永住権保有者）を対象としてお

り，既往出生数別既婚女子数も在住人口のものである．また，分母に関わりのある女子人

口は毎年6月末の推計人口が利用可能であるが，1990年以後は在住人口を対象とした推計

になっている．

状態間遷移確率行列の分子のうち，まず出生数については人口動態統計から母の年齢5

歳階級別民族別の出生順位別出生数が1980年以後毎年利用可能である．シンガポールの婚

外出生数（ひとり親の出生数）が全出生に占める割合は，統計が利用可能な1996年0.9％

から2010年の1.5％へ微増しているものの（2015年は1.0％），同期間の日本の1.3～2.3％と

比べても低い水準にあり婚外出生の存在は無視して差し支えないだろう．しかしながら，

この出生数はシンガポール在住者以外の出生も含むことに留意が必要である．外国人の出

生数が全出生数に占める割合は1980年から1996年までは4％未満であったが，2001年から

2006年は5％台，2007年に6％を超えると2010年は7.5％，2013～2015年は10.1～10.3％に

なっており，近年急速に増加している．一方，シンガポール在住者の出生数のみを用いて

算出された公式の合計出生率と本稿で利用する外国人の出生も含むシンガポールにおける

総出生数に基づく合計出生率を比較すると，1980～2015年の差の平均は0.08（最大は2015

年の0.18）で，外国人の出生の増加を受けこの差は増加傾向にあるものの，両者の時系列

相関係数は0.9926であり変動パターンは十分に把握できると考えられる．さらに，民族別

にみると，1980～2015年の公式の合計出生率と外国人の出生も含む合計出生率の差は中国

系で平均0.03（最大0.05），マレー系で平均0.04（最大0.10）であり，時系列相関係数は中

国系の0.9990とマレー系の0.9973である．シンガポールにおける主要民族以外の「その他」

の民族に，外国人の出生は相対的に多いと考えられる．したがって，外国人の出生数が状

態間遷移確率の分子のみに含まれるという不整合の問題は民族別にみればそれほど深刻で

はないと考えられる．

分子のうち初婚については，年齢5歳階級別初婚件数は結婚制度別には得られるが，年

齢 5歳階級別民族別には得られない．シンガポールにおける結婚制度は女性憲章

（Women'sCharter）とイスラム法（Muslim）にわかれており，2015年では全婚姻の80

％が女性憲章であり，女性憲章で婚姻した妻の77％が中国系であった（女性憲章で婚姻し

た妻の72％は中国系で夫も中国系，5％は中国系で夫は中国系以外）．20％を占めるイス

ラム法については妻の73％がマレー系である（イスラム法で婚姻した妻の58％はマレー系

で夫もマレー系，15％はマレー系で夫はマレー系以外）．ここでは，年齢別の制度別婚姻

件数に占める初婚の割合と制度別民族別結婚の年齢割合が独立であると仮定して推計した

年齢別民族別の初婚件数を用いる．ただし，この婚姻件数はシンガポール在住者以外の婚

姻も含むものである．外国人の婚姻数が全婚姻数に占める割合は1985年の1.4％から2000

年までは3％未満であったが，2001～2007年は2.8～3.7％，2008年に4.5％，2009年に5.6

％，2010年6.1％，2011年7.0％，2012～2015年は7.6～8.4％になっており，近年急速に増

加していることに留意する必要がある．しかしながら，出生の場合と同様に，外国人の婚

姻は「その他」の民族に相対的に多いと考えられるため，外国人の婚姻数が状態間遷移確
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率の分子のみに含まれるという不整合の問題は民族別にみればそれほど深刻ではないだろ

う．

なお，配偶関係別人口や既往出生数別既婚女子人口はセンサスによる場合でも，人口の

基本属性以外を調べるサンプル調査（1970年約10％サンプル，1980年と2000年約20％，

2005年約10％，2010年約20％，2015年約3％）である．このため，既婚率が極端に低い15-

19歳階級（1980年の既婚者は3,243人で年央人口の約2％，2010年は552人で0.4％）では

標本誤差によって安定的なハザードの推定が困難である．実際，2010年の15-19歳の出生

数は641で，年央の既婚者数552を上回り既婚ハザードが定義できない．ここでは20歳時の

状態を基数（radix）として20歳から49歳の多相生命表を作成した．具体的には，人口セ

ンサス実施年については15-19歳と20-24歳の状態分布の平均，その他の年次については年

齢別に線型補完した状態分布の平均を基数として用いた．

Ⅲ．出生の多相生命表の作成

シンガポールにおける出生促進政策の実施タイミング（1983～1986年の優性政策期，

1987～2003年の段階的出生促進政策期，2004年以後のより積極的な出生促進政策期）と期

間出生力変動を対応させ，かつ中国系の期間出生力変動に対する陰暦の寅年（子どもに縁

起の悪い年：1974年，1986年，1998年，2010年）や辰年（縁起のよい年：1976年，1988年，

2000年，2012年）の影響を分析するには，人口センサス実施年だけでなくその間の年につ

いても毎年の生命表を作成し検討する必要がある．このためには，センサスの中間年では

分母に用いる既往出生数分布がデータとして観測されないことが問題となる．ここでは，

毎年の人口と分子の初婚・出生数が観測されることを利用して，たとえば1980年のパリティ

分布と初婚・出生ハザードから1981年のパリティ分布を推定するというように，生命表の

作成と同時に毎年のパリティ分布を逐次モデル推定する．このようなモデル分析の一つの

利点としてシミュレーションが可能になるということがあげられる．本稿では［1］民族別

初婚ハザードを1980年の水準に固定した場合と，［2］民族別既婚出生力を1980年水準に固

定した場合を検討する．作成方法の詳細は稿末に付し，ここでは概略を述べる．

本稿の多相生命表の状態は，［未婚，既婚×｛無子，1子，2子，3子，4子以上｝］

（以下，状態1～状態6）であり，人口センサスによる20歳期首の状態分布を初期状態と

する．各年の多相生命表はPalloni（2001）による標準的な手法で作成した．多相生命表

を構築するには当該1年間の年央人口に対する初婚・パリティ別既婚出生ハザードがあれ

ばよい．ハザードは初婚数とパリティ別出生数をそれぞれ状態1～状態5の年央人口で除

すことで得られる．分子の初婚・パリティ別出生数及び女子人口は毎年観測されるので，

結局毎年の状態分布があればよい．

ところで，x～x+4歳の初婚・パリティ別既婚出生ハザードとは，（年央の満年齢x～

x+4歳人口に対し）期首x～x+4歳の状態iの人口が期末x+1～x+5歳の状態jへ異動す

る確率を与える．そこで，1980年センサスのx～x+4歳のパリティ分布に1980年のデータ
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から観測される初婚・パリティ別既婚出生ハザードを適用することで，1981年の年央の

x+1～x+5歳のパリティ分布を推計し，これをx～x+4歳に組み替えることを考える．

1980年の年央から1981年の年央への遷移を推定する際，厳密には1980年と1981年の初婚・

パリティ別既婚出生ハザードが必要であり，この推定は誤差を生じる．そこで，毎年の推

定値に誤差項を加えつつ，1980年を基準に次のセンサス（1990年）時の状態分布推定値を

得たら，新しいセンサスにおける状態分布に合致するよう誤差の平均を補正する．より具

体的には，誤差の平均（補正項）について0を初期値として，1980年の状態分布から1990

年の状態分布推定値を逐次求め，1990年センサスの状態分布の対数オッズ変換値と状態分

布推定値（補正項の関数）の対数オッズ変換値の残差二乗和を最小化するよう収束計算を

行った．最後にこのように求めた補正項を適用して1980年の状態分布から1990年の状態分

布を逐次解く．

その他の期間（1990～2000年，2000～2005年，2005～2010年，2010～2015年）の状態分

布についても，期首年のセンサスによる状態分布を基に期末まで同様に状態分布を推定し

た．

毎年の状態分布があれば，初婚・パリティ別出生数及び女子人口から初婚・パリティ別

既婚出生ハザードが計算でき，初婚と既往出生数の状態に関する多相生命表を作成するこ

とができる．作成した多相生命表関数 l
i
・

i
（20歳時状態別女子1,000人あたり・・,・・1・歳区

間の期首の状態がiの人の数）を用いて，期間出生表の50歳時未婚率や完結出生力（PAP），

既婚完結出生力（MPAP）に対応する次の指標を算出し検討する．なお，出生表の完結

出生力指標については，本稿でもSuzuki（2007），鈴木（2012）にならいPAP（Period

AverageParity）と呼ぶ．

PNM（50歳時未婚率）＝ l
1
50

1 ・1000
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Ⅳ．分析結果

1. シンガポールにおけるPAP，PNM，MPAPの推移：1980～2015年

分析対象期間である1980～2015年のTFRとPAPの推移を図1に示した．

総数（実線）ではTFRとPAPの差の最大値は0.22（1981年），平均0.09，時系列相関

係数は0.9800である．政策実施タイミングとの関連でも中国系のPAPは1986年まで低下

したのに対し，限定的な出生促進策が導入された1987年以後反転し，2004年以後より積極

的な出生促進政策が導入された以後の期間では低下のペースが緩やかになる等のTFRに

観察された変動パターンがPAPでも見られる．マレー系のPAPについても1986年から

1990年にかけて急上昇し，以後緩やかに低下，2000年以後は急速に低下しているという変

動パターンはおおむねTFRと同じである．

図2はパリティ別PAPを第1子，第2子，第3子，第4子以上の順に下から積み上げ

たものである．長破線（第3子までの積み上げ）と実線（全順位の積み上げ）の距離が第

4子以上のPAPに対応する．図2から中国系の1987年以後のPAPの反転は第2子と第

3子及び第4子以上の高次パリティの変化に起因しており，その後の緩やかな低下につい
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図１ 民族別TFRとPAPの推移：シンガポール，1980～2015年

図２ 民族別パリティ累積PAP：1980～2015年



ても第2子と第3子以上の低下の寄与が大きいが，1990年代後半以後は第1子の低下もみ

られる．マレー系についても同様で1980年代の大きな変化は第3子以上の高次パリティの

寄与が大きく，その後1990年代以後のPAPの変動には第2子と第3子以上の寄与が大き

いものの，2000年代後半以後には第1子の変動もみられる．

次に，図3には50歳時未婚率，図4では既婚完結出生力（MPAP）を民族別に見た．

中国系の人口では1986年寅年まで50歳時未婚率が上昇し1988年辰年にかけて低下，その

後1990年代は低調に推移するが，1997年から1998年寅年と1999年から2000年辰年にかけて

急上昇し，2009年から2010年寅年に再び急上昇している．マレー系の50歳時未婚率につい

ては，1982年から1984年にかけて上昇したあと，1980年代後半から1990年代はほぼ一定で

推移し，2004年から2010年にかけて急上昇したが，2010～2015年は低下していることがわ

かる．MPAPについては，PAPの変動パターンと概ね同様に推移してきた．中国系では

1980年の2.23から1986年寅年の1.77まで低下し，1988年辰年の2.23へ上昇，1990年以後緩

やかに低下し，2005年には1.47まで低下，2008年1.50へ回復するが2010年寅年は1.39であっ

た．その後，2012年辰年に1.54へ上昇するも，2015年は1.48であった．一方，マレー系で

は，1980年の2.40から1986年2.36まで同水準を推移し，1990年の2.73へ急上昇すると以後

緩やかに低下し2001年の2.56からは急速に低下し2007年に人口置換水準に達し2010年1.88

となった．その後，マレー系のMPAPは反転し，2015年は2.07であった．

民族格差に着目すると，中国系の人口では，1986年と1998年，2010年の寅年に50歳時未

婚率の上昇とMPAPの低下が見られ，1988年の辰年は50歳時未婚率の低下とMPAPの

上昇，2000年と2012年の辰年はMPAPと50歳時未婚率の上昇があり，寅年と辰年の影響

がある．このほかでは1990年代の50歳時未婚率の水準に対し，2001年以後の50歳時未婚率

の水準は高いという不連続な変化があるのに対し，1990年代以後のMPAPは相対的にス

ムーズに低下しており，2004年からは低下が緩やかになるという変化があった．一方，マ

レー系では2004年から2010年まで50歳時未婚率が急速に上昇して，MPAPも2000年代に

顕著に低下したのに対し，2010～2015年の50歳時未婚率は低下，MPAPは上昇している．
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図３ 民族別50歳時未婚率：1980～2015年 図４ 民族別MPAPの推移：1980～2015



図5では20～50歳の間の初婚と出生のタイミングの変化を見た．図5左が平均初婚年齢

（SMAM），図5右が平均第1子出生年齢（SMAC1）の民族別推移である．

まずSMAMについては，中国系では寅年と辰年の上下動を余所にすると，1988年の

25.7歳から緩やかに上昇を開始し，1999年に26.3歳になると，2000年代以後は晩婚化が加

速している．一方，マレー系では1984年と1986年に上下するが1980年の24.5歳から1992年

の24.2歳にかけてわずかに低下した後，上昇を開始して2001年に25.0歳になると晩婚化の

ペースは加速し，2010年の27.6歳まで中国系を凌駕する急速な晩婚化があった．2010～

2015年の直近では，中国系では晩婚化は継続しているが，マレー系のSMAMはほとんど

変化していない．SMAC1についても，中国系ではほぼ一貫して上昇しているが，マレー

系では1980年代から1990年代後半までは晩産化は非常に緩やかで，2000年代以後は急速に

上昇しおおむね一貫して晩産化が進んでいることがわかる．

このような変化が図 1の TFRと PAPの差の背後にはある．図 6は PAPに対する

TFRの比を見たものである．
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図５ 民族別のSMAMとSMAC1の推移：1980～2015年

図６ 民族別PAPに対するTFRの比の推移：1980～2015年



出生の生命表から計算されるPAPは，20歳状態分布を所与として当該期間の状態間遷

移確率から高年齢の状態分布が算出されるという点が，前年以前のコーホートの出生行動

の結果による高年齢の状態分布が反映されるTFRと異なる．晩婚化・50歳時未婚率上昇

と晩産化・無子化が進む過程において，高年齢層（年長コーホート）において当該期間に

観察される状態分布は当該期間の状態間遷移確率から算出される出生表の状態分布より低

次パリティが少なく，高次パリティに偏りやすい（パリティ分布効果Paritydistribution

/compositioneffect，Kohler-Ortega2002,2004）．年齢別人口を分母にする出生率はハ

ザードと状態分布の積であらわされるが，低次パリティでは観察される状態分布の方が出

生表のものより小さくなることから，観察される出生率は出生表の（女子1人あたり）出

生数より小さくなる１）．出生ハザードは普通パリティが進むほど小さくなるので，パリティ

合計のTFRはPAPより小さくなりやすい．

図6において中国系の比は1を下回っているが，1980～2015年の期間を通した全般的な

傾向としては，PAPに対するTFRの比は最近ほど大きくなっている．なかでも1984年

から1986年もしくは1988年にかけて上昇，1988年から1990年代は緩やかに低下，1999年か

ら2000年にかけて大きく上昇し，2000年代前半に低下したあと2000年代後半は緩やかに上

昇し，2009年から2010年にかけて再上昇している．マレー系の比は1980年から1990年にか

けて上昇したあと，1990年代は緩やかに低下し，2003年頃までと比べて未婚化と晩婚化が

加速した2004年以後急速に上昇，2009年をピークに未婚化・晩婚化の傾向が反転した2010

年以後低下している．このようにPAPのTFRに対する比は50歳時未婚率やSMAMの

動きと概ね符合しており，これまで図2～図5でみた変動パターンは大きな行動変化であ

ることがうかがわれる．なお，単純化した想定のもとでは晩産化・少産化が進むとき

TFRがPAPを超えることはないとされるが（Suzuki2007），マレー系の比が1を超え

るのには，ここでのPAPの計算で既婚×4子以上の分布に用いるウェイトに4を用いて

いるためPAPが過小であることの影響がある２）．2000年代ではマレー系では第3子以上

の出生率が低下するなかで図6の比は大きく上昇しており，2010年以後は第2子以上の出

生率が上昇するなかで図6の比は急速に低下していることになる．
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1）観察される出生率は出生ハザード×観察される状態分布を女子人口で除したもの，出生表の女子1人あたり

出生数は出生ハザード×出生表の状態分布を基数で除したものである．
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ここでのPAPはTFRと比べて第5子以上にまとめた分・・i・7 l
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i ・だけ過小である．1980～2015年の第5子
以上の合計出生率TFR5・を民族別にみると，中国系では1980～1982年に2～4％，1983～1990年は1～2％，

その後1％未満だが，マレー系では1980～1982年に21～22％，1984年以後10～14％の範囲で推移している．マ

レー系の結婚力・出生力は1980年から2000年頃までは目立って低下しておらず（図1～5），この間に深刻な

パリティ分布効果が発生したとは限らないものの，第5子以上の状態分布を適切に取り扱うことができるなら，

図6の比・TFR・PAP・の平均的な水準のマレー系と中国系の差は縮小するものと考えられる．



2. 結婚力と既婚出生力のPAPへの寄与

結婚力と既婚出生力のPAPへの寄与をみるため，前項の出生表を作成する際に，［1］

民族別初婚ハザードを1980年水準に固定する場合と，［2］民族別既婚出生力（状態3以上

への遷移確率）を1980年水準に固定する場合のそれぞれについて仮想的な出生表を作成し

た．［1］は初婚ハザードの変化の影響を除去した既婚出生力のみの時系列変動を示し，［2］

は既婚出生力の低下を除去した結婚力のみによる時系列変動となる．中国系とマレー系の

別にPAP，PNM，MPAPをみたのが図7から図9である．

なお，図中の実線は前項で検討した実績値，仮想的な出生表による［1］を角破線（初婚

ハザード一定），［2］を丸破線（出生ハザード一定）で示す．図8のPNMにおいては，［1］

は1980年水準の50歳時未婚率で概ね一定（20歳時未婚率の上昇分のみ変化）となり，［2］

は実績に合致する．一方，図9のMPAPについては，［2］のケースで既婚出生ハザード

を固定する場合でも初婚ハザードの変化によってMPAPは変化する．これは，未婚率が

上昇すると（結婚のタイミングが遅くなると），より高次のパリティに進まなくなるため

出生数が低下するという影響（出生の加齢効果Fertilityageingeffect，Kohler-Ortega

2004,岩澤・金子 2013）による３）．なお，水平線は1980年水準であり，水平線から［1］の

初婚ハザードを固定した場合と［2］の出生ハザードを固定した場合の仮想的な変動への差

は，それぞれ1980年水準と比べて既婚出生力［1］と結婚力［2］が低下したことによるPAP

やMPAPの低下幅を表す．

図7から中国系については2000年代までは［2］の出生ハザードを固定（既婚出生力の低

下の影響を除去）した場合の方が［1］の初婚ハザードを固定（結婚力の低下の影響を除去）

した場合より総じて大きく，既婚出生力の低下の影響が大きかったことがわかる．ただし，

［1］の初婚ハザードを1980年水準に固定した仮想的なPAPは2004年以後急速に，既婚出

生ハザードを固定する［2］に接近している．2004年以後の期間では，晩婚化・未婚化が

PAPを低下させており，仮に晩婚化・未婚化がなかったとした場合［2］のPAPはゆるや

かに上昇している．2009年に結婚力の低下と既婚出生力の低下がPAPを低下させる影響

はほぼ同程度の水準になり，2010年以後は結婚力の低下の方が既婚出生力の低下より

PAPを大きく低下させている．図9をみると，既婚出生ハザードが一定であったとして

も，晩婚化・未婚化によってMPAPは1999年の2.17から2015年の1.79へ低下していた．

仮に，初婚ハザードが1980年水準でこの間の結婚力の低下がない場合［1］，2015年の

MPAPは実績の1.48に対し1.88へ上昇する．

マレー系については，1980年代後半以後おおむね一貫して［2］の既婚出生力の低下の影

響を除去した場合の方が［1］の結婚力低下の影響を除去した場合より低い．ただし，マレー

系では先に検討したように2000年代前半までは結婚力の低下はほとんど起こっておらず，

2000年代前半まで［1］の晩婚化・未婚化がなかった場合のPAPは1990年代を通して緩や

かに低下するものの置換水準を上回る一方で，2000年代前半からは［2］の既婚出生力の低

―333―

3）なお，西欧における超低出生研究に極めて大きな影響のあったKohler-Billari-Ortega(2002)は，この出生

の加齢効果のことを出生遅延とカンタムの相互作用（Postponement-quantuminteraction）と呼んでいる．



下の影響を除去するもの（既婚出生力を1980年の水準に固定し結婚力で変動するもの）が

急速に低下し実績とほぼ重なる．したがって，マレー系では1990年代の置換水準を上回る

PAPの水準には既婚出生力の上昇の影響が大きかったが，1990年代から2000年代を通し

既婚出生力が緩やかに低下する中で2000年代は結婚力の急速な低下に牽引されてPAPは

低下した可能性がある．そして，2010年以後は結婚力の低下が一段落し，既婚出生力の回
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図７ 民族別PAP実績と仮想PAPの推移：1980～2015年

図８ 民族別PNM実績と仮想PNMの推移：1980～2015年

図９ 民族別MPAP実績と仮想 MPAPの推移：1980～2015年



復でPAPは上昇していることがわかる．図9をみると，出生ハザードが1980年代水準で

一定で既婚出生力低下の影響を除去する場合［2］でも，晩婚化・未婚化によってMPAP

は1990～1992年の2.47から2010年の1.96へ低下しており，初婚ハザードが1980年水準で一

定で結婚力の低下がない場合［1］，2010年のMPAPは実績の1.87に対し2.20へ上昇する．

また，2010年以後は既婚出生力の回復と相まって，結婚力の低下がない場合［1］の2015年

のMPAPは実績の2.09に対し2.37へ上昇する．

Ⅴ．まとめ

本稿ではシンガポールの1980年から2015年の期間出生力変動について初婚と既往出生数

の状態に関する多相生命表分析を行った．シンガポールの期間出生力の変動は総数では出

生関連政策が導入されたタイミングと概ね符合するが，民族間で大きな差がある．中国系

の人口に対しては1987年以後に導入された出生促進政策や2004年以後に導入されているよ

り積極的な政策が一定の役割を果たしている反面，マレー系の人口に対する政策効果は限

定的な可能性が指摘されている（Suga2012）．本稿は，このような期間出生力変動パター

ンと政策導入タイミングの関連を検討するため，人口センサスの既婚女子の既往出生数分

布と毎年の人口，初婚件数，出生順位別出生数のデータを用いて1980～2015年の毎年の生

命表を作成し，中国系とマレー系の別に検討した．また，初婚と既往出生の状態に関する

多相生命表を用いて初婚と既婚出生力の寄与を分解し，［1］民族別初婚ハザードを1980年

水準に固定した場合と，［2］民族別既婚出生力を1980年水準に固定した場合の仮想的な生

命表を作成し比較検討した．分析の結果，おもに以下が明らかになった．

まず，作成した生命表の完結出生力に対応するPAPの変動パターンは期間出生力と同

様中国系で政策実施タイミングと概ね符合していることを確認した．その上で，50歳時未

婚率PNMと既婚出生力を測るMPAPの推移を検討すると，中国系とマレー系で共通す

る点と異なる点があった．中国系の人口では1986年まで50歳時未婚率が上昇し1988年にか

けて低下，その後1990年代は低調に推移するが，1999年から2000年にかけて急上昇，2009

年から2010年に再び急上昇したが，2010～2015年は概ね低下していた．マレー系の50歳時

未婚率については，1982年から1994年にかけて上昇したあと，1990年代を通じ緩やかに低

下し，2002年から上昇に転じて急速に未婚率が上昇したが，中国系と同様に2010年に反転

し2015年にかけて低下していた．また，中国系の50歳時未婚率には1990年代の50歳時未婚

率の水準に対し，2001年から2009年の50歳時未婚率の水準は不連続に高いという変化があ

るのに対し，1990年代以後の中国系のMPAPは相対的にスムーズに低下しており，2004

年からは低下が緩やかになるという変化があった．一方，マレー系の50歳時未婚率は2002

年から急速に上昇しており，この間MPAPも顕著に低下したのに対し，2010～2015年の

50歳時未婚率は低下，MPAPは上昇していた．

結婚と第1子出生のタイミングについても中国系とマレー系は異なっており，中国系の

SMAMは1988年から緩やかに上昇を開始し，2000年代以後は晩婚化が加速していた．一
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方，マレー系のSMAMは1980年代から1992年にかけてわずかではあるが低下，以後上昇

して2001年以後は中国系以上に急速に晩婚化が進んでいた．平均第 1子出生年齢

（SMAC1）についても，1980年以後中国系ではほぼ一貫して上昇しているが，マレー系

では1990年後半まではほとんど上昇しておらず，2000年以後は急速な上昇があった．

出生表の作成において［1］民族別初婚ハザードを1980年水準に固定した場合と，［2］民族

別既婚出生力を1980年水準に固定した場合の仮想的な生命表を比較検討すると，中国系に

ついては2000年代までは既婚出生力の低下の影響を除去した場合の方が結婚力の低下の影

響を除去した場合より大きく，総じて結婚力より既婚出生力の低下の方がPAPに及ぼす

影響は大きかった．マレー系についても，2000年頃までのMPAPの変動のほとんどは既

婚出生力の寄与による（2000年頃までは結婚のタイミングが遅くなると出生のリスク期間

が短くなるためMPAPが低下するという影響はほとんど観測されていない）．一方，2000

年より後の期間ではそれ以前と比較して中国系・マレー系ともに晩婚化・未婚化の影響が

大きくなってきており，とくにマレー系の2000年代の出生力低下には結婚力の低下の影響

が著しい．1980年以降の（とくにマレー系では2000年以後に顕著な）結婚力の低下がなかっ

たとしたら，2015年のMPAPは0.3～0.4ポイント程度高くなっていた可能性がある．未

婚率が上昇すると（結婚のタイミングが遅くなると），出生のリスク期間が短くなり，よ

り高次のパリティに進めなくなるため，仮に出生ハザードが一定であっても既婚出生力は

低下する（（未婚率上昇にともなう）出生力の加齢効果fertilityageingeffect，Kohler-

Ortega2004,岩澤・金子 2013）．マレー系の2000年以後の期間ではこのような影響が顕

著にみられた．

2004年以後のより積極的な出生促進政策の導入との関連では，中国系の人口では2004年

以後既婚出生力が上昇しており，50歳時未婚率をはじめとする結婚力の指標も2004年以後

は堅調に推移していた．マレー系の人口では，2000年から2010年まで既婚出生力の低下の

背後で結婚力の低下がより急速に進んだ．また，マレー系では比較的高次のパリティの出

生力が高かったが，2000年代以後の期間では高次パリティの出生ほど急速に低下していた．

これらにより，シンガポールにおける出生力の民族格差は急速に縮小してきた．また，直

近の2010年以後の期間ではマレー系の既婚出生力も回復しており，2000年代の急速な結婚

力の低下を経てマレー系の出生行動にも変化の兆しが見られる．

本稿の手法は，既往出生数（パリティ）分布が5年や10年に一度の人口センサス実施年

次にしか得られない場合であっても，年齢別女子人口と母の年齢別出生順位別出生数（動

態件数）を毎年観察できるならば，パリティ分布が観察されない年次も含む毎年の多相生

命表を，時系列変動の整合性を一定の精度で保ちつつ，作成することができることを示す．

これは，女子人口でスケーリングされた動態件数が状態間遷移確率（したがってパリティ

分布の変化）について十分な情報を有し，さらに2時点間の動態（フロー）が前後の静態

（ストック）と整合するためである．近年，出生データベースプロジェクト（Human

FertilityDatabase2015）によって，国際比較（及び地域比較）が可能な質の高いデー

タ（コーホートと期間出生に関する出生順位別出生データ）の収集が進められている．そ
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こでも，人口登録データベースからパリティ分布に関するデータを得られる北欧等を除く

多くの国でパリティ分布は人口センサス実施年についてしか得ることができないが，毎年

の女子人口と出生順位別出生数が利用可能になってきている．本稿の手法はこれらの国々

における出生力の期間変動分析の更なる進展に有用な糸口を供するものである．

最後に15-19歳のハザードを人口センサスのデータから安定的に推定できない（ハザー

ドが1を超える）という問題に関して，今後の分析上の課題を指摘しておきたい．この問

題に対し，本稿では人口センサスで観察される15-19歳のデータを捨て20歳時状態分布の

変化を外生的に与えて，20歳から49歳についての生命表を作成した．この対処法では，簡

便で15-19歳人口における格差も踏まえて期間出生力変動を測るものの，20歳時状態分布

の変化が期間出生力変動に及ぼす影響は不明瞭である．また，1980年以後の仮想的な出生

表の作成においても20歳時の未婚率と既婚パリティ分布の変化が期間出生力指標に及ぼす

影響の寄与は分解されていない．そして，本稿の分析手法の趣旨は限られたデータの効率

的な利用を目指すところにあるにも関わらず，必ずしも効率的な方法とは言えない．これ

には2つの対処法を考えることができる．第一の方法は，多状態モデルを未婚→既婚×無

子→既婚×1子→…という進行的（progressive）な状態間遷移から，未婚→既婚，未婚

＋既婚無子（無子）→既婚で子あり，未婚＋既婚無子＋既婚で子ども1人（子ども1人以

下）→既婚で子ども2人以上という多層プロセスで捉え直すものである．このような考え

方はBongaarts-Sobotka（2012）においても出生力変動をより安定的に（あるいは頑健

に）測定するものとして紹介されているものである．本稿の推定モデルも，状態間遷移確

率の行列配置を見直せば，そのまま適用することができると考えられる４）．第二の方法は，

人口センサスの状態分布がサンプル調査の結果で誤差（samplingandnon-sampling

error）を含むことや個人単位の行動の異質性（individualheterogeneity）を明示的に取

り扱うものである．本稿の方法はセンサス間ハザードの誤差の平均（定数項）を識別しよ

うとしているが，母集団で一定の分布を持った変数とするモデル（たとえば確率的切片モ

デルrandominterceptmodel）を考えることができる．これらの改良による，より精緻

なモデル構築は，他のデータへの適用可能性を高めるものと思われる．今後の課題とした

い５）．
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4）補論第2項の中央異動率を M
i,i・1
・1 ・ D

i,i・1
・1 ・・

i

k・1
N

k
・1 ,i・1,・,5で計算し，（8）式の状態間遷移確率行列を，

Mx・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・
5

i・1
M

i,i・1
・1 ・ M

12
・1 ・ M

23
・1 ・ M

34
・1 ・ M

45
・1 ・ M

56
・1

0 ・
5

i・2
M

i,i・1
・1 ・ M

23
・1 ・ M

34
・1 ・ M

45
・1 ・ M

56
・1

0 0 ・
5

i・3
M

i,i・1
・1 ・ M

34
・1 ・ M

45
・1 ・ M

56
・1

0 0 0 ・
5

i・4
M

i,i・1
・1 ・ M

45
・1 ・ M

56
・1

0 0 0 0 M
56
・1 ・ M

56
・1

0 0 0 0 0 0

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

とすればよい．

5）この他の課題として，第4子以上の出生を明示的に取り扱っていないことや，5歳階級のハザードを階段型

（stepfunction）に扱っていること（多相生命表を構築する際にハザード及び女子人口を各歳に補完すること

が可能）等がある．



補論．初婚と既往出生数状態に関する多相生命表の作成方法

� 概要

この補論では，以下の記号を用いる．

L
obs,1980
x5 ,・,L

obs,2015
x5 ：各年のセンサスによる20-24歳，25-29歳，…，45-49歳の状態分布

D
ij,1980
・1 ,・,D

ij,2015
・1 ：各年の20-24歳，25-29歳，…，45-49歳での初婚件数（i=1,j=2）と

出生順位別出生数（i≧2，j≧3）

N
1980
x5 ,・,N

2015
x5 ：各年6月末現在20-24歳，25-29歳，…，45-49歳の女子人口

K
1981
x5 ,・,K

2015
x5 ：前年の状態分布から推定された21-25歳，26-30歳，…，41-45歳，46-49

歳の状態分布

L
p,1981
x5 ,・,L

p,2015
x5 ：各年について推定された20-24歳，25-29歳，…，45-49歳の状態分布

（補論第3項の補正前）

多相生命表は次の手順で作成した．

1.1980年センサスによる状態分布 L
obs,1980
x5 （状態=未婚，既婚×｛無子，1子，2子，

3子，4子以上｝;x=20-24歳，25-29歳，…，45-49歳）を用いて1980年時点の生命表

を作成する（詳細は補論第2項の各年次の生命表の作成方法を参照）．

2.1980年の初婚・出生ハザード M
1980
x1 （状態=未婚→既婚×無子，既婚×無子→既婚×1

子，既婚×1子→既婚×2子，既婚×2子→既婚×3子，既婚×3子以上→既婚×4

子以上;x=20-24→21-25歳，25-29→26-30歳，…，45-49歳→46-50歳）を用いて1歳

年上（1年後）の状態分布 K
1981
x5 （状態=未婚，既婚×｛無子，1子，2子，3子，

4子以上｝;x=21-25歳，26-30歳，…，41-45歳，46-50歳）を推定する．

3. K
1981
x5 の年齢を20-24歳，25-29歳，…，45-49歳に組み替え，1981年の状態分布推定値

L
p,1981
x5 を得る．

4. L
p,1981
x5 と年齢別女子人口，初婚件数，出生順位別出生届出数を用い，1981年の初婚・

出生ハザード M
1981
x1 を計算し，多相生命表を作成する．

5.以上の手順1～4を繰り返せば1980年を起点に2015年まで状態分布の推定値が得られ

るが，その場合に推定された状態分布は1990年，2000年，2005年，2010年，2015年の

センサスから得られる状態分布からの誤差を含む．そこで，状態分布推定値がセンサ

スの状態分布に合致するよう年齢別，期間別（1980～1990年，1991～2000年，2001～

2005年，2006～2010年，2011～2015年）に補正する（詳細は補論第3項の状態分布の

補正方法を参照）．

6.補正した状態分布推定値 L
・,1980
x5 による初婚・出生ハザードを用いて生命表を作成する．
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� 各年次の生命表の作成方法

初婚と既往出生数の状態に関する多相生命表の作成はPalloni（2001）による標準的な

手法を用いた．

d
ij
・1 を・・,・・1・歳区間における状態iから状態jへの異動（初婚・出生）数，l

j
・・1

i
をx

歳時の状態がiであった人のうちx+1歳時の状態がjである人の数， L
ij
・1 をx歳時の状態

がiでx+1歳時の状態がjである人年， M
ij
・1 を・・,・・1・歳区間における状態iから状態j

への観察された異動（初婚・出生）率とし，次のように行列を定義する．

Ix・1・

・・・・・・・・・・・・・・

l
1
・・1

1
l
2
・・1

1
・ l

k
・・1

1

l
1
・・1

2
l
2
・・1

2
・ l

k
・・1

2

・ ・ ・ ・

l
1
・・1

k
l
2
・・1

k
・ l

k
・・1

k

・・・・・・・・・・・・・・

Ix・

・・・・・・・・・・・・・・

l
1
・

1
0 ・ 0

0 l
2
・

2
・ 0

・ ・ ・ ・

0 0 ・ l
k
・

k

・・・・・・・・・・・・・・

Dx・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・j
d

1j
・1 ・ d

12
・1 ・ ・ d

1k
・1

・ d
21
・1 ・j

d
2j
・1 ・ ・ d

2k
・1

・ ・ ・ ・

・ d
k1
・1 ・ d

k2
・1 ・ ・j

d
kj
・1

・・・・・・・・・・・・・・・・

LxはIx・1と同様，MxはDxと同様である．これらの関数には次の（3）～（5）式の関係が

成立する．

Ix・1・Ix・Dx …（3）

Dx・LxMx …（4）

Lx・
1

2・Ix・Ix・1・ …（5）

Ixは ・・,・・1・歳区間の期首の状態分布を表し，（3）式の左辺の Ix・1・Ix・Dxにある

Ix・1の列方向の合計（各行の列別合計；期末の状態分布）を対角に配置したものである．
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そのため，（3）式の左辺のIx・1と右辺のIxは要素が異なる．観察されたx歳における状

態iからjへの異動数 D
ij
・1 と，x歳における状態iの年央人口 N

i
・1 から， M

ij
・1 ・ D

ij
・1 ・N

i
・1

を求め，これを所与とすると，（3）式から（5）式を用いて（6）式のようにl・・1（x=20,…,49）

を求めることができる６）．

Ix・1・Ix
・・・I・

1

2
Mx

・・・
・・・I・

1

2
Mx

・・・
・1
…（6）

ここで，Iは単位行列を表す．同様に，（3）式から（5）式を用いると，（7）式の関係が得

られる７）．

Dx・IxMx
・・・I・

1

2
Mx

・・・
・1
…（7）

そのため，生命表の初婚・出生率はQx・Mx
・・・I・

1

2
Mx

・・・
・1
となる．

本稿で扱う初婚と既往出生の状態は，［未婚，既婚×｛無子，第1子あり，第2子あり，

第3子あり，第4子以上あり｝］であり，便宜的に状態1～状態6と呼ぶことにする８）．

・・,・・1・歳の区間でx+1歳の状態j+1はx歳の状態jから発生する（初婚と出産，複数

回の出生が行われることはない）と仮定し，既往出生の状態別異動率（初婚・出生ハザー

ド）を（8）式のように設定し，基数となるI20は人口センサス実施年については15-19歳と

20-24歳の状態分布の平均，その他の年次については年齢別に線型補完した状態分布の平

均で（9）式のように設定することで（3）式から（5）式を解いた．

Mx・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

M
12
・1 ・ M

12
・1 0 0 0 0

0 M
23
・1 ・ M

23
・1 0 0 0

0 0 M
34
・1 ・ M

34
・1 0 0

0 0 0 M
45
・1 ・ M

45
・1 0

0 0 0 0 M
56
・1 ・ M

56
・1

0 0 0 0 0 0

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

…（8）
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6）（5）式を（4）式に代入，結果を（3）式に代入して，Ix・1・Ix・
1

2・Ix・Ix・1・Mxを得る．項を整理すると，

Ix・1・I・
1

2
Mx・・Ix・I・

1

2
Mx・，Iは単位行列，0・ M

ij
・1 ・1なので・I・

1

2
Mx・は正則（逆行列が存在）である．

7）（4）式に（5）式を代入し，Ix・1に（3）式を代入するとDx・IxMx・
1

2
DxMx，Dxについて解いたものが（7）である．

8）6番目の状態は第4子以上ありだが，5番目の状態（既婚・第3子あり）が減少するのは第4子の出生によ

るので，第3子ありから第4子（以上）ありの状態への異動率も他の状態間遷移と同様である．第4子以上あ

りからほかの状態（未婚，既婚×｛無子，1子，2子，3子｝）へは異動しないので ・d
6j
・1 ・0・，第4子以上

ありから第4子以上ありへの異動率は0・・j
d

6j
・1 ・0・であり，全員が第4子以上ありに留まることになる．本

稿の状態定義では，第5子以上出生は第4子以上の状態分布を変えない．



I20・
1000

・
6

i・1
l
i
20

i
・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

l
1
20

1
0 0 0 0 0

0 l
2
20

2
0 0 0 0

0 0 l
3
20

3
0 0 0

0 0 0 l
4
20

4
0 0

0 0 0 0 l
5
20

5
0

0 0 0 0 0 l
6
20

6

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

…（9）

初婚・出生ハザードは年齢5歳階級（の人口が1年間に経験する率）でしか得られない

が，多相生命表の作成では1歳（1年）毎の状態間遷移確率が必要である．ここでは，5

歳階級の率を用いて，20-24歳の平均的な率で20歳，…，24歳の間は状態間を異動すると

いうように作成した．この場合，21歳から24歳の間の期首状態分布Ixは各歳の状態間遷

移確率を用いた場合から乖離が生ずるが，25歳時点ではそれほど深刻ではない．

� 状態分布の補正方法

状態分布の補正はある期間について，期首センサスの状態分布を基に期末センサス時の

状態分布を推定し，推定値と期末センサスによる観察値の誤差二乗和を最小化するという

方法を用いる．ここでは1980年から1990年を例に説明する．その他の期間（1990～2000年，

2000～2005年，2005～2010年，2010～2015年）についても同様である．

まず，単年次の出生表を作成したときに利用した（3）式と（4）式に対応する（10）式で

K
1981
x5 を推定する．

K
j,1981
・5 ・・1,・,1・・L

obs,i,1980
x5 ・ L

obs,i,1980
x5 M

1980
x1 ・…（10）

ここで状態間遷移確率行列 M
1980
x1 は D

ij,1980
・1 ・・L

obs,i,1980
・5 N

1980
・5 ・を行列配置したものである．

・
i,1980・90
・ ・0を初期値として，20-24歳については（11）式，25-29歳については（12）式を用い

て， K
1981
x5 の年齢を組み替えることで L

p,1981
x5 を得る．30-34歳以上についても（12）式と同

様である．

L
p,i,1981
20・245 ・・

i,1980・90
20・24 ・・l

i
20

i
・4K

i,1981
21・255 ・・5…（11）

L
p,i,1981
25・295 ・・

i,1980・90
25・29 ・・K

i,1981
21・255 ・4K

i,1981
26・305 ・・5…（12）

（11）～（12）式の L
p,1981
x5 と，1981年の初婚件数・出生順位別出生数及び女子人口を用いる

と（13）式の関係から K
1982
x5 を計算することができ，同様の繰り返しによって L

p,1990
x5 が得

られる．
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K
j,1982
・5 ・・1,・,1・・L

p,i,1981
x5 ・ L

p,i,1981
x5 M

1981
x1 ・…（13）

なお， M
1981
x1 は D

ij,1981
・1 ・・L

p,i,1981
・5 N

1981
・5 ・を行列配置したものである．このようにして推定

された L
p,1990
x5 が L

obs,1990
x5 に合致するように・

i,1980・90
・ を設定する．具体的には（14）式を満た

す・
i,1980・90
・ （x=20-24歳，…，45-49歳;i=2，…，6）を数値解析的に推定した９）．

log・L
p,i,1990
・5 ・・1・ L

p,i,1990
・5 ・・・log・L

obs,i,1990
・5 ・・1・ L

obs,i,1990
・5 ・・・0fori・2

log・・1・・
6

s・2

L
p,s,1990
・5 ・・・・

6

s・2

L
p,s,1990
・5 ・・・log・L

obs,i,1990
・5 ・・1・ L

obs,i,1990
・5 ・・・0fori・1

…（14）

すなわち， L
p,1990
x5 は分布関数であるため，［1］L

p,i,1990
・5 ・・・・0,1

・・・，［2］・
6

i・1

L
p,i,1990
・5 ・1という2

つの制約を満たさなければならないが，ここでは［1］のために対数オッズ変換を行い，［2］

については状態1の分布について制約を課した．・
i,1980・90
・ の推定値が得られると（11）～

（12）式から L
p,1981
x5 ，…， L

p,1990
x5 が得られ，この推定値を用いて初婚・出生ハザードを

D
ij,1981
・1 ・・L

p,i,1981
・5 N

1981
・5 ・等に設定すれば1980～1990年の毎年の出生表が構築される．
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9）6年齢階級×5状態の解・
i,1980・90
・ についての方程式体系は，・

i,1980・90
20・24 が L

p,i
・5 の1981年から1990年までのすべ

ての年齢階級に登場し高次非線形となる．推定は（14）式の2乗和を最小化する非線形最小二乗法の枠組みによ

り，最適化には修正ニュートン法を用いた．なお， L
obs,i
・5 が0もしくは1の時，対数オッズが定義できないた

め，ここでは0の L
obs,i
・5 は2.2e

・4
で，1の場合に1・2.2e

・4
に置き換えた．また，修正ニュートン法は単位区

間外（ここでは・・2.2e
・8
もしくは・・1・2.2e

・8
）の範囲でも求解するが，その場合の対数オッズを，

log・・・・1・・・・・log・eps・・1・eps・・・
1

eps・1・eps・
・・・eps・・

1・2eps

eps
2
・1・eps・

2・・・eps・
2
，ただし，

eps・2.2e
・8

if ・・2.2e
・8

・1・2.2e
・8

if ・・1・2.2e
・8
とする拡張法（extensionmethod，Judd1998:p.156）を援用した．
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APeriodFertilityTableAnalysis:Singapore,1980-2015

KeitaSUGA

Thisstudyexaminesthepatternsanddemographicfactorsunderlyingtherelationshipbetween

fertilitychangesandpronatalpolicyimplementationsinSingaporeduring1980-2015,withafocus

onthedifferentialroleofthefirstmarriageofthemajorethnicgroup.Inordertoderivetheeffects

ofthefirstmarriageonannualchangesinperiodfertilitymeasures,wedevelopedanumerical

modeltoconstructperiodfertilitytablesforeachyear.

Resultsshowethnicdifferentiationsandsimilaritiesregardingfactorsassociatingwithfertility

changes:thefirstmarriageandmaritalfertility.Afterthegradualintroductionsoftheintensive

pronatalpolicy,MarriageandParenthoodPackage,intheearly2000s,Chinesenuptialitystopped

todeclineandthemaritalfertilitystartedtoincrease.WhileMalaynuptialitydroppedtremendously

inthe2000s,andmaritalfertilitycontinuedtodecreaseuntil2010,Malaymaritalfertilitystarted

torecoverafter2010.
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特集Ⅰ：東アジア，ASEAN諸国の人口高齢化と人口移動に関する総合的研究

インドネシアにおける世帯内介護需要と若年人口移動の関連

― IFLSによる縦断データを用いた分析 ―

中 川 雅 貴

Ⅰ はじめに

東南アジアで最大の人口規模をもつインドネシアは，近年その人口増加率に若干の低下

がみられるものの，依然として1％台半ばの増加率を維持しており，東南アジア地域にお

ける主要国の中では比較的人口増加率の高い国に位置づけられる（BPS2016;UNFPA

2014）．また，2015年のセンサス間人口調査（SurveiPendudukAntarSensus:SUPAS）

によると，従属人口指数は50未満に低下し，本格的な人口ボーナス期に入っているといえ

る．こうした人口動向に加えて，初等教育の義務化や中・高等教育制度の拡充に伴う若年

人口における教育水準の上昇を背景に，インドネシアは，アジア・太平洋地域における外

国人労働者の主要な送り出し国としての地位を確立している（Hugo1999;Martinetal.

1995）．

一方で，急速な出生率の低下により，インドネシアにおいても人口の高齢化が着実に進

行することが見込まれる．インドネシア政府が2018年8月に公表した直近の将来人口推計

によると，現在，約1,800万人の65歳以上人口は，2035年には3,300万人にまで増加し，総
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本稿は，今後の急速な高齢化が見込まれるインドネシアにおいて，高齢者ケアをめぐる社会的・

制度的環境が若年人口移動に及ぼす影響を展望するために，世帯内における高齢者ケア需要と若年

世帯員の移動の関連について分析した．IndonesianFamilyLifeSurveyの2007年調査（Wave4）

と2014年調査（Wave5）の結果を用いて，2007年調査時に20歳～49歳であった男女を対象に，同

居する高齢者および同じ村内に住む親の健康状態と，その後の移動の発生の関連を分析したところ

以下の結果が得られた．まず，主観的評価による健康状態（SRH）が悪い60歳以上の高齢者との

同居は，男女ともに若年世帯員の移動確率を低下させる効果をもつことが示された．また，同居し

ていない場合でも，同じ村内に住む親の健康状態を考慮した場合，その効果はさらに強まることが

確認された．この分析結果から，成人子による親の介護を含む家族内の支援関係が，同居だけでは

なく近居の親子間でも維持されていることが示唆され，老親支援規範の頑健さがうかがわれた．ま

た，とりわけ女性において，生存きょうだい数と移動確率の有意な相関が確認され，今後，少子化

によってきょうだい数が減少している若年コホートにおいては，親による支援ニーズが発生した場

合に，その移動性向がさらに低下する可能性が示唆された．



人口に占める割合は現在の水準の2倍近い11％に達する（BPS2018）．こうした状況の中，

インドネシアにおける人口および社会開発関連施策については，これまで，家族計画プロ

グラムの実施およびそれに関連する妊産婦や乳幼児の健康，そして若年人口の人的資本形

成が中心的な課題として位置づけられてきたこともあり，人口の高齢化や高齢者の生活に

関する施策への関心は，相対的に低かったといえる（Ananta2012;Hugo1992;Hull

2005;McDonald2015）．とりわけ，高齢者を対象とした各種の社会保障・福祉制度につ

いては，その整備が遅れており，今後の人口高齢化時代においても家族・親族資源に依存

したインフォーマルなケアレジームが重要な役割を担うことが予測される（UNFPA

2014）．加えて，インドネシア国内の急速な高齢化に伴う高齢者ケア需給の動向は，国際

的なケア労働者供給源としてのインドネシアの将来的な役割に関しても，少なからず影響

を及ぼす可能性が考えられる．

本稿では，こうした問題意識に基づき，インドネシアにおける人口高齢化およびそれに

伴う高齢者ケア需要の増加が若年人口移動に与える影響を展望することを目的として，世

帯内における高齢者ケア需要と若年世帯員の人口移動の関連について分析する．若年人口

における高い移動性向については，インドネシアの人口学的特徴の一つとして比較的長い

研究の蓄積があり，人口転換過程における社会経済変化との関連もしばしば指摘されてき

た（McNicoll,1997;Hugo1999;AnantaandMuhidin2005）．近年では，人口移動の

地域間格差の拡大も確認されている（BPS2012;Muhidin2014）．本稿では，高齢者の

ケアや介護ニーズと若壮年人口の移動の関連を分析することにより，親子の同居や近居に

依拠したインドネシアの世代間関係を人口移動の視点から検証するとともに，今後の人口

移動の動向についての示唆を得ることが期待される．

次節では，インドネシアにおける人口高齢化の動向と特徴について，国際比較と国内の

地域間比較の視点から概観したうえで，高齢者ケアをめぐる世代間関係への含意について

整理する．つづく第3節において，本稿の分析に用いるデータと分析手法を説明したうえ

で，第4節で分析結果を示す．終節では，本稿における分析結果の要点と含意を確認する．

Ⅱ インドネシアにおける人口高齢化：動向と含意

インドネシアの合計出生率（TFR）は1980年の4.6から2010年には2.6に低下する一方で，

同期間の平均寿命は57.6歳から69.4歳へと伸長し，古典的な人口転換モデルによって示さ

れる「低死亡率・低出生率」状態に至る最終段階にあるといえる（BPS2013）．人口の年

齢階級別分布をみると，2010年センサスでは高齢人口割合と年少人口割合がそれぞれ5％，

29％となっており，人口構造としては日本の1960年代前半に類似している．前述のとおり，

2015年のセンサス間人口調査（SUPAS）によると，従属人口指数は50未満に低下し，本

格的な人口ボーナス期に突入している．しかしながら，国連人口部の最新の推計（UN

2019）によると，インドネシアの従属人口指数は2020年の47.5で底をついた後は上昇に転

じ，2030年代後半には早くも50を上回るなど，高齢化が着実に進行することが見込まれる
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（図1）．前回の国連推計（UN2017）では，従属人口指数が上昇に転じるのは2035年，50

を上回るのは2040年代後半とされており，インドネシアの高齢化のスピードが加速してい

ることがうかがえる．また，インドネシア政府が2018年8月に公表した将来人口推計によ

ると，インドネシアの人口は現在の2億5,600万人から2045年には3億1,900万人に増加す

る一方で，高齢化率は14％，従属人口指数は53にまで上昇するとされている（BPS2018）．

インドネシアの人口構造の推移およびその見通しについて，図1に示した他の東アジア

（東南アジアを含む）諸国との比較から検討すると，以下の二点が特徴として指摘できる．

まず，従属人口指数の底値が比較的高い点である．すでに述べたとおり，国連人口部の最

新の推計によると，インドネシアの従属人口指数が最も低くなるのは2020年の47.5である

が，東アジア地域でいち早く人口転換を経験した日本の従属人口指数の最低値は1990年の

43.5である．韓国や中国では，今後の急速な人口高齢化が見通されるものの，2000年代以

降は従属人口指数が40を下回る値で推移している．東南アジア各国について見ると，シン

ガポールやタイでは，すでに従属人口指数が上昇に転じつつあるが，現在，韓国・中国と

同じかそれ以下の低水準にある．一方，インドネシアについては，マレーシアと同様に，

従属人口指数が比較的高い値で下げ止まることが見込まれている．

―347―

図１ 東アジア（東南アジアを含む）各国における従属人口指数の推移

出所：UnitedNations,DepartmentofEconomicandSocialAffairs,PopulationDivision(2019)World
PopulationProspects2019.(medium-variantprojection)
*日本については，1950年～2015年は「国勢調査」，2020年以降は国立社会保障・人口問題研究所
（2017）「日本の将来推計人口（平成29年推計）」（出生中位・死亡中位推計値）による．



二点目は，人口ボーナス期の短さである．同じく図1より，従属人口指数が50以下で推

移する期間をみると，インドネシアでは2010年から2035年までの約25年間となる１）．すで

に人口ボーナス期を終えた日本については，1965年から2005年の約40年間がこの期間に該

当し，韓国・中国についても，国連推計ベースで従属人口指数が50を下回る期間は，それ

ぞれ1990年代初頭から2025～2030年頃までの約35年間となることが見込まれる．シンガポー

ル，タイ，マレーシアといった他の東南アジア諸国と比較しても，インドネシアでは従属

人口指数が反転上昇するタイミングが早いことが，図1からも確認できる．

インドネシアにおける人口ボーナスの浅さ，そしてその期間の短さは，1980年代以降の

急速な出生率の低下に起因している（Hull2004;McDonald2014）．なお，インドネシ

アでは，全国レベルでの住民登録および動態統計（CivilRegistrationandVital

Statistics:CRVS）が未整備の状態であり，動態統計に基づいた出生力指標は公表され

ていない．ここで引用したTFRについても，中央統計庁（BPS）が，標本調査である

DemographicandHealthSurvey（DHS）に依拠して推計した値であるが（BPS2013），

DHSを用いたTFRの推計値については，過大推計となる傾向が内外の研究者によって

指摘されている（Hull2016;HullandHartanto2009;McDonald2014）．また，前述

のインドネシア政府が公表した最新の将来人口推計では，将来の出生率について，「目標

値」と「トレンド反映値」の2つの仮定値を設定しているが，インドネシアの出生率は，

すでにその「目標値」― すなわち家族計画プログラムのゴール ― である置換水準に近

い水準にまで低下しているとの指摘もある（McDonald2014;Hull2016）．

こうしたインドネシアにおける人口高齢化は，国内の地域間格差を伴って進展している．

従属人口指数をみると，ジャカルタ首都特別州では37.4にまで低下している一方で，全国

33州のうち21州で50を上回っている（表1）．なお，ジャカルタについては，他の地域と

比較して，従属人口指数・高齢化率のいずれも相対的に低く，インドネシア政府の地域別

将来人口推計によっても，生産年齢人口の拡大による人口ボーナス期の持続が見込まれて

いる（BPS2018）．一方，同じジャワ島の中でも，中部ジャワ州に加えてジョグジャカル

タ州や東ジャワ州といった地域については，従属人口指数が50を下回るものの，低い人口

増加率と高い高齢化率といった特徴がみられる．2000年から2010年の年平均人口増加率

（インドネシア全体では1.5％）については，中部ジャワ州（JawaTengah）の0.4％から

パプア州（Papua）の5.4％までの開きがある．
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1）インドネシア政府による独自推計では，将来人口推計の結果を各年について公表しており，これによると，

従属人口指数が50を上回るのは2037年であるBPS(2018)．



地域別の動向をみると，近年，とくに非大都市部や農村部における高齢化の進展が目立

つ．インドネシアの人口の60％近くが集中するジャワ島では，人口増加率および従属人口

指数の全体的な水準は他地域よりも低いが，上述のとおり，ジャカルタを除いた地域では

高齢化率が相対的に高い水準にある．こうした非大都市部においては，相対的に高い出生

率が維持されているものの，大都市部への若年人口の継続的な流出によって，局地的に高
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表１ インドネシアにおける州別人口増加と人口構造

人口増加率 従属人口指数
65歳以上
人口割合

2000-2010年
（平均），%

2010年 2010年

アチェ州（Aceh） 2.4 56.3 3.8

北スマトラ州（SumateraUtara） 1.1 58.0 3.9

西スマトラ州（SumateraBarat） 1.3 57.7 5.7

リアウ州（Riau） 3.6 54.1 2.6

ジャンビ州（Jambi） 2.6 50.8 3.5

南スマトラ州（SumateraSelatan） 1.9 51.3 4.1

ブンクル州（Bengkulu） 1.7 51.3 3.9

ランプン州（Lampung） 1.2 51.1 4.9

バンカ・ブリトゥン州（KepulauanBangkaBelitung） 3.1 48.6 3.7

リアウ諸島州（KepulauanRiau） 5.0 46.8 2.0

ジャカルタ首都特別州（DKIJakarta） 1.4 37.4 3.1

西ジャワ州（JawaBarat） 1.9 49.9 4.6

中部ジャワ州（JawaTengah） 0.4 49.9 7.2

ジョグジャカルタ特別州（DIYogyakarta） 1.0 45.8 9.6

東ジャワ州（JawaTimur） 0.8 46.2 7.1

バンテン州（Banten） 2.8 48.6 2.8

バリ州（Bali） 2.2 47.3 6.6

西ヌサ・トゥンガラ州（NusaTenggaraBarat） 1.2 55.8 4.6

東ヌサ・トゥンガラ州（NusaTenggaraTimur） 2.1 70.6 5.0

西カリマンタン州（KalimantanBarat） 0.9 52.7 3.6

中部カリマンタン州（KalimantanTengah） 1.8 50.4 2.9

南カリマンタン州（KalimantanSelatan） 2.0 49.3 3.7

東カリマンタン州（KalimantanTimur） 3.8 48.6 2.3

北スラウェシ州（SulawesiUtara） 1.3 47.9 5.7

中部スラウェシ州（SulawesiTengah） 2.0 52.7 3.6

南スラウェシ州（SulawesiSelatan） 1.2 56.0 5.5

南東スラウェシ州（SulawesiTenggara） 2.1 63.4 3.8

ゴロンタロ州（Gorontalo） 2.3 51.7 3.6

西スラウェシ州（SulawesiBarat） 2.7 60.5 4.0

マルク州（Maluku） 2.8 63.1 4.0

北マルク州（MalukuUtara） 2.5 61.3 3.0

西パプア州（PapuaBarat） 3.7 53.6 1.6

パプア州（Papua） 5.4 53.8 0.9

全国 1.5 50.5 5.1

出所：BPS(2012);IPUMS-International,MinnesotaPopulationCenter,UniversityofMinnesota



齢化が顕著に進む地域が散在する（ArifinandAnata2016;Jones2016;Utomoetal.

2019）．例えばArifinandAnata（2016）は，ジャワ島中央部のジョグジャカルタ近郊の

グヌンキドゥル県（KabupatenGunungKidul）では，60歳以上人口が総人口の20％近

くに達していることを紹介している．

表2は，2010年センサスによる高齢者人口の居住形態別割合を男女・年齢階級別に示し

たものである．男女ともに，高齢者の居住形態として最も多いのは「子および孫と同居」

であり，インドネシアにおける60歳以上人口の37％を占める．この割合は，年齢とともに

上昇し，80歳以上では男性で38％，女性で48％となっている．また，「子と同居」の割合

を加えると，80歳以上の男性を除いたすべての性・年齢階級別グループで50％を上回って

いる．このことから，インドネシアにおいては，老親との同居規範が根強く，高齢者の扶

養およびケアにとっては子や孫をはじめとする中心とする親族資源が重要な役割を担って

いることが示唆される．

出生率の低下を背景に人口高齢化が加速する一方で，多世代同居・老親扶養規範が根強

く残る社会においては，こうした家族・親族資源によって維持されるインフォーマルなケ

アレジームへの依存が強まることが予想される．医療保険・年金制度をはじめとする高齢

者を対象とした各種の社会保障制度や公的福祉制度の未整備状態は，この傾向をさらに強

め，金銭的支援のみならず身体的サポートも含めた高齢者ケアにおける家族・親族資源へ

の需要は高まると考えられる（UNFPA 2014;RammohanandMagnani2012;Utomo

etal.2019）．

このような社会的・制度的環境は，インドネシアのように急速に高齢化が進展する国や

地域の若年人口に，いかなる影響を与えるのであろうか．例えば，インドネシアと同様に

高齢化が急速に進む中国に関するデータを用いた研究では，親の健康状態の悪化や身体的

機能の低下が，若壮年期の子どもの移動確率を有意に低下させるという分析結果が報告さ

れている（GilesandMu2007）．インドネシアにおいては，進学や就職，そして出稼ぎ

労働に伴う移動（転出）が，残された家族（left-behindfamily）に及ぼす影響について，

おもに金銭的支援の役割に注目した研究が蓄積されているが，世代間の支援関係，とくに
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表２ インドネシアにおける高齢者の居住形態，2010年センサス
（％）

60歳以上
60歳～70歳 70歳～80歳 80歳以上

男女 男 女 男女 男 女 男女 男 女 男女 男 女

単身 9.8 4.2 14.6 7.7 3.1 11.9 12.6 5.4 18.2 13.9 7.5 18.4

配偶者のみ 18.1 24.2 12.9 18.8 21.8 16.0 18.22 28.3 10.3 14.0 27.7 4.4

子と同居 18.3 28.1 10.0 23.7 34.8 13.6 11.5 19.2 5.5 6.6 10.4 4.0

子および孫と同居 36.5 31.4 40.9 33.7 29.3 37.8 39.7 33.8 44.2 43.7 37.8 47.8

その他 17.3 12.2 21.7 16.1 11.0 21.8 18.1 13.2 21.8 21.8 16.6 25.5

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

出所：BPS(2012)



高齢者ケアと移動の関連を検証した分析は，ほとんどみられない（Kreager2006;

RammohanandMagnani2012）．親をはじめとする高齢親族の身体的ケアや介護ニーズ

と若壮年人口の移動性向との関連について分析することにより，多世代同居および老親扶

養規範を基底とする世代間関係を，人口移動の視点から検証するとともに，高齢化が加速

する今後のインドネシアにおける人口移動の動向についての示唆を得ることが期待できる．

以下では，インドネシアで継続的に実施されている世帯縦断調査による大規模個票データ

を用いて，世帯内における介護需要が若年人口の移動確率に与える影響について検証する．

次節では，分析に用いるデータと分析の方法について説明する．

Ⅲ データと分析の手法

本稿の分析に用いるデータは，IndonesianFamilyLifeSurvey（以下，IFLSと略）

の2007～2008年調査（Wave4）および2014～15年調査（Wave5）である．IFLSは，米

ランド研究所（RANDCorporation），カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA），

国立インドネシア大学人口研究所（LembagaDemografi）の協力によって1993年に開始

された調査プロジェクトである．調査の実施に際してはインドネシアの当時全26州

（provinsi）のうち13州を対象に標本設計が行われた２）．調査の対象とならなかった地域

が存在するのは，離島が大半を占めるために実査に際するコスト上の問題が懸念されたこ

と，政治的・社会的に不安定，調査に危険が伴うと判断されたためである（Frankenberg

etal.1995）．調査対象となった13州は，インドネシアの総人口のおよそ 83％（当時）を

占めており，1993年に実施された第1回調査ではこの13州より抽出された7,730世帯のう

ち91.9％に該当する7,039世帯より有効回答を得ている．そして，第1回調査では調査対

象の世帯から以下の世帯員を対象とする対面調査が実施された：①世帯主と配偶者，②世

帯内から無作為に抽出された15歳未満の世帯員2名，③残る世帯員から無作為に抽出され

た50歳以上の世帯員1名．さらに，調査対象となった世帯から25％の世帯を無作為に抽出

したうえで，①～③に該当しなかった15歳から49歳の世帯員から無作為に抽出された1名

が対面調査の対象に加えられた．

こうして実施された第1回調査における個人の対面調査データは，22,000レコードを超

える．調査項目は，世帯および世帯員の基本属性に加えて，収入・消費・資産，教育・就

労（過去の経歴も含む），結婚および出生行動，健康状態，移動歴など多岐に及ぶ．IFLS

の特徴として，同居しない親および子どもに関しても，対象となる項目は限定的ではある

ものの，現在の居住地を含む基本属性に関する質問が設けられている点が挙げられる．さ
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2）調査の対象となった13州は以下のとおりである：北スマトラ州（SumateraUtara），西スマトラ州

（SumateraBarat），南スマトラ州（SumateraSelatan），ランプン州（Lampung），ジャカルタ首都特別州

（DKIJakarta），西ジャワ州（JawaBarat），中部ジャワ州（JawaTengah），ジョグジャカルタ特別州（DI

Yogyakarta），東ジャワ州（JawaTimur），バリ州（Bali），西ヌサ・トゥンガラ州（NusaTenggaraBarat），

南カリマンタン州（KalimantanSelatan），南スラウェシ州（SulawesiSelatan）．なお，IFLSの標本設計お

よびフォローアップ調査を含む調査の実施状況の詳細については，Strausetal.（2016）を参照．



らに，第1回調査以降，数年ごとに実施されているフォローアップ調査では，前回調査以

降に調査対象の世帯を離れた世帯員についても追跡調査が実施されるなど，高いパネル残

存率の維持を企図した調査設計となっている．第1回調査に回答した世帯および世帯員を

対象として，1997年から98年に第2回調査，2000年に第3回調査，2007年から2008年に第

4回調査が実施され，直近の第5回調査は2014年から2015年にかけて実施された．第1回

調査に回答した7,224世帯のうち，88％に該当する6,341世帯が第5回調査において捕捉さ

れており，非常に高いフォローアップ率を維持している３）．なお，2000年に実施された第

3回調査より，IFLSのインドネシア側の実施協力機関は，ガジャマダ大学人口研究所

（現・CenterforPopulationStudies-GadjahMadaUniversity:CPPS-GMU）に移って

いる．

本稿では，IFLSによる縦断データから得られる個人の移動歴と，世帯内における高齢

者介護需要の関連について分析する．分析の対象は，2007年から2008年にかけて実施され

たIFLSの第4回調査（Wave4，以下2007年調査とする）において20歳～49歳であった

男女のうち，2014年～15年に実施された第5回調査（Wave5，以下2014年調査とする）

への回答が得られた調査対象者である．

被説明変数は，2007年調査から2014年調査までの期間における移動歴の有無である．

IFLSでは，調査回ごとに複数の設問項目によって個人および世帯の移動歴を詳細にたず

ねているが，ここでは2014年調査における「前回調査からの村外移動歴」に関する項目を

用いる．具体的には，「前回調査（2007年）以降，少なくとも6ヶ月以上の滞在のために，

当時住んでいた村を離れたことがありますか？」という問いに対する「はい／いいえ」の

選択肢による回答情報を用いる．移動歴および移動経験に関する複数の項目のうち，この

設問に対する回答を分析に用いる理由は，比較的欠損値が少ない変数であることに加えて，

滞在期間を「6ヶ月以上」に限定することによって，いわゆる「短期滞在」を目的とした

移動を除外できること，そして移動先から帰還した人の移動歴についても把握できるため

でる４）．この項目によって2007年調査から2014年調査までの期間における移動歴が確認で

きた人の割合は，分析対象全体の25％である（表3）．男女別にみると，男性の27％にた

いして女性は23％であり，男性のほうがやや高い割合となっている．
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3）フォローアップ調査間における部分的なパネル脱落およびすべての調査対象世帯員の死亡が確認されたケー

スを含む．なお，実際に第5回調査が実施できたのは第1回調査の回答世帯の87％である．

4）例えば，前回調査時点（あるいは5年前）の居住地と現住地との比較によって移動を把握した場合，調査時

点において移動先に居住する対象者のみが「移動者」として識別されることになる．



説明変数となる世帯内の介護需要については，60歳以上の高齢世帯員の健康状態に関す

る情報を代理変数として用いる．IFLSでは，調査対象となるすべての世帯員について，

4段階の尺度を用いた主観的評価による健康状態（self-ratedhealth，以下SRHとする）

をたずねている．SRHは，国内外の社会調査において広範に採用されている健康指標で

あるが，計測の簡便性に加えて，他の健康指標との関連性，さらには死亡リスクに対する

予見力をある程度もつことが報告されている（IdlerandBenyamini1997;Fordetal.

―353―

表３ 分析に用いる変数の記述統計

総数
（n=14,935） 男

（n=6,825）
女

（n=8,110）

移動あり（2007～14年） 24.9% 26.6% 23.4%

健康状態の悪い高齢者との
同居あり

SRH 3.8% 3.8% 3.8%

（+近居の親のSRH） 7.8% 7.7% 7.9%

ADL 2.1% 2.0% 2.1%

年齢

20-24歳 18.5% 16.7% 20.0%

25-29歳 22.7% 21.8% 23.4%

30-34歳 18.6% 19.0% 18.2%

35-39歳 16.4% 17.5% 15.5%

40-44歳 12.8% 13.6% 12.2%

45-49歳 11.0% 11.4% 10.7%

配偶関係

未婚 15.2% 20.8% 10.5%

有配偶 81.3% 77.5% 84.5%

離別 2.2% 1.3% 2.9%

死別 1.3% 0.4% 2.2%

教育水準

中等教育未修了 58.6% 54.8% 61.8%

中等教育修了 28.8% 31.8% 26.3%

高等教育修了 12.6% 13.4% 11.9%

就業状態

就業中 64.9% 89.6% 44.1%

求職中 1.5% 2.8% 0.3%

就学中 1.6% 1.6% 1.6%

おもに家事 30.2% 2.7% 53.4%

その他 1.9% 3.3% 0.7%

生存きょうだい数

平均 3.90 3.89 3.90

（標準偏差） (2.45) (2.47) (2.44)

自分の健康状態

悪い 11.6% 10.0% 13.0%

注：移動歴以外の変数はいずれも2007年調査時点の属性．
データ：IndonesiaFamilyLifeSurveyWave4およびWave5．



2008）．また，主観的な指標である SRHについては，精神的な健康状態も反映した

well-beingに関する総合的（holistic）な指標としての有用性も指摘されている（Grundy

andSloggett2003）．本稿では，2007年調査において，同居する60歳以上の世帯員のう

ち一人でも健康状態が「悪い」（inpoorhealth）あるいは「非常に悪い」（verysick）と

回答したケースを，「健康状態（SRH）の悪い高齢者と同居するケース」として定義した．

同居する60歳以上の世帯員を，分析対象の「親」に限定しないのは，続柄不明のケースや，

分析対象者の年齢（2007年調査時点20～49歳）と親の年齢を比較した場合に論理矛盾が確

認されるケースが全体の10％近くあり，これらを分析から除くとサンプルの規模及び代表

性に少なからず影響が生じると判断されるためである．

IFLSでは，SRHに加えて，日常生活を送るために必要な動作（activityofdaily

livings，以下ADLと略）について，以下の10項目からなる質問が設けられている：

・（バケツの入った水程度の）重い荷物を20メートル運ぶことができる．

・水の入ったバケツを井戸からくみ上げることができる．

・1㎞歩くことができる．

・掃き掃除ができる．

・屈んだり立ち上がったりする動作を繰り返し行うことができる．

・介助なく服を着ることができる．

・介助なくトイレに行くことができる．

・入浴することができる．

・床に座った状態から介助なく立ち上がることができる．

・椅子に座った状態から介助なく立ち上がることができる．

40歳以上の世帯員は，これら日常生活動作に関する各項目について，「支障なくできる」

「支障がある」「できない」という選択肢から回答することになっている．本分析では，

IFLSの2000年調査データ（Wave3）を用いたRammohan&Magnani（2012）に倣い，

これら10項目のうち半数の5項目以上について「支障がある」あるいは「できない」と回

答したケースを「日常生活を送るために必要な動作ができない」とした．そのうえで，

SRHと同様に，同居する60歳以上の世帯員のうち一人でも該当するケースを，「日常生活

動作に支障のある高齢者と同居するケース」と定義した．

すでに述べたとおり，IFLSによるデータの特徴の一つとして，同居していない親につ

いても，その現住地（死亡している場合は死亡年月と死亡時の居住地）および健康状態を

含む様々な情報を把握することができるという利点が挙げられる．本分析では，親と同居

していない場合でも，同じ村内に居住している状態を「近居」とし，そのうえでSRHで

計測した健康状態が「悪い／非常に悪い」に該当する場合を，「健康状態（SRH）の悪い

親が近くに住む」ケースとした．なお，ADLに関する設問は同居する親（世帯員）につ

いてのみを対象としており，同じ世帯に居住しない親については，日常生活動作に支障が

―354―



あるかどうかを把握することができない．

以上の方法により，同居する高齢者の健康状態をみたところ，分析対象全体の3.8％に

おいて，健康状態（SRH）の悪い高齢者との同居が確認された．同じ村内に住む親の健

康状態も考慮すると，その割合は7.8％となり，男女でほぼ同水準である．ADLで計測し

た日常生活動作に支障のある高齢者と同居する割合は，SRHで図った場合よりも低く，

男女ともに2％となる（表3）．

本分析では，2007年調査時において同居する高齢者あるいは近くに住む親の健康状態に

より計測した世帯内の介護需要の有無と，その後の第5回調査（2014～15年）までの移動

歴との関連を，ロジスティック回帰分析により検証する．分析に際しては，年齢・配偶関

係といった人口学的基本属性に加えて，教育水準や就業状態による社会経済的属性，そし

て生存きょうだい数と（自分の）健康状態に関する変数を統制変数として用いる．移動歴

に関する変数を除いて，分析に用いる変数についてはすべて2007年調査時点の情報を用い

る．分析の対象は，2007年調査時に20歳～49歳であった男女のうち，これらすべての変数

に関する有効値が得られた14,935ケースとなる．各変数の記述統計は，前出の表3のとお

りである．

Ⅳ 結果

表4は，分析に用いる属性ごとの移動率を男女別に示したものである．すでに述べたと

おり，全体的な移動率は女性よりも男性のほうが若干高くなっている．本分析において世

帯内介護需要の代理変数として用いる健康状態の悪い高齢者との同居（あるいは健康状態

の悪い親との近居）の有無についてみると，SRHで計測した場合とADLで計測した場

合で，移動率の水準に若干の違いがみられる．SRHで計測した健康状態が悪い高齢者と

同居する場合の移動率は，男女ともに，全体的な水準よりも低くなることが確認できる．

健康状態の悪い親が同じ村内に居住（近居）しているケースを加えると，移動率はさらに

低下し，男女ともに全体的な移動率との差は7ポイント以上となる．一方，健康状態の悪

い高齢者との同居の有無をADLで計測した場合の移動率の相対的な水準については，男

女でやや異なる．すなわち，男性（25％）については全体的な水準と比較して顕著な低下

はみられない一方で，女性では全体的な水準よりも4ポイント低い19％にまで低下し，こ

れは健康状態の悪い高齢者との同居をSRHで計測した場合（21％）よりも，さらに低い

水準となっている．
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2007年調査から2014年調査までの移動率を年齢階級および配偶関係別にみると，男女と

もに20代から30代前半にかけての若年層および未婚者において移動率が高くなっている．

とくに男性については，20代前半の移動率が45％を超えるなど，若年層における移動率の

高さが目立つ．また，この年齢層では，男女の移動率に比較的大きな差が生じるのに対し
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表４ 属性別移動率（2007～14年）

男
（n=6,825）

女
（n=8,110）

総数 26.6% 23.4%

健康状態の悪い高齢者との
同居あり

SRH 24.9% 20.9%

（+近居の親のSRH） (19.1%) (16.4%)

ADL 25.2% 19.2%

年齢

20-24歳 46.8% 40.6%

25-29歳 36.8% 29.3%

30-34歳 24.4% 17.8%

35-39歳 16.1% 15.1%

40-44歳 13.9% 13.8%

45-49歳 12.8% 10.4%

配偶関係

未婚 48.1% 52.5%

有配偶 20.8% 19.8%

離別 30.3% 25.9%

死別 25.0% 18.4%

教育水準

中等教育未修了 21.4% 17.1%

中等教育修了 31.0% 31.2%

高等教育修了 37.7% 38.6%

就業状態

就業中 25.5% 22.8%

求職中 36.8% 44.4%

就学中 70.8% 54.3%

おもに家事 24.2% 22.6%

その他 31.6% 34.0%

生存きょうだい数

なし 30.8% 29.4%

1-2人 30.9% 24.8%

3-4人 27.3% 23.6%

5-6人 23.3% 21.9%

7人以上 21.4% 20.2%

自分の健康状態

悪くない 26.8% 23.5%

悪い 25.2% 22.6%

注：移動歴以外の変数はいずれも2007年調査時点の属性．
データ：IndonesiaFamilyLifeSurveyWave4およびWave5．



て，30代後半以降は男女の移動率はほぼ同じ水準に低下している．配偶関係別では，男女

ともに未婚者において高い移動率が確認できる．とくに女性の未婚者における移動率は50

％を超えており，これは男性の未婚者の移動率よりも高い水準である．一方，男女ともに

最大の割合を占める有配偶者（男性：78％，女性：85％）の移動率は，いずれも約20％と，

ほぼ同じ水準となっている．

教育水準別の移動率については，中等教育（seniorhighschool）未修了者と比較して，

高等教育（college/university）修了者の移動率が男性では16ポイント以上，女性では21

ポイント以上と顕著に高くなっている．女性の高等教育修了者の移動率は，中等教育未修

了者と比較して2倍以上の水準であり，同じ教育水準の男性と比較しても若干高くなって

いる．また，中等教育未修了者においては，男性と比較して女性の移動率が相対的に低い

水準となる一方で，中等教育修了者および高等教育修了者では，男女の移動率にほとんど

差がないか，女性のほうがわずかに高くなっている．就業状態別にみると，男女ともに

2007年調査時に「就業中」のケースの移動率が低い一方で，全体に占める割合は小さいも

のの「求職中」あるいは「就学中」であったケースの移動率が高くなる傾向がみられる．

これは，卒業後の就職に伴う移動によるものであると考えられるが，とくに男性では，

2007年調査時に「就学中」であったグループのその後の移動率が70％以上と顕著に高くなっ

ている．一方，女性では，「おもに家事」のグループが全体の50％以上を占める最大のグ

ループであるが，その移動率（22％）は，「就業中」のグループ（23％）とほぼ同水準と

なっている．

その他，生存きょうだい数と移動率の関係をみると，男女ともに，きょうだい数が多い

ほど移動率が低くなるという負の相関関係がみられる．ただし，きょうだい数については，

年齢（世代）によって少なからず差がみられる ― すなわち出生率の低下により若い世代

ほどきょうだい数が少ない ― ことが想定される．したがって，表4で示された二変数間

の関係については，こうした交絡要因の効果を考慮する必要がある．分析対象自身の健康

状態と移動率の関係をみると，男女ともに，「悪くない」に該当するケースの移動率がわ

ずかではあるが高くなっている．

表5は，これら各属性の効果を互いにコントロールした多変量解析の結果を示したもの

である．世帯内介護需要が移動率に与える効果について，健康状態の悪い高齢世帯員の有

無を代理変数としてロジスティック回帰モデルによって推定した結果を，男女別に示して

いる．健康状態の悪い高齢者との同居の有無をSRHによって計測した変数を用いたモデ

ルでは，移動が発生する確率のオッズ比が男女ともに約23％低下するという結果になった

（ただし統計的有意性は10％水準）．さらに，同じ村に住む（近居する）親のSRHを考慮

した場合，オッズ比は男性で30％，女性で28％低下し，モデルに投入された他の変数の効

果をコントロールしても，移動の発生確率を有意に低下することが確認された．一方，

ADLによって計測した変数を用いた場合の結果をみると，オッズ比の低下幅が男性では

10％に留まる一方で女性では25％以上低下しており，男女間で異なる効果が示唆されたも

のの，いずれも統計的に有意な結果とはならなかった．
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その他の人口学的属性および社会経済的属性と移動率の関連については，概ね,前掲の

表4で示された傾向が確認された．すなわち，20代～30代前半の若年層，未婚者，高等教

育修了者における相対的に高い移動率が，モデルに投入されたその他の属性の効果をコン

トロールしたうえでも確認された．また，配偶関係および教育水準の違いによる効果は，

男性よりも女性において相対的に強くなることが示された．なお，2007年調査時に就学中

であった場合のその後の移動率は，男性のみ有意に高くなることが確認された．生存きょ

うだい数については，男女ともに，表4で示された結果とは逆に，きょうだい数が多くな

るほど移動の発生確率が上昇するという正の相関関係が示された．また，この相関は，若
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表５ 移動率（2007～14年）に関するロジスティック回帰分析によるオッズ比の推定値

男 女

SRH ADL SRH ADL

＋ 近居の親
のSRH

＋ 近居の親
のSRH

健康状態の悪い高齢者と
の同居あり（注）

0.770# 0.699** 0.901 0.769# 0.716** 0.741

年齢（Ref.20-24歳）

25-29歳 0.884 0.882 0.881 0.747** 0.750** 0.745**

30-34歳 0.560** 0.560** 0.558** 0.421** 0.424** 0.419**

35-39歳 0.341** 0.341** 0.340** 0.342** 0.345** 0.343**

40-44歳 0.289** 0.290** 0.289** 0.324** 0.327** 0.325**

45-49歳 0.284** 0.284** 0.285** 0.245** 0.247** 0.245**

配偶関係（Ref.有配偶）

未婚 1.940** 1.924** 1.919** 2.655** 2.645** 2.638**

離別 1.782* 1.793* 1.734* 1.871** 1.875** 1.856**

死別 1.823 1.826 1.783 1.766** 1.764** 1.757**

教育水準（Ref.中等教育未修了）

中等教育修了 1.471** 1.462** 1.474** 1.691** 1.683** 1.695**

高等教育修了 1.927** 1.915** 1.932** 2.281** 2.268** 2.282**

就業状態（Ref.就業中）

求職中 1.032 1.032 1.026 0.648 0.648 0.640

就学中 1.837* 1.829* 1.847* 0.984 0.981 0.992

おもに家事 0.908 0.908 0.910 1.078 1.077 1.078

その他 0.908 0.909 0.905 1.169 1.167 1.174

生存きょうだい数 1.022# 1.023# 1.021# 1.032** 1.033** 1.032**

自分の健康状態：悪い 0.953 0.963 0.950 1.014 1.022 1.014

州別ダミー あり あり あり あり あり あり

定数項 0.677 0.678 0.683 0.420 0.417 0.421

対数尤度 -3562.218 -3559.077 -3563.551 -3956.093 -3953.273 -3956.549

LRchi-square 787.36** 793.64** 784.69** 903.66** 909.30** 902.75**

ケース数 6,825 6,825 6,825 8,110 8,110 8,110

注：表頭のSRHおよびADLは，同居する高齢者（および近居する親）の健康状態の計測に用いた指標を示す．
**p<0.01，*p<0.05，#p<0.1
Ref.:レファレンスカテゴリー
データ：IndonesiaFamilyLifeSurveyWave4およびWave5．



干ではあるが男性よりも女性において強くなっている．

図2は，ここで示したロジスティック回帰モデルによる推定結果に基づいて，世帯内介

護需要の有無による移動率を，男女別に比較したものである．前述のとおり，移動率の全

体的な水準は女性よりも男性のほうが高くなるが，健康状態（SRH）の悪い高齢者と同

居する場合，男女ともに移動率は4ポイント以上低くなると予測される．同じ村に住む親

の健康状態（SRH）も考慮した場合では移動率はさらに低下し，男性では19％，女性で

は16％となる．分析モデルに投入した他の属性が同じであると仮定した場合，世帯内介護

需要がないケースと比較した移動率の水準は，男性では5.8ポイント，女性では4.8ポイン

ト低下することになる．

Ⅴ 考察とまとめ

インドネシアでは高い人口増加率が維持されるとともに，従属人口指数の低下が続いて

いるが，他の東アジア・東南アジア諸国と比較して，人口ボーナスのピーク（従属人口指

数の底）は浅く，その期間も比較的短くなることが見込まれている．一方で，高齢者の居

住形態をみると，依然として高齢になるほど子や孫と同居する割合が高くなっており，伝
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図２ 健康状態の悪い高齢者との同居および健康状態の悪い親との

近居の有無でみた移動率の推定値

注：健康状態の計測についてはいずれもSRHを用いた．推定値の算出に用
いたモデルの推定結果の詳細については表5を参照

データ：IndonesiaFamilyLifeSurveyWave4およびWave5．



統的な多世代同居・老親扶養規範の強さが示唆される．インドネシアにおける高齢化の加

速は，置換水準をうかがう急速な出生率の低下に起因するものであるが，子ども数の減少

により，今後とくに若い世代では親をはじめとする高齢親族へのサポートにかかる負担が

拡大することが予想される．単身世帯に住む高齢者の割合は，現在，60歳以上の人口全体

の約10％未満に過ぎないが，高齢女性において顕著に高くなる傾向がみられる．これは，

配偶者との死別により単身居住となる割合が女性において比較的高いためであると考えら

れる．今後，「高齢人口の高齢化」の進展，すなわち高齢人口に占める80歳以上人口の割

合の上昇に伴い，単身高齢者がさらに増加することが予測され，「家族と同居しない高齢

者」のサポートやケアが高齢化社会の新たな課題として顕在化する可能性がある．

他の多くの東南アジア諸国と同様に，インドネシアにおいても人口の急速な高齢化への

対応や，高齢者の生活をめぐる施策の優先度は，これまで決して高くはなかった．結果と

して，介護・医療サービスを含む公的な社会保障・福祉制度が未整備な状態での高齢化の

進展により，子どもをはじめとする家族や親族資源によって維持されるインフォーマルな

ケアレジームへの依存がさらに強まることが予想される．

こうした高齢者ケアをめぐる社会的・制度的環境が，インドネシアの人口の特性の一つ

である若年人口の高い移動性向に及ぼす影響を展望することを目的とし，本稿ではIFLS

による縦断データを用いて，世帯内における高齢者ケア需要と若年世帯員の人口移動の関

連について分析した．分析の結果，主観的評価による健康状態（SRH）が悪い60歳以上

の高齢者との同居は，男女ともに若年世帯員の移動確率を低下させる効果を持つことが示

された．また，同じ村内に住む親の健康状態を考慮した場合，その効果はさらに強まるこ

とが確認された．この分析結果から，成人子による親の介護を含む家族内の支援関係が，

同居だけではなく近居の親子間でも維持されていることが示唆され，老親支援規範がイン

ドネシアの世代間関係に深く組み込まれていることがうかがわれた．ただし，健康状態の

悪い高齢世帯員の有無をADLで計測したモデルを用いて分析したところ，若年世帯員の

移動確率に対する有意な効果は検出されず，分析結果の頑健性については引き続き慎重に

検証する必要がある．また，生存きょうだい数が移動確率を有意に上昇させることが確認

されたが，これは，きょうだい間で親をはじめとする高齢親族への介護をはじめとするサ

ポートがシェアされ，結果としてきょうだい数が多いほどその負担が低減されることを示

唆していると考えられる．今後，少子化によってきょうだい数が減少している若年コホー

トにおいては，親による支援ニーズが発生した場合に，その移動性向が低下する可能性が

ある．

人口転換の到達点としての高齢社会に備えて，インドネシアにおいても，医療・年金制

度をはじめとする高齢者を対象とした各種の社会保障制度の整備が急がれている．しかし

ながら，例えば医療保険制度については，2014年に「医療保険実施機関」（BPJSHealth）

が設置されたものの，国民皆保険化は2019年まで先送りされ，年金制度の整備も遅れてい

る（厚生労働省 2014）．インドネシアは，一方で，アジア・太平洋地域においてフィリピ

ンに次ぐ第二の規模の外国人労働者を送り出す主要送出国の一つであるが，近年の介護・
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看護分野における二国間協定を通じた人材の送り出しには，先進国からの技能移転を通じ

た人材育成ならびに国内の保健医療制度の整備への貢献も期待されている．先進国におい

て期待が高まる国際的なケア労働者供給源としての役割と，高齢化が進展するインドネシ

ア国内で高まるニーズとの整合性を確保することが，日本を含む諸外国との二国間協定を

通じた労働者の送り出し政策に求められている．

日本においても，かつて｢同居は福祉の含み資産｣（厚生省 1978:91）と位置づけられた

ように，親子間の同居あるいは近居に依拠した世代間支援関係が，高齢者福祉施策やサー

ビスの補完的な役割を果たしてきた．2000年の介護保険制度の導入により，「介護の社会

化」が制度的に担保され，その推進が図られてきたが，高齢者に対するケアやサポートに

おいては，子どもをはじめとする親族資源が依然として重要な役割を担っているのが現状

である（藤崎 2009；小山 2012）．高齢化社会に対応した各種の制度や施策の構築に関す

る経験と課題を共有し，その教訓を提供することも，高齢化のフロントランナーとしての

日本に期待される役割の一つであろう．
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課題番号：H27-地球規模-一般-001）および厚生労働科学研究費補助金（地球規模保健課題解決のた

めの行政施策に関する研究事業）「東アジア，ASEAN諸国におけるUHCに資する人口統計システ
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TheAssociationbetweenDemandforCaregivingtotheElderlyand
MigrationofYoungAdultHouseholdMembersinIndonesia:

LongitudinalEvidencefromtheIndonesianFamilyLifeSurvey

MasatakaNAKAGAWA

Indonesia'spopulationisexpectedtoundergorapidageinginthenextfewdecades.Whilethe

traditionalnormthatadultchildrenareexpectedtosupporttheirparentsisfirmlyembeddedin

intergenerationalrelationships,therehasbeenrelativelylittlepolicyattentionpaidtotheneedsof

thegrowingelderlypopulation.Asaresult,thereisalackofpublicsystemsforsocialsafetyand

caregiving.Therapidpopulationagingwiththetraditionalcaregivingregimecaninfluencethe

migrationoftheyoung-adultpopulation;oneofthemostsalientdimensionsoftheIndonesian

demography.UsinglongitudinaldatadrawnfromtheIndonesiaFamilyLifeSurvey,thispaper

presentsanempiricalanalysisoftheassociationbetweendemandforcaregivingtoelderly

householdmembersandthepropensityofyoungadulthouseholdmemberstomigrate.Findings

fromtheanalysissuggestthatthelikelihoodofmigrationislowerforthoselivingwithelderly

householdmembersinpoorhealthconditions.Theeffectoflivingclosertoparentsinpoorhealth

conditionsismoresignificant,suggestingthattheneedforcaregivingtoelderlyparentscanbean

impedimenttothemigrationoftheiradultchildren.Theresultsofthelongitudinalanalysisalso

confirmthecorrelationbetweenthenumberofsiblingsandthelikelihoodofmigration.These

findingsimplyafuturedeclineinmigrationamongtheyoungercohorts,whowillfaceincreasing

physicalandphysiologicalburdensinsupportingtheirparentsandotherelderlyfamilymembersas

aresultofthecontinuingfertilitydeclineandshrinkingfamilysize.
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特集Ⅰ：東アジア，ASEAN諸国の人口高齢化と人口移動に関する総合的研究

外国人介護人材の人口的側面とその国際比較

林 玲 子

Ⅰ はじめに

2000年には218万人であった要介護認定者数は2019年4月には3倍強の659万人に増加し

た（厚生労働省介護保険事業状況報告）．今後日本においては高齢者数全体の伸びは鈍く

なるが，要介護度が高い超高齢者数は増加の一途にあり，それに応じて必要とされる介護

人材数も増加することが見込まれている（厚生労働省 2018，経済産業省 2016，Hayashi

2019）．不足する介護人材に対して，介護職員の処遇改善や人材の確保・育成，離職防止

と定着促進，ロボット/ICTの活用，家族介護者の支援など多くの施策が実施されてきて

いるが，外国人介護人材に関しても同様である．2008年にインドネシアと経済連携協定

（EPA）の枠組みで看護師・介護士候補生の受け入れが始まってから，フィリピン，ベト

ナムとのEPAに基づいた受け入れ（それぞれ2009年，2014年より開始，①），②在留資

格「介護」（2017年9月より施行），③介護職種の技能実習（2017年11月より施行），④介

護分野の特定技能（2019年4月施行）と，外国人介護人材を受け入れるための在留資格は

矢継ぎ早に4種類導入された．日本人労働力の継続的な減少，また介護福祉士養成施設の

定員充足率も半分以下と低迷する中（日本介護福祉士養成施設協会 2018），外国人介護人

材の受け入れは，介護人材不足に対する一つの方策として明確に位置づけられたといって
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日本における65歳以上人口割合は28％を超え世界一高く，2000年に介護保険制度が開始されて以

来，継続的に介護人材は不足し，また今後も不足すると予測されている．しかしながら，世界どの

地域においても人口高齢化は進行しており，介護人材が不足している状況は日本同様である．日本

においては近年矢継ぎ早に外国人介護人材受け入れのための在留資格が整備されたが，それ以外の

就業が可能な在留資格により，すでに2015年時点で1万人を超える外国籍人材が介護分野に従事し

ている．しかしながら介護分野従事者全体に対する割合は0.6％と低い．一方諸外国では外国人介

護人材の割合は日本よりも高いが，総人口や労働力人口における外国人割合と同程度である．また，

外国籍割合と外国生まれ割合を比べると，いずれの国も外国生まれの割合の方が高くなっており，

外国で生まれ移民として入国してから国籍を取得し介護人材として働いている状況が浮かび上がる．

しかしながら，センサスでカウントされない非正規外国人労働者も多いことが推察され，「技能の

無駄（skillwastage）」が生じており，より技能の低い職種に多くの外国人が従事していることも

示された．日本において現状の外国籍割合を鑑みれば，近い将来の6万人の受け入れは非現実的か

もしれないが，介護の質向上という観点から外国人の受け入れを進めていくことは重要であると考

えられる．



もよい．平成30年12月25日に閣議決定された「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関

する基本方針について」においては，介護分野「特定技能」在留資格により，2019年から

5年間で最大6万人の受け入れが見込まれており，特定技能による受け入れに関する二国

間の協力覚書も，フィリピン，ネパール，カンボジア，ミャンマー，モンゴル，ベトナム，

スリランカ，インドネシア，バングラデシュと，2019年内に9ヵ国と締結された．受け入

れに対する法的な制度は十分に整ったといえよう．

一方人口高齢化は世界全域で進行しており，介護人材不足は日本だけの話ではない．国

際労働機関（ILO）によれば，世界全域で136万人の介護人材が不足しており，その6割

はアジア・太平洋地域における不足であるとしている（Scheil-Adlung2015）．高齢化が

先に進行している高所得国においても介護人材は不足し，また介護人材の多くは外国人で

ある（FujisawaandColombo2009，Colomboetal.2011）．今後急速に高齢化が進むと

見込まれている中・低所得国では，介護人材の不足はもちろんであるが，介護は家族がす

るものという認識の中，そもそも専門の介護人材が必要，という認識も持ち合わせていな

い国が数多くある状況である．

介護人材の国際移動については，グローバルヘルスの文脈における保健人材不足という

観点から異議も提示されている．中・低所得国で看護職として養成された後，高所得国に

移動し，看護職ではなく単純労働としての介護に携わっている「技能の無駄（skill

wastage）」が常態化し，低所得国から高所得国への保健人材の頭脳流出が問題視される

なか，2010年5月の世界保健総会において「保健医療人材の国際採用に関するWHO世

界実施規範」が採択された（WHO 2010，国立国際医療センター 2011）．さらに2016年

5月の世界保健総会で採択された「保健人材の世界戦略：労働力2030（GlobalStrategy

onHumanResourcesforHealth：Workforce2030）」の中には，2030年までに国外で

養成された保健人材数を半分にする，という目標が掲げられている．しかしながらそれが

実際にどの位効果を上げうるのか，という点については未だ明らかではない．

つまり，日本で外国人介護人材を受け入れるよう制度を構築しても，送り出し国の人口

高齢化と介護人材不足，保健人材確保という点から，すぐに外国人介護人材があふれるほ

ど来訪する，ということにならない可能性もある．

日本政府は2016年に「アジア健康構想」を提唱し，介護人材の国際的な還流移動を通し

て，アジア全域における介護システムの強化を政策として打ち出しているが（首相官邸

2018），それが今後実効性を上げうるのかどうか，エビデンスに基づいた評価を行うには，

まず足元の現状把握から始める必要がある．

本稿は，日本および諸外国において，外国人介護人材の現状がどのようなものであるか，

センサス（国勢調査）データを用いて人口学的に把握することを目的とした．
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Ⅱ 日本における外国籍介護人材

1. 在留資格別外国籍人材

日本において，外国籍介護人材は何人おり，またどのように推移してきたのであろうか．

介護と関連する在留資格別にみると（図1），まず在留資格「介護」を持つ人数は2017年

末の18名から2018年末の185名に10倍に増えている（法務省在留外国人統計）．EPAに関

しては，介護福祉士候補生として受け入れた人数は2008年の104名から2018年の773名へと

7倍に増えている（厚生労働省 2019）．介護分野の技能実習生の数や介護分野の特定技能

在留資格を持つ入国者数はいまだ統計としては得られない．増加はしているものの，現段

階で介護分野の在留資格で入国している人数は非常に少ない．在留資格自体が新しいので，

少ないのも当然である．参考に，より長くからある在留資格「医療」を持つ人数をみると，

2000年以降は増加しているものの，2018年時点で1,936人と，非常に限られた人数である．

2. 産業別にみた外国籍介護人材

しかしながら，外国籍の介護人材はこれらの在留資格以外にも多く存在している．国勢

調査では，職業別，産業別に従事者数がわかるが，まず産業別に見てみる．産業小分類が

老人福祉事業（1980～2000年），老人福祉・介護事業（2005～2015年），訪問介護事業

（2015年）を介護分野とし，その分野における外国籍の従事者数は2015年では11,584人に

のぼり，1980年の49人から大きく増加した（表1）．しかしながら，日本人も含めた全国

籍の介護分野従事者数に対する外国籍従事者数の割合は2015年でもわずか0.6％にとどま

る．その割合は増加しているとはいえ，介護分野全体の従事者数の増加に対して外国籍従

事者数の増加が貢献した，というよりは，全体の介護人材が増加するのに応じて，働くこ
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図１ 在留資格別外国籍介護人材数の推移

出典 :在留資格「介護」「医療」は在留外国人統計（法務省），EPA「介護」は厚生労働省（2019）．



とのできる在留資格をもつ外国籍介護従事者も増えた，ということであろう．これまでは

介護に係る在留資格がほとんどなかったことから，当然といえば当然である．

国勢調査データであるので，これらの外国籍従事者の在留資格はわからないが，国籍別

にみると，一番多いのは韓国・朝鮮籍，ついでフィリピン，中国，インドネシア，ブラジ

ル，ベトナムの順になっている．介護関連の在留資格以外で就業が可能なのは，特別永住

者，永住者，日本人の配偶者や定住者といった在留資格であり，生まれたときから日本に

居住している韓国・朝鮮籍の特別永住者のみならず，複数の国籍にまたがっている．特に，

フィリピン籍の多さが目立つ．

外国籍介護分野従事者の人口構造，つまり性別・年齢階層別の人数をみると（図2），

男女別では圧倒的に女性が多く全体の85.7％を占め，40代の女性が多い．これを日本人を

含めた全国籍の介護分野従事者と比べると，全国籍でも女性が多いことには変わりがない

がその割合は68.1％と，外国籍における女性の割合よりも低い．外国籍では日本人の配偶

者である妻などが多く介護分野で従事しているのではないかと考えられる．また外国籍に

おいて一番多い年齢層は女性では40歳代であるが，全国籍では50歳代であり，女性の外国

籍介護分野従事者は，全国籍よりも若い．
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表１ 介護分野従事者数の推移（国籍別）

年 日本籍（人） 外国籍（人） 総数（人） 外国籍割合

1980 61,673 49 61,722 0.1%

1990 121,606 87 121,693 0.1%

2000 393,351 711 394,062 0.2%

2010 1,606,848 7,612 1,614,620 0.5%

2015 2,038,377 11,584 2,050,026 0.6%

注：統計法33条により提供を受けた調査票情報により集計しており，産業小分類は
抽出標本についてのみコード化され，人数はウエイトをかけた値であるため，一の
位の数字は実際の人数，公表数値とは異なることがある．総数は国籍不詳を含む．
出典：国勢調査（総務省統計局）．統計法33条により提供を受けた調査票情報による
集計．初出は林（2019）．

表２ 外国人介護分野従事者の国籍（2015年）

韓国･朝鮮 フィリピン 中国 インドネシア ブラジル ベトナム ペルー タイ その他 合計

4,735 2,807 1,851 521 464 266 199 196 544 11,584

40.9% 24.2% 16.0% 4.5% 4.0% 2.3% 1.7% 1.7% 4.7% 100.0%

注：表1と同じ．
出典：国勢調査（総務省統計局）．統計法33条により提供を受けた調査票情報による集計．



3. 職業別にみた外国籍介護人材

次に，産業が介護分野である外国籍従事者の職業小分類を見ると（表3），一番多いの

は介護職員，次いで訪問介護従事者となっており，社会福祉専門職を加えると全体の84.6

％を占めている（これらを便宜上「介護職」とする）．介護分野においても，看護師，理

学・作業療法士，視能訓練士・言語聴覚士，栄養士，はり師・きゅう師・あん摩マッサー

ジ指圧師，柔道整復師といった，医療分野でも従事する職業（これらを便宜上「医療職」

とする）が含まれているが，これらの職業の介護分野における割合は2.5％である．一方，

介護分野が産業として成り立つには，管理職，事務員，調理人等，運転・配達員，清掃員，

その他，といったどの産業にも存在しうる職業がある（これらを便宜上「サポート職」と

する）が，介護分野におけるサポート人材の割合は12.8％である．

さらにこれらの職業別に全産業における外国籍割合をみると，「調理人等」（2.0％），

「その他」（1.8％）「按摩鍼灸柔道師」（1.3％），「清掃員」（1.3％）が高く，「栄養士」（0.1

％），「視訓士言聴士」（0.1％），「理学作業療法士」（0.1％），「看護師（准看含）」（0.2％）

が低い．外国籍割合が低い職業は国家資格が必要な職業であり，外国籍の人にはハードル

が高い，ということであろう．

介護職員や訪問介護従事者といった介護職はそのほとんどが介護分野に従事しており，

他産業従事者は非常に少ないが，医療職では多くが介護以外の医療・福祉分野で従事して

いる．サポート職は，他産業にも従事者が多い．

―369―

図２ 介護分野従事者の人口構造（2015年）

注・出典：表2に同じ．



以上を単純化し，介護人材の構成を産業別と職業別に区分し，それぞれの外国籍割合を

算出すると，産業別に介護分野で従事する人，職種別に介護職で従事する人の外国籍割合

はいずれも0.6％となった（表4）．
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表３ 外国籍従事者数・割合（産業別・職業別，2015年）

外国籍

全国籍計
外国籍
割合

産業 医療・福祉分野
他産業 合計

介護分野 介護以外

職業 人 構成％ 人 人 人 人 ％

管理職 196 1.7% 156 14,726 15,077 1,313,920 1.1%

看護師（准看含） 224 1.9% 2,232 13 2,469 1,300,060 0.2%

理学作業療法士 31 0.3% 175 10 215 143,490 0.1%

視訓士言聴士 10 0.1% 17 0 27 19,210 0.1%

栄養士 19 0.2% 23 58 99 114,370 0.1%

按摩針灸柔道師 11 0.1% 1,390 118 1,519 119,920 1.3%

社会福祉専門職 359 3.1% 621 39 1,019 470,610 0.2%

介護職員 7,633 65.9% 1,714 0 9,346 1,262,250 0.7%

訪問介護従事者 1,813 15.7% 80 85 1,977 290,160 0.7%

事務員 321 2.8% 2,213 43,874 46,409 9,289,090 0.5%

調理人等 490 4.2% 621 54,109 55,220 2,798,850 2.0%

運転・配達員 142 1.2% 97 11,801 12,041 2,220,770 0.5%

清掃員 245 2.1% 612 22,158 23,015 1,824,370 1.3%

その他 91 0.8% 1,463 21,454 23,008 1,278,190 1.8%

合計 11,584 100.0% 11,414 168,444 191,443 22,445,260 0.9%

注1）表2の注と同じ．
2）「管理職」は，「会社役員」，「その他の法人・団体役員」，「法人・団体管理的職業従事者」の計．
「理学作業療法士」は「理学療法士，作業療法士」．「視訓士言聴士」は「視能訓練士，言語聴覚士」．
「按摩針灸柔道師」は「あん摩マッサージ指圧師，はり師，きゅう師，柔道整復師」．「社会福祉専
門職」は「その他の社会福祉専門職業従事者」．「事務員」は「庶務・人事事務員」「受付・案内事
務員」「総合事務員」「その他の一般事務従事者」「会計事務従事者」の計．「調理人等」は「調理人」
「飲食物給仕・身の回り世話従事者」の計．「運転・配達員」は「自動車運転従事者」「配達員」の
計．「清掃員」は「ビル・建物清掃員」「その他の運搬・清掃・包装等従事者」の計．「その他」は
「他に分類されない専門的職業従事者」「その他の保健医療サービス職業従事者」「クリーニング職，
洗張職」「他に分類されないサービス職業従事者」「警備員」の計．
3）医療・福祉（介護分野以外），他産業，産業合計の職業合計は，すべての職業の合計．
出典 :表2と同じ．

表４ 介護人材の構成と外国籍割合（2015年）

産業 医療・福祉分野 全産業

職業 介護分野 計

介護職 0.7% 0.6% 0.6%

医療職 0.1% 0.3% 0.3%

サポート職 0.4% 0.4% 0.9%

全職業 0.6% 0.4% 1.4%

出典：表2と同じ．



4. 地域別外国籍介護分野従事者

サポート人材を除いても，すでに1万人に近い外国籍介護人材が日本で働いており，今

後特定技能などの在留資格によりさらに受け入れを進めていくために，これまでの経験を

うまく生かしていくことが必要であると思われる．2015年の段階で，外国籍介護分野従事

者の受け入れが進んでいる自治体をみると，都道府県別では大阪府が多く，市区町村では

大阪市の多くの区が上位に並ぶ（表5）．日本人同様と考えられる韓国・朝鮮籍人材を除

いた場合，外国人介護分野従事者割合が多いのは都道府県では神奈川県，埼玉県，千葉県

と首都圏であるが，市区町村別にみると，香川県坂出市や岡山県笠岡市などが上位にある．

自治体別の取り組みの好事例など，共有すべきことも多いのではないかと思われる．

Ⅲ 外国籍介護人材数の国際比較

1. 既存研究

日本における介護分野の外国籍従事者数は，現状では諸外国と比べると非常に少ない．

既存研究をとりまとめた林（2016）をみると（表6），介護人材全体では，一番高いのが

イタリアの72％，フランスでは50～70％，英国35％，米国23％，家庭での介護者に絞ると

一番高いのがイスラエルの91.3％，次いでイタリアの89％，英国19％，米国25％などとなっ

ている．介護人材の半分以上が外国人である国も少なくない．
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表５ 外国人介護分野従事者の割合が多い自治体（2015年）

順位

都道府県 市区町村

外国籍％
外国籍％

（韓国･朝鮮籍除く）
外国籍％

外国籍％
（韓国･朝鮮籍除く）

1 大阪府 1.30% 神奈川県 0.65% 大阪府 大阪市 生野区 19.6% 香川県 坂出市 5.6%

2 京都府 0.92% 埼玉県 0.62% 大阪府 大阪市 東成区 6.7% 岡山県 笠岡市 4.1%

3 愛知県 0.91% 千葉県 0.60% 香川県 坂出市 5.6% 福岡県 朝倉市 4.0%

4 東京都 0.88% 愛知県 0.54% 大阪府 大阪市 西成区 4.9% 茨城県 牛久市 3.9%

5 兵庫県 0.83% 東京都 0.54% 兵庫県 神戸市 長田区 4.4% 愛知県 田原市 3.8%

6 神奈川県 0.80% 岡山県 0.53% 岡山県 笠岡市 4.1% 神奈川県 平塚市 2.7%

7 埼玉県 0.79% 茨城県 0.50% 福岡県 朝倉市 4.0% 愛知県 江南市 2.6%

8 福井県 0.76% 山梨県 0.43% 茨城県 牛久市 3.9% 東京都 東村山市 2.5%

9 千葉県 0.74% 福井県 0.42% 愛知県 田原市 3.8% 静岡県 御殿場市 2.4%

10 茨城県 0.67% 徳島県 0.39% 福井県 敦賀市 3.4% 千葉県 我孫子市 2.0%

注：市区町村においては，外国人介護分野従事者数が30人以上の市区町村に限った．
出典：表2と同じ．



しかしながら，各国で同様に定義されうる医師や看護師などと違い，一口に介護人材と

いっても，各国における介護のありかたによりその定義は異なる．多くの場合介護人材は，

施設における介護者と家庭における介護者に区別されることが多く，様々な統計・記述よ

りその双方を示したもの（Colomboetal.2011），労働力調査における「家庭における介

護者（home-basedcaregiver）」という職種について外国人割合を示したもの（OECD

2015）など定義や表記は様々である．しかしながら，介護分野で働く医師や看護師を介護

人材に含めるのか，介護に従事することも多々ある家政婦（domesticworker）を介護人

材に含めるのか，といった点で，職種別だけではなく，介護分野といった産業別に従事者

数をみることも必要であろう．
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表６ 各国の介護人材外国籍割合

介護人材全体 家庭介護者

％ 年 出典 ％ 年 出典

イスラエル 50.0 ① 91.3 2012-13 ④

イタリア 72.0 ① 89.0 2012-13 ④

英国 35.0 18.8 2012-13 ④

エストニア 4.5 2012-13 ④

オーストラリア 25.0 2007 ② 27.0 2007 ①

オーストリア 50.0 ① 29.6 2012-13 ④

オランダ 8.2 2006 ② 14.3 2012-13 ④

カナダ 26.1 2006 ② 27.5 2012-13 ④

韓国 50.0 ③

ギリシャ 74.5 2012-13 ④

スイス 20.1 2012-13 ④

スウェーデン 13.0 2005 ① 22.2 2012-13 ④

スペイン 67.4 2012-13 ④

スロバキア 0.4 2012-13 ④

台湾 62.0 ③

チェコ 1.7 2012-13 ④

デンマーク 11.0 ①

ドイツ 10.8 2012-13 ④

ノルウェー 19.5 2012-13 ④

フィンランド -

フランス 50/70 ①

米国 23.0 2009 ① 25.1 2012-13 ④

ベルギー 14.6 2012-13 ④

ポーランド 1.6 2012-13 ④

ルクセンブルグ 50.0 2012-13 ④

出典：①Colomboetal.（2011），②FujisawaandColombo（2009），③Song
（2015），④OECD（2015）．林（2016）表2を改変．



2. 介護分野外国人割合の国際比較

ここでは，前章で日本について示した方法と同様に，センサスデータを用いて，産業分

野で見た介護分野の従事者数と，その外国人割合を，総人口，労働力人口，医療・福祉分

野人口と並べて比較した（図3）．比較した国は，ミネソタ大学人口研究所で整備してい

る各国のセンサスデータベースであるIPUMSInternationalで公開されている国および

ウェブで集計表を作成できるオーストラリアで，2010年以降のデータがある国についてで

あり，介護分野従事者がある程度の規模を持つ国，つまり高所得国とした．低・中所得国

では，介護分野はもとより，福祉（SocialWork）分野人材が非常に限られていることか

ら（林 2018，Hayashi2019），本集計には含めていない．
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図３ 外国人割合（総人口，労働力人口，医療・福祉分野，介護分野）

注：「外国生」は外国生まれ．国の配置は，総数における外国生まれの割合順．介護分野は国により産業分
野の細分類のしかたが異なっているため，介護分野の定義は全く同じではない．フランスは，Nursing
homesfortheelderly,Nursinghomesforadultswithdisabilitiesandothernursinghomes,Social
housingfortheelderly,Homehealthaide,Careofadultswithdisabilitiesorelderlypersonswithout
housingの計，スペインはResidentialcareactivities，米国はNursingcarefacilities,Residentialcare
facilities,withoutnursingの計，オーストリアはResidentialnursingcareactivities,Residentialcare
activitiesfortheelderlyanddisabled,Socialworkactivitieswithoutaccommodationfortheelderly
anddisabledの計，アイルランドはResidentialcareandsocialworkactivities，オーストラリアはAged
CareResidentialServices．数値は付表を参照．
出典：日本は表3．オーストラリアはAustralianBureauofStatisticsCensusTableBuilder．それ以外
は各国のセンサスデータをIPUMSInternationalより集計．



外国人という場合，外国籍であるか，外国生まれであるか，民族や親の国籍などを含め

て移民の背景を持つかどうか，といった多くの切り口がある（是川 2018）．図3ではその

うち，外国籍であるか外国生まれであるかの双方について集計したものを示した．日本で

は伝統的に国勢調査では出生地が訊かれておらず，また米国では国籍を取らずに入国して

いる多くの移民がいるため，センサスで国籍を訊くことはタブーとなっているため（朝日

新聞 2019），それらの集計値は得ることができない．日本，米国以外では，外国籍と外国

生まれそれぞれの割合がわかるが，いずれの国も外国籍よりも外国生まれの割合の方が大

きく，その差はオーストラリア，カナダで特に大きい．この差には，海外勤務者の子ども

で外国生まれである人や，過去の植民地生まれで帰国した人も含まれるが，多くは外国生

まれで移民として入国し，その後その国の国籍を取得する，といった帰化による割合が大

きいのではないかと考えられる．そうであれば，この差が大きいオーストラリア，カナダ

では，移民の国籍取得が他国よりも進んでいる，ということになるだろう．

イタリア，オランダ，カナダではデータの制約上介護分野を特定できなかったが，それ

以外の国の介護分野の外国人割合を比べると，外国生まれで見た場合は大きい方からオー

ストラリア（44.6％），アイルランド（24.3％），米国（17.5％），オーストリア（17.3％），

スペイン（14.3％），フランス（13.8％）であり，外国籍で見た場合最大はオーストラリ

ア（18.4％），次いでアイルランド（16.1％），スペイン（12.0％），オーストリア（9.1％），

フランス（5.7％），日本（0.6％）の順になる．日本の0.6％は，非常に少ないことが明ら

かである．

産業を医療・福祉分野に広げてみると，外国生まれ割合が一番大きいのはオーストラリ

ア（36.0％），次いでカナダ（23.1％），アイルランド（22.9％），米国（17.2％）であるが，

外国籍割合が一番大きいのはアイルランド（14.6％），次いでオーストラリア（12.1％），

フランス（9.3％），イタリア（8.6％）となっている．カナダは5.5％と，日本（0.4％），

オランダ（1.7％）に次いで低く，オーストラリアにおいても外国籍割合はそこまで飛び

ぬけて高いわけではないので，これらの国では外国生まれで医療・福祉分野に従事してい

る人は国籍取得が進んでいるのではないかと思われる．

介護分野の外国籍割合は，労働力人口全体の割合と同程度かやや低くなっている国が多

く，特に介護分野に限って外国人が多い，という訳ではない．この傾向は，医療・福祉分

野についても同様である．介護分野を含む医療・福祉分野は，農業や製造業などと比べて

国家資格などで規定される職業が多いため，外国籍割合が飛びぬけて高くなることはあま

りない．この傾向は日本においても同様であることは前述した．

一方，外国生まれでみた場合，介護分野の外国生まれ割合は労働力人口全体の割合と同

様か高くなっており，国籍をとるに至っていない外国生まれの人が介護分野に従事するこ

とが多くなっている．外国人が多い国では，外国籍か外国生まれかの差が，重要な意味を

持つようである．
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3. 職業別にみた介護人材の外国人割合国際比較

図3に示したセンサスの産業分野で見た外国人割合は，外国籍割合で見ても，外国生ま

れ割合で見ても，表6に示した既存研究よりもおおむね低い値を取っている．これは，既

存研究において介護人材の定義や統計の取り方が一定ではないこと，そして多くは職業別

に外国人割合を取っていることに起因していると考えられる．そこで，各国の介護分野産

業に現れる職業のうち，介護職を含み従事者数が多いものを複数種類選択し，その職業に

おける外国人割合を算出した（表7）．これをみると，外国籍よりも外国生まれ割合の方

が大きな値をとることが，図3と同様に認められ，オーストラリアのような外国生まれが

外国籍の倍ほどに乖離している国では，既存研究よりさらに外国生まれの割合が高くなっ

ている．スペインOtherpersonalcareworkers，フランスのDomesticworkersといっ

た単純労働に近い職業で外国籍，外国生まれ割合が20％台で高いが，表6に示した既存研
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表７ 介護分野の主要な職業別外国人割合

国 年 職業
全産業 介護分野6)

従事者数 外国籍％ 外国生%6) 従事者数 外国籍％ 外国生%6)

オースト

ラリア
2016

Agedanddisabledcarers 132,324 13.6% 35.0% 48,392 19.0% 45.2%

Nursingsupportandpersonalcareworkers 83,616 14.9% 46.2% 46,851 26.3% 54.5%

Registerednurses 220,981 21.5% 39.7% 33,399 22.0% 51.8%

スペイン 2011

Personalcareworkersinhealthservices 475,668 7.3% 9.5% 128,172 13.1% 15.9%

Otherpersonalcareworkers 305,361 25.8% 28.6% 35,137 20.9% 24.4%

Healthprofessionals 704,678 6.0% 8.7% 30,268 9.7% 12.1%

米国 2015

Nursing,psychiatric,andhomehealthaides 2,592,419 - 24.1% 934,352 - 20.0%

Personalcareaides 1,804,043 - 25.6% 354,467 - 20.9%

Registerednurses 3,524,932 - 16.8% 341,137 - 22.0%

Licensed..vocationalnurses1) 1,001,304 - 14.8% 314,063 - 17.4%

Maidsandhousekeepingcleaners 2,094,785 - 48.3% 144,394 - 25.4%

アイルラ

ンド
2011

Caringpersonalservices 62,310 15.1% 22.1% 31,230 18.9% 26.6%

Nursingandmidwiferyprofessionals 75,620 15.0% 21.5% 11,100 26.5% 33.8%

フランス 2011

Homehealthaides,housekeepers.. 501,014 7.3% 16.6% 300,741 7.2% 16.1%

Caregivers(civilserviceorprivatesector) 412,706 2.7% 12.7% 115,879 3.8% 13.0%

Domesticworkers 163,585 23.9% 36.3% 35,201 22.2% 34.9%

Generalcarenurses,fullyemployed 387,489 2.0% 8.0% 34,677 3.0% 9.9%

カナダ5) 2011

Paraprofessionaloccupations..2) 446,470 5.9% 21.1% - - -

Assistingoccupationsin..healthservices3) 287,782 7.1% 27.1% - - -

Homecareprovidersand..4) 348,636 12.5% 28.0% - - -

注：1）Licensedpracticalandlicensedvocationalnurses
2）Paraprofessionaloccupationsinlegal,social,communityandeducationservices
3）Assistingoccupationsinsupportofhealthservices
4）Homecareprovidersandeducationalsupportoccupations,legalandpublicprotectionsupport
5）カナダは介護分野として特定不能なため，保健・福祉分野の介護職に近いものを選択した．
6）介護分野は図3の注と同じ．「外国生」は「外国生まれ」

出典 :図3と同じ．



究における割合（50～70％）の半分程度であり，この両国では，センサスに登録されない

非正規の移民が非正規に介護を行っているのではないかと推察される．また介護分野にお

いても看護職が数多く働いているが，その外国人割合は全産業でみたときよりも介護分野

の方が高く，同じ看護師でも外国生まれであれば介護分野に従事する割合が高い，という，

「技能の無駄（skillwastage）」が起こっていることを示唆している．

Ⅳ おわりに―外国人介護人材の今後

日本において現在の計画では，2019年からの5年間で「特定技能」在留資格により介護

人材を最大6万人まで受け入れる，とされているが，実際にそこまで申請者があるのか，

またそれだけ受け入れた場合介護現場はどの程度変化するのであろうか．6万人の受け入

れ，という規模感をみるために，2015年の外国籍介護人材に6万人を追加すると，外国籍

介護人材の割合は3.4％となる．これは2015年の労働力人口における外国籍割合1.5％と比

べてかなり大きい．今後総人口や労働力人口においても外国籍割合は上昇するとは思われ

るが，欧米豪においてすら，医療・福祉分野，介護分野における外国籍割合は，労働力人

口における外国籍割合と同等，もしくはより低いことを考えると，日本において介護分野

のみ労働力人口全体と比べ二倍以上の外国籍割合がある，ということはやや非現実的とい

えなくもない．

逆に，2015年の労働力人口における外国籍割合1.5％を介護分野に当てはめれば，外国

籍介護人材数は3万人となり，現状から2万人程度の増加，ということになる．政府計画

の6万人は，目標ではなく上限であるので，受け入れは実際には2万人程度，ということ

でもなんら問題はなく，また現実的なのではないだろうか．

送り出し国の事情により送り出し人材が確保できない，ということも考えられるが，現

在特定技能受け入れに関する二国間覚書を結んでいる国々の生産年齢人口の増加のペース

を考えれば，2～6万人という数字は大したものではないだろう．また，WHOが掲げた

外国人材を半減にする目標についても，これまで日本における外国人材数が他の高所得国

と比べて非常に少ないこと，また追加で受け入れる人材数もある程度限られていることを

考えると，それほど問題にならないのではないかと考えられる．

既存研究では，介護人材の外国人割合が非常に高い国があることが知られている．例え

ば，イタリアでは72％，フランスでは50～70％とされていた．しかしこれらの国について

センサスデータを見ると，外国人割合はそこまで高くない．センサスではカウントされな

い非正規滞在外国人や外国人の非正規労働者が介護を担っている状況を裏付けているのだ

ろう．例えばイタリアでは，外国人にとってまず従事することができる仕事の一つは家庭

介護者であり，入国直後の移民に対して生活の手段を与え，その後のステップアップにつ

ながっている，という側面もある（Colomboetal.2011）．今回はセンサスデータによる

比較対象としなかったが，台湾においては，インドネシア籍をはじめとした多くの外国人

が家庭介護者として働いており，最低賃金も適用されておらず，休日もとれず長時間の勤
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務を強いられている状況である．しかしながら，自国で働いた場合の給料よりはるかに高

収入となり，介護が必要な高齢者およびその家族にとっては自国の介護人材よりも安い値

段で雇用できる，ということで，関係者がみな得をしている，という見方もある

（Tsubota2018）．

このような議論は，介護分野に限らず，単純労働をめぐる外国人受け入れについてあて

はまるものであるが，その国の労働基準を無視しても，国境を越えて需要と供給がマッチ

すればそれでよしとするのは，現在の日本においてとりうる政策ではない．さらに日本に

おいては「住み込みの家庭介護者」という形態の介護サービスは制度としても実態として

もほぼ存在していないことから，そのための外国人の受け入れも想定されていない．介護

人材のあり方，外国人材の受け入れは，各国の高齢者介護のあり方に応じて様々な様相を

呈している．日本においては，介護の質の向上のために介護保険制度を導入した，という

経緯があり，外国人介護人材の受け入れも，介護の質を向上するために行う，という点を

堅持していくことが重要であると思われ，またそれが今後の「日本式介護」の一翼となる

であろう．

※ 本稿は，①厚生労働科学研究費補助金地球規模保健課題解決推進のための行政施策に関する研

究事業「東アジア，ASEAN諸国の人口高齢化と人口移動に関する総合的研究（H27―地球規模―

一般－001，研究代表者鈴木透，平成27～29年度）」，②東アジア・ASEAN経済研究センター委

託研究プロジェクト「Demandandsupplyoflong-term carefortheolderpersonsinAsia

（ERIA-HC-1-1-12/01/Y18，Leader:ReikoHayashi）」および③厚生労働行政推進調査事業費補

助金政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）「国際的・地域的視野から見た少子化・高

齢化の新潮流に対応した人口分析・将来推計とその応用に関する研究（H29―政策－指定―003，

研究代表者小池司朗，平成29～令和元年度」の研究成果である．また本稿には前記③プロジェク

トの一環で総務省統計局より統計法33条に基づき提供を受けた国勢調査の調査票情報を用いて算

出した結果が含まれている．本稿の集計結果はそれら調査票情報を利用した独自集計によるもの

であり，公表数値とは一致しない場合がある．
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付表 :介護分野従事者数の外国人割合

総人口 労働力人口 医療・福祉分野 介護分野

日本
2015

外国籍 1.4% 1.5% 0.4% 0.6%

外国生 - - - -

イタリア
2011

外国籍 7.2% 9.0% 8.6% -

外国生 8.5% 11.8% 12.0% -

オランダ
2011

外国籍 4.4% 4.4% 1.7% -

外国生 11.2% 11.2% 9.3% -

フランス
2011

外国籍 10.4% 10.4% 9.3% 5.7%

外国生 12.1% 12.1% 12.4% 13.8%

スペイン
2011

外国籍 11.3% 12.1% 7.7% 12.0%

外国生 12.1% 14.4% 10.2% 14.9%

米国
2015

外国籍 - - - -

外国生 14.9% 17.8% 17.2% 17.5%

オーストリア
2011

外国籍 11.0% 11.0% 7.9% 9.1%

外国生 15.6% 16.9% 15.1% 17.3%

アイルランド
2011

外国籍 12.8% 16.1% 14.6% 16.1%

外国生 17.7% 22.4% 22.9% 24.3%

カナダ
2011

外国籍 6.0% 6.0% 5.5% -

外国生 21.9% 23.0% 23.1% -

オーストラリア
2016

外国籍 10.7% 12.1% 12.1% 18.4%

外国生 33.3% 31.6% 36.0% 44.6%

注・出典 :図3と同じ．
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InternationalComparisonoftheForeignCare-workerDemography

ReikoHAYASHI

Theproportionoftheelderlyaged65yearsandoverexceeds28%ofthepopulationofJapan

atpresent,thehighestintheworld.Theshortageofcareworkershasbeentheprimaryconcern

sincethepubliclong-termcareinsurancesystemwaslaunchedin2000.However,thiscare-worker

shortageiscommoninallpartsoftheworldalongwiththeglobalpopulationageing.

Fourkindsofstatusofresidenceforthelong-termcareworkerhavebeenestablishedquickly

inrecentyearsinJapan.However,evenwithoutcountingthesenewvisas,thenumberofforeign

careworkersroseto11,584personsasof2015,althoughtheirproportiontothetotalcareworkers

isaslowas0.6%.

Inhighincomecountrieswithavailabledata(Italy,Netherlands,France,Spain,US,Austria,

Ireland,Canada,Australia),theproportionofforeigncare-workersisgenerallyhigh,butthis

proportionisnotparticularlyhigherthantheproportionofforeignworkerinalltheindustries.

Therearesubstantialdifferencesbetweentheproportionofforeigncitizensandthosewhoare

foreign-born,withtheformerbeingalwayslowerthanthelatter.Thisimpliestheprocesswhere

foreign-bornmigrantsenterthecountry,obtaincitizenship,andareengagedascareworkers.

However,thecensusdataindicateskillwastagewheremoremigrantnursesareengagedin

long-term care.Moreover,censusdatamightundercounttheinformalcareworkersand

unregisteredmigrants.

Theplannedupperlimitof60,000foreigncareworkers'admissionintothecountrystipulated

inthegovernmentalpolicymightnotberealistic,butinvitingforeigncareworkerstoimprovethe

qualityofthelong-termcaresystemwouldbeimportant.
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特 集 Ⅱ

第８回人口移動調査の結果から（その２）

非大都市圏出生者におけるUターン移動の

変化に関する分析

中 川 雅 貴

Ⅰ はじめに

2000年代以降の大都市圏，とりわけ東京圏における転入超過拡大の特徴の一つとして，

「転出」の減少による寄与の大きさが指摘されている（川相 2005；清水 2010；小池 2017）．

井上（2002）が指摘するように，大都市圏から非大都市圏への移動においては，非大都市

圏出身者（あるいは出生者）による出身地（あるいは出生地）１）への移動が主たる構成要

素の一つであると仮定すると，近年の大都市圏からの転出の減少は，こうしたＵターン移

動の減少を示唆する．Ｕターン移動の変動は，人口学的には二つの要素に分解できる．す

なわち，潜在的なＵターン移動者となる大都市圏に居住する非大都市圏出身者の規模の変
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本稿は，非大都市圏出生者による出生県へのＵターン移動の特性を把握したうえで，近年の動向

およびその関連要因に関する分析を行った．「人口移動調査」による過去20年間のデータから，20

～30歳代の若年層を対象に，調査の5年前に出生県外に居住していた人のうち調査時に出生県に居

住する人の割合（5年Ｕターン率）の推移を分析したところ，男女ともに直近の2016年調査におけ

る5年Ｕターン率の低下が示された．属性別にみると，未婚者および卒後5年以内の大卒者（大学

院修了者を含む）の5年Ｕターン率が最も高い水準で推移しているものの，2016年調査では，とり

わけ男性においてこれらのグループの5年Ｕターン率に低下がみられた．加えて，最終学校卒業時

から初職時にかけてＵターン移動が発生する初職時Ｕターン率を，コーホート別・卒業時の居住地

域別に分析したところ，男女ともに，1970年代出生コーホートと比較して1980年代出生コーホート

における東京圏およびその他の大都市圏からのからの初職時Ｕターン率に顕著な低下が確認された．

これらの分析結果は，先行研究が示唆する1980年前後に生まれた世代を境とする近年のＵターン率

の低下を裏づけるものである．出生県外への移動が就職時に発生しやすい高卒者も含めて，初職時

以降のＵターン移動の発生タイミングおよびその全体的なＵターン率への影響を検証することが今

後の課題である．

1）以下，本稿では「出身地」という一般的な用語を用いる際には，とくに断りのない限り，「出生地」の意味

を含むものとする．「出身者」についても同様とする．



化と，このうちＵターン移動が実際に発生する割合の変化である．出身地から転出した人

のうち再び出身地に戻る人の割合は，一般的に「帰還移動率」あるいは「Ｕターン率」と

も呼ばれ，Ｕターン移動の水準およびその変化を検証する際に用いる主要な指標とされて

きた（江崎 2002；江崎 2007；国立社会保障・人口問題研究所 1998）．

とくに非大都市圏出身者のＵターン移動に関しては，日本国内の人口移動研究において

比較的長い研究の蓄積がある．早くは黒田（1970）が，その「人口移動の転換仮説」の中

で，「人口移動の新次元」として非大都市圏から大都市圏に流入した人口の出身地方への

移動について言及している２）．Ｕターン移動が20～30歳代の若年期に集中する人口移動の

一形態ということもあり，以来，非大都市圏へのＵターン移動については，人口の地域分

布や地域人口の動向に与える影響も含めて，様々な検証が行われてきた．

しかしながら，「国勢調査」ならびに「住民基本台帳人口移動報告」といった日本国内

における地域間の人口移動に関する主要な統計では，出生地あるいは出身地に関する情報

が得られないために，Ｕターン移動を直接的に観察できないという分析上の課題に直面す

る．例えば，1970年代初頭の大都市圏における転入数と転出数の収束をめぐっては，（大

都市圏からの転出率が同じであっても）コーホート間の人口規模の違いによって，「（大都

市圏からの）転出超過数が拡大する」というメカニズムが，人口移動研究において広く認

識されている３）．したがって，この時期に非大都市圏出身者のＵターン傾向が上昇したか

否かについては，慎重な検討が求められてきた（河邉 1985；大江 1995；石川 2001；江

崎 2002）．大江（1995）が「コーホート要因説」と呼んだこのメカニズムは，「国勢調査」

や「住民基本台帳人口移動報告」に依拠してＵターン移動の水準を推定するという方法論

上の難しさを，あらためて示唆するものである．

こうした状況の中，日本国内におけるＵターン移動の研究では，特定の地域や集団を対

象に，出身地（出生地）と移動歴・居住歴等の情報を個人レベルで把握する標本データを

用いたアプローチが中心となってきた．なかでも，Ｕターン率を分析の対象とし，その水

準をコーホートや属性ごとに計測した成果としては，長野県内から選定された12の高校の

卒業生を対象にした調査データを分析した江崎ほか（1999）をはじめ，これに宮崎県出身

者を対象とする調査結果の分析を加えた江崎ほか（2000），山形県庄内地域出身者を対象

とした山口ほか（2010）および江崎ほか（2007）などが挙げられる．江崎ほか（1999；

2000）では，いずれも，1966～68年に高校を卒業した戦後ベビーブーム世代と比較して，

10年後の1976～78年高校卒業の世代では，学歴を問わずＵターン傾向が強まったとの分析

結果を報告している．一方，江崎ほか（2007）および山口ほか（2010）では，1976～78年

高校卒業世代と，20年後の1996～98高校卒業世代を比較したうえで，より新しい世代では

Ｕターン率が低下傾向にあることを指摘している．これらの研究では，Ｕターン移動者に

ついては最初の就職から 5～8年以内に帰還するケースが大半であること（江崎ほか
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2）岡田（1973）によると，実際，日本国内における「人口Ｕターン」について最初の学術的な発表が行われた

のは，黒田俊夫による1973年の日本社会学会における研究報告であるとされる．

3）いわゆる「（大都市圏からの）見かけ上の転出超過」が発生するメカニズムについては，江崎（2002）がわ

かりやすく解説している．



1999），配偶者が同じ出身県であった場合にＵターン率が高くなること（江崎ほか 1999；

2000），同じ大卒者であっても進学先の類型によってＵターン率が異なること（山口 ほか

2010）など，Ｕターン移動の実態に関する興味深い知見も示されている．しかしながら，

分析対象が特定の地域の出身者や世代に限定されていることから，Ｕターン移動の水準お

よびその推移に関する分析結果の一般化については一定の留保が必要となる．

全国を対象とする標本調査データを用いた研究としては，国立社会保障・人口問題研究

所が実施する「人口移動調査」の結果を分析した江崎（2007）や貴志（2014）がある．こ

のうち，2001年に実施された「第 5回人口移動調査」によるデータを分析した江崎

（2007）は，1961～65年出生コーホートにおいて低下した非大都市圏出身者のＵターン率

が，1960年代後半コーホートにおいては再び上昇に転じていることを確認している．ただ

し，上述の江崎ほか（2007）や山口ほか（2010）によって指摘された，直近のコーホート

（1980年前後生まれ）については分析の対象外となっている．また，清水（2010）は，Ｕ

ターン移動を直接の分析対象としていないものの，2006年実施の「第6回人口移動調査」

を用いて非大都市圏出身者の大都市圏での残留率を推定しており，調査時に20歳代後半の

比較的若い世代（概ね1977～81年生まれ）において，学卒時から初職時における大都市圏

残留傾向が強まる傾向を確認している．

一方，井上（2016）は，こうした標本調査データに依拠した研究とは異なるアプローチ

による分析結果から，非大都市圏出身者のＵターン率の動向に関する興味深い示唆を与え

ている．この研究では，すでに井上（2002）によって開発された指標である「コーホート

累積純移動比」を用いて，1981年以降の出生コーホートでは，それまで非大都市圏出生者

において確認された20代前半から後半にかけての累積純移動比の回復がみられないことを

指摘している４）．静態統計（国勢調査）に依拠した間接的な推計手法を用いた分析ではあ

るものの，井上（2016）は，この分析結果について，非大都市圏出生者における大都市圏

からのＵターン移動が1980年代生まれコーホートにおいて低下傾向にあると結論づけてい

る．

非大都市圏出身者のＵターン移動に関するこれらの研究成果は，いずれも，1980年前後

に生まれた世代を境として，Ｕターン率が低下している可能性を示唆するものである．し

かしながら，すでに述べたように，これらは特定の地域や集団を対象とする比較的小規模

な標本調査データに依拠した分析結果であったり，Ｕターン移動そのものを計測しない間

接的な推計結果に依拠するものである．したがって，非大都市圏へのＵターン移動の全国

的な推移については，必ずしも明らかにされていない．こうした点を踏まえて，本稿では，

非大都市圏出生者のＵターン移動の特徴を把握し，近年の動向に関する分析を行うことを

目的とする．具体的には，「人口移動調査」による過去20年分のデータを用いて，Ｕター

ン移動が最も発生しやすい若年期におけるＵターン率の変化に着目する．次節では，分析

に用いるデータの詳細と分析の方法について説明する．
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4）「コーホート累積純移動比」の概念的・方法論的説明の詳細については，井上（2002）およびInoue（2014）

を参照．また，Shimizu（2006）および清水（2009）は，この指標を応用，拡張した分析を行っている．



Ⅱ データと分析の方法

本稿で用いる「人口移動調査」は，国立社会保障・人口問題研究所が実施する全国を対

象とする標本調査である．人口移動に関する全国標本調査としては，旧・厚生省人口問題

研究所が1976年に実施した「地域人口移動に関する調査」が第1回調査として位置づけら

れ，1986年に第2回調査となる「地域人口の移動歴と移動理由に関する人口学的調査」が

実施された後，1990年の第 3回調査以降は「人口移動調査」として現在まで 5年ごとに

実施されている．直近の調査は，2016年7月に実施された第8回調査である．「人口移動

調査」は，厚生労働省が実施する「国民生活基礎調査」で設定された調査地区から抽出さ

れた調査対象地区の全世帯を対象としているが，第8回調査では都道府県を単位とする集

計および分析の拡充を目的として，従来の調査規模が大幅に拡大された．具体的には，そ

れまで300地区であった抽出調査区数が第8回調査では1,300地区に増加した．2016年4月

に発生した熊本地震により熊本県と大分県由布市での調査は中止となったため，最終的に

は1,274地区に居住する全世帯約67,000世帯が調査客体となり，このうち72.2％に該当する

48,477世帯から有効回答を得た５）．

Ｕターン移動の分析にとって，人口移動調査によるデータが重要なリソースとなる理由

は，他の公的統計および全国規模の調査データからは得ることのできない出生地に関する

情報が得られ，出生地へのＵターン移動の動向およびその関連要因を把握できる点にあ

る６）．人口移動調査は，出生，学校卒業，初職，初婚といったライフイベントごとの居住

地および5年前居住地，1年前居住地，直近の引っ越し前の居住地を尋ねており，個人や

世帯の移動歴ならびに移動範囲をライフコースに沿って計測するという設計上の特徴をも

つ．ライフイベントならびに移動ポイントに関する質問項目や各設問の対象については変

更が重ねられているものの，出生地に関する質問は第1回調査から継続的に設けられてい

る７）．本稿では，この人口移動調査データから得られる出生地に関する情報を用いて，出

生地の都道府県（以下，出生県とする）から出生県外に移動したのち，再び出生県に戻る

移動を「Ｕターン移動」と定義し，非大都市圏出生者のＵターン移動について分析を行う．

「大都市圏」・「非大都市圏」の範囲については，日本における人口移動の分析に際し

て用いられる標準的な区分であり，総務省統計局による「住民基本台帳人口移動報告」に

よっても用いられる三大都市圏の定義に倣う．すなわち，東京・埼玉・千葉・神奈川を東

京圏，愛知・岐阜・三重を名古屋圏，大阪・京都・兵庫・奈良を大阪圏とし，これら三大

都市圏に含まれる1都2府8県を「大都市圏」，それ以外を「非大都市圏」とする．
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5）「第8回人口移動調査」の実施および回収状況に関する詳細は，国立社会保障・人口問題研究所（2018）を

参照．

6）なお，国勢調査では1920年に実施された第1回調査から1950年の調査まで，10年毎の大規模調査において

「出生地」に関する質問項目が設けられていた．

7）「人口移動調査」の設問に含まれるライフイベントならびに移動ポイントが統一されているのは，第4回調

査（1996年）からである．各調査における居住歴に関するライフイベント・移動ポイントについては，国立社

会保障・人口問題研究所（2013）「第IV章」ならびに林（2013）を参照．



分析は，以下の三段階によって進める．まず，非大都市圏におけるＵターン移動の基本

的な特徴およびその動向について把握する．具体的には，非大都市圏への人口移動に占め

るＵターン移動の割合について，第8回人口移動調査の結果を用いて都道府県別および年

齢階級別に概観したうえで，非大都市圏出生者のＵターン率の推移を観察する．ここでは，

調査の5年前に出生県外に居住していた人のうち，調査時点で出生県に居住する人の割合

を「5年Ｕターン率」と定義する．なお，「第8回人口移動調査 報告書」（国立社会保障・

人口問題研究所 2018）第IV章では，過去5年のＵターン移動に限定しない，いわゆる

「生涯Ｕターン率」を示しており，本稿で用いる「5年Ｕターン率」とは計測の方法が異

なる．「生涯Ｕターン率」については，一般的に，年齢による影響を受けて高齢になるほ

ど水準が上昇する傾向（年齢効果）に加え，Ｕターン移動のタイミングを識別できないと

いう制約がある．これに対して，「5年Ｕターン率」を用いることにより，若年期に発生

するＵターン移動をはじめ，Uターン移動のタイミングを特定したうえで，その推移を分

析することが可能となる．本稿では，第5回調査（2001年）から直近の第8回調査（2016

年）によるデータを用いて，1990年代半ば以降の過去20年間における男女・年齢階級別5

年Ｕターン率の推移を検証する．過去20年間における5年Ｕターン率の推移をみるのは，

1970年代前半生まれのいわゆる団塊ジュニア世代から1980年代生まれまでのＵターン移動

の変化を，本稿における主たる関心の一つとするためである．

つづいて，Ｕターン率が生涯のうちで最も高くなる若年期を対象に，同じく過去20年間

の調査結果に依拠して，基本属性別にみた5年Uターン率の変化を検証する．ここでは，

5年前居住地域（大都市圏・非大都市圏）に加えて，若年期における居住地移動の主要因

となるライフイベントとの関連を検討するために，配偶関係と最終学校の種類による5年

Ｕターン率の推移を男女別に分析する．

最後に，ライフイベントごとの居住地（都道府県）を把握できるという人口移動調査に

よるデータの特性を活かし，最後の学校卒業時から初職時にかけてのＵターン率を，出生

コーホート別・卒業時の居住地域別に分析する．ここでは，最後の学校卒業時に出生県外

に居住していた人のうち，初職時に出生県に居住する割合を「初職時Ｕターン率」として

分析に用いる．とくに，1980年代生まれコーホートによる変化について，最終学校卒業時

の居住地域の違いを考慮した分析を行う．

なお，前述のとおり，2016年に実施された第8回調査では，調査実施直前の2016年4月

に発生した熊本地震の影響により熊本県と大分県由布市での調査が中止された．第8回調

査のデータには，Ｕターン者も含めてこれらの地域に居住する人が含まれないために，熊

本県についてはＵターン率が計測できない．また，全国レベルでのＵターン率を算出する

際に熊本県出生者を分母に含めると，影響は限定的であると考えられるものの，その値が

過少に推計される可能性がある．したがって，本稿では，とくに断りのない限り，第8回

調査データを用いる際には熊本県出生者を分析の対象から除外する．同様の理由により，

2011年に実施された第7回調査のデータを分析する際には，東日本大震災の影響により調

査が中止された岩手・宮城・福島の東北3県出生者を対象から除くこととした．
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Ⅲ 結果

1. 非大都市圏出生者のＵターン移動の特徴

図1は，5年前の居住地が現住県外であった県間移動者のうち，出生県に戻ったＵター

ン移動者の割合を現住地の都道府県別に示したものである．この値は，過去5年間におけ

る県外からの転入者に占める県出生者の割合とも言え，各県への県間移動におけるＵター

ン移動への依存度を示す指標とみなすことができる８）．都道府県別の指標のためにサンプ

ル数が少なくなるケースもあり注意が必要であるが，県外からの移動に占めるＵターン移

動の割合が最も高いのは，新潟の68％であり，続いて福島：67％，和歌山：65％となって

いる（付表1）．その他，鳥取，島根，秋田でその割合が5割を超えるなど，東北や中国・

四国地方の非大都市圏においてＵターン移動への依存が高くなる傾向が確認できる．一方，

転入者に占めるＵターン移動者の割合が低い県は，滋賀（10％），埼玉（14％），千葉

（16％）などであり，大都市圏のなかでも中心部というよりは周辺地域に位置する県が目
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8）厳密には，「5年前の居住地 ＝ 現住県外」のケースと「過去5年間における県外からの転入者」は，必ず

しも一致しない．例えば，過去5年間のうちに「Ａ県外からの転入 → Ａ県外への（再）転出」を経験し，調

査時には「Ａ県外に居住」していたケースは，Ａ県における「5年前の居住地 ＝ 現住県外」のケースには該

当しないが，「（Ａ県への）過去5年間における転入者」には含まれ得るであろう．

図１ 都道府県別，過去５年の転入者に占めるＵターン移動者の割合

注：熊本県は震災の影響により調査の対象外．出生地の都道府県が不詳のケースを除く．各都道府県

の値は付表1を参照．

データ：第8回人口移動調査（2016年）



立つ．長野，宮城，群馬といった県は，非大都市圏に位置するものの，Ｕターン移動者の

割合が低いという特徴がみられる．なお，この割合は非大都市圏全体では36％，大都市圏

全体では22％となっている．

こうした非大都市圏への移動におけるＵターン移動の役割とその特性を把握するために，

図2では，調査時に非大都市圏に居住する人について，5年前の居住地が県外の人の割合

（県外からの移動者割合），出生県外から出生県に戻ったＵターン移動者の割合，そのうち

大都市圏からのＵターン者の割合を，それぞれ年齢階級別に示した．Ｕターン移動者割合

の年齢別パターンは，県間移動率（県間移動者総数割合）のそれと類似しており，20歳代

前半から後半にかけて上昇し，20歳代後半にピークに達した後は急速に低下する．県外か

らの移動者割合の全体的な水準が50歳代以降も低下を続ける一方で，Ｕターン移動者の割

合については，60歳代前半において若干の上昇がみられる．

県外からの移動者に占めるＵターン者の割合を年齢別に算出すると，移動率そのものが

最も高い20代後半から30代にかけて，県外からの移動に占めるＵターン移動のシェアも高

くなることが確認される（付表2）．また，同じく図2より，5年前の居住地が県外であっ

たＵターン移動者のうち，大都市圏からのＵターン移動者の割合を算出すると，25～29歳

と30～34歳では60％に達するものの，その他の年齢階級では，ほぼ40％～50％台の水準で

推移している（全年齢では56％）．すなわち，非大都市圏へのＵターン移動については，

年齢層によって若干の違いはあるものの，その半数近くが非大都市圏からのＵターンによ

るものであることがわかる．

図3は，非大都市圏出生者・大都市圏出生者それぞれについて，5年前の居住地が出生
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図２ 年齢別，過去５年の県間移動者割合：現住県が非大都市圏の人について

注：いずれも調査時に非大都市圏に居住する人に対する割合．ただし，5年前の居住地の都道府県

および出生地の都道府県が不詳のケースを除く．各項目の年齢階級別の値は付表2を参照．

データ：第8回人口移動調査（2016年）



県外であった人のうち，調査時の居住県が出生県と同じ人の割合，すなわち5年Ｕターン

率を，男女・年齢別に示したものである．大都市圏出生の女性を除いて，年齢別の5年Ｕ

ターン率は25～29歳で最も高く，非大都市圏出生者と大都市圏出生者の5年Ｕターン率の

差も，20代において比較的大きくなる．5年Ｕターン率が急速に低下する30歳代以降は，

非大都市圏出生者と大都市圏出生者の値がほぼ同じ水準で推移するが，女性では非大都市

圏出生者の5年Ｕターン率が相対的に低いという傾向がみられる．男女差をみると，ほぼ

すべての年齢階級で男性の5年Ｕターン率が高く，非大都市圏出生者・大都市圏出生者の

いずれについても，25～29歳で男女差が7ポイント以上と最大になっている．

こうしたＵターン移動の年齢別パターンを踏まえて，過去20年間における非大都市圏出

生者の年齢別5年Ｕターン率の推移を示したグラフが図4である．直近の2016年調査（第

8回）では調査規模が大幅に拡大したものの，過去3回の調査結果についてはサンプル規

模の制約が集計結果の安定性に与える影響を考慮し，年齢別5年Ｕターン率の年齢区分は

10歳階級としている．図4に示されるとおり，男性では30歳代以降，女性では40歳代以降

において，過去20年間の5年Ｕターン率がほぼ同じ水準で推移する．一方，5年Ｕターン

率が最も高くなる20歳代については，その水準に比較的大きい変化がみられる．2001年の

調査において男性25％，女性21％であった5年Ｕターン率は，5年後の2006年調査ではそ

れぞれ34％，25％と大幅に上昇し，さらに2011年調査においても微増がみられたものの，

直近の2016年調査では，男性：36％ → 30％，女性：26％ → 23％と，いずれも低下して

いる．すなわち，非大都市圏出生者の若年期における5年Ｕターン率は，「男性 ＞ 女性」

という相対的な水準を保ちつつ，男女ともに「2000年代以降の上昇 → 近年の低下」とい

う共通のパターンで推移していることが確認できる．
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図３ 男女・年齢階級別，５年Ｕターン率

注：5年前の居住地が出生県外であった人のうち，調査時の居住県が出生県と同じ人の割合．

データ：第8回人口移動調査（2016年）



なお，これらの結果を出生コーホート別の推移に置き換えると，2001年調査における20

～29歳は1970年代出生コーホート，2011年調査における20～29歳は1980年代出生コーホー

トに概ね該当する．図4より，20歳代における5年Ｕターン率は，男女ともに後者のほう

が高いということになる．5年Ｕターン率に低下がみられた直近の2016年調査における20

～29歳は，概ね1980年代後半～1990年代半ばに出生したコーホートに該当する．

2. 属性別にみた非大都市圏出生者のＵターン移動の推移

それでは，こうした非大都市圏出生の若年層における5年Ｕターン率の変化は，どのよ

うな属性の集団において生じているのであろうか．あるいは，近年のＵターン率の低下は，

すべての地域・集団において一様に生じている現象なのであろうか．この点について検証

するために，図5から図7では，20～39歳の非大都市圏出生者を対象に，5年前の居住地

域，配偶関係，教育水準別に5年Ｕターン率の推移をそれぞれ示した．前述のとおり，非

大都市圏出生の若年層における5年Ｕターン率は2001年調査以降に微増を続けたが，男女

ともに直近の2016年調査において低下している．図5からも，2011年調査から2016年調査

にかけて，20～39歳の5年Ｕターン率が，男性：20％ → 18％，女性：17％ → 15％と，

いずれも2ポイント低下しているのが確認できる．なお，2016年調査において20～39歳に

該当するのは，概ね1970年代半ばから1990年代前半に出生したコーホートである．

5年前の居住地域別にみると，（出生県とは別の）非大都市圏に居住していた人と比較

して，大都市圏に居住していた人の5年Ｕターン率が相対的に低いという傾向が一貫して

確認できる．ただし，非大都市圏からの5年Ｕターン率については，近年，比較的大きな

変動がみられる．2011年調査から2016年調査にかけての非大都市圏からの5年Ｕターン率

は，男性：26％ → 20％，女性：27％ → 17％と，女性において減少幅がやや大きくなっ
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図４ 非大都市圏出生者の男女・年齢階級別，５年Ｕターン率の推移

注：5年前の居住地が出生県外であった人のうち，調査時の居住県が出生県と同じ人の割合．各調査回の男女・年齢

階級別の値は付表3を参照．

データ：第5回（2001年）～第8回（2016年）人口移動調査



ている．一方，大都市圏からの5年Ｕターン率は比較的安定しており，とくに男性につい

ては，大都市圏からの5年Ｕターン率が2001年以降一貫してほぼ17％で推移している．東

京圏からの5年Ｕターン率に限定すると，男女ともに2006年調査から2011年調査にかけて

やや低下しているが，2016年調査結果では大きな変化はみられない．
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図５ ５年前の居住地域別，非大都市圏出生者の５年Ｕターン率の推移：20～39歳

注：5年前の居住地が出生県外であった人のうち，調査時の居住県が出生県と同じ人の割合．範囲は95％信頼区間

を示す．

データ：第5回（2001年）～第8回（2016年）人口移動調査



図6では，居住地移動を伴う若年期の主なライフイベントの一つである初婚との関連を

検討するために，同じく20～39歳の非大都市圏出生者を対象に配偶関係別の5年Ｕターン

率を示した．男女ともに有配偶者と比較して未婚者のＵターン率が顕著に高くなるという

傾向は，いずれの調査においても一貫して確認できる．未婚者の5年Ｕターン率は，2011

年調査まで上昇傾向を続けるものの，2016年調査では低下に転じ，この傾向は男性におい

て顕著である．なお，有配偶者については，「過去5年以内」に初婚を経験したグループ

についての5年Ｕターン率を別に集計している．男性では，過去5年以内の初婚経験者の

5年Ｕターン率が有配偶者全体の5年Ｕターン率よりも高くなるという傾向がみられる一

方，女性についてはこの関係性は不明瞭である．

非大都市圏出生者の若年期における5年Ｕターン率を，最後に卒業した学校の種別に示

したものが図7である．大卒者については，過去5年以内に大学（大学院を含む）を卒業

したグループの5年Ｕターン率を別に集計している．直近の調査結果によると，過去5年

以内に大学を卒業した人の5年Ｕターン率は，男性では36％，女性では40％となっており，

大学卒業時が，非大都市圏出生者のＵターン移動が最も発生しやすいタイミングの一つで

あることが確認できる．ただし，男性については，2011年調査において40％以上の水準に

まで上昇した卒後5年以内のグループの5年Ｕターン率が，2016年調査では36％に低下し

ている．女性については，2016年調査で大卒5年以内の5年Ｕターン率が40％を超え，

2001年調査以降最高水準となる一方で，専門学校・短大卒業者の5年Ｕターン率が近年低
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図６ 配偶関係別，非大都市圏出生者の５年Ｕターン率の推移：20～39歳

注：5年前の居住地が出生県外であった人のうち，調査時の居住県が出生県と同じ人の割合．範囲は95％信頼区間を示す．

データ：第5回（2001年）～第8回（2016年）人口移動調査



下傾向にある．なお，高卒者の場合，一般的に，「高校卒業 → 初職」のタイミングで出

生県外への移動が発生しやすく，高校進学時に非大都市圏から大都市圏に転出するケース

は少ないと考えられること（清水 2010），また，最後に卒業した学校が専修学校・短大・

高専卒業者についてはサンプル規模の制約により，いずれも過去5年以内に卒業したケー

スに限定した分析は行っていない．

3. 学卒から初職時にかけてのＵターン移動

ここでは，ライフイベントごとの居住地（都道府県）を把握できるという人口移動調査

によるデータの特性を活かし，前掲の図7において比較的高い5年Ｕターン率が確認され

た大学（大学院を含む）をはじめとする高等教育修了時から初職時にかけてのＵターン率

（以下，初職時Ｕターン率とする）の推移をみる．図8は，直近の第8回人口移動調査

（2016年）のデータを用い，大学・大学院に加えて，専修学校・短大・高専を含む最終学

校卒業時に出生県外に居住していた非大都市圏出生者のうち，初職時に出生県に居住して

いた人の割合を，出生コーホート別・卒業時の居住地域別に示したものである．高卒者に

ついては，上述のとおり，初職時にＵターン移動を経験するケースがほとんどみられない

ため，ここでの分析の対象とはしていない．また，初職を経験していないケース（在学中

を含む），卒業時の年齢が初職時の年齢を上回っているケースについても，分析の対象か

ら除外した．
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図７ 最後に卒業した学校の種別，非大都市圏出生者の５年Ｕターン率の推移：20～39歳

注：5年前の居住地が出生県外であった人のうち，調査時の居住県が出生県と同じ人の割合．範囲は95％信頼区間を示す．

データ：第5回（2001年）～第8回（2016年）人口移動調査



図8より，男女ともに1950年代出生コーホート以降は一貫して，卒業時に東京圏に居住

していた場合の初職時Ｕターン率が最も低い水準で推移しているのが確認できる．他の大

都市圏からの初職時Ｕターン率と出生県以外の大都市圏からの初職時Ｕターン率を比較す

ると，女性では出生県以外の非大都市圏からの初職時Ｕターン率が高くなる傾向がほぼす

べてのコーホートに共通してみられる．一方，男性では，これら二つのグループの初職時

Ｕターン率が比較的同じ水準で推移している．ただし，1970年代出生コーホートから1980

年代出生コーホートにかけては，男女ともに，出生県以外の非大都市圏と比較して，東京

圏およびその他の大都市圏からの初職時Ｕターン率の低下が目立つ．

卒業時の居住地域別にみて最も低い東京圏からの初職時Ｕターン率の推移については，

男女でやや異なるパターンがみられる．男性では1940年代後半出生コーホート（28％）か

ら1950年代出生コーホート（36％）で大きく上昇するものの，1960年代出生コーホートで

は1940年代後半出生コーホートと同じ水準にまで低下する．その後，1960年代出生コーホー

トから1970年代出生コーホートにかけては，初職時Ｕターン率がほとんど変化せず，1980

年代出生コーホートにおいて再び低下する．一方，女性では，1940年代後半出生コーホー

ト以降，東京圏からの初職時Ｕターン率が低下を続けるが，とりわけ1970年代出生コーホー

ト以降の低下が著しい．男女ともに，1970年代出生コーホートから1980年代出生コーホー

トにかけて，東京圏を含む大都市圏からの初職時Ｕターン率はいずれも低下しているが，
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図８ 最終学校卒業時の居住地域別，非大都市圏出生者の初職時Ｕターン率：男女・コーホート別

注：最終学校卒業時に出生県外に居住していた人のうち，初職時に出生県に居住していた人の割合．範囲は95％信頼区間

を示す．

データ：第8回人口移動調査（2016年）



とくに女性における低下幅が大きい．1980年代出生コーホートにおける女性の東京圏から

の初職時Ｕターン率は20％未満まで低下しており，これは男性を下回る水準となっている．

Ⅳ 考察とまとめ

本稿では，「人口移動調査」による過去20年分のデータを用いて，非大都市圏出生者に

おける出生県へのＵターン移動の特性と動向を把握したうえで，とくに若年層のＵターン

移動における近年の変化に着目した分析を行った，Ｕターン移動の地域的な特徴について

は，2016年に実施された「第8回人口移動調査」において調査規模が大幅に拡大したこと

により，出生地の都道府県別分析をはじめとする詳細な分析が可能となった．こうした直

近の調査データの特徴を活かし，過去5年間における県外からの転入者に占めるＵターン

者の割合を都道府県別に計測したところ，大都市圏と比較して非大都市圏で全体的に高い

割合となる傾向が確認された．ただし，非大都市圏においても，その水準は全体で36％に

留まっており，また，県によって大きく異なることから，転入におけるＵターン移動への

依存が非大都市圏への人口移動を必ずしも特徴づけるものではないことが示唆される．

なお，本稿と同じく「第8回人口移動調査」のデータを分析した清水（2019）によると，

過去5年間の大都市圏から非大都市圏への移動者に占める大都市圏出身者（Ｉターン者）

の割合は，年齢層によって若干異なるものの，全体では30～40％となることが示されてい

る．清水（2019）による移動類型は，本稿における都道府県を単位とするＵターンの定義

とは厳密には一致しないが，大都市圏から非大都市圏への移動の大半が必ずしもＵターン

移動によって占められるわけではないという点において，本稿の分析結果と含意を共有す

ると言える．冒頭でも言及した非大都市圏への移動における主たる構成要素の一つとして

のＵターン移動の位置づけについては，いわゆるＩターン移動の構成や動向も含めて，さ

らに慎重な再検討が必要である．加えて，本稿の分析結果は，非大都市圏へのＵターン移

動の約半数は（出生県以外の）非大都市圏からのＵターン移動によるものであり，その大

部分が大都市圏からの移動によってもたらされるわけではないことを示している．これら

の分析結果は，非大都市圏へのＵターン移動の役割や特性を理解する上で，新たな知見を

提供するものであろう．

非大都市圏出生者のＵターン移動における近年の動向に関する主な分析結果は以下のと

おりである．まず，年齢層別のＵターン率が最も高い20～30代の若年層において，近年，

男女ともに5年Ｕターン率の低下がみられた．こうした若年期における5年Ｕターン率の

推移を属性別に分析すると，Ｕターン率が最も高い未婚者および大卒者（大学院修了者を

含む）で低下しており，この傾向は男性において比較的強いことが示された．なお，配偶

関係別のＵターン移動については，本文でも言及した先行研究において，配偶者と同じ出

身県であった場合の効果が指摘されている．しかしながら，本稿の分析結果によると，若

年期のＵターン率は未婚者において顕著に高いことから，Ｕターン移動の発生時には未婚

であるケースが大半であることが示唆される．初婚後にＵターンが発生するケースについ
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ては，そのタイミングや水準，配偶者の属性による効果も含めて，さらなる検証が必要で

ある．

大学あるいは大学院を卒業して5年以内の人の5年Ｕターン率は，直近の調査で男女と

もに35％を超えており，依然としてこうした高等教育修了から初職への移行時が，生涯の

うちでＵターン移動が最も発生しやすい時期であることが確認できる．ただし，その水準

は，とくに男性において近年低下しており，初職時Ｕターン率のコーホート間変動に関す

る分析結果からもこの傾向が確認された．初職時Ｕターン率を卒業時の居住地域別にみる

と，男女ともに1950年代出生コーホートから1980年代出生コーホートまで一貫して，東京

圏からの初職時Ｕターン率が最も低い水準で推移しているが，近年，この東京圏をはじめ

とする大都市圏からの初職時Ｕターン率の低下が著しい．この低下は，1980年代出生コー

ホートにおいて顕著であり，若年の非大都市圏出生者のＵターン移動の全体的な水準の低

下の一因となっている可能性がある．

これらの分析結果は，いくつかの先行研究において指摘されてきた1980年前後に生まれ

た世代を境とするＵターン率の低下を裏付けるものである．これまでの研究が，特定の地

域や集団を対象とするデータを用いた分析や，Ｕターン移動そのものを計測しない間接的

な推計に依拠していたのに対して，非大都市圏出生者のＵターンに関する全国レベルのデー

タを用いた分析から知見が得られたという点において，少なからず意義があると考えられ

る．

1980年代出生コーホートが高等教育修了から初職への移行を経験したのは，概ね2000年

代前半から2010年代にかけてであると想定される．これは，いわゆる「就職氷河期」の終

えん，2000年代半ばの雇用環境の改善，2000年代末のいわゆる「リーマンショック」に端

を発する景気の後退，そして2010年代初頭以降の景気拡大という景気変動が繰り返された

期間に該当する．したがって，特定の経済的・雇用環境的要因を，この世代のＵターン傾

向の低下に結びつけることは困難である．一方で，こうした景気変動を繰り返しながらも，

2000年代以降は，日本国内における地域間の経済状況に関する格差拡大が進んだと指摘さ

れて久しい（例えば 橘木・浦川 2012）．非大都市圏における経済・雇用環境の相対的な

悪化が，とりわけ大都市圏で高等教育を受けた若い人材のＵターン傾向に与えた影響は小

さくないと考えられる．

なお，前節の前半部では，1970年代出生コーホートと比較して1980年代出生コーホート

における20～29歳の5年Ｕターン率が，男女ともに相対的に高い水準にあること（図4お

よび付表3），若年期における大都市圏，とりわけ東京圏からの5年Ｕターン率が，男女

ともに必ずしも低下していないことを示した（図5）．これらの結果と上述の初職時Ｕター

ン率に関する分析結果の違いについては，その対象が異なる点に留意する必要がある．ま

ず，前節図5で示した5年前の居住地域別5年Ｕターン率の分析対象は20～39歳であり，

2016年調査時点では概ね1970年代後半出生コーホートから1990年代前半出生コーホートを

含む幅広い世代が該当する．したがって，図5による集計値は，1980年代以降の出生コー

トにおける変化を明瞭に反映していない可能性がある．
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加えて，後半の初職時Ｕターン率に関する分析の対象は，大学等の高等教育機関（専修

学校・短大・高専を含む）を卒業した人に限定されており，高卒者は含まれていない．前

節で説明したとおり，高卒者については，「高校卒業 → 初職」のタイミングで出生県外

への移動が発生するのが一般的であり，初職時に出生県へのＵターン移動を経験するケー

スがほとんどみられないため，初職時Ｕターンの分析対象外となっている．20～30歳代の

若年期における高卒者の5年Ｕターン率が，大卒者のそれと比較して相対的に低い水準で

推移することは前節図7で示したとおりであるが，高校卒業後の進学率の上昇による大卒

者割合の上昇は，図4や図5で対象とするような若年層の全体的なＵターン率を上昇させ

る効果をもつと推測される．ただし，最後に卒業した学校が高校である人の割合は1980年

代生まれコーホートでも男女ともに30％近くを占めており，この割合は，非大都市圏出生

者に限定するとさらに高くなる．こうした高卒者による出生県外への移動およびＵターン

移動の動向が，非大都市圏出生者の全体的なＵターン水準の推移に与える影響は，依然と

して小さくないと考えられる．

人口移動調査は，ライフイベントごとの居住地に関する情報に依拠して，個人の移動歴

をライフコースに沿って観察できるという利点がある．一方で，学卒，初職，さらには初

婚と続くライフイベント発生時の居住地の変化からＵターン移動を計測する手法では，出

生県外への移動が就職時に発生しやすい高卒者のＵターン移動のタイミングおよびその水

準を，直接的かつ網羅的に把握することは容易でなく，やや複雑な分析手順が必要となる．

また，大卒者についても，卒業後5年以内あるいは初職時に出生県にＵターン移動を経験

しない場合でも，その後にＵターン移動を経験する割合およびそのタイミングが，コーホー

トの累積的なＵターン率の水準に与える影響は無視できないと考えられる．出生県へのＵ

ターン移動を直接的に観察できる貴重な全国データである人口移動調査を活用しつつ，今

後，これらの分析課題にアプローチする方法を検討する必要がある．

（2019年9月20日査読修了）

付記

本研究は，国立社会保障・人口問題研究所「人口移動調査プロジェクト」の研究成果であり，本

研究で使用した「人口移動調査」の調査票情報（個票データ）は，統計法第32条の規定に基づき二

次利用したものである．また，本研究は厚生労働行政推進調査事業費補助金 政策科学総合研究事

業（政策科学推進研究事業）「国際的・地域的視野から見た少子化・高齢化の新潮流に対応した人

口分析・将来推計とその応用に関する研究（研究代表者：小池司朗，課題番号：H29‐政策‐指定

‐003）」による助成を受けた．
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付表１ 都道府県別，過去５年の転入者のうちＵターン移動者の占める割合

% (n) % (n) % (n)

北海道 43.3 (67) 福井県 46.3 (82) 山口県 31.1 (132)

青森県 44.4 (117) 山梨県 36.7 (79) 徳島県 38.5 (122)

岩手県 48.9 (90) 長野県 21.3 (75) 香川県 33.8 (154)

宮城県 23.1 (160) 岐阜県 30.9 (94) 愛媛県 41.4 (128)

秋田県 54.5 (66) 静岡県 36.0 (100) 高知県 45.7 (70)

山形県 36.9 (111) 愛知県 35.3 (102) 福岡県 31.3 (99)

福島県 66.7 (81) 三重県 29.6 (71) 佐賀県 42.7 (110)

茨城県 33.1 (118) 滋賀県 9.9 (162) 長崎県 34.2 (114)

栃木県 28.1 (135) 京都府 20.4 (225) 熊本県 - -

群馬県 24.1 (133) 大阪府 25.9 (158) 大分県 45.8 (96)

埼玉県 13.9 (166) 兵庫県 27.4 (135) 宮崎県 37.5 (136)

千葉県 15.9 (126) 奈良県 25.4 (67) 鹿児島県 35.8 (95)

東京都 19.7 (269) 和歌山県 64.8 (54) 沖縄県 40.8 (98)

神奈川県 20.0 (175) 鳥取県 56.7 (67)

新潟県 68.4 (38) 島根県 56.8 (95) 全国 26.8 (5,220)

富山県 33.7 (98) 岡山県 31.7 (101) 非大都市圏 35.8 (3,632)

石川県 27.2 (151) 広島県 41.8 (98) 大都市圏 21.5 (1,588)

注：熊本県は震災の影響により調査の対象外．出生地の都道府県が不詳のケースを除く．
データ：第8回人口移動調査（2016年）

付表２ 年齢階級別，過去５年の県間移動者割合：現住県が非大都市圏の人について
（単位：%）

県外からの
移動者

（過去5年）

Uターン
移動者

（過去5年）

大都市圏からの
Ｕターン移動者
（過去5年）

県外からの移動者
に占めるＵターン
移動者の割合
（過去5年）

Ｕターン移動者に
占める大都市圏
からのＵターン
移動者割合
（過去5年）

(n) (a) (b) (c) (b/a) (c/b)

15歳未満 (7,223) 4.8 0.9 0.2 17.9 28.2

15-19歳 (3,745) 4.6 0.3 0.1 6.0 25.5

20-24歳 (3,022) 13.1 3.4 1.8 25.7 54.3

25-29歳 (3,341) 16.1 8.4 5.2 51.8 62.3

30-34歳 (4,103) 11.3 4.8 3.0 42.8 61.2

35-39歳 (4,806) 7.5 2.5 1.4 33.4 53.8

40-44歳 (5,892) 5.3 1.5 0.8 28.9 49.0

45-49歳 (5,477) 4.0 1.4 0.7 34.6 49.8

50-54歳 (5,357) 2.8 0.8 0.5 30.2 56.1

55-59歳 (6,005) 2.3 0.8 0.5 35.3 61.3

60-64歳 (6,689) 1.9 1.1 0.6 60.3 52.3

65-69歳 (8,097) 1.5 0.8 0.4 53.6 55.3

70-74歳 (5,120) 0.8 0.4 0.4 54.7 89.8

75歳以上 (12,044) 0.5 0.1 0.1 29.4 53.3

総数 (82,596) 4.3 1.5 0.8 35.1 56.0

注：(a)(b)(c)はいずれも調査時に非大都市圏に居住する人に対する割合．ただし，5年前の居住地の都道府
県および出生地の都道府県が不詳のケースを除く．総数は年齢不詳を含む．

データ：第8回人口移動調査（2016年）
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付表３ 非大都市圏出生者の男女・年齢階級・５年前の居住地域別，５年Ｕターン率の推移

2001年
（第5回）

2006年
（第6回）

2011年
（第7回）

2016年
（第8回）

% (n) % (n) % (n) % (n)

総数

男

20-29歳 24.5 (269) 33.6 (143) 36.3 (124) 29.9 (534)

30-39歳 12.0 (301) 11.4 (282) 11.9 (244) 12.1 (771)

40-49歳 5.6 (391) 4.0 (278) 6.4 (264) 5.8 (840)

50-59歳 2.8 (507) 5.4 (429) 3.5 (347) 3.5 (872)

60-69歳 1.5 (397) 2.8 (362) 3.0 (363) 3.4 (1,268)

70歳以上 0.9 (223) 0.4 (265) 0.0 (265) 0.8 (1,200)

女

20-29歳 20.6 (223) 24.4 (164) 25.9 (116) 23.2 (445)

30-39歳 6.3 (302) 11.3 (248) 12.7 (229) 10.7 (782)

40-49歳 4.3 (416) 2.6 (269) 5.3 (245) 3.7 (949)

50-59歳 1.5 (542) 1.8 (450) 2.5 (324) 1.5 (923)

60-69歳 1.1 (379) 2.8 (322) 1.7 (362) 1.5 (1,409)

70歳以上 1.7 (298) 0.6 (320) 1.2 (349) 0.4 (1,489)

【参考】5年前の居住地域：大都市圏

男

20-29歳 27.4 (146) 32.9 (73) 34.2 (79) 28.9 (268)

30-39歳 10.1 (209) 10.3 (155) 8.2 (158) 11.3 (338)

40-49歳 2.5 (284) 2.3 (176) 3.5 (170) 4.7 (315)

50-59歳 1.4 (363) 3.9 (283) 2.2 (232) 2.7 (373)

60-69歳 1.9 (268) 2.3 (267) 3.0 (267) 2.3 (588)

70歳以上 1.3 (151) 0.6 (182) 0.0 (175) 0.8 (595)

女

20-29歳 22.3 (130) 26.0 (96) 21.5 (65) 23.7 (190)

30-39歳 5.2 (194) 9.2 (142) 6.8 (148) 8.8 (299)

40-49歳 4.0 (275) 0.6 (168) 3.4 (149) 2.5 (351)

50-59歳 0.5 (371) 2.0 (303) 1.8 (226) 1.4 (365)

60-69歳 1.4 (285) 3.1 (228) 1.2 (244) 1.3 (600)

70歳以上 2.0 (202) 0.5 (184) 1.4 (211) 0.4 (649)

【参考】5年前の居住地域：出生県以外の非大都市圏

男

20-29歳 21.1 (123) 34.3 (70) 40.0 (45) 31.7 (266)

30-39歳 16.3 (92) 12.6 (127) 18.6 (86) 13.7 (433)

40-49歳 14.0 (107) 6.9 (102) 11.7 (94) 8.0 (525)

50-59歳 6.3 (144) 8.2 (146) 6.1 (115) 5.4 (499)

60-69歳 0.8 (129) 4.2 (95) 3.1 (96) 6.2 (680)

70歳以上 0.0 (72) 0.0 (83) 0.0 (90) 0.6 (605)

女

20-29歳 18.3 (93) 22.1 (68) 31.4 (51) 22.6 (255)

30-39歳 8.3 (108) 14.2 (106) 23.5 (81) 14.0 (483)

40-49歳 5.0 (141) 5.9 (101) 8.3 (96) 6.0 (598)

50-59歳 3.5 (171) 1.4 (147) 4.1 (98) 1.6 (558)

60-69歳 0.0 (94) 2.1 (94) 2.5 (118) 1.9 (809)

70歳以上 1.0 (96) 0.7 (136) 0.7 (138) 0.5 (840)

注：5年前の居住地が出生県外であった人のうち，調査時の居住県が出生県と同じ人の割合．
データ：第5回（2001年）～第8回（2016年）人口移動調査
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RecentChangesinReturnMigrationtoPrefectureofBirthplaceinthe
Non-metropolitanRegions

MasatakaNAKAGAWA

Thispaperanalysespatternsandtrendsininter-prefecturalreturnmigrationtothenon-

metropolitanregionsinJapan.Analysisofpooleddatadrawnfrom theNationalSurveyon

Migrationoverthelast20yearsfindsarecentdeclineinthe5-yearmigrationrate,definedasthe

proportionofreturnmigrantstotheprefectureofbirthplaceamongthosewholivedoutsidethe

prefectureofbirthplace5yearsago,forbothmalesandfemalesaged20-39.Asignificantdecline

isobservedfornever-marriedmales,andthosewhohavegraduatedfromuniversity,including

post-graduateschool,inthelast5years,althoughtheyaretheprincipalreturnmigrants.Analysis

ofpost-graduationreturnmigrationconfirmsthat,forbothmalesandfemales,thosewhohave

graduatedfromauniversityorcollegeintheTokyometropolitanregionhavethelowestreturn

migrationrate,comparedtothosewhohavecompletedhighereducationintheotherregions.Itis

alsoobservedthat,comparedtothosebornin1971-80,thepost-graduationreturnmigrationrate

fromthemetropolitanregionsissignificantlylowerformalesandfemalesbornin1981-90.These

findingsprovidenewevidencefortherecentdeclineinreturnmigrationtonon-metropolitan

regions,particularlyamongtheyoungercohortsbornafteraround1980.Furtherresearchisneeded

toexaminethetimingsofreturnmigrationafterpost-graduationemployment,andtheirimpactson

levelsandtrendsintheoverallreturnmigrationforeachcohort.
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特集Ⅱ：第８回人口移動調査の結果から（その２）

職業キャリアと国内人口移動

塚 崎 裕 子＊

Ⅰ．はじめに

「かわいい子には旅をさせよ」ということわざがある．交通機関が未発達であった昔は

親元を離れ，辛く苦しい旅を経験することで成長すると考えられていた．「移動」により

「成長」が促されるとされていたのである．現代においても，「成長」，とりわけ職業能力

を蓄積していく過程である「職業キャリア」と「移動」は密接に関係しているとされてい

る．例えば，Hall（2002）は，「移動性（mobility）」は各人の「職業キャリア」の性格を

発現する重要な要素であると指摘する．

最終学校進学，就職，転勤，転職等，職業キャリア形成の節目において，移動を伴うケー

スは少なくない．ことわざの元来の意味と異なる点は，交通機関が発達し移動自体は格段

に容易になった現代において，これらの職業キャリア形成の節目の移動は，移動自体でな

く，移動することによって得られる機会や環境が職業キャリアの伸長につながると考えら

れている点であろう．一人一人がどのような仕事に従事して，職業経験を積み，職業キャ

リアを形作ってきたかという軌跡と，「移動」との間にどのような関係があるのか．本稿

では，こうした問題意識の下，「第8回人口移動調査」のデータを用いて分析を行った．
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本稿では，「第8回人口移動調査」のデータを用いて，従業上の地位が正社員である男女を対象

に，職業キャリアと国内人口移動の関係について，分析を行った．分析の結果，次の4点が明らか

になった．①男性については，専門・技術職のキャリアを続けている者に比べ，専門・技術職や販

売職等から管理職になった者は移動の範囲が広く，頻度も多いのに対し，生産工程，サービス等の

キャリアを続けている者は移動の範囲が狭く，頻度も少ない傾向がある．②女性については，専門・

技術職のキャリアを続けている者に比べ，生産工程や事務職のキャリアを続けている者は移動の範

囲が狭く，頻度も少ない傾向がある．③専門・技術職から職業キャリアを始める者は最終学校進学

時や初職時に他県に移動する傾向が強いことや，男性の管理職や管理職予備軍は転勤する傾向が強

いことが，①，②の主な要因となっている．④女性は男性に比較して，職業キャリアの違いが国内

人口移動に与える影響は限定的で，職業キャリア形成の節目での移動性は低い．以上のような職業

キャリアによる国内人口移動の違いを理解することは，職業キャリア形成において移動が果たして

いる役割や就労に関わる国内人口移動の実態の把握に資する．

*大正大学地域創生学部



結論を先取りすると，職業キャリアによって，国内人口移動の範囲・頻度や職業キャリア

形成の節目における移動に違いがみられ，一定の職業キャリアを歩む者にとっては，移動

が職業キャリア形成に重要な役割を果たしていることがうかがわれた．

本稿の分析では，職業キャリアの変遷を辿りやすい正社員に焦点を当てることとする．

分析は大きく二つの部分に分かれる．第一の分析では，各人のこれまでの移動全体を取り

上げ，その範囲や頻度について職業キャリアとの関係を分析した．第二の分析では，最終

学校進学，初職，転勤，転職といった職業キャリア形成の節目における移動について，職

業キャリアとの関係を分析した．

本稿の構成は次のとおりである．Ⅱではこれまでの関連する先行研究をみる．Ⅲでは，

分析に用いたデータについて説明し，分析の軸とした職業キャリアパターンの類型化等に

ついて説明する．Ⅳでは分析を行った結果について説明し，考察を行う．Ⅴは全体のまと

めと今後の課題である．

Ⅱ．先行研究

職業と国内人口移動の関係は，様々な観点から先行研究において取り上げられてきた．

井上（2001）は，第4回人口移動調査のデータを用いて年平均生涯移動率を職種別に分

析し，専門・管理・事務関係従事者において生涯移動に関する指標が高いことが目立つが，

その一因としては，専門・管理・事務関係従事者の職業移動が相対的に活発であったこと

があり，その背景として，とくに男子において就職時に高い確率で移動し，またその後に

転勤移動を繰り返してきたと推察できるからと指摘する．

また，清水（2010）は，近年における大都市圏の転入超過について，第6回人口移動調

査のデータを分析し，非大都市圏出身で高校より上の学校を卒業した人のうち，学卒時に

大都市圏に住んでいた25－39歳の年齢層の分析を行い，学卒後はじめて仕事を持った際の

大都市圏残留傾向は最初の職業が専門・管理職だった人などで相対的に強かったことを明

らかにしている．

加えて，清水（2014）は，第7回人口移動調査のデータを用いて大都市圏居住者のライ

フステージ別居住地と人口構造について分析し，出身地を中学卒業時の居住地とすると，

非大都市圏出身者は大都市圏出身者よりも学卒直後の職が管理・専門職だった人の割合が

高い傾向があり，非大都市圏出身者が大都市圏出身者全体の属性構造に与えた影響では，

男性25－39歳や女性50代，70歳以上で管理・専門職の割合を引き上げる効果が顕著である

ことを明らかにした．

中澤（2016）は，人口移動を居住地域構造を変容させるプロセスと位置付け，男性の職

業別の純移動によって東京の人口20万人以上の市区を類型化し，2010年国勢調査の移動人

口の職業別集計結果を用いてその配置を検討し，その結果，都心及びその周辺では，ホワ

イトカラーの転入超過が顕著であるのに対し，山の手及び内部郊外においては，ブルーカ

ラーとグレーカラーの転出超過が目立つこと，都心距離が30～40kmの郊外では，ブルー
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カラーとグレーカラーの転入超過が大きいことなど，社会経済的地位によって把握される

東京圏の居住地域構造が都心を頂点とした同心円的構造を強めていると指摘している．

これらの研究は，専門・管理・事務関係従事者の移動性の高さ，専門・管理職の非大都

市圏出身者の大都市圏残留傾向や大都市圏出身者に比較した大都市圏居住傾向の強さ，東

京圏の同心円的居住構造の中心となっている都心へのホワイトカラーの転入超過等を明ら

かにした．研究の対象となる地域や観点は異なるが，いずれの研究も職業によって国内人

口移動に異なる特徴があることを示している．これらの研究においては，職業は最終の学

校を卒業直後或いは現在という1時点の職業を分析に用いている．管見の限り，職業を職

業キャリアという長期的なスパンで捉えた上で，職業キャリアと国内人口移動の関係につ

いて分析した研究は見当たらない．

そこで，本稿では，各人の職業を職業キャリアとして長期的な観点からとらえ，職業キャ

リアによって国内人口移動がどのように異なっているのかについて分析を行う．具体的に

は，国内人口移動の範囲・頻度や，最終学校進学，初職，転勤，転職といった職業キャリ

ア形成の節目における移動において，職業キャリアによる違いがみられるか分析したい．

Ⅲ．分析に用いたデータ及び職業キャリアパターン

1． 分析に用いたデータ

分析に用いたデータは，国立社会保障・人口問題研究所が2016年に実施した「第8回人

口移動調査」である．「人口移動調査」は，「人口移動の動向を明らかにし，将来の人口移

動の傾向を見通すための基礎データを得ること」を目的に，概ね5年ごとに実施されてい

る．「第8回人口移動調査」は，全国の67,098世帯を対象に実施され，調査票回収世帯数

は49,315世帯（有効回収率72.2％）であった．但し，2016年4月に発生した熊本地震の影

響により，熊本県及び大分県由布市は調査対象から除いている．詳細な調査内容，方法に

ついては，国立社会保障・人口問題研究所（2018）に記載されている．

本稿では，調査対象者のうち，18歳から59歳までの最終の学校卒業直後及び現在の従業

上の地位が正社員である男女16,677人を分析の対象とした．なお，18歳から59歳までの者

のうち，最終の学校卒業直後及び現在の従業上の地位が正社員である者の割合は，46.7％

（男性63.2％，女性30.6％）となっている．

2． 分析に用いた職業キャリアパターン

本稿において，職業キャリアパターンは，「最終の学校卒業直後の職業」と「現在の職

業」の組み合わせで類型化を行った．例えば「最終の学校卒業直後の職業」が「専門・技

術」で「現在の職業」も「専門・技術」の場合は，「専門・技術→専門・技術」とした．

本来であれば，最終の学校卒業直後と現在の間の職業キャリアの変遷も把握した上で分析

するべきであるが，調査上，最終の学校卒業直後と現在の2時点しか職業を把握しておら

ず，これらの時点の職業の組み合わせとしている．表1のとおり，職業キャリアパターン
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のうち，男性，女性それぞれについて割合が多い職業キャリアパターンを変数とし，それ

以外を「その他」とした．なお，「最終の学校卒業直後の職業」と「現在の職業」が不詳

の場合は分析対象から除いている．

各人のこれまでの全移動の範囲や頻度，職業キャリア形成の節目の移動をこの職業キャ

リアパターンを用いて分析する．但し，職業キャリア形成の節目のうち，初職時の分析に

ついては，初職に就いたばかりなので「現在の職業」まで含めた職業キャリアパターンで

はなく，「最終の学校卒業直後の職業」を用いる．また，最終学校進学時においては，ま

だ「最終の学校卒業直後の職業」は決まっていない段階ではあるが，一定程度卒業後の職

業を構想しつつ最終学校に進学すると考えられるので，そのキャリア構想によって実現し

た「最終の学校卒業直後の職業」と移動がどのように関係しているかという観点から「最

終の学校卒業直後の職業」を用いて分析する．

3． 職業キャリアパターン以外の変数

本分析で用いる属性情報は，上記職業キャリアパターンと最終の学校卒業直後の職業の

他，性別，年齢，出身地が都市であるか否か，最後に卒業した学校，未婚か既婚（離死別

を含む）かとした．

年齢については，正社員として現役で働いている年齢層に当たる18歳から59歳までを対

象とし，17歳未満，60歳以上の者は分析対象から除いている．

出身地は「中学校を卒業したときの居住地」とした．都市と地方の区分については，東

京圏（東京都，神奈川県，埼玉県，千葉県），名古屋圏（愛知県，岐阜県，三重県），大阪

圏（大阪府，兵庫県，京都府，奈良県）の1都2府8県を都市とし，都市以外の道県は地

方とした．「中学校を卒業したときの居住地」が「外国」の者は分析対象から除いている．

最終の学校が「小学校」，「新制中学，旧制高小等」の者は分析対象から除いている．

なお，これら全ての変数について不詳の者は分析対象から除いている．

Ⅳ．分析結果と考察

1. 基本統計量

分析対象とした，年齢が18歳から59歳までで，最終の学校卒業直後及び現在の従業上の

地位が正社員である16,677人（男性11,164人，女性5,513人）について，男女別の基本統計

量を表1に掲げる．
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分析対象に該当する人数は男性が女性の約2倍となった．特徴的な点として，女性の平

均年齢が男性より低く，未婚である者の割合が女性の方が男性より12.2％高かった．

男女で職業キャリアパターンの種類が違っているが，これは職業キャリアパターンのう

ち，男性，女性でそれぞれ多いパターンを変数としているためである．男女とも「専門・

技術→専門・技術」が最多であるという共通点があるが，男性は多様な職業キャリアパター

ンに分散していること，女性は「専門・技術→専門・技術」，「事務→事務」の職業キャリ

アパターンが中心になっており，合わせて61.2％と全体の6割以上を占めていることが特
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表１ 基本統計量

男性（N=11164） 女性（N=5513）

平均 標準偏差 平均 標準偏差

年齢 41.99 10.54 39.76 11.38

出身地都市 0.270 0.444 0.214 0.410

最後に卒業
した学校

高校 0.393 0.489 0.312 0.463

専修学校（高卒後），短期
大学，高専等

0.196 0.397 0.423 0.494

大学，大学院等 0.411 0.492 0.265 0.441

未婚 0.254 0.435 0.376 0.484

職業キャリ
アパターン
（最後の学
校卒業直後
の職業→現
在の職業）

専門・技術→専門・技術 0.264 0.441 0.335 0.472

事務→事務 0.074 0.261 0.277 0.447

販売→販売 0.057 0.232 0.029 0.166

サービス→サービス 0.061 0.240 0.090 0.287

生産工程→生産工程 0.113 0.317 0.043 0.202

建設・採掘→建設・採掘 0.031 0.173 ― ―

専門・技術→事務 ― ― 0.019 0.137

サービス→事務 ― ― 0.019 0.136

事務→サービス ― ― 0.021 0.142

専門・技術→管理職 0.056 0.230 0.011 0.106

事務→管理職 0.033 0.177 0.011 0.104

販売→管理職 0.023 0.148 ― ―

その他 0.289 0.453 0.146 0.353

最後の学校
卒業直後の
職業

専門・技術 0.359 0.480 0.380 0.485

事務 0.119 0.324 0.347 0.476

販売 0.119 0.323 0.062 0.242

サービス 0.106 0.308 0.132 0.338

生産工程 0.158 0.365 0.064 0.245

建設・採掘 0.048 0.214 ― ―

その他 0.090 0.287 0.015 0.121

居住経験のある都道府県数 2.058 1.349 1.615 0.914

引っ越し回数 3.540 3.103 3.000 2.663

最終学校進学の際に他県に移動 0.250 0.433 0.189 0.392

初めて仕事を持った際に他県に移動 0.324 0.468 0.197 0.398

転勤を理由とする転居の経験・予定あり 0.171 0.377 0.040 0.195

転職を理由とする転居の経験・予定あり 0.051 0.220 0.028 0.166

注：年齢，居住経験のある都道府県数，引っ越し回数以外は全てダミー変数化した



徴となっている１）．

表に掲げた主な職業キャリアパターンのうち，最終の学校卒業直後の職業と現在の職業

に変化がない者が男性は60.0％，女性は77.4％となっている．職業が2時点で変化するパ

ターンとしては，男性は「専門・技術」，「事務」，「販売」から「管理職」になるパターン

が主で合わせて11.2％となっている．女性の方は「事務」から「サービス」に移るパター

ン，その逆のパターン，「専門・技術」から「事務」に移るパターン，「専門・技術」や

「事務」から「管理職」になるパターンが合せて8.1％となっている．但し，2時点で同じ

職業であっても，後に管理職等，別の職業に変わる者も含まれていることに留意が必要で

ある．

最終の学校卒業直後の職業をみると，「専門・技術」が男女とも最も多い職業となって

いる．しかし，「専門・技術」以外をみると，男性は様々な職業に就いているのに対し，

女性は「事務」が圧倒的に多く，「専門・技術」と「事務」の2職種の割合が合わせて72.7

％と全体の7割以上になっている．

人口移動調査では，生まれてから現在までに3ヶ月以上居住したことのある都道府県や

生まれてから現在までに引っ越した回数を調査している．居住経験のある都道府県数や引っ

越し回数は男性の方が女性より多い．これは，表1にあるとおり，男性の方が女性に比べ，

最終学校進学時や初職時に他県に移動することが多く，また，転居を伴う転勤や転職によ

る移動も多いためと考えられる２）．但し，後程詳しく述べるが，ここでは，出身地と最終

学校を卒業したときの居住地の都道府県が異なる場合に最終学校進学時に他県に移動した

とみなし，最終学校を卒業したときの居住地と初職時の居住地の都道府県が異なる場合に

初職時に他県に移動したとみなしている．また，ここでの転勤や転職を理由とする転居の

経験・予定は，調査上の限界から職業キャリアにおける全ての転勤や転職ではなく，直近

の引っ越しとこれから5年後までの引っ越しにおける転勤や転職の経験・予定のみ取り上

げている．
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1）サンプルに偏りがないか確かめるため，人口移動調査の「現在の職業」と国勢調査の職業の割合を比較する．

人口移動調査では，「現在の職業」の割合は，「管理職」が8.9％，「専門・技術」が22.9％，「事務」が14.2％，

「販売」が8.9％，「サービス」が17.3％，「生産工程」が9.3％，「建設・採掘」が4.8％となっている．人口移動

調査では，国勢調査にある「分類不能の職業」という項目はなく，いずれかの職業を選択する形となっている

ので，比較のため，分類不能の職業を除いて国勢調査における各職業の割合を求めたところ，管理的職業従事

者は2.5％，専門的・技術的職業従事者は16.8％，事務従事者は20.0％，販売従事者は13.2％，サービス職業従

事者は12.3％，生産工程従事者は14.2％，建設・採掘従事者は4.6％となっている．両調査の結果の差は6.4％

ポイントに収まっており，サンプルに大きな偏りがあるとはいえない．両調査の間に差が生じた理由としては，

人口移動調査においては，具体的な職業の例を示した上で，回答者自身に職業を選んでもらう手法がとられて

いるのに対し，国勢調査では「実際にしている主な仕事の内容をくわしく書いてください」という設問に回答

者が手書きで自由記述式で記入し，その回答に基づいて総務省統計局がコーディングするという手法がとられ

ていること等があると考えられる．

2）この結果は多くの先行研究（井上（2001），喜始（2015）等）や調査（労働政策研究・研修機構（2017）等）

と合致している．



2. 国内人口移動の範囲と頻度

� 国内人口移動の範囲

国内人口移動の移動性について考察する場合，どのくらいの範囲を移動したのかという

移動の範囲に加え，どのくらいの頻度で移動したのかという移動の頻度も考察の対象とな

り得る．そこで，国内人口移動を範囲と頻度という2つの尺度からとらえ，職業キャリア

との関係について検討する．ここでは，まず，国内人口移動の範囲と職業キャリアの関係

について検討するため，国内人口移動の範囲の指標として居住経験のある都道府県数（以

下，居住県数）を被説明変数とするポアソン回帰分析を男女別に行った．説明変数には，

年齢，出身地が都市か否か，最後に卒業した学校，未婚か否か，職業キャリアパターンを

投入した．分析結果は表2のとおりとなった．

男女とも年齢が高いほど居住経験のある都道府県数が多い傾向が認められた．年齢は男

女とも「大学，大学院等」の次に影響力が大きい説明変数となっている．男性について，

都市出身者は地方出身者に比べて居住県数が少ない傾向がある．表1でみたとおり，男性

は女性に比べて最終学校進学時や初職時に他県に移動する割合が高いが，この移動の中心
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表２ 居住経験のある都道府県数

男性 女性

B 標準誤差 Waldχ2 B 標準誤差 Waldχ2

定数 0.464 0.144 10.409** 0.407 0.295 1.907

年齢 0.007 0.001 93.892** 0.006 0.001 30.255**

出身地都市 -0.027 0.015 3.302＋ -0.015 0.026 0.321

最後に卒業
した学校

専修学校（高卒後），短
期大学，高専等

0.100 0.020 24.496** 0.145 0.029 25.752**

大学、大学院等 0.421 0.017 641.779** 0.380 0.031 151.350**

未婚 -0.092 0.018 25.957** -0.063 0.026 5.663*

職業キャリ
アパターン
（最後の学
校卒業直後
の職業→現
在の職業）

事務→事務 -0.098 0.027 12.875** -0.049 0.028 2.974＋

販売→販売 -0.014 0.029 0.216 0.036 0.066 0.295

サービス→サービス -0.085 0.031 7.689** -0.020 0.042 0.226

生産工程→生産工程 -0.196 0.028 48.850** -0.134 0.065 4.222*

建設・採掘→建設・採掘 -0.011 0.042 0.070 ― ― ―

サービス→事務 ― ― ― 0.083 0.077 1.150

事務→サービス ― ― ― 0.025 0.078 0.102

専門・技術→事務 ― ― ― 0.016 0.077 0.041

事務→管理職 0.010 0.036 0.075 -0.117 0.107 1.200

専門・技術→管理職 0.091 0.028 10.465** -0.012 0.096 0.017

販売→管理職 0.134 0.040 11.247** ― ― ―

その他 -0.025 0.018 1.941 0.041 0.035 1.435

対数尤度 -17299.029 -7453.628

AIC 34628.058 14939.257

N 11164 5513

注：1）**：p＜ 0.01，*：p＜0.05，＋：p＜0.1
2）最後に卒業した学校の参照グループは，高校である
3）職業キャリアパターンの参照グループは，専門・技術→専門・技術である



は地方出身者の都市部の大学や企業への移動であることが主因と考えられる．居住県数と

最後に卒業した学校との関係をみると，男女とも「高校」に比べ，「専修学校（高卒後），

短期大学，高専等」，「大学，大学院等」の方が居住県数が多い傾向がみてとれる．特に

「大学，大学院等」は男女とも説明変数の中で居住県数に与える影響力が最大となってお

り，高学歴者ほど移動性が高いという先行研究３）の結果が確認できる．男女とも未婚であ

るほど，居住県数が少ない傾向がある．

職業キャリアパターンと居住県数の関係については，男性は「専門・技術→専門・技術」

に比較して，「生産工程→生産工程」，「事務→事務」，「サービス→サービス」の順に居住

県数が少ない傾向があるのに対し，「販売→管理職」，「専門・技術→管理職」は居住県数

が多い傾向があった４）．職業キャリアパターンによって居住県数に異なる傾向がみられる

のは，後述する最終学校進学時や初職時の移動や転勤による移動の違いが背景となってい

ると考えられる．

女性は男性に比較して，職業キャリアパターンのうち，居住県数に有意な影響を与える

ものは少なく，「専門・技術→専門・技術」に比べ，「生産工程→生産工程」，「事務→事務」

に居住県数が少ない傾向が認められたのみであった．この背景には，後述する最終学校進

学時や初職時の移動の違いがあると考えられる．

� 国内人口移動の頻度

次に，職業キャリアによって，国内人口移動の頻度に違いがあるのかを検討する．国内

人口移動の頻度の指標として引っ越し回数を被説明変数とし，居住県数に係る分析と同じ

説明変数を投入して，ポアソン回帰分析を男女別に行った．分析結果は表3のとおりとなっ

た．

年齢，出身地が都市か否か，最後に卒業した学校，未婚か否かに関しては，有意となっ

た説明変数や回帰係数の符合は，居住県数の分析結果と同じになった．ただ，未婚である

ことが引っ越し回数に与える影響力は，説明変数の中で，男女とも最大となっており，居

住県数に対して未婚であることが与える影響力に比べて著しく大きくなっている．これは，

結婚に端を発して引っ越しをする場合，県内移動が多いためと推測できる．
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3）例えば，杉浦（2012）は 1982年から2007年までの総務省「就業構造基本調査」を基に，学歴が高くなるほ

ど他の都道府県或いは同じ都道府県の別の市町村へ移動する者の割合が高く，より広範な場所にまで移動して

いる実態があり，高学歴層では，高い人的資本を活用できる賃金の高い仕事に就くことができるので，そのよ

うな就業機会があれば都道府県等を越えて移動していることを指摘している．また，中澤（2008）も，学部卒

業生と修士修了者を比較すると，修士修了者の方が東京圏に相当する関東地方を就職先とする割合が圧倒的に

高く，一般的に修士修了者は学部卒業生よりも就職する企業規模が大きいこともあり，学部卒業生にもまして

東京圏の企業を就職先として選ぶ傾向が強いことを示している．

4）原（1999）によると，平均就学年数に関しては，ホワイトカラー的な職業が長くブルーカラー的な職業が短

いのは当然であるが，ホワイトカラーの中では専門，管理，事務，販売という序列が一貫して続いていると指

摘する．就学年数が学歴の高さと関連があるとすると，専門，管理が事務より高いという点においては，学歴

が高いほど移動性が高いということを職種の就学年数からも確認できる．本稿の結果において専門と管理が逆

転している点については，連合総合生活開発研究所（2000）によると，管理職と専門職の専門性を学歴，キャ

リア，資格等から比較すると，わずかであるが，「管理職」の方が「専門性」が高くなっており，そうした企

業における人事のねじれも関係している可能性がある．



職業キャリアパターンと引っ越し回数の関係については，男性は「専門・技術→専門・

技術」に比較して，「生産工程→生産工程」，「建設・採掘→建設・採掘」，「サービス→サー

ビス」，「販売→販売」は引っ越し回数が少ない傾向があるのに対し，「専門・技術→管理

職」，「販売→管理職」は引っ越し回数が多い傾向があった．「建設・採掘→建設・採掘」，

「販売→販売」が有意となり，「事務→事務」が有意でなくなった以外は，有意となった職

業キャリアパターンは居住県数の分析結果と同じ結果となった．

女性は「専門・技術→専門・技術」に比べ，居住県数の分析結果と同様，有意な影響を

与える職業キャリアパターンが少なく，「生産工程→生産工程」，「事務→事務」，「サービ

ス→サービス」のみ引っ越し回数が少ない傾向があることが認められた．

3. 職業キャリア形成の節目における国内人口移動

� 最後に卒業した学校への進学の際の移動

職業キャリア形成の節目における国内人口移動が職業キャリアによってどのように違う

のかを分析していく．まず，最終の学校への進学時の移動と最終の学校卒業直後の職業と

の関係を検討する．最後に卒業した学校は，職業キャリアを開始する前の段階ではあるが，

仕事で活用する人的資本の基礎を形成する時期に当たり，また一定程度卒業後の職業を構
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表３ 引っ越し回数

男性 女性

B 標準誤差 Waldχ2 B 標準誤差 Waldχ2

定数 0.168 0.111 2.284 -0.092 0.212 0.190

年齢 0.010 0.001 291.642** 0.013 0.001 221.928**

出身地都市 -0.071 0.011 38.448** -0.009 0.019 0.221

最後に卒業
した学校

専修学校（高卒後），短
期大学，高専等

0.096 0.015 38.268** 0.172 0.021 68.959**

大学，大学院等 0.415 0.013 1086.311** 0.354 0.023 237.309**

未婚 -0.517 0.016 1093.822** -0.479 0.021 522.357**

職業キャリ
アパターン
（最後の学
校卒業直後
の職業→現
在の職業）

事務→事務 -0.020 0.020 0.939 -0.115 0.021 30.314**

販売→販売 -0.048 0.023 4.509* -0.048 0.052 0.828

サービス→サービス -0.105 0.024 19.487** -0.082 0.032 6.643**

生産工程→生産工程 -0.387 0.023 273.426** -0.523 0.056 85.932**

建設・採掘→建設・採掘 -0.240 0.035 46.200** ― ― ―

サービス→事務 ― ― ― 0.027 0.057 0.232

事務→サービス ― ― ― -0.016 0.054 0.085

専門・技術→事務 ― ― ― 0.081 0.052 2.421

事務→管理職 0.033 0.026 1.652 0.020 0.069 0.084

専門・技術→管理職 0.130 0.020 40.296** -0.079 0.065 1.446

販売→管理職 0.103 0.030 11.899** ― ― ―

その他 -0.001 0.014 0.001 0.002 0.025 0.007

対数尤度 -27292.410 -12437.293

AIC 54614.819 24906.586

N 11164 5513

注：1）**：p＜ 0.01，*：p＜0.05，＋：p＜0.1
2）最後に卒業した学校の参照グループは，高校である
3）職業キャリアパターンの参照グループは，専門・技術→専門・技術である



想しつつ最終学校に進学すると考えられるので，本稿では職業キャリア形成の一環として

位置付け，その際の移動と最終の学校卒業直後の職業がどのように関係しているか分析す

る．具体的な分析方法としては，出身地と最終学校を卒業した際の居住地の都道府県が異

なる場合は，最終学校進学時に他県に移動したとみなし「1」を，出身地と最終学校を卒

業した際の居住地の都道府県が同じ場合は他県に移動しなかったとみなし「0」をそれぞ

れ当てはめて，ダミー変数を作成し，この変数を被説明変数として男女別に二項ロジスティッ

ク分析を行った．説明変数は，出身地が都市か否か，最後に卒業した学校，最終の学校卒

業直後の職業を投入した．表4が分析結果である．

まず，地方出身者は都市出身者に比べ男女とも最終学校進学の際に他県に移動する傾向

が認められた．最後に卒業した学校との関係をみると，男女とも「高校」に比べ，「専修

学校（高卒後），短期大学，高専等」，「大学，大学院等」の方が進学の際，他県に移動す

る傾向があることが明確にみてとれる．特に「大学，大学院等」は他の説明変数に比べて

男女ともオッズ比が圧倒的に大きくなっている．高校の場合は出身地から離れた高校に行

くことは珍しいという実態が，後述する初職時の移動や転勤，転職による移動の分析に比

べ，最終学校進学時の移動の分析の当てはまり具合をよくしている．

最終の学校卒業直後の職業については，男性の場合は，「専門・技術」に比較して，「生

産工程」，「販売」，「事務」，「サービス」は同じ県内に進学する傾向がある．女性は「専門・

技術」に比べ，「サービス」と「事務」が同じ県内に進学する傾向があることが認められ

た他には，有意となった職業はなかった．

職業キャリアの出発点が「専門・技術」である者は，他の職業に比べ，男女とも最終学
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表４ 最後に卒業した学校への進学の際に他県に移動

男性 女性

B Exp(B) B Exp(B)

定数 -3.654 0.026** -3.941 0.019**

出身地都市 -1.248 0.287** -1.074 0.342**

最後に卒業
した学校

専修学校（高卒後），短
期大学，高専等

2.807 16.559** 2.833 16.999**

大学，大学院等 4.194 66.259** 3.827 45.911**

最後の学校
卒業直後の
職業

事務 -0.205 0.815** -0.229 0.795**

販売 -0.312 0.732** -0.194 0.824

サービス -0.177 0.838* -0.210 0.811＋

生産工程 -0.783 0.457** -0.109 0.897

建設・採掘 -0.246 0.782 ― ―

その他 -0.222 0.801* -0.193 0.825

NagelkerkeR2 0.414 0.254

－2対数尤度 8884.889 4400.600

χ2 3659.932** 944.596**

N 11164 5513

注：1）**：p＜ 0.01，*：p＜0.05，＋：p＜0.1
2）最後に卒業した学校の参照グループは，高校である
3）最後の学校卒業直後の職業の参照グループは，専門・技術である



校進学の際，他県に移動する傾向が強いことがわかった．これは，東京圏を始め大都市圏

は，専門・技術分野を含め学部・学科のバリエーションも大きい大規模校が集中してお

り５），職業キャリアにおいて専門・技術分野を志す者は，そうした高等教育の機会を求め

て県を超えて進学することが多いためと考えられる６）．最終の学校卒業直後の職業によっ

て最終学校進学の際の移動に違いがみられることが明らかになった．

� 初職時の移動

次に，職業キャリアの出発点といえる最終の学校卒業直後の職業と初職時の移動との関

係を検討する．具体的な分析方法としては，最終学校を卒業した際の居住地と初職時の居

住地の都道府県が異なる場合は，初職時に他県へ移動したとみなし「1」を，最終学校を

卒業した際の居住地と初職時の居住地の都道府県が同じ場合は，初職時に他県へ移動しな

かったとみなし「0」を当てはめて，ダミー変数を作成し，この変数を被説明変数として

男女別に二項ロジスティック分析を行った．説明変数は，最終学校進学の際の移動につい

ての分析と同じものを投入した．表5が分析結果である．

まず，地方出身者は，最終学校進学時と同様，男女とも初職時に他県に移動する傾向が

認められた．最後に卒業した学校との関係をみると，男女とも「高校」に比べ，「専修学
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5）磯田（2009）は，東京大都市圏を中心に3大都市圏に高等教育機会が集中しており，とりわけ東京大都市圏

において大規模校が多く，学部・学科のバリエーションも全国一大きく，高等教育機会の提供において競争力

の高い地域となっていると指摘する．

6）本人の職業ではなく，親の職業に関するものであるが，李（2012）は，父親が専門・技術系・管理的職業で

あるほどその子弟が進学時に移動している傾向があることを指摘し，地方で恵まれた環境の家庭で生まれた若

者と恵まれない家庭で生まれた若者との二極化が進んでいると指摘する．

表５ 初職時に他県に移動

男性 女性

B Exp(B) B Exp(B)

定数 -1.181 0.307** -1.907 0.149**

出身地都市 -0.744 0.475** -0.883 0.414**

最後に卒業
した学校

専修学校（高卒後），短
期大学，高専等

0.531 1.701** 0.605 1.830**

大学，大学院等 1.659 5.255** 1.572 4.814**

最後の学校
卒業直後の
職業

事務 -0.352 0.703** -0.248 0.781**

販売 -0.388 0.678** 0.089 1.093

サービス -0.410 0.664** 0.003 1.003

生産工程 -0.631 0.532** -0.741 0.476**

建設・採掘 -0.330 0.719** ― ―

その他 -0.081 0.922 -0.143 0.867

NagelkerkeR2 0.176 0.114

－2対数尤度 12560.892 5064.930

χ2 1506.560** 408.978**

N 11164 5513

注：1）**：p＜ 0.01，*：p＜0.05，＋：p＜0.1
2）最後に卒業した学校の参照グループは，高校である
3）最後の学校卒業直後の職業の参照グループは，専門・技術である



校（高卒後），短期大学，高専等」，「大学，大学院等」の方が初職時に他県に移動する傾

向がみてとれる．しかし，最終学校進学の際の移動に比べ，これらの変数の影響力は小さ

くなっている．これは，進学で都市部に出てきた者が最終学校卒業後そのまま都市部にと

どまって初職に就くケースや，高校を卒業した者が他県で初職に就くケースが少なくない

ことが関係していると推測できる．

最終の学校卒業直後の職業については，男性は「専門・技術」に比較して，「生産工程」，

「サービス」，「販売」，「事務」，「建設・採掘」は初職の際，他県に移動しない傾向が認め

られた．「建設・採掘」が有意となった点以外は，有意となった職業が最終学校進学の際

の移動の分析結果に一致した．女性は「専門・技術」に比べ，「生産工程」と「事務」の

み初職時に他県に移動しない傾向があることが認められ，他に有意となった職業はなかっ

た．

男女とも，「専門・技術」が他の職業に比べ初職時に他県に移動する傾向があるのは，

様々な専門・技術職を雇用する企業が都市部に集中しているためと考えられる．また，男

性については，「専門・技術」から管理職になる職業キャリアをたどる者も少なくないの

で，多くの管理職を擁する大企業が都市部に集中していることも，「専門・技術」が初職

時に他県に移動する傾向が強いことの背景と考えられる．

� 転勤を理由とする転居の経験・予定

就職後の職業キャリア形成における一つの節目といえる転勤による移動と職業キャリア

パターンとの関係について検討する．転勤は企業の営業上の必要性７）によるものではある

が，職業キャリアの形成や能力開発の手段としても重要な機能を担っているとされる８）．

人口移動調査では，職業キャリアにおける全ての転勤を追っていないため，ここでは，直

近の引っ越しとこれから5年後までの引っ越しにおける転勤の経験・予定のみを取り上げ，

被説明変数を作成していることに留意が必要である．即ち，引っ越しの経験がある場合の

直近の引っ越しの理由と，5年後に居住地が異なる可能性がある場合の理由のいずれかま

たは両方に「転勤」と回答している場合に「1」，それ以外の場合に「0」とするダミー

変数を作成し，男女別に二項ロジスティック分析を行った．説明変数は，年齢，出身地が

都市か否か，最後に卒業した学校，未婚か否か，職業キャリアパターンを投入した．分析

結果は表6のとおりとなった９）．
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7）今野（2010）は，市場環境の変化が激しい状況下で競争を迫られる企業は経営戦略や事業構造に合わせて機

動的に人材を配置することが必要なために，業務ニーズによる従業員の広域移動への要請が高まっていると指

摘する．

8）武石（2017）によると，正社員に関して長期継続的な雇用を前提に雇い入れる以上，社員が転勤を受入れる

ことは不可避である側面もあるとともに，転勤は，経験の幅を広げるという能力開発やキャリア形成の手段と

しても重要な役割を担ってきたと指摘する．

9）全国の300人以上の企業を対象に調査を行った労働政策研究・研修機構（2017）によると，新卒入社で定年

まで働いた場合の国内転勤経験者の中での1人当たり転勤回数については，「1～2回」が40.6％で最も多く，

次いで「3～4回」が31.4％，「5～6回」が15.3％となっており，複数回の転勤を経験している者も少なく

ないことがわかる．本稿では，直近と5年後までの2時点の移動を分析の対象としているため，転勤の頻度の

高い者が「転勤を理由とする転居の経験や予定あり」とされる可能性が高い．



まず，若いほど転勤を理由とする転居の経験や予定（以下，「転勤」）がある傾向が男性

についてのみみられた．若い年齢層の方が転勤が多い可能性がある10）．出身地が都市であ

るか地方であるかについては有意な影響は認められなかった．「転勤」と最後に卒業した

学校との関係をみると，「高校」に比べ，男性は「大学，大学院等」，女性は「専修学校

（高卒後），短期大学，高専等」も「大学，大学院等」も「転勤」がある傾向がみてとれる．

男女とも高学歴であるほど転勤する者が多い傾向が認められた．

男性は結婚しているほど「転勤」がある傾向がみられたのに対し，女性は逆に結婚して

いるほど「転勤」がない傾向がみられた．女性についての結果は，転勤についての企業の

女性への配慮，特に子育て期の女性への配慮によるものではないかと考えられる11）．
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表６ 転勤を理由とする転居の経験・予定あり

男性 女性

B Exp(B) B Exp(B)

定数 -1.173 0.309** -4.154 0.016**

年齢 -0.018 0.982** 0.003 1.003

出身地都市 -0.050 0.951 -0.243 0.785

最後に卒業
した学校

専修学校（高卒後），短
期大学，高専等

-0.086 0.918 0.478 1.612*

大学，大学院等 0.856 2.353** 1.499 4.476**

未婚 -0.209 0.811** 0.333 1.396*

職業キャリ
アパターン
（最後の学
校卒業直後
の職業→現
在の職業）

事務→事務 0.186 1.205＋ -0.027 0.973

販売→販売 0.313 1.368** 0.865 2.376**

サービス→サービス -0.132 0.876 -0.168 0.845

生産工程→生産工程 -0.886 0.412** -17.429 0.000

建設・採掘→建設・採掘 -0.539 0.583** ― ―

サービス→事務 ― ― -0.201 0.818

事務→サービス ― ― -0.388 0.679

専門・技術→事務 ― ― -0.014 0.986

事務→管理職 0.693 2.000** 0.657 1.929

専門・技術→管理職 0.618 1.855** 0.505 1.658

販売→管理職 0.674 1.962** ― ―

その他 -0.200 0.818** 0.111 1.117

NagelkerkeR2 0.098 0.074

－2対数尤度 9550.500 1725.561

χ2 679.483** 116.519**

N 11164 5513

注：1）**：p＜ 0.01，*：p＜0.05，＋：p＜0.1
2）最後に卒業した学校の参照グループは，高校である
3）職業キャリアパターンの参照グループは，専門・技術→専門・技術である

10）実際，若い層において転勤が多いとの調査結果もある．労働政策研究・研修機構（2017）によると，国内転

勤では「転勤はどの年齢層でも偏りなくある」と答えた企業が66.2％であったが，「転勤の多い年齢層がある」

と回答した企業も31.1％あり，そうした企業においては，国内転勤が多い年齢層（複数回答）は，「30代」

（67.4％），「40代」（48.3％），「20代」（39.1％）となっていた．

11）労働政策研究・研修機構（2017）によると，過去3年間で転勤において家族的事情などを考慮したことがあ

るかについて，「親等の介護」（56.7％）で最多であるが，次いで「本人病気」（42.1％），「出産・育児」（28.2

％），「結婚」（23.8％），「子の就学・受験」（22.2％）となっており，転勤において考慮する事情として子ども

に関わる事情も多い．また，過去3年間でみた転勤に関する認識について，「子育て期の女性を転勤させるこ

とが難しい」との認識が87.2％と最も高くなっている．



職業キャリアパターンは，「専門・技術→専門・技術」に比べて，男性の方は，「生産工

程→生産工程」，「建設・採掘→建設・採掘」の場合，「転勤」がない傾向があるのに対し，

「販売→管理職」，「事務→管理職」，「専門・技術→管理職」，「販売→販売」，「事務→事務」

は逆に「転勤」がある傾向が認められた．事務職，販売職，専門・技術職から管理職に就

いた者12），或いは経験を積んで将来的には管理職になるキャリアパターンが多い事務職や

販売職は，専門・技術職のキャリアを続けている者より転勤する傾向がみられる．

女性の方は，「専門・技術→専門・技術」に比較して，「販売→販売」がプラスになった

他は有意となった職業キャリアパターンはなかった13）．男性の方は，「管理職」になった

者ほど「転勤」がある傾向がみられたが，女性は「事務→管理職」も「専門・技術→管理

職」もそうした傾向は認められなかった．この結果は，転勤しなくても昇進できるぐらい

能力や業績があるといった特別なケースでしか女性が管理職に昇進できないという実態が

あることを推測させる．そもそも企業は人材育成という観点で転居を伴う転勤を重視して

おり，管理職昇進を決めるに当たっても重要な要素の一つとしている．しかし，表1から

も明らかであるとおり，前述した企業の女性への配慮もあって，女性が転居を伴う転勤を

することは男性に比べ顕著に少ない．転勤の経験を人材育成の観点から重視することが女

性の人事評価にとって不利に働いている可能性がある．近年，女性に限らず，勤務地等を

限定した社員を望む総合職が増加している．少子高齢化が進展し，労働供給制約が強まる

中，女性の活躍促進のためにも，人材調達範囲拡大のためにも，本人の希望や事情との調

整の重視，転勤制度の透明化・可視化等，転勤政策の見直しや，総合職の制約社員化に対

応する抜本的な人事改革等が企業に求められる14）．

� 転職を理由とする転居の経験・予定

次に，転職による移動と職業キャリアパターンについて検討する．転職は，就職した後

の企業外の労働市場における職業キャリア形成のための自律的な移動といえる．しかし，
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12）専門・技術職のキャリアについて，藤本（2005）は，研究者・技術者のキャリアパスは,研究職・技術職か

ら管理職へ移行するのが一般的であるが，専門職制度などデュアルラダーといわれるような事務職とは異なる

技術者用の職業階梯をもつ企業も多いと指摘する．また，中澤（2008）は，研究開発技術者もキャリア後半で

は事務職と同様に管理職として処遇されるとする包括的一元管理ととらえるほうがより実情に適っていると考

えられるが，管理職への転換の程度が企業によってかなり異なると指摘する．

13）労働政策研究・研修機構（2017）によると，国内転勤の頻度の多い職種（4つまでの複数回答）は，「管理

職」が65.2％と最も多く，次いで「営業職」（56.4％），「研究開発等の技術系専門職」（20.2％），「販売職・接

客サービス職」（16.1％），「総務・人事の事務職」（14.5％），「製造・生産現場の作業」（14.0％），「経理・財務

の事務職」（12.0％）となっている．調査結果が男女別となっていないこと等から，単純に比較することはで

きないが，第8回人口移動調査では，営業職は基本的には「事務」に含まれていることを勘案すると，分析結

果はこの調査結果と一定程度合致しているといえる．

14）武石（2017）は，女性活躍推進を含むダイバーシティ戦略の下で，転勤政策のあり方について，対象者の範

囲の見直し，転勤を透明化・可視化できる運用のあり方，本人の希望や事情との調整，といった観点から検討

を行う必要性を指摘する．また，松原（2017）は，企業の人事配置に対して，個人のキャリア展望や事情に配

慮した取組のニーズが高いことを指摘する．加えて，今野（2016）は，深刻な労働供給制約への対応策として，

女性を含め人材調達の範囲を拡大することが必要であることを指摘し，今野（2017）は，総合職の制約社員化

に対応する人事管理を5つのタイプに類型化し，その設計の際，重視すべきポイントや考えられる政策の選択

肢を提示している．



表1のとおり，転職を理由とする転居の経験・予定（以下，「転居を伴う転職」）ありダミー

の平均値は，「転勤」ありダミーに比べ男女とも小さく，少なくとも本稿で分析対象とし

た正社員については，転職による移動が国内人口移動全体に占める比重は小さいと考える

ことができる．転勤と同様，直近の引っ越しとこれから5年後までの引っ越し15）における

転職の経験・予定のみを取り上げ，被説明変数を作成した．即ち，引っ越しの経験がある

場合の直近の引っ越しの理由と，5年後に居住地が異なる可能性がある場合の理由のいず

れかまたは両方に「転職」と回答した場合に「1」，それ以外の場合に「0」とするダミー

変数を作成し，男女別に二項ロジスティック分析を行った．説明変数は，転勤と同じ変数

を投入した．分析結果は表7のとおりとなった．
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15）転職は転勤に比べても転居を伴わないものが多いと考えられるので，あくまで転職の一部を把握した数値に

過ぎないことに留意が必要である．本稿の分析は，正社員のみを対象としていることや，転職経験だけでなく

将来の転職も取り上げていること等から，単純な比較はできないが，厚生労働省（2015）によると，転職者の

中で今の勤め先に転職するに当たって転居した者の割合は18.5％であった．

表７ 転職を理由とする転居の経験・予定あり

男性 女性

B Exp(B) B Exp(B)

定数 -3.511 0.030** -5.617 0.004**

年齢 -0.003 0.997 0.013 1.013

出身地都市 -0.061 0.941 -0.448 0.639*

最後に卒業
した学校

専修学校（高卒後），短
期大学，高専等

0.383 1.466** 2.647 1.405

大学，大学院等 0.833 2.300** 0.973 2.647**

未婚 0.781 2.183** 2.140 8.502**

職業キャリ
アパターン
（最後の学
校卒業直後
の職業→現
在の職業）

事務→事務 -0.553 0.575** -0.499 0.607*

販売→販売 -0.126 0.882 -0.184 0.832

サービス→サービス -0.313 0.731 0.316 1.371

生産工程→生産工程 -0.319 0.727＋ -1.132 0.322

建設・採掘→建設・採掘 -0.270 0.764 ― ―

サービス→事務 ― ― 0.691 1.996

事務→サービス ― ― -0.774 0.461

専門・技術→事務 ― ― 0.392 1.480

事務→管理職 -0.210 0.811 0.271 1.311

専門・技術→管理職 -0.648 0.523* -17.000 0.000

販売→管理職 0.100 1.105 ― ―

その他 0.376 1.456** 0.200 1.222

NagelkerkeR2 0.048 0.134

－2対数尤度 4317.782 1249.695

χ2 178.047** 170.131**

N 11164 5513

注：1）**：p＜ 0.01，*：p＜0.05，＋：p＜0.1
2）最後に卒業した学校の参照グループは，高校である
3）職業キャリアパターンの参照グループは，専門・技術→専門・技術である



まず，年齢は有意な影響を男女とも持たなかった．正社員であっても定年前の50代はセ

カンドライフに向けて例えばUターン転職すること等も少なくないと考えられ16），「転居

を伴う転職」でみたときは，年齢によってそれほど相違がなくなっていると推測できる．

出身地が都市であるか地方であるかについては，地方出身者の方が「転居を伴う転職」が

ある傾向が女性についてのみ認められた．「転居を伴う転職」と最後に卒業した学校との

関係をみると，「高校」に比べ，男性は「専修学校（高卒後），短期大学，高専等」，「大学，

大学院等」，女性は「大学，大学院等」が「転居を伴う転職」がある傾向がみてとれる．

男女とも高学歴であるほど，「転居を伴う転職」がある傾向が認められた．

また，男女とも未婚であるほど「転居を伴う転職」がある傾向がみられた．回帰係数の

差の検定を行った結果，女性について，未婚であることが「転居を伴う転職」に対して及

ぼす影響力は男性に比べ有意に高かった．未婚であることに係る説明変数が女性の分析モ

デルの当てはまり具合を高めており，職業キャリア形成の節目における移動についての分

析のうち，転職による移動の分析は，女性の分析モデルの当てはまり具合が男性の分析モ

デルよりよい唯一のものとなっている．

職業キャリアパターンでは，「専門・技術→専門・技術」に比べて，男性の方は，「専門・

技術→管理職」，「事務→事務」及び「生産工程→生産工程」は「転居を伴う転職」がない

傾向が認められた．同じ専門・技術職から出発しても，管理職になる場合は企業特殊的な

人的資本を形成することで同じ組織にとどまる傾向があるのに対し，専門・技術職を続け

る場合においては，専門・技術職としてのエンプロアビリティを高めることができて，転

職しやすいことが背景にあると推測できる．「転勤」についての分析結果と合わせて考え

ると，専門・技術職のキャリアを続けている者は，企業内では管理職になった者或いは管

理職予備軍より転勤が少なく移動性が低いが，企業外の労働市場での移動性は専門・技術

職から管理職になった者より高い．「事務→事務」については，管理職予備軍も一定程度

含まれていることもあって，企業外の労働市場での移動性が低いと推測できる．「生産工

程→生産工程」は職業キャリア形成の他の節目においても移動性が低いが，「転居を伴う

転職」においても移動性が低いことが確認できた．

女性の方は，「専門・技術→専門・技術」に比べて，男性と異なり，「事務→事務」のみ

「転居を伴う転職」がない傾向が認められた17）．他の分析と同様，有意となる職業キャリ

アパターンは男性に比べ少なかった．
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16）非正社員も含めた調査であるが，厚生労働省（2015）によると，転居を伴う転職の割合を年齢階級別にみた

とき，25～29歳と50歳～54歳の二つの年齢階級に山がある．50～54歳は25～29歳の山に比べ小さいが，本稿で

対象とした正社員が含まれる割合は大きいと考えられる．

17）労働政策研究・研修機構（2018）によると，2017年の就業構造基本調査を用いて算出した，職種別の転職率

のうち，本稿の分析で対象とした職種をみると，サービス職業が最も高く，販売，事務，生産工程，専門的・

技術的職業，建設・採掘が続き，管理的職業が最も低いという順になっている．調査結果が男女別となってい

ないこと，非正社員も対象としていること，転居を伴わない転職も含まれていること等から，単純に比較する

ことはできないが，有意となった職種について照らし合わせてみると，一定程度符合している．



Ⅴ．まとめと今後の課題

本稿では，職業キャリアの形成と移動がどのように関わっているのかという問題意識の

下，「第8回人口移動調査」のデータを用い，従業上の地位が正社員である男女を対象と

して，国内人口移動の範囲・頻度や最終学校進学，初職，転勤，転職といった職業キャリ

ア形成の節目における移動と，職業キャリアとの関係について分析を行った．分析の結果，

次の4点が明らかになった．

第一に，男性については，専門・技術職のキャリアを続けている者に比べ，専門・技術

職や販売職等から管理職になった者は，移動の範囲が広く，頻度も多いのに対し，生産工

程，サービス等のキャリアを続けている者は，移動の範囲が狭く，頻度も少ない傾向があ

る．

第二に，女性については，専門・技術職のキャリアを続けている者に比べ，生産工程や

事務職のキャリアを続けている者は移動の範囲が狭く，頻度も少ない傾向がある．

第三に，職業キャリアパターンや最終の学校卒業直後の職業によって，最終学校進学時

や初職時の移動，転勤による移動に違いがある．具体的には，男性において，最終の学校

卒業直後の職業を専門・技術職とする者に比べ，生産工程，販売職，事務職，サービス職

とする者は最終学校進学時や初職時に同じ県にとどまる傾向がある．また，男性について

のみ，専門・技術職を続けている者に比べ，管理職になった者や管理職予備軍といえる販

売職や事務職を続けている者は転勤する傾向があるのに対し，生産工程や建設・採掘を続

けている者は転勤しない傾向がみられた．他方，女性については，最終の学校卒業直後の

職業を専門・技術職とする者に比べ，事務職とする者は，最終学校進学時や初職時に同じ

県にとどまる傾向が認められた．以上より，上記第一，第二の主な要因として，①男女共

通して，専門・技術職からキャリアをスタートする者は，他の職業からキャリアをスター

トする者に比べ，最終学校進学時や初職時に他県に移動する傾向が強いこと，②男性につ

いては，管理職になった者や管理職予備軍である者は，他の職業キャリアに比べ，転勤す

る傾向が強いことがあると考えられる．

第四に，女性は男性に比較して，職業キャリアの違いが国内人口移動に与える影響は限

定的で，職業キャリア形成の節目での移動性は低い．具体的に述べると，職業キャリア形

成の節目における移動に係る全ての分析において，有意となった職業キャリアパターンや

最終の学校卒業直後の職業の数は，男性の方が女性より圧倒的に多かった．例えば，管理

職に昇進した者ほど転勤する傾向は男性に認められたが，女性には認められなかった．女

性については，職業キャリアの違いが国内人口移動に与える影響は男性に比し限定的であ

るということができる．職業キャリアと移動が密接に結びついていないことが，職業キャ

リア形成の節目である最終学校進学，就職，転勤，転職いずれの時点においても，女性の

移動性が男性に比較して低いことにつながっていると考えられる．

以上から，後に管理職になる者を含め，専門・技術職として職業キャリアを始める者に
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とっては，最終学校進学時や初職時の移動が職業キャリア形成にとって重要な機能を担っ

ていることが示唆される．また，男性については，管理職になった者や管理職予備軍にとっ

て，転勤が職業キャリアをさらに伸長していく上で有用な機会となっていることが推測で

きる．これらの職業キャリアを歩む者にとっては，国内人口移動が職業キャリア形成の節

目において大きな役割を果たしていることがうかがわれる18）．ただ，企業が転勤を人材育

成の面から重視しすぎることは，女性活躍促進の観点や勤務地等を限定した社員を望む総

合職の増加への対応の観点からも望ましくないと考えられる．転勤制度の運用のあり方や

総合職の制約社員化に対応する抜本的な人事改革が企業に求められる．

本稿では，調査上の制約があり，2時点のみの職業を取り上げ，職業キャリアパターン

として類型化した．また，転勤や転職については，直近の移動と5年後までの移動におけ

る転勤や転職の経験・予定のみを対象とした．しかし，本来であれば職業キャリアの軌跡

を丁寧にたどった上で国内人口移動との関係について分析を行う必要があるだろう．また，

本稿で分析の対象とした，最終の学校卒業直後及び現在の従業上の地位が正社員である者

の割合は，18歳から59歳までの者のうちの46.7％を占めるに過ぎず，特に女性については

30.6％にとどまっている．全体的な状況を把握するためにも，非正社員の職業キャリアと

国内人口移動の分析が今後の課題となる．
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OccupationalCareersandInternalMigration

YukoTSUKASAKI

Thispaperanalyzedtherelationshipbetweenoccupationalcareersandinternalmigration

usingthedatafromtheEighthNationalSurveyonMigration.Theanalysiswasconductedonmale

andfemaleregularemployees.Asaresult,thefollowingfourpointsbecameclear:(1)Asformen,

comparedtothosewhocontinuetheircareersinprofessionalandengineeringjobs,thosewhohave

changedfromprofessionalandengineeringjobsorsalesjobstomanagerialjobstendtohavea

widerrangeofandmorefrequentmigration.Ontheotherhand,thosewhocontinuetheircareers

suchasmanufacturingprocessandservicejobstendtohaveanarrowerrangeofandlessfrequent

migration.(2)Regardingwomen,comparedtothosewhocontinuetheircareersinprofessionaland

engineeringjobs,thosewhocontinuetoworkinclericalandmanufacturingprocessjobstendto

haveanarrowerrangeofandlessfrequentmigration.(3)Tendencytohavemovedtoother

prefecturesforthefinaleducationorfirstjobofthosewhostartoccupationalcareersfrom

professionalandengineeringjobsandtendencytobetransferredofmalemanagersand

managers-to-bearethemainfactorsof(1)and(2).(4)Forwomen,theeffectofdifferencesin

occupationalcareeronmigrationislimitedcomparedtomenandwomenarelessmobileatthe

milestonesinvocationalcareerformationthanmen.Understandingthedifferencesininternal

migrationdependingonoccupationalcareerswillhelptofindouttheroleofmigrationin

occupationalcareerformationandtheactualsituationofinternalmigrationrelatedtoemployment.
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AnExaminationoftheRiskofBecomingUninhabitedat
theSmallAreaScale:

UsingDatafromtheWebSystemofSmallArea
PopulationProjectionsfortheWholeJapan

TakashiINOUEandNozomuINOUE

1.Introduction

ThefirstauthorreleasedtheoriginalwebsiteofTheWebSystemofSmallAreaPopulation

ProjectionsfortheWholeofJapanin2016(Inoue2016,2018)."SAPPforJapan"standsforthis

system,whichopenedsmall-area(about217thousandareas),long-time(2015-60),and

nationwideprojectedpopulationofJapanforthefirsttimeoninternet.Thissystemenablesusto

performvarioustypesofdemographicanalysisbymakingthemostoftheadvantageofpopulation
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TheWebSystemofSmallAreaPopulationProjectionsfortheWholeofJapan(SAPPforJapan)was

releasedbythefirstauthorin2016.Thepurposeofthisstudyistoattemptanexaminationoftheriskof

becominguninhabitedatthesmallareascaleinJapanusingdatafromSAPPforJapanandtodemonstrate

itsapplicationcapabilitythroughtheexamination.Weperformedtheanalysisbyapplyingtwologitmodels

tothe2010small-areacensuspopulationandtheprojectedpopulationobtainedfromSAPPforJapan.We

alsoformulatedthe(a)risk-of-disappearingdummy,(b)marginal-villagedummy,(c)non-DIDdummy,and

(d)nonmetropolitan-areadummy.Variableswereassignedavalueof1ifasmallareasatisfiedoneofthe

followingfourcriteria,and0iftheydidnot:(a)Thefemalepopulationaged20-39declinesbymorethanor

equalto50percentfrom2010to2040;(b)Theproportionofthepopulationaged65andolderin2010is50

percentormore;(c)Thepopulationpersquarekilometerin2010islessthan4,000persons;(d)Thelocation

isoutsideofthethreemajormetropolitanareasincludingthe11prefectures(Saitama,Chiba,Tokyo,

Kanagawa,Gifu,Aichi,Mie,Osaka,Kyoto,Hyogo,orNara).Theanalysisresultsaresummarizedas

follows:First,theconditionsatisfyingthemarginal-villagecriterionisthemostinfluentialriskfactorinterms

ofsmallareas'becominguninhabitedinthefuture.Thissuggeststhattheriskisextremelyhighinsmallareas

wherethepopulationissignificantlyaging.Second,theconditionsatisfyingtherisk-of-disappearingcriterion

isalsoaninfluentialriskfactorforsmallareas.Thissuggeststhatthedeclineintheyoungfemalepopulation

insmallareasgreatlyincreasestherisk.Third,thenon-DIDandnonmetropolitan-areacriteriahavelittle

influenceontherisk.Inotherwords,lowpopulationdensityinsmallareasdoesnotalwaysincreasetherisk.

Forth,asaresult,ithasbeenproventhatSAPPforJapanhasacapabilityforthedemographicanalysis.



forecastingonaper-small-areabasis.Infact,thefirstauthorhasindicatedtheefficacyofthe

systemthroughafewdemographicanalyses(Inoue2018;InoueandKomatsu2018;Inoueand

Inoue2018).Thepurposeofthisstudyistoattemptanexaminationoftheriskofbecoming

uninhabitedatthesmallareascaleinJapanusingdatafromSAPPforJapanandtodemonstratethe

applicationcapabilityofthesystemthroughtheexamination.

RegionalPopulationProjectionsforJapan:2010-2040practicedbytheNationalInstituteof

PopulationandSocialSecurity(2013)assumedthatpopulationmigrationrateswouldconvergeto

acertainextentinthefuture.Incontrast,theJapanPolicyCouncil(2014)assumedthatmigration

amongregionswouldnotconvergeinthefutureandthat,asaresult,theyoungfemalepopulation

of896municipalities(49.8percentofthetotal)woulddecreasebymorethanorequalto50percent

by2040.Ofthese896municipalities,thereare523municipalities(29.1percentofthetotal)whose

populationislessthan10,000.TheCouncildesignatedthemunicipalitieswherethefemale

populationaged20-39woulddecreaseby50percentormorefrom2010to2040asthe"citiesat

riskofdisappearing."Inthemeantime,Ohno(1991)advocatedthenewterm"marginalvillage"for

villageswheremorethanorequalto50percentofthepopulationisages65andolder.Marginal

villagesfacedifficultiesinmaintainingtheirfunctionsascommunities.TheRuralDevelopment

PlanningCommission(2006)surveyedsomeproblemspeculiartothemarginalvillage1).Several

studiescriticallyandempiricallydiscussedthepossibilitythatthemarginalvillagewouldbecome

uninhabited(e.g.,Sakuno2012;Yamamoto2014).

Asmentionedabove,theconditionofbecomingacityatriskofdisappearingfocusesonlyon

theyoungfemalepopulation,andbycontrast,theconditionofbecomingamarginalvillagefocuses

onlyontheelderlypopulation.Adeclineinthenumberofyoungwomenwhoreproducethe

populationleadstoareductioninthenumberofchildren,whicheventuallyresultsinpopulation

decline.Furthermore,areaswithahighpercentageofelderlypeopletendtohavearelativelylow

production-agepopulation,whichmakesitdifficulttomaintainthecommunityandpromotes

populationdeclineinthearea.Althougheitheroftheaboveconditionsisafactorinpopulation

decline,therearefewstudiesthatcomparethetwoconditionsintermsoftheirinfluenceon

increasingtheriskofbecominguninhabitedinJapan.Thisstudyattemptsanexaminationofthe

riskofbecominguninhabitedatthesmallareascaleinJapanthroughademographicanalysis,

specificallybyapplyinglogitmodelstothe2010small-areacensuspopulationandtheprojected

populationobtainedfromSAPPforJapan.Sincethisanalysisdemonstratestheconditionthat

providesmoreexplanatoryfactorsfortherisk,itisalsopossibletoidentifyareaswherethe

populationwillexcessivelydeclineinthefuture.Section2explainsthedataandspecificmethods

usedintheanalysis.Section3describesanalysisresultsbyapplyinglogitmodels.Thefinalsection

summarizestheanalysisresultsandreferstofutureissues.
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1)Manyotherstudiesdiscussedproblemsonthemarginalvillage(e.g.,Ohno2005,2008;Odagiri2009).



2.DataandMethods

Thissectiondescribesthedataandmethodsusedintheanalysis.Twotypesofdatawereused.

Thefirstoneisthecensusdemographicdatabysexand5-yearagegrouponaper-small-areabasis

in2010.Thesecondoneistheprojectedpopulationdatafromtheofficialversion2.0ofSAPPfor

Japan.Asmentionedabove,thissystemfirstofferedweb-basedaccesstosmall-area（approxi-

mately217,000cho-chosandazas），long-term （2015-60）,andnationwidepopulation

projectionsforJapanbysexand5-yearagegroup.Beforedevelopingthissystem,Inoue(2014,

2017)proposedanewmethodtosmooththetwodemographicindicators(cohortchangeratioand

child-womanratio)ontheanalogyofthepopulationpotentialbyStewart(1947).Themethod

smoothsthetwodemographicindicatorsofasmallareabyusingthoseofamunicipalityincluding

thesmallareaandiswritteninthefollowingequation:

・・i・
pi・

pi・ ・ P・
・
qi

pi

・
P・

pi・ ・ P・
・
Q

P
, (1)

wherepiandqishowthepopulationofsmallareai,PandQshowthepopulationofamunicipality

includingthesmallarea,and・・idenotesanestimatorofdemographicindicatorqi/piofsmallarea

i.IfpiandPshowthepopulationregardingacertaincohortatonetimepointandifqiandQshow

thepopulationregardingthesamecohortatanothertimepoint,bothqi/piandQ/Pindicatea

cohortchangeratio.IfpiandPshowthefemalepopulationaged20-39andifqiandQshowthe

populationaged0-4,bothqi/piandQ/Pindicateachild-womanratio.Theprojectedpopulation

ofSAPPforJapanhavebeencalculatedbasedonthecohortchangeratiomethod2)usingtheabove

twodemographicindicatorssmoothedbyEquation(1).Asiswellknown,thepopulation

projectionsbythismethodisperformedunderthepreconditionthatallcohortchangeratiosandall

child-womanratiosatthebeginningofaprojectionperiodareconstantduringtheperiod3).Because

thechild-womanratioisoneofindicatorsshowingfertilityorafertilityrate,wecanconsiderthe

cohortchangeratiomethodtobeademographictechniqueestablishedunderthepreconditionthat

thecohortchangeratioandthefertilityrateareconstant.

Toperformtheabove-mentioneddemographicanalysisbylogitmodels,weattemptedto

measuretheriskofbecominguninhabitedinsmallareasbycomparingtheprojected2060

populationdatawiththe2010censusdata.Theanalysisfocusedon203,373smallareaswitha

populationgreaterthanorequalto10in2010.AccordingtoSAPPforJapan,theproportionof

thosesmallareastothetotalis93.66percentonanumberbasis,88.22percentonanareabasis,

and99.99percentonapopulationbasis.

Basedonfourcriteria,wedefinedfourdummyvariablesasexplanatoryonesoflogitmodels:
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2)ThismethodwasformulatedbyHamiltonandPerry(1962)andismostusuallyusedforsmallareapopulationprojections

atpresent.

3)Underthisprecondition,ifonceanareabecomesuninhabited,theareaneverbecomesinhabited.



criteriaandvariablesregardingthe"cityatriskofdisappearing,"the"marginalvillage,"the

non-DID4),andthenonmetropolitanarea(hereinafterreferredtoasrisk-of-disappearing,

marginal-village,non-DID,andnonmetropolitan-areacriteria/dummies,respectively).Thechief

aimofthisanalysiswastocomparetherisk-of-disappearingcriterionwiththemarginal-village

criterion.Nevertheless,thenon-DIDandnonmetropolitan-areacriteriawerealsoaddedtogenerate

thedummyvariablesinthisregression,becausethenon-DIDornonmetropolitan-areacriteria

indicateasmallareawithlowpopulationdensityoracertainlevelofrurality,andbothindicatethat

thesmallareaislikelytobecomeuninhabited.Giventheabove,weformulatedthe(a)

risk-of-disappearingdummy,(b)marginal-villagedummy,(c)non-DID dummy,and(d)

nonmetropolitan-areadummy.Variableswereassignedavalueof1ifasmallareasatisfiedoneof

thefollowingfourcriteria,and0iftheydidnot:

(a)Thefemalepopulationaged20-39declinesbymorethanorequalto50percentfrom

2010to2040;

(b)Theproportionofthepopulationaged65andolderin2010is50percentormore;

(c)Thepopulationpersquarekilometerin2010islessthan4,000persons;

(d)Thelocationisoutsideofthethreemajormetropolitanareasincludingthe11prefectures

(Saitama,Chiba,Tokyo,Kanagawa,Gifu,Aichi,Mie,Osaka,Kyoto,Hyogo,orNara).

Table1representsbasicstatisticsbygroupsofsmallareasdeterminedaccordingtowhether

theysatisfiedeachcriterion,i.e.,whethereachdummyvariableequals1or0.Everypopulation
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4)DID(DenselyInhabitedDistrict)isatypeofstatisticalareainJapan.Itscorecriterionisthatthepopulationdensityis

morethanorequalto4,000personspersquarekilometer.Forthedetails,pleaseseeStatisticsBureauHP.

(https://www.stat.go.jp/english/data/chiri/did/1-1.html).

Table1BasicStatisticsbyGroupsofSmallAreasDividedbyWhetherEachDummyVariableisEqualto1or0

valueofeachdummy
variable

numberof
smallareas

totalarea
(square
kilometers)

2010 2060

population
indexin
2060

(2010=100)

total
population

average
population
persmall
area

total
population

average
population
persmall
area

(1,000
persons)

(persons)
(1,000
persons)

(persons)

(a)risk-of-
disappearingdummy

1 64,693 106,329 20,040 310 10,512 162 52.5

0 138,680 222,476 108,002 779 75,976 548 70.3

(b)marginal-
villagedummy

1 9,231 39,486 1,111 120 261 28 23.5

0 194,142 289,319 126,932 654 86,227 444 67.9

(c)non-DID
dummy

1 124,416 320,267 52,801 424 30,797 248 58.3

0 78,957 8,537 75,241 953 55,692 705 74.0

(d)nonmetropolitan-
areadummy

1 130,643 280,177 62,586 479 36,045 276 57.6

0 72,730 48,628 65,456 900 50,444 694 77.1



indexattherightendinTable1wascalculatedbydividingthetotalpopulationin2060bythatin

2010,orbydividingtheaveragepopulationpersmallareain2060bythatin2010.Theindices

showedthehighestvaluewhenthenonmetropolitan-areadummy=0,indicatingthatthepopulation

declinesrelativelyslowlyinthemetropolitanareas.Ontheotherhand,theindicesshowedbyfar

thelowestvaluewhenthemarginal-villagedummy=1,indicatingthatthepopulationrapidly

declinesinareaswithaveryhighagingrate.Focusingonthedifferencesintheindices,wefound

thatthedifferencesbetweenthecaseswheredummy=1anddummy=0were17.8,44.4,15.7,and

19.5percentpointsforthefourvariables,respectively,andthatthemarginal-villagedummy

displayedthelargestdifference(44.4).Thissuggeststhatthemarginal-villagecriterioncanmost

distinctlydelineateextremelydepopulatedareas.

Theabovefourdummyvariablescorrespondtotheexplanatoryonesthatwereinputintologit

modelsconstructedinthisstudy.Meanwhile,theobjectivevariablesoftheselogitmodelswere

formulatedbyusingtheabove-mentionedpopulationindices.Basedontheseindices,ifwejudged

thatasmallareawouldalmostorcompletelybecomeuninhabited,1wasgiventotheobjected

variables,andotherwise,zerowasgiventothem.Todecidethejudgementcriteria,wedefinedthe

followingsixstagesaccordingtothepopulationindex:

1)StageI:index>100;

2)StageII:100index>50;

3)StageIII:50index>25;

4)StageIV:25index>10;

5)StageV:10index>0;

6)StageVI:index=0.

Ofthesesixstages,onlyStageIindicatesthatthepopulationofsmallareasincreasefrom2010to

2040,andonlyStageVIindicatesthatsmallareasbecomecompletelyuninhabitedby2040.Table

2representsthenumberofsmallareasbyvalueofeachdummyvariableandbystage.By

comparingthetwomodesinthecasesofdummy=1anddummy=0foreachdummyvariable,

wecanrealizewhichvariableismoreefficientfordetectingsmallareaswiththeriskofbecoming

uninhabited.Asregardstherisk-of-disappearingdummy,StageⅢ andStageⅡ areequivalentto

themodewhendummy=1anddummy=0,respectively.Asregardsthemarginal-villagedummy,

StageⅣandStageⅡareequivalenttothemodewhendummy=1anddummy=0,respectively.

Bycontrast,asregardsthenon-DIDandnonmetropolitan-areadummies,StageⅡ isequivalentto

themodewhenbothdummy=1anddummy=0.Thesefactssuggestthattherisk-of-disappearing

andmarginal-villagedummiesaremoreefficientfordetectingsmallareasthatmightbecome

uninhabitedthanthenon-DIDandnonmetropolitan-areadummies.

Thisstudyconsideredthefollowingcriteriatobereasonablefordefiningtheobjective

variables:thefirstoneiswhetherornotindex=0(StageⅥ);thesecondoneiswhetherornot

index10(StagesⅤ andⅥ);andthethirdoneiswhetherornotindex・ 25(StagesⅣ,Ⅴ,and
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Ⅵ).However,thefirstonewasnotadoptedascriterion,because,asshowninTable2,therewere

noareasbelongingtoStageⅥinthecaseoftherisk-of-disappearingdummy=0,andbecausethe

logitmodelinthiscasewasnotestablished.Asaresult,twobinaryvariablesweredefinedas

objectiveoneasfollows:onevariableshows1(ifindex・ 10)orzero(otherwise);andtheother

variableshows1(ifindex・ 25)orzero(otherwise).Twologitmodelsformulatedusingthe

formerandthelattervariableswerereferredtoasModel1andModel2,respectively.Bothofthe

twomodelsincludefourexplanatorydummyvariables(therisk-of-disappearing,marginal-village,

non-DID,andnonmetropolitan-areadummies).

ThenextsectionconsidersanalysisresultsofModels1and2formulatedinthissection.

Beforebeginningtheconsideration,letushaveabriefdiscussiononrelativerisksthrougha

contingencytable,whichwecreatedbyrearrangingTable2basedontheformsofthosetwologit
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Table2TheNumberofSmallAreasbyValueofEachDummyVariableandbyStage

valueofeachdummy
variable

numberofsmallareas

total StageI StageⅡ StageⅢ StageⅣ StageⅤ StageⅥ

(a)risk-of-
disappearingdummy

1 64,693 505 20,361 31,389 9,442 2,285 711

0 138,680 5,975 90,760 39,408 2,455 82 0

(b)marginal-
villagedummy

1 9,231 0 59 2,076 4,387 2,037 672

0 194,142 6,480 111,062 68,721 7,510 330 39

(c)non-DID
dummy

1 124,416 2,068 54,792 53,893 10,865 2,110 688

0 78,957 4,412 56,329 16,904 1,032 257 23

(d)nonmetropolitan-
areadummy

1 130,643 1,726 58,672 57,734 9,951 1,968 592

0 72,730 4,754 52,449 13,063 1,946 399 119

Table3ContingencyTablewithRelativeRisksRegardingCategorizations1and2

valueofeachdummy
variable

total

Categorization1 Categorization2

StagesⅠ-Ⅳ StagesⅤ-Ⅵ relative
risk

StagesⅠ-Ⅲ StagesⅣ-Ⅵ relative
riskindex>10 index・ 10 index>25 Index・ 25

(a)risk-of-
disappearingdummy

1 64,693 61,697 2,996
78.32

52,255 12,438
10.51

0 138,680 138,598 82 136,143 2,537

(b)marginal-
villagedummy

1 9,231 6,522 2,709
154.40

2,135 7,096
18.94

0 194,142 193,773 369 186,263 7,879

(c)non-DID
dummy

1 124,416 121,618 2,798
6.34

110,753 13,663
6.61

0 78,957 78,677 280 77,645 1,312

(d)nonmetropolitan-
areadummy

1 130,643 128,083 2,560
2.75

118,132 12,511
2.83

0 72,730 72,212 518 70,266 2,464

note:Models1and2inthenextsectionareformulatedonthebasisofCategorizations1and2,respectively.



models(Table3).EveryrelativeriskinTable3wascalculatedasaratiooftheriskinthecaseof

dummy=0tothatinthecaseofdummy=1.Forexample,therelativerisk(78.32)ofthe

risk-of-disappearingdummyinCategorization1wasgivenby(2,996/64,693)/(82/138,680).

AccordingtoTable3,therelativeriskofthemarginal-villagedummyshowedthehighestvalue

bothinCategorizations1and2.Thesefactsstronglysuggestthatthemarginal-villagecriterion

(above-mentionedcriterion(b))wouldmostdistinctlydelineateareasthatarelikelytobecome

uninhabited.

3.AnalysisResults

Table4showstheapplicationresultsofModels1and2.Accordingtothistable,thelog

likelihoodis-7,017andpseudoR2is0.56forModel1;andloglikelihoodis-30,004andpseudo

R2is0.44forModel2.TheseresultsrevealedthatModel1ismorefittingthanModel2.Next,we

focusedonoddsratiosobtainedbyconvertingtheregressioncoefficientsofeachdummyvariable.

WithregardtoModel1,theoddsratiosweresignificantatthe1percentlevelexceptthattheratio

ofthenonmetropolitan-areadummywassignificantatthe5percentlevel,andthemarginal-village

dummyhadthehighestratio(100.08),followedbytherisk-of-disappearingdummy(31.03).For

Model2,alloddsratiosweresignificantatthe1percentlevel,andaswithModel1,the

marginal-villagedummyhadthehighestratio(61.89),followedbytherisk-of-disappearingdummy

(12.20).

Moreover,byaddinginteractiontermstoModels1and2,thisstudyattemptedtoapplyfurther

twologitmodels,Models1'and2'.Although6interactiontermsbasedonallcombinationsof4

dummies(a)-(d)wereinputintothetwomodelsusingthestepwisemethod,only3interaction

terms(a)*(b),(b)*(c),and(c)*(d)wereadoptedasvariablesignificantatthe5percentlevelin

Model1'andonly3interactionterms(a)*(d),(b)*(c),and(c)*(d)wereadoptedasvariable

significantatthe5percentlevelinModel2'.Alloddsratiosofnewlyaddedinteractiontermswere

withinarangeof0.2-1.2,andasaresult,weunderstoodthattheinteractionofthose4dummies
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Table4ApplicationResultsofTwoLogitModels

Model1 Model2

numberofobservations 203,373 203,373

loglikelihood -7,017 -30,004

pseudoR2 0.56 0.44

oddsratio

(a)risk-of-disappearingdummy 31.03** 12.20**

(b)marginalvillagedummy 100.08** 61.89**

(c)non-DIDdummy 1.73** 5.29**

(d)nonmetropolitan-areadummy 1.15 * 1.57**

note:*and**indicatestatisticalsignificanceatthe5%and1%levels,respectively.



wasnotstrongastogreatlyincreasetheriskofbecominguninhabited5).

TheaboveresultsregardingModels1and2clarifythefactthatthemarginal-villageand

risk-of-disappearingcriteriacanmoreclearlydelineatesmallareasatariskofbecoming

uninhabitedthanthenon-DIDandnonmetropolitan-area,andinparticularthemarginal-village

criterionincreasestheriskmuchhigherthantherisk-of-disappearing.Thisfactmeansthatthe

demographicfactorssuchaspopulationaginganddeclineinfemalepopulationincreasetherisk

morethanthegeographicalfactorssuchaslowpopulationdensityandrurality,andthatespecially

thepopulationagingincreasestheriskmorethanthedeclineinyoungfemalepopulation.

4.Conclusion

Thisstudypracticedanexaminationoftheriskofbecominguninhabitedatthesmallarea

scalebyperformingademographicanalysisbySAPPforJapantodemonstrateitsapplication

capabilitythroughtheanalysis.Theanalysisresultsaresummarizedasfollows:

1)Theconditionsatisfyingthemarginal-villagecriterionisthemostinfluentialriskfactor

intermsofsmallareas'becominguninhabitedinthefuture.Thissuggeststhattherisk

isextremelyhighinsmallareaswherethepopulationissignificantlyaging.

2)Theconditionsatisfyingtherisk-of-disappearingcriterionisalsoaninfluentialrisk

factorforsmallareas.Thissuggeststhatthedeclineintheyoungfemalepopulationin

smallareasgreatlyincreasestherisk.

3)Thenon-DIDandnonmetropolitan-areacriteriahavelessinfluenceontherisk.In

otherwords,lowpopulationdensityinsmallareasdoesnotalwaysincreasetherisk.

4)Asaresult,ithasbeenproventhatSAPPforJapanhasacapabilityforthe

demographicanalysis.

Asmentionedabove,SAPPforJapanwasdevelopedbasedonthecohortchangeratiomethod,

andthemethodisconsideredtobeademographictechniqueestablishedunderthepreconditionthat

thecohortchangeratioandthefertilityrateareconstant.Thispreconditionisaminimumand

necessaryprincipleadoptedcommonlyineverymethodofpopulationprojections,inotherwords,

ageneralprincipleunderlyinginthepopulationchange,andthereforetheaboveresultshavea

possibilitytoholdinvarioussituationsofthepopulationchange.InSAPPforJapan,however,the

populationprojectionswereperformedusingcohortchangeratiosandchild-womanratiosofa

specifictimepoint,thatis,theyearof2010,whenin-migrationintoareaswithahighagingrate

wasscarcelyobservedinJapan,andconsequentlytheperiodicaleffectcausedbysuchtheregional
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5)Theoddsratiosof(a)*(b),(b)*(c),(c)*(d)inModel1'and(a)*(d),(b)*(c),(c)*(d)inModel2'were0.2,0.2,0.7,0.6,

0.3,1.2,respectively.Oftheseratios,onlythevalue1.2meanstheinteractiongavepositiveeffectsontherisk,and

obviouslytheeffectwasnotstrong.Ontheotherhand,thevalues0.2,0.2,and0.3,eachofwhichwasaratioregarding

themarginal-villagedummy,meantheinteractionsgavestrongnegativeeffectsontherisk.Wethinkthat,becausethe

marginal-villagedummyshowedanextremelyhighratiobyitself,anadjustmentmechanism operatedonthose

interactionstocontroltheeffectofthedummy.



demographicsituationin2010mightappearintheaboveresult1),whichisthemostimportantone.

Itisafutureproblemtoevaluatetheperiodicaleffectaccuratelybecauseitisbeyondthescopeof

thispaper.

Thisstudyanalyzedthedataonlyattwotimepoints,theyears2010and2060;however,SAPP

forJapanprovides5-yeardemographicdataupto20606).Therefore,infuturestudies,wewill

identifyhowchangesoccurintheanalysisresultsbysegmentingtheanalysisperiod.Moreover,the

dummyvariablesusedasexplanatoryvariableswerebasedonlyononepopulationstructure,such

astheagingrate(i.e.,theproportionofthepopulationaged65andover)orthedeclineinthe

femalepopulationaged20-39.Amoreexplanatorymodelwouldincorporatevariablesbasedon

multipledemographicstructures.
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小地域スケールにおける無居住化リスクの検証
―消滅可能性都市と限界集落の基準に着目して―

井上 孝・井上 希

SAPPforJapanは，筆頭著者が2016年に公表した「全国小地域別将来人口推計システ

ム」の略称である．本研究の目的は，SAPPforJapanのデータを用いて日本の小地域ス

ケールにおける無居住化リスクの検証を試み，ひいてはその検証を通じて同システムの適

用性を示すことである．本研究は，2つのロジットモデルを2010年国勢調査小地域人口と

同システムから得られた推計人口に適用して分析を行った．その際，日本創成会議

（2014）が提示した消滅可能性都市の基準，および，限界集落の基準に着目した．

2つのロジットモデルの説明変数は共通しており，4つのダミー変数「消滅可能性ダミー」

「限界集落ダミー」「非DIDダミー」「非大都市圏ダミー」からなる．これらの変数は，当

該小地域が以下に述べる各基準に該当した場合に1，非該当の場合に0となる．消滅可能

性ダミーの基準は消滅可能性都市の基準に相当し，2010～40年における20-39歳女子人口

の減少率が50％以上となる場合である．限界集落ダミーの基準は限界集落の人口面の基準

に相当し，2010年の65歳以上人口割合が50％以上の場合である．非DIDダミーの基準は，

2010年の人口密度がDID基準未満である場合をいう．非大都市圏ダミーの基準は，三大

都市圏以外に位置する場合をいう．一方，目的変数は，当該小地域の2010年人口を100と

した場合の2060年人口を指数化した値に基づいて定義され，モデル1の目的変数は「指数

≦10」のとき1，そうでないとき0，モデル2の目的変数は「指数≦25」のとき1，そう

でないとき0がそれぞれ与えられる．いずれの場合も，目的変数が1のとき完全もしくは

ほぼ無居住化が達成されたとみなす．

分析の結果，モデル1では，対数尤度が-7,017，疑似決定係数が0.56，モデル2では，

対数尤度が-30,004，疑似決定係数が0.44となり，モデル1の方が適合度の良いことが明ら

かとなった．オッズ比については，モデル1では消滅可能性ダミーが31.03，限界集落ダ

ミーは100.08，非DIDダミーは1.73，非大都市圏ダミーは1.15であった．モデル2では消

滅可能性ダミーが12.20，限界集落ダミーは100.08，非DIDダミーは1.73，非大都市圏ダ

ミーは1.15であった．モデル1では非大都市圏ダミーが5％水準，それ以外のダミーが1

％水準で有意であり，モデル2では全てのダミーが1％水準で有意であった．以上の結果

から，無居住化リスクは，消滅可能性都市の基準よりも限界集落の基準の方が顕著に高い

ことが確認できた．すなわち，人口の高齢化は無居住化リスクを高める影響力が最も高い

ことを表している．また，若い女性の減少も無居住化リスクに影響力があることが確認で

きた．これに対して，非DID基準や非大都市圏基準は無居住化リスクに対して影響力が

低かった．さらに，以上の分析を通じて，SAPPforJapanが一定の適用性を有している

ことが示された．
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資 料

都道府県別にみた日本人男女年齢（5歳階級）別転入率，

転出率および転入超過率：2014～2018年

貴志匡博・峯島靖志・清水昌人

最近の日本では，「地方創生」のもと，政府が東京圏への転入超過数ゼロ１）を目標に掲

げたり，地方自治体が将来の人口ビジョンを作成したりするなど，これまで以上に人口移

動に関心が向けられるようになっている．

こうした人口移動への関心に応え得る統計は日本にもいくつかあるが，最も代表的なも

のとしては，総務省統計局の「住民基本台帳人口移動報告」（以下，「住基移動」）がある．

この「住基移動」は住民票の移動件数を集計した行政記録に基づく統計であり，全市区町

村の毎年の転入数，転出数，転入超過数が年齢別に得られる最も基礎的な人口移動統計と

なっている．ただし，この「住基移動」で提供されているのは基本的に移動の件数のみで

あり，男女年齢別の転入率，転出率，転入超過率といった移動に関する最も基本となる諸

率はほとんど計算されていない．年報詳細集計において，都道府県間移動率と三大都市圏

への転入超過率が，主に総務省統計局の「人口推計」（1,000人単位）を分母として計算し

公表されているのみである２）．

そこで本資料では，「住基移動」の移動数を分子，住民票に基づく人口を分母として，

移動に関する最も基本となる諸率を都道府県別に計算することにした．具体的には，2014

年以降2018年までの各年について総務省自治行政局の「住民基本台帳に基づく人口，人口

動態及び世帯数調査」（以下，「住基人口」）の毎年1月1日時点の日本人人口を期首人口

とし３），都道府県別，男女年齢5歳階級別の転入率，転出率，転入超過率を試算した．こ

の両統計については，おそらくは集計方法の違い等により，必ずしも整合性がとれていな

い箇所がある．そのため，諸率の算出においては一定の注意が必要になるが（石川，佐々

井 2010），元になっているのはどちらも住民基本台帳なので，ここでの試算値から人口移

動の基本的な傾向を読み取ることは可能であると思われる．

以下では，2014年から2018年の人口移動について，総数と，移動が活発な年齢階級であ

る15～19歳，20～24歳，25～29歳の移動率を表1～3に掲載した．また，2018年の移動率
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1）「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が2014年12月27日に閣議決定されている．

2）年報（詳細集計）第1表都道府県間移動者数の推移―全国（昭和29年～平成30年），第8表3大都市圏（東

京圏，名古屋圏，大阪圏）の転入者数，転出者数，転入超過数及び転入超過率の推移（移動者（外国人含む），

日本人移動者）（昭和29年～平成30年）．国勢調査実施年は国勢調査人口が利用されている．

3）2013年までは毎年3月31日時点の人口だったが，2014年以降は毎年1月1日時点での集計となっている．



については，総数，15～19歳，20～24歳の転入・転出率の散布図，および20～24歳の転入

超過率の地図を作成した．これら以外の年齢階級の移動率４）については，ここに載せたも

のも含め，国立社会保障・人口問題研究所のホームページ５）に後日掲載する予定である．

なお，移動数の詳細については「e-Stat（政府統計の窓口）」に掲載の「住基移動」のデー

タを参照されたい．

諸率の計算は都道府県を単位として，男女年齢5歳階級別に以下のように行った．

転入率（％）＝転入者数（「住基移動」）÷人口（「住基人口」）×100

転出率（％）＝転出者数（「住基移動」）÷人口（「住基人口」）×100

転入超過率*（％）＝転入超過数*（「住基移動」）÷人口（「住基人口」）×100

*転出超過の場合は負の値となる．

総数には年齢不詳を含めた．

・2018年の人口移動

転入率と転出率からなる散布図を用いて，地域別の人口移動傾向について簡単に考察す

る．図1～図3は縦軸に転出率，横軸に転入率をとった散布図である．各図中の45度線よ

り左側は転出超過，右側は転入超過を意味する．

総数の男性（図1左）では，多くの都道府県が転出超過となり，年齢階級別の分布と比

べて，転入率が高ければ転出率も高く，転入率が低ければ転出率も低い傾向にある．東京

都は転入超過で，転入率，転出率ともに高い．東京都に隣接する県や，都市的な性格の強

い都道府県は，東京都ほどではないが転入率が高く，転入超過となっている．対して，東

京都と逆の傾向となる転出超過で，転入率，転出率ともに低い地域は，北海道や新潟県，

富山県である．また，転出超過で転出率が高い地域は京都府，宮城県，長崎県や佐賀県な

どである．総数の女性（図1右）では，総数の男性に比べて，転入率，転出率ともにやや

低くなっているが，それ以外に男性と女性で大きな違いは見られない．また，東京都に隣

接する県や，都市的な性格の強い都道府県では，男性の総数と同じように，東京都ほどで

はないが転入率が高く，転入超過となっている．

15～19歳の男性（図2左）は今回取り上げた15～19歳，20～24歳，25～29歳の年齢階級

の中では，転入率，転出率が低い．総数の分布と比べた場合は，縦に長い分布となり，都

道府県間において転入率よりも転出率の差が大きい．さらに，転入超過である東京都や東

京都に隣接する県などの都市的な性格の強い都道府県間では，今回取り上げた年齢階級の

中において，転入率で転出率よりも比較的な大きな差が見られる．また，石川県の転入率

は東京都に次ぐ高さとなっている．転出超過で，転入率，転出率ともに低い傾向にある地

域は，福井県や富山県，岐阜県である．転出超過で，転出率が高い地域は鹿児島県や宮崎

県，長崎県，青森県で，東京圏や都市的な地域から遠距離に位置する県が当てはまる．山
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4）最高年齢階級90歳以上．2014年のみ最高年齢階級は80歳以上．

5）『人口問題研究』75巻4号掲載ページ（http://www.ipss.go.jp）



口県では，転出超過の地域としては転入率が最も高い．女性の15～19歳（図2右）では，

男性の15～19歳に比べて，転入率，転出率ともにやや低くなっている．ただ，東京都は例

外で，女性においても転入率，転出率が男性とほぼ変わらない．

20～24歳の男性（図3左）の特徴は，年齢階級別にみて最も転入率，転出率が高く，ま

た多くの都道府県が転出超過でありながら，東京都で例外的に転入率が高いことである．

東京都と逆の傾向となる転出超過で，かつ転入率，転出率ともに低い地域は，北海道や富

山県，福井県である．転出超過で，転入率，転出率ともに高い地域は京都府，長崎県，宮

崎県，山口県などである．女性でも男性の分布と同じように多くの都道府県が転出超過で，

東京都が突出して転入率が高い傾向となっている．女性（図3右）は男性に比べて転入率

がやや低い傾向にあるが，女性の転出率が高い東北地方や四国地方などでは，女性の方が

男性よりも転出率が高い地域も見られる．転出超過で，かつ転入率，転出率ともに低い地

域は，男性と同じく北海道である．転出超過で，転出率が高い地域は，秋田県，長崎県，

青森県であり，東京都をはじめとする都市的性格の強い都道府県から遠距離にある地域が

当てはまる．このように，多くの都道府県が転出超過で，最も移動率が高い20～24歳の男

女都道府県別の転入超過率を地図化したのが図4である．

25～29歳の男性（紙幅の関係で図は省略）は，総数に似て転入率が高ければ転出率も高

く，転入率が低ければ転出率も低い分布を示しており，一部の都市的な性格の強い都道府

県以外は転出超過となっている．転入率，転出率は20～24歳に比べてともに低い．転入超

過となっている地域は，男性では東京都，神奈川県，大阪府，福岡県，沖縄県，女性では

埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県，愛知県，大阪府，沖縄県である．転出超過で，転入

率，転出率が低い地域は，北海道や新潟県である．また，転入超過で転入率，転出率とも

に低い地域として沖縄県があげられる．なお，女性の方が男性に比べて転入率，転出率と

もに低い傾向にある．

参考文献

石川晃，佐々井司（2010）「行政記録に基づく人口統計の検証」『人口問題研究』66巻4号，pp.23-40.
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図１ 都道府県別転入率，転出率（総数）2018年

図２ 都道府県別転入率，転出率（15～19歳）2018年

図３ 都道府県別転入率，転出率（20～24歳）2018年
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図４ 都道府県別転入超過率（20～24歳）2018年

男性

出典：総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」，総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口，人口動態

及び世帯数調査」による．日本人について．

注：マイナスの値は転出超過を意味する
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表１－１ 都道府県別転入率（総数）：2014～2018年
（％）

都道府県
男 女

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

全 国 1） 2.04 2.12 2.06 2.07 2.08 1.55 1.60 1.56 1.58 1.60

北 海 道 1.08 1.12 1.14 1.15 1.13 0.66 0.67 0.69 0.69 0.68

青 森 1.64 1.66 1.61 1.67 1.62 1.00 1.00 0.98 1.01 0.98
岩 手 1.63 1.63 1.59 1.55 1.57 1.12 1.11 1.09 1.08 1.04
宮 城 2.53 2.50 2.44 2.36 2.33 1.72 1.70 1.66 1.66 1.67
秋 田 1.32 1.36 1.33 1.33 1.30 0.89 0.89 0.88 0.84 0.82
山 形 1.38 1.38 1.34 1.35 1.33 0.96 0.96 0.98 0.92 0.94
福 島 1.78 1.86 1.66 1.52 1.49 0.99 1.05 0.97 0.98 0.96

茨 城 1.72 1.80 1.80 1.84 1.80 1.27 1.30 1.30 1.31 1.31
栃 木 1.79 1.79 1.74 1.82 1.82 1.29 1.32 1.29 1.33 1.28
群 馬 1.60 1.65 1.60 1.61 1.62 1.09 1.11 1.10 1.08 1.13
埼 玉 2.40 2.47 2.41 2.45 2.45 2.00 2.05 2.02 2.04 2.09
千 葉 2.48 2.59 2.57 2.61 2.59 1.99 2.08 2.08 2.11 2.16
東 京 3.39 3.55 3.41 3.40 3.41 2.94 3.07 2.98 3.04 3.06
神 奈 川 2.50 2.58 2.52 2.52 2.57 2.06 2.13 2.07 2.11 2.16

新 潟 1.11 1.14 1.12 1.13 1.12 0.77 0.75 0.74 0.75 0.72
富 山 1.33 1.42 1.41 1.43 1.37 0.89 0.93 0.89 0.90 0.87
石 川 1.81 1.93 1.86 1.93 1.90 1.16 1.22 1.22 1.22 1.19
福 井 1.23 1.32 1.29 1.36 1.36 0.80 0.85 0.89 0.89 0.87

山 梨 1.65 1.73 1.75 1.73 1.74 1.20 1.26 1.22 1.23 1.27
長 野 1.38 1.46 1.41 1.40 1.42 1.05 1.07 1.05 1.06 1.04
岐 阜 1.42 1.46 1.44 1.42 1.48 1.05 1.08 1.07 1.05 1.07
静 岡 1.55 1.63 1.60 1.62 1.63 1.07 1.10 1.07 1.11 1.09
愛 知 1.78 1.86 1.80 1.77 1.78 1.22 1.27 1.24 1.25 1.26
三 重 1.74 1.78 1.73 1.73 1.83 1.16 1.17 1.13 1.13 1.14

滋 賀 2.04 2.09 2.06 2.09 2.13 1.48 1.49 1.48 1.49 1.55
京 都 2.36 2.43 2.37 2.35 2.32 1.87 1.98 1.91 1.92 1.90
大 阪 1.90 2.01 1.96 1.95 1.99 1.55 1.61 1.57 1.60 1.64
兵 庫 1.74 1.78 1.74 1.74 1.76 1.38 1.40 1.39 1.38 1.41
奈 良 1.83 1.85 1.80 1.81 1.78 1.58 1.60 1.55 1.58 1.54
和 歌 山 1.32 1.30 1.26 1.27 1.30 0.96 0.95 0.92 0.94 0.95

鳥 取 1.82 1.84 1.78 1.81 1.70 1.28 1.30 1.26 1.19 1.19
島 根 1.66 1.78 1.75 1.73 1.71 1.21 1.25 1.22 1.17 1.19
岡 山 1.72 1.76 1.70 1.67 1.66 1.30 1.31 1.25 1.24 1.21
広 島 1.90 2.00 1.99 1.95 1.93 1.29 1.33 1.29 1.32 1.29
山 口 1.95 1.91 1.91 1.91 1.90 1.19 1.21 1.17 1.16 1.15

徳 島 1.44 1.48 1.44 1.42 1.41 1.01 1.00 0.96 1.01 0.96
香 川 2.06 2.20 2.07 2.12 2.02 1.41 1.44 1.37 1.39 1.39
愛 媛 1.47 1.53 1.48 1.49 1.53 0.99 1.00 0.97 0.99 0.98
高 知 1.45 1.52 1.46 1.50 1.46 0.98 0.99 0.99 0.99 1.00

福 岡 2.21 2.29 2.24 2.28 2.29 1.63 1.69 1.67 1.68 1.68
佐 賀 2.06 2.12 2.02 2.13 2.19 1.50 1.55 1.54 1.57 1.61
長 崎 1.94 2.01 1.95 2.03 1.98 1.27 1.30 1.27 1.27 1.29
熊 本 1.80 1.84 1.75 1.86 1.83 1.28 1.28 1.17 1.21 1.21
大 分 1.82 1.87 1.82 1.80 1.78 1.27 1.27 1.25 1.20 1.21
宮 崎 1.94 1.96 1.89 1.91 1.88 1.33 1.31 1.25 1.30 1.26
鹿 児 島 1.86 1.91 1.88 1.86 1.85 1.26 1.27 1.24 1.23 1.23
沖 縄 1.93 1.97 1.88 1.91 1.97 1.46 1.56 1.52 1.50 1.55

総務省統計局『住民基本台帳人口移動報告』，総務省自治行政局『住民基本台帳に基づく人口，人口動態及び
世帯数調査』による．日本人人口について．分母となる人口の総数には年齢不詳を含む．1）転入率，転出率
は都道府県間の移動率となる．
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表１－２ 都道府県別転入率（15-19歳）：2014～2018年
（％）

都道府県
男 女

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

全 国 1） 2.54 2.65 2.64 2.62 2.63 1.69 1.77 1.82 1.85 1.89

北 海 道 1.65 1.97 1.96 2.06 2.06 0.84 0.90 1.05 0.96 1.06

青 森 2.68 2.61 2.71 2.72 2.68 1.26 1.25 1.37 1.51 1.51
岩 手 1.51 1.67 1.83 1.66 1.82 1.19 1.19 1.36 1.36 1.29
宮 城 3.29 3.22 3.52 3.39 3.61 2.35 2.34 2.46 2.53 2.74
秋 田 1.83 1.76 1.92 1.87 1.84 1.31 1.46 1.45 1.38 1.37
山 形 1.82 1.75 1.95 2.26 2.43 1.23 1.43 1.58 1.57 1.63
福 島 1.46 1.47 1.43 1.29 1.30 0.88 0.91 0.83 0.89 0.93

茨 城 1.89 2.01 2.10 2.19 1.96 1.16 1.15 1.34 1.18 1.24
栃 木 1.82 1.88 1.74 1.78 1.95 1.21 1.30 1.24 1.27 1.28
群 馬 2.18 2.20 2.08 2.07 2.20 1.14 1.13 1.08 1.19 1.24
埼 玉 2.53 2.55 2.54 2.48 2.49 1.83 1.92 1.98 2.01 2.04
千 葉 2.93 3.09 3.09 3.12 3.09 1.79 2.00 2.08 2.10 2.22
東 京 4.67 4.83 4.77 4.58 4.50 4.24 4.36 4.53 4.54 4.47
神 奈 川 3.30 3.44 3.42 3.30 3.33 1.96 2.04 2.13 2.16 2.32

新 潟 1.23 1.38 1.28 1.28 1.39 0.89 0.89 0.88 0.96 1.01
富 山 1.28 1.23 1.40 1.25 1.35 0.79 0.76 0.69 0.78 0.76
石 川 4.17 4.38 3.32 3.80 4.28 1.76 1.87 1.76 1.82 1.83
福 井 0.99 1.01 1.07 1.11 1.04 0.64 0.57 0.65 0.63 0.62

山 梨 2.66 2.92 2.75 2.80 3.08 2.02 2.43 2.25 2.26 2.40
長 野 1.02 0.99 1.12 1.20 1.19 0.65 0.69 0.74 0.73 0.77
岐 阜 1.38 1.45 1.35 1.29 1.28 0.89 0.83 0.90 0.85 0.89
静 岡 1.70 1.81 1.70 1.82 1.79 0.87 0.91 0.83 0.88 0.81
愛 知 2.41 2.56 2.70 2.54 2.43 1.20 1.25 1.20 1.29 1.29
三 重 1.80 1.79 1.49 1.54 1.52 1.06 1.11 1.05 1.03 1.04

滋 賀 2.54 2.69 2.90 2.81 2.67 1.26 1.26 1.31 1.33 1.40
京 都 4.28 3.92 4.26 4.02 4.06 2.64 2.87 2.96 2.98 2.91
大 阪 1.96 2.09 2.10 1.97 2.01 1.65 1.65 1.71 1.68 1.73
兵 庫 1.81 1.92 1.90 1.78 1.80 1.15 1.18 1.28 1.24 1.23
奈 良 2.56 2.39 2.51 2.30 2.34 2.39 2.33 2.28 2.45 2.50
和 歌 山 1.29 1.18 1.25 1.39 1.41 0.73 0.75 0.72 0.79 0.68

鳥 取 3.03 2.53 2.33 2.55 2.23 1.49 1.43 1.44 1.77 1.28
島 根 2.19 2.53 2.74 2.63 3.00 1.49 1.66 1.89 1.75 1.89
岡 山 2.12 2.20 2.11 2.26 2.15 1.59 1.62 1.52 1.64 1.55
広 島 2.49 2.82 2.92 3.09 3.14 1.28 1.43 1.51 1.58 1.69
山 口 3.85 3.66 3.89 4.23 4.07 1.74 1.96 1.79 1.78 1.88

徳 島 1.55 1.69 1.50 1.61 1.71 1.01 0.99 1.12 1.11 1.09
香 川 2.40 2.73 2.52 2.86 2.20 1.16 1.17 0.98 1.19 1.20
愛 媛 1.44 1.73 1.58 1.63 2.18 0.90 0.87 0.86 1.02 1.01
高 知 2.30 2.66 2.33 2.61 2.49 1.47 1.46 1.41 1.50 1.39

福 岡 3.13 3.31 3.21 3.20 3.40 2.29 2.47 2.44 2.58 2.74
佐 賀 2.54 3.00 2.69 2.88 2.70 1.35 1.57 1.67 1.77 1.88
長 崎 3.15 3.22 3.12 3.25 2.97 1.77 1.79 1.92 1.80 1.85
熊 本 2.27 2.47 2.21 2.38 2.35 1.26 1.34 1.38 1.36 1.44
大 分 2.46 2.50 2.70 2.79 2.60 1.38 1.38 1.54 1.47 1.61
宮 崎 2.95 3.05 2.82 3.01 2.89 1.60 1.54 1.45 1.74 1.55
鹿 児 島 2.69 2.87 2.86 2.97 2.98 1.51 1.52 1.54 1.52 1.58
沖 縄 1.96 1.88 1.95 1.74 1.93 1.09 1.24 1.23 1.16 1.34

総務省統計局『住民基本台帳人口移動報告』，総務省自治行政局『住民基本台帳に基づく人口，人口動態及び
世帯数調査』による．日本人人口について．1）転入率，転出率は都道府県間の移動率となる．
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表１－３ 都道府県別転入率（20-24歳）：2014～2018年
（％）

都道府県
男 女

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

全 国 1） 7.70 8.20 8.19 8.43 8.64 6.22 6.68 6.78 7.16 7.44

北 海 道 3.55 4.01 4.09 4.25 4.25 2.11 2.22 2.43 2.60 2.61

青 森 6.78 6.55 6.70 6.92 6.93 4.53 4.75 4.44 4.83 5.16
岩 手 6.52 6.82 6.51 6.51 7.10 5.13 5.04 5.29 5.46 5.67
宮 城 8.52 8.96 8.81 8.80 9.00 6.87 7.07 7.15 7.35 7.39
秋 田 6.19 6.59 6.51 6.48 6.43 4.61 4.68 4.79 4.90 4.77
山 形 6.09 6.38 5.98 6.07 5.96 4.54 4.82 5.02 4.96 5.32
福 島 6.02 6.11 5.69 5.64 5.55 4.11 4.49 4.22 4.40 4.37

茨 城 6.01 6.34 6.44 6.78 7.05 4.05 4.33 4.40 4.67 4.97
栃 木 6.84 7.10 7.17 8.00 8.06 4.78 5.20 5.06 5.60 5.46
群 馬 5.83 6.00 5.99 6.23 6.28 4.04 4.38 4.19 4.53 4.57
埼 玉 7.99 8.43 8.48 9.02 9.17 6.94 7.28 7.58 7.98 8.54
千 葉 9.12 9.41 9.70 9.98 10.03 7.56 8.21 8.49 8.73 9.31
東 京 14.23 15.34 15.27 15.40 15.81 13.66 14.79 14.89 15.62 15.98
神 奈 川 9.72 10.25 10.34 10.44 10.91 7.95 8.51 8.68 9.22 9.59

新 潟 4.59 4.93 4.92 5.02 5.29 3.05 3.07 3.07 3.17 3.26
富 山 5.49 5.92 6.17 6.24 6.22 3.54 4.10 3.79 4.07 3.88
石 川 5.63 5.80 5.58 6.02 6.32 3.72 4.20 4.14 4.40 4.66
福 井 4.41 4.76 4.64 5.17 4.92 2.41 3.05 3.24 3.46 3.44

山 梨 5.27 5.61 6.18 6.10 6.57 3.70 3.85 3.95 4.13 4.69
長 野 5.48 6.00 6.09 6.15 6.24 4.06 4.17 4.06 4.37 4.28
岐 阜 4.93 5.11 5.18 5.34 5.68 3.62 3.77 3.96 3.95 4.30
静 岡 6.92 7.37 7.26 7.72 7.74 4.20 4.42 4.31 4.85 4.89
愛 知 7.10 7.57 7.41 7.44 7.70 4.59 4.91 5.01 5.35 5.53
三 重 6.15 6.35 6.54 6.99 7.80 3.93 4.06 3.96 4.23 4.76

滋 賀 6.54 7.03 7.04 7.98 8.12 4.43 4.56 4.98 5.36 5.48
京 都 9.07 9.55 9.42 9.00 9.58 7.70 8.31 8.35 8.62 8.79
大 阪 7.04 7.69 7.62 7.58 7.89 6.59 7.11 7.06 7.42 7.79
兵 庫 5.73 6.15 6.17 6.34 6.40 4.73 5.18 5.22 5.41 5.59
奈 良 4.66 4.67 4.87 5.15 5.32 4.34 4.30 4.28 4.76 4.90
和 歌 山 4.72 4.49 4.56 4.71 4.94 3.37 3.45 3.54 3.53 3.76

鳥 取 5.92 6.64 6.18 6.80 6.22 4.90 4.94 5.25 5.04 4.97
島 根 5.91 6.61 6.92 6.76 6.93 5.19 5.04 5.09 4.96 5.80
岡 山 6.07 6.36 6.27 6.56 6.45 5.01 5.20 5.23 5.50 5.51
広 島 6.90 7.64 7.61 7.80 7.38 4.70 5.16 5.08 5.38 5.22
山 口 8.47 8.03 8.16 8.63 8.53 4.90 5.29 5.19 5.15 5.28

徳 島 5.15 5.45 5.41 5.62 5.37 4.04 4.16 3.84 4.24 4.02
香 川 7.36 8.56 7.88 8.19 7.91 5.12 5.59 5.52 5.61 6.10
愛 媛 5.52 5.90 5.95 5.96 6.06 3.63 3.73 4.04 4.11 3.91
高 知 5.90 6.06 5.59 5.78 5.86 4.12 4.20 4.53 4.20 4.70

福 岡 7.72 8.28 8.05 8.52 8.83 6.31 6.84 6.86 7.29 7.40
佐 賀 6.98 7.01 6.89 7.80 7.52 5.51 6.07 6.00 6.42 6.70
長 崎 7.84 7.94 7.93 8.59 8.44 5.21 5.43 5.49 5.57 5.81
熊 本 6.21 6.50 6.39 6.96 7.27 4.83 5.05 4.73 4.94 5.11
大 分 6.36 6.86 7.03 7.05 6.71 4.77 5.09 5.13 5.04 5.36
宮 崎 8.06 8.24 7.79 8.25 8.54 5.30 5.53 5.45 5.86 6.12
鹿 児 島 7.93 8.47 7.96 8.59 8.34 5.20 5.25 5.29 5.64 5.64
沖 縄 5.11 5.34 5.56 5.87 6.36 4.21 4.80 5.05 5.19 5.51

総務省統計局『住民基本台帳人口移動報告』，総務省自治行政局『住民基本台帳に基づく人口，人口動態及び
世帯数調査』による．日本人人口について．1）転入率，転出率は都道府県間の移動率となる．
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表１－４ 都道府県別転入率（25-29歳）：2014～2018年
（％）

都道府県
男 女

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

全 国 1） 6.27 6.68 6.64 6.82 7.10 5.63 5.95 5.96 6.18 6.37

北 海 道 2.92 3.01 3.14 3.21 3.19 2.12 2.18 2.28 2.40 2.43

青 森 4.98 5.11 5.02 5.27 5.30 4.04 4.24 4.14 4.58 4.37
岩 手 5.10 5.08 5.23 5.19 5.29 4.46 4.54 4.39 4.50 4.51
宮 城 6.63 6.70 6.64 6.89 6.90 5.01 5.36 5.41 5.31 5.51
秋 田 4.17 4.73 4.59 4.93 4.84 3.95 3.94 4.29 4.04 4.20
山 形 4.78 4.70 4.71 4.63 4.77 4.22 4.33 4.39 4.26 4.27
福 島 5.24 5.27 5.00 4.59 4.68 4.01 4.08 3.96 4.05 4.10

茨 城 5.16 5.66 5.73 5.84 6.09 4.63 4.91 5.06 5.40 5.25
栃 木 5.84 5.80 5.66 6.33 6.40 5.01 5.28 5.26 5.44 5.42
群 馬 4.92 5.22 5.16 5.23 5.51 4.25 4.56 4.42 4.42 4.77
埼 玉 7.63 8.11 8.26 8.64 8.98 7.16 7.58 7.67 8.06 8.32
千 葉 7.69 8.21 8.41 8.56 8.86 7.11 7.54 7.86 8.10 8.48
東 京 9.96 10.77 10.52 10.71 11.07 9.47 10.24 9.96 10.27 10.55
神 奈 川 7.77 8.34 8.18 8.64 9.21 7.35 7.83 7.87 8.23 8.46

新 潟 3.54 3.56 3.57 3.59 3.67 3.02 3.12 3.11 3.09 2.97
富 山 4.14 4.47 4.88 4.93 4.75 3.82 4.10 4.02 4.13 4.18
石 川 5.07 5.63 5.92 5.87 5.43 4.17 4.51 4.74 4.63 4.35
福 井 4.25 4.53 4.45 4.54 4.80 3.59 3.61 4.06 4.01 3.78

山 梨 5.17 5.35 5.64 5.40 5.87 4.56 4.84 4.42 4.69 5.03
長 野 4.42 4.79 4.85 4.75 4.82 4.13 4.22 4.29 4.42 4.30
岐 阜 4.70 5.02 4.97 5.08 5.45 4.28 4.74 4.55 4.55 4.92
静 岡 4.76 5.19 5.01 5.16 5.47 4.14 4.30 4.26 4.48 4.51
愛 知 5.03 5.40 5.21 5.29 5.52 4.39 4.66 4.65 4.79 4.94
三 重 5.36 5.71 5.74 5.87 6.67 4.52 4.68 4.76 4.77 4.86

滋 賀 5.97 6.32 6.55 6.69 7.53 5.28 5.76 5.83 5.81 6.44
京 都 7.11 7.51 7.49 7.51 7.88 6.68 7.09 6.84 7.11 7.05
大 阪 6.09 6.74 6.56 6.72 7.02 5.46 5.86 5.83 6.07 6.32
兵 庫 5.48 5.90 5.72 5.94 6.19 4.98 5.08 5.20 5.42 5.54
奈 良 5.50 5.75 5.86 6.10 6.02 5.31 5.38 5.65 5.75 5.75
和 歌 山 4.24 4.46 4.21 4.30 4.35 4.08 4.16 3.77 3.97 4.03

鳥 取 5.32 5.32 5.31 5.61 5.82 5.09 5.26 4.86 4.75 5.48
島 根 5.58 5.94 5.60 5.74 5.82 5.02 5.33 5.14 5.03 5.00
岡 山 4.74 5.00 5.01 4.95 5.02 4.36 4.46 4.25 4.33 4.23
広 島 5.47 5.64 5.95 5.88 5.92 4.48 4.75 4.66 4.78 4.83
山 口 5.93 5.73 5.90 6.07 6.36 4.77 4.57 4.77 5.05 5.03

徳 島 4.61 4.59 4.44 4.44 4.45 4.25 4.04 3.82 4.53 4.24
香 川 6.04 6.67 6.37 6.38 6.41 5.31 5.31 5.47 5.25 5.32
愛 媛 4.76 5.09 4.92 4.87 4.89 3.88 3.91 3.90 3.96 4.16
高 知 4.71 4.50 4.90 4.75 4.98 4.11 4.01 4.06 4.36 4.52

福 岡 5.87 6.23 6.28 6.55 6.79 4.74 4.99 5.02 5.16 5.33
佐 賀 6.22 6.10 6.10 6.74 7.06 5.51 5.59 5.90 5.96 6.33
長 崎 5.91 6.18 6.04 6.40 6.38 4.94 5.04 5.00 5.30 5.48
熊 本 4.96 5.23 5.27 5.48 5.75 4.32 4.35 4.31 4.51 4.71
大 分 5.04 5.56 5.03 5.39 5.46 4.43 4.59 4.72 4.73 4.66
宮 崎 5.56 5.74 5.92 6.12 6.34 4.79 4.74 4.80 4.99 5.09
鹿 児 島 5.20 5.41 5.72 5.59 5.77 4.21 4.32 4.21 4.35 4.68
沖 縄 4.86 4.78 4.78 4.98 5.28 4.69 4.89 5.18 5.22 5.32

総務省統計局『住民基本台帳人口移動報告』，総務省自治行政局『住民基本台帳に基づく人口，人口動態及び
世帯数調査』による．日本人人口について．1）転入率，転出率は都道府県間の移動率となる．
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表２－１ 都道府県別転出率（総数）：2014～2018年
（％）

都道府県
男 女

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

全 国 1） 2.04 2.12 2.06 2.07 2.08 1.55 1.60 1.56 1.58 1.60

北 海 道 1.25 1.28 1.26 1.25 1.25 0.82 0.83 0.83 0.84 0.85

青 森 2.10 2.13 2.04 2.08 2.07 1.49 1.51 1.49 1.52 1.52
岩 手 1.84 1.90 1.84 1.86 1.88 1.40 1.48 1.44 1.46 1.51
宮 城 2.39 2.48 2.43 2.42 2.43 1.65 1.73 1.71 1.71 1.72
秋 田 1.72 1.75 1.72 1.68 1.69 1.31 1.35 1.33 1.32 1.32
山 形 1.64 1.70 1.65 1.62 1.62 1.32 1.37 1.31 1.34 1.36
福 島 1.69 1.80 1.88 1.98 1.88 1.30 1.34 1.36 1.39 1.39

茨 城 1.87 1.93 1.88 1.88 1.92 1.45 1.50 1.47 1.47 1.52
栃 木 1.83 1.90 1.87 1.84 1.90 1.44 1.51 1.47 1.47 1.51
群 馬 1.66 1.69 1.70 1.74 1.73 1.25 1.29 1.27 1.32 1.30
埼 玉 2.20 2.29 2.21 2.23 2.23 1.78 1.85 1.79 1.84 1.84
千 葉 2.33 2.43 2.32 2.34 2.33 1.86 1.90 1.81 1.86 1.86
東 京 2.87 2.97 2.90 2.92 2.87 2.32 2.38 2.34 2.36 2.33
神 奈 川 2.40 2.49 2.43 2.43 2.40 1.87 1.92 1.88 1.92 1.91

新 潟 1.33 1.40 1.35 1.39 1.40 1.02 1.07 1.04 1.06 1.09
富 山 1.39 1.46 1.40 1.45 1.48 1.03 1.09 1.09 1.09 1.07
石 川 1.82 1.90 1.96 1.95 2.01 1.25 1.29 1.26 1.31 1.35
福 井 1.51 1.58 1.52 1.51 1.59 1.08 1.13 1.13 1.13 1.19

山 梨 1.93 2.03 1.93 2.04 2.01 1.51 1.57 1.52 1.57 1.60
長 野 1.53 1.57 1.52 1.50 1.54 1.21 1.24 1.19 1.21 1.26
岐 阜 1.60 1.70 1.69 1.66 1.71 1.27 1.34 1.32 1.38 1.37
静 岡 1.72 1.76 1.72 1.73 1.76 1.29 1.31 1.29 1.28 1.32
愛 知 1.65 1.70 1.68 1.69 1.74 1.18 1.20 1.19 1.20 1.24
三 重 1.86 2.00 1.90 1.90 2.00 1.34 1.42 1.35 1.41 1.44

滋 賀 2.11 2.26 2.12 2.13 2.16 1.54 1.60 1.53 1.55 1.59
京 都 2.45 2.52 2.46 2.48 2.49 1.88 1.92 1.89 1.93 1.97
大 阪 1.96 2.02 1.98 1.97 1.98 1.50 1.55 1.52 1.52 1.53
兵 庫 1.91 1.96 1.92 1.89 1.90 1.47 1.50 1.46 1.47 1.49
奈 良 2.10 2.22 2.10 2.13 2.14 1.75 1.81 1.78 1.77 1.78
和 歌 山 1.61 1.71 1.65 1.63 1.65 1.27 1.34 1.31 1.29 1.33

鳥 取 2.01 2.11 1.99 2.00 2.06 1.47 1.55 1.50 1.52 1.53
島 根 1.87 1.94 1.87 1.86 1.86 1.45 1.48 1.45 1.47 1.46
岡 山 1.72 1.84 1.79 1.78 1.80 1.34 1.37 1.36 1.36 1.41
広 島 1.98 2.07 2.00 2.06 2.03 1.40 1.46 1.43 1.43 1.45
山 口 2.15 2.22 2.13 2.16 2.15 1.49 1.56 1.49 1.49 1.49

徳 島 1.62 1.75 1.63 1.66 1.67 1.21 1.30 1.23 1.29 1.30
香 川 2.13 2.19 2.15 2.17 2.16 1.57 1.55 1.51 1.53 1.59
愛 媛 1.69 1.77 1.73 1.69 1.78 1.26 1.30 1.24 1.25 1.31
高 知 1.71 1.78 1.77 1.75 1.75 1.30 1.33 1.29 1.32 1.35

福 岡 2.16 2.25 2.15 2.16 2.16 1.53 1.59 1.54 1.55 1.57
佐 賀 2.34 2.44 2.33 2.35 2.34 1.76 1.86 1.79 1.84 1.84
長 崎 2.33 2.41 2.31 2.41 2.39 1.70 1.73 1.70 1.73 1.79
熊 本 1.97 2.07 2.08 2.02 2.02 1.42 1.48 1.59 1.48 1.47
大 分 2.06 2.04 2.03 2.03 2.05 1.47 1.51 1.49 1.46 1.54
宮 崎 2.19 2.24 2.22 2.18 2.18 1.63 1.64 1.67 1.62 1.61
鹿 児 島 2.13 2.19 2.11 2.09 2.07 1.53 1.61 1.54 1.56 1.56
沖 縄 1.92 1.99 1.92 1.98 2.01 1.48 1.54 1.52 1.59 1.61

総務省統計局『住民基本台帳人口移動報告』，総務省自治行政局『住民基本台帳に基づく人口，人口動態及び
世帯数調査』による．日本人人口について．分母となる人口の総数には年齢不詳を含む．1）転入率，転出率
は都道府県間の移動率となる．
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表２－２ 都道府県別転出率（15-19歳）：2014～2018年
（％）

都道府県
男 女

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

全 国 1） 2.54 2.65 2.64 2.62 2.63 1.69 1.77 1.82 1.85 1.89

北 海 道 2.15 2.33 2.40 2.26 2.33 1.35 1.35 1.53 1.53 1.55

青 森 6.17 6.02 6.16 6.01 5.92 4.44 4.41 4.78 4.84 5.22
岩 手 4.85 4.83 4.70 4.87 4.79 3.73 4.15 4.11 4.27 4.29
宮 城 2.94 3.05 3.27 3.17 3.38 2.08 2.18 2.44 2.38 2.40
秋 田 5.79 5.80 5.71 5.38 5.56 4.73 4.82 5.32 5.21 5.08
山 形 4.37 4.75 4.73 4.26 4.31 3.69 3.68 3.92 3.87 4.08
福 島 3.17 2.99 3.08 3.18 3.29 2.49 2.47 2.66 2.80 2.72

茨 城 2.30 2.36 2.42 2.39 2.30 1.60 1.71 1.79 1.80 1.98
栃 木 2.49 2.44 2.35 2.48 2.70 1.90 1.83 2.03 1.98 1.97
群 馬 1.91 1.93 1.99 2.03 2.24 1.46 1.54 1.62 1.71 1.73
埼 玉 1.70 1.75 1.76 1.73 1.75 1.16 1.20 1.18 1.26 1.27
千 葉 1.86 1.92 1.90 1.81 1.87 1.30 1.34 1.36 1.39 1.43
東 京 1.60 1.72 1.68 1.68 1.72 1.29 1.34 1.27 1.32 1.33
神 奈 川 1.69 1.82 1.81 1.89 1.78 1.00 1.04 1.03 1.08 1.11

新 潟 2.31 2.63 2.43 2.70 2.84 1.84 2.03 2.18 2.25 2.33
富 山 2.29 2.23 2.05 1.90 2.10 1.60 1.79 1.67 1.72 1.63
石 川 2.27 2.33 2.44 2.31 2.57 1.41 1.40 1.54 1.71 1.62
福 井 2.23 2.32 2.11 2.20 2.16 1.56 1.61 1.64 1.60 1.65

山 梨 2.67 2.87 2.81 3.11 2.96 1.76 1.92 2.02 1.82 2.20
長 野 2.86 2.84 2.89 2.80 3.01 2.21 2.27 2.37 2.35 2.56
岐 阜 2.33 2.43 2.55 2.38 2.46 1.54 1.64 1.68 1.69 1.74
静 岡 2.64 2.85 2.76 2.76 2.78 1.82 1.96 1.96 2.06 2.11
愛 知 1.51 1.56 1.59 1.56 1.60 0.95 1.00 1.03 1.06 1.09
三 重 2.70 2.70 2.78 2.85 2.85 1.67 1.92 1.77 1.91 1.87

滋 賀 2.17 2.40 2.44 2.56 2.45 1.39 1.43 1.31 1.41 1.57
京 都 2.14 2.42 2.33 2.24 2.30 1.48 1.42 1.50 1.54 1.54
大 阪 1.41 1.44 1.47 1.38 1.49 0.93 0.95 0.96 0.98 1.02
兵 庫 1.78 1.79 1.98 1.89 1.90 1.15 1.14 1.25 1.21 1.29
奈 良 2.45 2.53 2.35 2.45 2.41 1.76 1.91 1.84 1.95 1.93
和 歌 山 2.60 2.55 2.78 2.88 2.84 1.77 1.81 1.79 1.95 2.02

鳥 取 3.46 3.76 3.60 3.63 3.73 2.61 2.82 2.89 3.17 2.95
島 根 4.19 4.35 4.35 4.11 4.13 2.91 3.32 3.76 3.48 3.35
岡 山 2.38 2.47 2.50 2.51 2.57 1.47 1.62 1.54 1.60 1.68
広 島 2.43 2.63 2.54 2.66 2.69 1.62 1.69 1.77 1.78 1.83
山 口 4.75 4.77 4.94 5.18 5.11 2.69 2.99 2.80 3.06 3.13

徳 島 2.96 3.14 2.72 2.87 3.05 1.59 2.13 1.96 2.05 1.93
香 川 3.12 3.30 3.56 3.57 2.92 1.93 1.95 1.97 1.98 2.07
愛 媛 3.36 3.54 3.86 3.79 4.30 2.08 2.22 2.33 2.37 2.64
高 知 4.21 4.71 4.40 4.86 4.80 2.45 2.71 2.71 2.78 2.73

福 岡 2.82 2.98 2.83 3.04 2.90 1.52 1.56 1.64 1.77 1.85
佐 賀 5.60 5.97 6.00 5.64 5.59 2.91 3.40 3.42 3.22 3.36
長 崎 7.15 7.73 7.60 7.24 6.90 4.33 4.43 4.80 4.76 4.84
熊 本 4.81 5.18 5.22 5.23 4.89 2.62 2.82 3.14 3.06 3.05
大 分 3.68 3.80 3.82 3.77 3.98 2.24 2.52 2.40 2.48 2.80
宮 崎 6.79 7.48 7.56 7.10 6.91 3.99 4.57 4.83 4.67 4.59
鹿 児 島 7.89 8.05 8.08 7.83 7.42 4.50 4.42 4.91 4.78 4.79
沖 縄 3.66 4.03 3.64 3.83 3.71 2.81 2.90 2.98 2.98 3.10

総務省統計局『住民基本台帳人口移動報告』，総務省自治行政局『住民基本台帳に基づく人口，人口動態及び
世帯数調査』による．日本人人口について．1）転入率，転出率は都道府県間の移動率となる．
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表２－３ 都道府県別転出率（20-24歳）：2014～2018年
（％）

都道府県
男 女

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

全 国 1） 7.70 8.20 8.19 8.43 8.64 6.22 6.68 6.78 7.16 7.44

北 海 道 5.75 5.94 5.97 5.92 6.24 3.75 4.19 4.27 4.44 4.72

青 森 9.79 10.29 9.75 10.71 10.69 9.71 10.29 10.67 11.35 11.48
岩 手 9.31 9.54 9.55 9.87 10.20 8.88 9.64 9.80 10.33 10.89
宮 城 9.34 9.45 9.28 9.61 10.00 7.17 7.63 7.82 8.18 8.71
秋 田 10.40 10.90 10.65 11.09 10.91 10.52 10.99 10.93 11.90 12.12
山 形 9.24 9.50 9.45 9.45 9.75 9.68 10.35 9.99 10.66 10.91
福 島 7.46 8.09 8.33 8.68 8.87 8.18 8.58 8.90 9.37 9.69

茨 城 7.81 8.12 8.30 8.41 8.88 6.93 7.43 7.82 8.17 8.61
栃 木 7.27 8.05 8.07 8.28 8.71 7.36 7.95 7.94 8.42 8.80
群 馬 8.05 8.44 8.69 8.79 9.16 7.23 7.74 7.79 8.27 8.32
埼 玉 7.48 7.91 8.06 8.25 8.63 6.08 6.48 6.51 7.09 7.25
千 葉 7.61 8.21 8.36 8.74 8.94 6.22 6.58 6.77 7.26 7.64
東 京 7.94 8.34 8.22 8.36 8.49 6.39 6.69 6.68 6.94 7.06
神 奈 川 7.65 8.16 8.10 8.40 8.53 5.66 6.01 6.15 6.58 6.83

新 潟 7.52 7.94 8.15 8.59 8.70 6.74 7.48 7.53 8.02 8.57
富 山 6.03 6.71 6.25 7.07 7.03 5.88 6.69 6.82 6.69 7.07
石 川 8.13 8.89 9.11 9.50 9.60 5.91 6.45 6.14 7.36 7.42
福 井 6.66 7.37 7.20 7.33 7.93 5.82 6.60 6.80 7.00 7.21

山 梨 9.35 9.85 9.92 10.30 10.37 8.80 9.53 9.62 10.09 10.63
長 野 7.42 8.16 8.18 7.94 8.66 7.23 7.68 7.99 8.05 8.43
岐 阜 7.17 7.98 7.90 8.03 8.31 5.87 6.90 6.72 7.22 7.67
静 岡 7.51 7.93 8.11 8.51 8.52 6.08 6.71 6.94 7.27 7.64
愛 知 5.11 5.50 5.48 5.69 6.00 3.75 4.00 4.09 4.34 4.69
三 重 7.51 8.06 7.83 8.10 8.71 5.92 6.34 6.61 7.23 7.63

滋 賀 8.54 9.47 8.99 9.43 10.10 6.21 6.52 6.74 7.05 7.81
京 都 9.98 10.93 10.80 11.13 11.24 7.38 7.90 8.10 8.58 8.97
大 阪 6.32 6.65 6.69 6.99 7.16 4.41 4.72 4.88 5.21 5.36
兵 庫 7.31 7.90 8.11 8.32 8.55 5.32 5.83 6.06 6.44 6.86
奈 良 8.16 8.61 8.80 9.38 9.68 6.51 6.68 7.30 7.64 7.91
和 歌 山 7.50 8.12 8.09 8.38 8.77 6.58 7.29 7.55 7.66 8.36

鳥 取 9.90 10.50 9.86 10.41 10.99 8.75 9.87 9.14 9.95 10.11
島 根 9.17 10.89 10.85 10.43 10.19 8.90 9.88 9.97 10.39 10.56
岡 山 7.04 7.73 7.59 7.83 7.87 5.80 6.27 6.46 6.81 7.38
広 島 7.93 8.48 8.47 8.75 8.97 5.94 6.29 6.44 6.70 6.92
山 口 11.76 11.80 11.60 12.13 11.90 9.09 10.04 9.58 10.13 10.25

徳 島 7.62 8.43 8.47 8.49 8.38 7.50 7.91 7.99 8.23 9.28
香 川 8.80 9.79 9.38 9.86 9.76 7.17 7.71 7.83 8.07 8.97
愛 媛 8.42 9.00 9.10 9.07 9.42 6.94 7.51 7.81 8.11 8.44
高 知 9.42 10.10 10.42 10.18 9.78 8.87 9.52 9.75 10.27 10.31

福 岡 8.48 9.17 9.04 9.26 9.26 5.78 6.33 6.39 6.90 7.09
佐 賀 9.56 10.18 10.16 10.91 10.85 8.79 9.50 9.68 10.50 10.72
長 崎 11.05 11.48 11.31 11.62 11.96 9.83 10.44 10.56 10.95 11.53
熊 本 8.59 9.51 9.50 9.57 10.08 7.27 7.85 8.15 8.36 9.03
大 分 9.59 9.99 9.89 10.21 10.07 7.98 8.78 8.92 8.95 9.63
宮 崎 10.34 10.83 11.28 11.39 11.69 9.64 10.34 10.61 10.88 10.82
鹿 児 島 10.32 10.64 10.71 10.68 11.01 7.86 8.92 8.64 9.31 9.34
沖 縄 7.14 7.48 7.61 7.91 8.20 5.99 6.50 6.46 6.93 7.11

総務省統計局『住民基本台帳人口移動報告』，総務省自治行政局『住民基本台帳に基づく人口，人口動態及び
世帯数調査』による．日本人人口について．1）転入率，転出率は都道府県間の移動率となる．
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表２－４ 都道府県別転出率（25-29歳）：2014～2018年
（％）

都道府県
男 女

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

全 国 1） 6.27 6.68 6.64 6.82 7.10 5.63 5.95 5.96 6.18 6.37

北 海 道 3.44 3.61 3.60 3.73 3.78 2.72 2.78 2.87 2.91 3.07

青 森 5.60 5.65 5.66 5.97 6.10 4.47 4.71 4.64 5.20 5.00
岩 手 4.97 5.34 5.30 5.78 5.85 4.62 4.92 4.97 5.18 5.36
宮 城 6.48 6.95 6.91 7.00 7.50 5.13 5.55 5.33 5.74 5.86
秋 田 4.76 4.83 5.13 5.21 5.86 4.27 4.74 4.99 4.65 4.87
山 形 4.79 5.08 4.92 5.21 5.46 4.17 4.77 4.66 4.88 5.03
福 島 4.71 5.00 5.16 5.64 5.74 4.18 4.55 4.66 4.70 5.00

茨 城 6.04 6.54 6.45 6.53 6.94 5.47 5.98 5.90 6.23 6.46
栃 木 5.68 6.07 5.96 6.06 6.61 5.09 5.70 5.50 5.70 6.07
群 馬 5.57 5.83 5.84 6.23 6.40 5.07 5.45 5.28 5.54 5.56
埼 玉 7.60 8.08 8.04 8.22 8.53 7.23 7.78 7.83 8.07 8.29
千 葉 7.91 8.42 8.49 8.66 8.98 7.41 7.79 7.72 8.11 8.22
東 京 7.90 8.42 8.40 8.51 8.57 7.48 7.86 7.83 8.07 7.98
神 奈 川 7.83 8.19 8.26 8.52 8.77 7.05 7.48 7.56 7.94 8.22

新 潟 4.01 4.40 4.17 4.38 4.73 3.38 3.64 3.66 3.70 3.89
富 山 4.47 4.92 5.09 5.10 5.57 4.25 4.44 4.78 4.81 5.01
石 川 5.40 5.85 6.37 6.35 6.73 4.83 5.12 5.00 5.22 5.30
福 井 4.73 5.11 5.15 4.87 5.48 4.12 4.33 4.50 4.61 4.71

山 梨 6.10 6.67 6.34 6.69 7.08 5.79 5.88 5.87 5.76 6.31
長 野 5.02 5.08 5.20 5.17 5.28 4.33 4.71 4.46 4.56 4.87
岐 阜 5.75 6.28 6.21 6.22 6.84 5.81 6.31 6.46 6.85 6.89
静 岡 5.08 5.50 5.34 5.56 5.92 4.59 4.78 4.61 4.79 5.12
愛 知 4.71 5.07 5.09 5.20 5.58 3.97 4.13 4.27 4.33 4.65
三 重 5.90 6.57 6.48 6.49 7.07 5.14 5.76 5.42 5.85 6.18

滋 賀 6.69 7.35 6.93 7.25 7.67 5.62 6.01 6.13 6.53 6.54
京 都 8.45 8.90 8.72 9.30 9.52 7.83 7.95 8.11 8.40 8.78
大 阪 6.29 6.68 6.53 6.69 6.88 5.39 5.72 5.66 5.88 5.95
兵 庫 6.25 6.77 6.58 6.78 7.13 5.57 5.84 5.83 6.08 6.26
奈 良 7.76 8.41 8.03 8.30 8.83 7.19 7.87 7.82 8.02 8.53
和 歌 山 5.62 5.92 5.97 5.60 6.02 5.30 5.38 5.49 5.28 5.90

鳥 取 5.84 6.13 5.92 6.34 6.69 5.10 5.36 5.11 5.08 5.65
島 根 5.68 5.62 5.84 5.97 6.05 5.48 5.33 5.21 5.23 5.40
岡 山 5.06 5.59 5.52 5.69 5.81 4.91 5.01 5.19 5.19 5.45
広 島 5.56 5.99 5.96 6.43 6.50 4.80 5.02 5.13 5.19 5.33
山 口 6.88 7.01 7.01 6.93 7.28 5.59 5.59 5.54 5.83 6.10

徳 島 5.26 5.69 5.52 5.81 5.93 4.93 5.05 4.72 5.45 5.34
香 川 6.05 6.74 6.51 6.89 7.30 5.83 5.74 5.34 6.01 6.08
愛 媛 4.91 5.58 5.42 5.31 5.93 4.49 4.75 4.58 4.64 5.06
高 知 5.13 5.38 5.63 5.62 5.67 4.67 4.62 4.86 4.78 5.00

福 岡 6.03 6.43 6.29 6.43 6.72 4.96 5.25 5.16 5.37 5.57
佐 賀 6.62 7.28 7.20 7.44 7.61 6.25 6.90 6.76 7.29 7.32
長 崎 6.35 6.62 6.18 7.01 7.14 5.27 5.56 5.75 5.64 6.07
熊 本 5.45 5.69 5.65 5.77 6.08 4.62 4.91 5.35 4.94 5.25
大 分 5.81 5.95 5.81 6.09 6.39 4.98 5.14 5.15 5.31 5.63
宮 崎 6.06 6.04 6.29 6.54 6.84 5.19 5.21 5.28 5.27 5.73
鹿 児 島 5.14 5.52 5.67 5.74 6.07 4.32 4.83 4.80 4.88 4.94
沖 縄 4.20 4.36 4.46 4.50 4.76 3.96 4.17 4.30 4.37 4.49

総務省統計局『住民基本台帳人口移動報告』，総務省自治行政局『住民基本台帳に基づく人口，人口動態及び
世帯数調査』による．日本人人口について．1）転入率，転出率は都道府県間の移動率となる．
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表３－１ 都道府県別転入超過率（総数）：2014～2018年
（％）

都道府県
男 女

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

全 国 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥

北 海 道 -0.17 -0.16 -0.12 -0.09 -0.13 -0.16 -0.17 -0.14 -0.15 -0.17

青 森 -0.46 -0.47 -0.43 -0.41 -0.45 -0.49 -0.50 -0.52 -0.51 -0.54
岩 手 -0.21 -0.27 -0.25 -0.31 -0.32 -0.28 -0.37 -0.35 -0.38 -0.47
宮 城 0.14 0.03 0.01 -0.05 -0.10 0.08 -0.03 -0.05 -0.06 -0.05
秋 田 -0.40 -0.38 -0.39 -0.35 -0.39 -0.42 -0.47 -0.46 -0.48 -0.50
山 形 -0.27 -0.32 -0.31 -0.27 -0.29 -0.35 -0.41 -0.33 -0.42 -0.41
福 島 0.09 0.06 -0.22 -0.46 -0.39 -0.31 -0.29 -0.38 -0.41 -0.43

茨 城 -0.15 -0.13 -0.08 -0.04 -0.12 -0.18 -0.20 -0.17 -0.16 -0.21
栃 木 -0.03 -0.11 -0.12 -0.03 -0.07 -0.15 -0.19 -0.18 -0.14 -0.22
群 馬 -0.06 -0.04 -0.10 -0.13 -0.11 -0.16 -0.18 -0.18 -0.24 -0.17
埼 玉 0.20 0.18 0.20 0.21 0.22 0.22 0.19 0.24 0.20 0.25
千 葉 0.15 0.16 0.25 0.27 0.26 0.12 0.18 0.27 0.26 0.29
東 京 0.52 0.58 0.50 0.48 0.53 0.62 0.69 0.64 0.67 0.73
神 奈 川 0.09 0.09 0.09 0.10 0.17 0.19 0.21 0.18 0.20 0.25

新 潟 -0.22 -0.26 -0.23 -0.26 -0.29 -0.25 -0.31 -0.30 -0.32 -0.37
富 山 -0.06 -0.03 0.02 -0.01 -0.11 -0.14 -0.16 -0.20 -0.19 -0.20
石 川 -0.01 0.03 -0.10 -0.02 -0.12 -0.09 -0.08 -0.04 -0.09 -0.16
福 井 -0.28 -0.26 -0.23 -0.14 -0.23 -0.28 -0.28 -0.24 -0.24 -0.32

山 梨 -0.29 -0.30 -0.18 -0.31 -0.27 -0.32 -0.31 -0.30 -0.33 -0.33
長 野 -0.15 -0.11 -0.11 -0.10 -0.12 -0.16 -0.17 -0.14 -0.16 -0.22
岐 阜 -0.19 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.26 -0.25 -0.33 -0.30
静 岡 -0.17 -0.13 -0.13 -0.11 -0.13 -0.22 -0.21 -0.22 -0.17 -0.23
愛 知 0.12 0.16 0.12 0.07 0.04 0.05 0.07 0.05 0.06 0.02
三 重 -0.13 -0.22 -0.18 -0.17 -0.17 -0.18 -0.25 -0.22 -0.28 -0.30

滋 賀 -0.07 -0.18 -0.06 -0.03 -0.03 -0.05 -0.11 -0.04 -0.07 -0.05
京 都 -0.08 -0.09 -0.08 -0.13 -0.17 -0.01 0.07 0.02 -0.01 -0.07
大 阪 -0.06 -0.02 -0.02 -0.02 0.01 0.05 0.07 0.05 0.08 0.11
兵 庫 -0.17 -0.17 -0.18 -0.15 -0.14 -0.09 -0.10 -0.07 -0.09 -0.08
奈 良 -0.28 -0.37 -0.30 -0.32 -0.36 -0.17 -0.21 -0.23 -0.20 -0.24
和 歌 山 -0.28 -0.41 -0.39 -0.36 -0.35 -0.30 -0.39 -0.39 -0.36 -0.39

鳥 取 -0.20 -0.27 -0.21 -0.19 -0.36 -0.19 -0.25 -0.24 -0.33 -0.34
島 根 -0.22 -0.16 -0.13 -0.14 -0.14 -0.24 -0.23 -0.23 -0.30 -0.28
岡 山 0.00 -0.07 -0.09 -0.11 -0.14 -0.04 -0.06 -0.11 -0.12 -0.21
広 島 -0.08 -0.07 -0.01 -0.11 -0.10 -0.11 -0.13 -0.14 -0.12 -0.15
山 口 -0.20 -0.31 -0.22 -0.25 -0.25 -0.30 -0.34 -0.31 -0.33 -0.34

徳 島 -0.18 -0.27 -0.19 -0.23 -0.26 -0.20 -0.31 -0.27 -0.28 -0.35
香 川 -0.07 0.01 -0.08 -0.05 -0.13 -0.15 -0.11 -0.14 -0.14 -0.19
愛 媛 -0.22 -0.25 -0.25 -0.20 -0.24 -0.26 -0.30 -0.27 -0.26 -0.34
高 知 -0.26 -0.26 -0.31 -0.25 -0.29 -0.32 -0.34 -0.30 -0.33 -0.35

福 岡 0.06 0.05 0.09 0.12 0.13 0.10 0.09 0.13 0.13 0.12
佐 賀 -0.28 -0.32 -0.31 -0.22 -0.15 -0.26 -0.31 -0.24 -0.27 -0.23
長 崎 -0.39 -0.40 -0.37 -0.38 -0.41 -0.43 -0.43 -0.43 -0.47 -0.51
熊 本 -0.17 -0.23 -0.34 -0.16 -0.18 -0.14 -0.20 -0.41 -0.27 -0.26
大 分 -0.24 -0.17 -0.20 -0.22 -0.27 -0.20 -0.23 -0.24 -0.27 -0.33
宮 崎 -0.26 -0.28 -0.34 -0.27 -0.30 -0.30 -0.33 -0.42 -0.32 -0.35
鹿 児 島 -0.27 -0.28 -0.23 -0.23 -0.22 -0.27 -0.34 -0.30 -0.33 -0.33
沖 縄 0.02 -0.02 -0.03 -0.06 -0.04 -0.02 0.02 -0.00 -0.09 -0.06

総務省統計局『住民基本台帳人口移動報告』，総務省自治行政局『住民基本台帳に基づく人口，人口動態及び
世帯数調査』による．日本人人口について．分母となる人口の総数には年齢不詳を含む．－（マイナス）は転
出超過を意味する．



―446―

表３－２ 都道府県別転入超過率（15-19歳）：2014～2018年
（％）

都道府県
男 女

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

全 国 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥

北 海 道 -0.50 -0.37 -0.44 -0.20 -0.27 -0.50 -0.46 -0.48 -0.57 -0.50

青 森 -3.49 -3.41 -3.45 -3.30 -3.24 -3.18 -3.17 -3.41 -3.33 -3.72
岩 手 -3.33 -3.16 -2.87 -3.21 -2.98 -2.54 -2.96 -2.76 -2.91 -3.00
宮 城 0.35 0.17 0.25 0.22 0.22 0.27 0.16 0.02 0.15 0.34
秋 田 -3.97 -4.03 -3.79 -3.51 -3.72 -3.42 -3.35 -3.87 -3.83 -3.71
山 形 -2.55 -3.00 -2.78 -1.99 -1.88 -2.46 -2.25 -2.34 -2.30 -2.45
福 島 -1.71 -1.52 -1.64 -1.89 -1.99 -1.61 -1.56 -1.83 -1.91 -1.79

茨 城 -0.41 -0.35 -0.31 -0.21 -0.34 -0.44 -0.55 -0.45 -0.62 -0.74
栃 木 -0.67 -0.57 -0.61 -0.70 -0.74 -0.69 -0.53 -0.79 -0.71 -0.69
群 馬 0.27 0.26 0.09 0.04 -0.04 -0.32 -0.41 -0.54 -0.52 -0.49
埼 玉 0.83 0.80 0.77 0.75 0.75 0.68 0.73 0.80 0.76 0.78
千 葉 1.07 1.17 1.19 1.31 1.22 0.50 0.66 0.72 0.71 0.79
東 京 3.07 3.11 3.08 2.90 2.78 2.95 3.02 3.26 3.22 3.15
神 奈 川 1.61 1.62 1.61 1.40 1.55 0.96 1.00 1.10 1.07 1.21

新 潟 -1.08 -1.24 -1.15 -1.42 -1.44 -0.96 -1.14 -1.30 -1.29 -1.32
富 山 -1.01 -0.99 -0.66 -0.65 -0.75 -0.81 -1.03 -0.97 -0.94 -0.87
石 川 1.89 2.05 0.88 1.49 1.72 0.35 0.47 0.22 0.11 0.21
福 井 -1.24 -1.32 -1.04 -1.09 -1.13 -0.92 -1.04 -0.99 -0.97 -1.03

山 梨 -0.01 0.05 -0.06 -0.31 0.13 0.26 0.51 0.23 0.44 0.20
長 野 -1.84 -1.85 -1.77 -1.60 -1.82 -1.56 -1.57 -1.62 -1.61 -1.79
岐 阜 -0.95 -0.98 -1.20 -1.08 -1.18 -0.65 -0.81 -0.78 -0.84 -0.85
静 岡 -0.94 -1.03 -1.06 -0.95 -0.99 -0.95 -1.05 -1.13 -1.18 -1.31
愛 知 0.89 1.00 1.11 0.98 0.83 0.25 0.25 0.18 0.24 0.20
三 重 -0.90 -0.92 -1.29 -1.31 -1.33 -0.61 -0.81 -0.72 -0.88 -0.82

滋 賀 0.36 0.29 0.46 0.25 0.21 -0.13 -0.17 0.00 -0.08 -0.17
京 都 2.14 1.50 1.93 1.78 1.76 1.16 1.46 1.46 1.44 1.37
大 阪 0.55 0.65 0.63 0.59 0.52 0.72 0.70 0.75 0.69 0.70
兵 庫 0.03 0.13 -0.09 -0.12 -0.10 0.00 0.03 0.04 0.03 -0.06
奈 良 0.11 -0.13 0.17 -0.15 -0.07 0.63 0.42 0.43 0.50 0.56
和 歌 山 -1.31 -1.37 -1.53 -1.48 -1.43 -1.04 -1.06 -1.07 -1.16 -1.33

鳥 取 -0.42 -1.22 -1.28 -1.08 -1.50 -1.12 -1.40 -1.45 -1.40 -1.68
島 根 -2.00 -1.82 -1.61 -1.48 -1.14 -1.42 -1.66 -1.87 -1.73 -1.47
岡 山 -0.26 -0.27 -0.39 -0.24 -0.42 0.12 -0.01 -0.03 0.04 -0.14
広 島 0.06 0.19 0.38 0.43 0.46 -0.34 -0.26 -0.26 -0.19 -0.15
山 口 -0.90 -1.10 -1.04 -0.96 -1.04 -0.94 -1.03 -1.01 -1.28 -1.25

徳 島 -1.41 -1.45 -1.21 -1.26 -1.34 -0.58 -1.14 -0.83 -0.95 -0.84
香 川 -0.72 -0.57 -1.04 -0.71 -0.72 -0.77 -0.78 -0.99 -0.79 -0.86
愛 媛 -1.92 -1.82 -2.28 -2.16 -2.12 -1.18 -1.35 -1.47 -1.35 -1.62
高 知 -1.91 -2.05 -2.07 -2.24 -2.31 -0.97 -1.26 -1.30 -1.28 -1.34

福 岡 0.31 0.33 0.37 0.16 0.49 0.78 0.91 0.79 0.81 0.89
佐 賀 -3.07 -2.98 -3.31 -2.77 -2.89 -1.56 -1.83 -1.75 -1.45 -1.48
長 崎 -4.01 -4.51 -4.47 -3.99 -3.92 -2.56 -2.63 -2.88 -2.96 -2.99
熊 本 -2.54 -2.71 -3.00 -2.85 -2.54 -1.36 -1.48 -1.76 -1.69 -1.61
大 分 -1.22 -1.31 -1.12 -0.98 -1.37 -0.86 -1.14 -0.85 -1.00 -1.20
宮 崎 -3.84 -4.43 -4.74 -4.09 -4.02 -2.40 -3.03 -3.38 -2.93 -3.05
鹿 児 島 -5.20 -5.19 -5.21 -4.86 -4.44 -2.99 -2.90 -3.37 -3.26 -3.20
沖 縄 -1.70 -2.15 -1.69 -2.08 -1.78 -1.73 -1.66 -1.75 -1.83 -1.76

総務省統計局『住民基本台帳人口移動報告』，総務省自治行政局『住民基本台帳に基づく人口，人口動態及び
世帯数調査』による．日本人人口について．－（マイナス）は転出超過を意味する．
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表３－３ 都道府県別転入超過率（20-24歳）：2014～2018年
（％）

都道府県
男 女

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

全 国 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥

北 海 道 -2.20 -1.93 -1.88 -1.67 -1.99 -1.64 -1.97 -1.85 -1.85 -2.11

青 森 -3.00 -3.75 -3.05 -3.79 -3.76 -5.18 -5.54 -6.23 -6.52 -6.32
岩 手 -2.79 -2.72 -3.04 -3.37 -3.11 -3.74 -4.60 -4.51 -4.87 -5.22
宮 城 -0.82 -0.49 -0.47 -0.82 -1.00 -0.30 -0.57 -0.67 -0.83 -1.32
秋 田 -4.21 -4.32 -4.14 -4.61 -4.48 -5.92 -6.31 -6.14 -7.00 -7.35
山 形 -3.14 -3.12 -3.46 -3.38 -3.80 -5.13 -5.52 -4.98 -5.70 -5.59
福 島 -1.44 -1.98 -2.64 -3.04 -3.33 -4.07 -4.09 -4.68 -4.97 -5.31

茨 城 -1.80 -1.78 -1.86 -1.63 -1.83 -2.88 -3.10 -3.42 -3.50 -3.64
栃 木 -0.43 -0.94 -0.90 -0.28 -0.65 -2.58 -2.75 -2.88 -2.81 -3.35
群 馬 -2.22 -2.44 -2.70 -2.56 -2.88 -3.19 -3.37 -3.60 -3.74 -3.76
埼 玉 0.51 0.52 0.41 0.77 0.53 0.86 0.80 1.07 0.88 1.29
千 葉 1.50 1.20 1.34 1.24 1.08 1.34 1.64 1.72 1.47 1.67
東 京 6.29 7.01 7.05 7.04 7.32 7.27 8.09 8.21 8.68 8.91
神 奈 川 2.07 2.09 2.24 2.04 2.39 2.29 2.50 2.53 2.64 2.76

新 潟 -2.93 -3.01 -3.23 -3.57 -3.42 -3.70 -4.41 -4.46 -4.85 -5.31
富 山 -0.54 -0.79 -0.08 -0.83 -0.80 -2.33 -2.60 -3.03 -2.62 -3.19
石 川 -2.50 -3.09 -3.53 -3.49 -3.29 -2.19 -2.25 -2.00 -2.97 -2.76
福 井 -2.25 -2.61 -2.56 -2.15 -3.02 -3.41 -3.55 -3.55 -3.53 -3.77

山 梨 -4.08 -4.24 -3.74 -4.20 -3.80 -5.10 -5.68 -5.68 -5.96 -5.94
長 野 -1.95 -2.16 -2.09 -1.79 -2.43 -3.17 -3.51 -3.93 -3.69 -4.15
岐 阜 -2.23 -2.87 -2.72 -2.68 -2.63 -2.25 -3.13 -2.77 -3.27 -3.37
静 岡 -0.59 -0.55 -0.84 -0.79 -0.78 -1.89 -2.29 -2.63 -2.42 -2.75
愛 知 1.99 2.07 1.93 1.75 1.71 0.84 0.90 0.92 1.01 0.85
三 重 -1.36 -1.72 -1.29 -1.11 -0.90 -1.99 -2.28 -2.65 -3.00 -2.88

滋 賀 -2.00 -2.45 -1.96 -1.46 -1.98 -1.78 -1.97 -1.76 -1.69 -2.33
京 都 -0.91 -1.38 -1.38 -2.13 -1.66 0.32 0.41 0.26 0.04 -0.17
大 阪 0.71 1.04 0.93 0.58 0.73 2.18 2.39 2.18 2.22 2.43
兵 庫 -1.58 -1.74 -1.94 -1.98 -2.15 -0.59 -0.65 -0.84 -1.03 -1.28
奈 良 -3.50 -3.94 -3.93 -4.23 -4.36 -2.17 -2.38 -3.01 -2.88 -3.01
和 歌 山 -2.79 -3.63 -3.53 -3.66 -3.83 -3.22 -3.83 -4.01 -4.13 -4.60

鳥 取 -3.97 -3.86 -3.68 -3.62 -4.76 -3.85 -4.93 -3.88 -4.90 -5.14
島 根 -3.26 -4.29 -3.94 -3.68 -3.25 -3.72 -4.84 -4.88 -5.44 -4.76
岡 山 -0.97 -1.37 -1.32 -1.27 -1.42 -0.79 -1.08 -1.23 -1.31 -1.87
広 島 -1.03 -0.84 -0.87 -0.95 -1.58 -1.24 -1.12 -1.36 -1.32 -1.70
山 口 -3.29 -3.78 -3.44 -3.50 -3.36 -4.18 -4.74 -4.39 -4.98 -4.98

徳 島 -2.47 -2.98 -3.06 -2.87 -3.01 -3.46 -3.75 -4.16 -3.99 -5.26
香 川 -1.44 -1.23 -1.50 -1.67 -1.85 -2.05 -2.12 -2.31 -2.45 -2.87
愛 媛 -2.89 -3.10 -3.14 -3.10 -3.37 -3.31 -3.78 -3.77 -4.00 -4.53
高 知 -3.52 -4.05 -4.84 -4.40 -3.92 -4.76 -5.32 -5.22 -6.07 -5.61

福 岡 -0.76 -0.90 -0.99 -0.74 -0.43 0.53 0.51 0.47 0.39 0.31
佐 賀 -2.58 -3.16 -3.27 -3.12 -3.34 -3.28 -3.43 -3.68 -4.07 -4.02
長 崎 -3.21 -3.53 -3.38 -3.03 -3.52 -4.62 -5.02 -5.07 -5.38 -5.73
熊 本 -2.39 -3.01 -3.12 -2.60 -2.81 -2.44 -2.81 -3.42 -3.41 -3.92
大 分 -3.24 -3.13 -2.85 -3.16 -3.36 -3.21 -3.69 -3.78 -3.91 -4.27
宮 崎 -2.28 -2.59 -3.49 -3.14 -3.16 -4.34 -4.81 -5.15 -5.02 -4.70
鹿 児 島 -2.39 -2.17 -2.75 -2.09 -2.66 -2.66 -3.67 -3.35 -3.67 -3.71
沖 縄 -2.02 -2.15 -2.05 -2.04 -1.84 -1.77 -1.70 -1.41 -1.74 -1.60

総務省統計局『住民基本台帳人口移動報告』，総務省自治行政局『住民基本台帳に基づく人口，人口動態及び
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表３－４ 都道府県別転入超過率（25-29歳）：2014～2018年
（％）

都道府県
男 女

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

全 国 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥

北 海 道 -0.51 -0.60 -0.46 -0.52 -0.59 -0.60 -0.60 -0.59 -0.51 -0.64

青 森 -0.62 -0.54 -0.64 -0.71 -0.80 -0.43 -0.47 -0.51 -0.62 -0.62
岩 手 0.13 -0.26 -0.07 -0.58 -0.55 -0.16 -0.38 -0.58 -0.68 -0.84
宮 城 0.15 -0.25 -0.28 -0.11 -0.60 -0.12 -0.19 0.08 -0.44 -0.35
秋 田 -0.59 -0.10 -0.54 -0.28 -1.02 -0.32 -0.80 -0.71 -0.61 -0.67
山 形 -0.01 -0.38 -0.21 -0.58 -0.70 0.05 -0.44 -0.27 -0.62 -0.76
福 島 0.53 0.26 -0.15 -1.05 -1.05 -0.17 -0.47 -0.70 -0.65 -0.90

茨 城 -0.88 -0.88 -0.72 -0.69 -0.85 -0.84 -1.08 -0.84 -0.82 -1.21
栃 木 0.16 -0.28 -0.31 0.27 -0.20 -0.08 -0.41 -0.24 -0.26 -0.65
群 馬 -0.65 -0.61 -0.68 -1.00 -0.89 -0.83 -0.90 -0.85 -1.12 -0.80
埼 玉 0.03 0.03 0.23 0.42 0.45 -0.08 -0.21 -0.16 -0.01 0.03
千 葉 -0.22 -0.20 -0.08 -0.10 -0.11 -0.30 -0.25 0.14 -0.01 0.26
東 京 2.06 2.34 2.12 2.21 2.49 1.98 2.38 2.13 2.20 2.57
神 奈 川 -0.06 0.15 -0.07 0.11 0.44 0.30 0.35 0.30 0.29 0.24

新 潟 -0.47 -0.84 -0.60 -0.78 -1.07 -0.36 -0.53 -0.56 -0.61 -0.91
富 山 -0.33 -0.45 -0.21 -0.16 -0.81 -0.43 -0.35 -0.76 -0.69 -0.83
石 川 -0.33 -0.22 -0.45 -0.48 -1.30 -0.66 -0.61 -0.26 -0.60 -0.95
福 井 -0.48 -0.58 -0.70 -0.33 -0.67 -0.52 -0.72 -0.44 -0.60 -0.93

山 梨 -0.94 -1.33 -0.70 -1.29 -1.22 -1.23 -1.03 -1.45 -1.07 -1.28
長 野 -0.61 -0.29 -0.35 -0.42 -0.46 -0.20 -0.49 -0.17 -0.14 -0.57
岐 阜 -1.05 -1.26 -1.24 -1.14 -1.39 -1.53 -1.57 -1.90 -2.30 -1.97
静 岡 -0.32 -0.31 -0.33 -0.40 -0.44 -0.45 -0.48 -0.35 -0.31 -0.61
愛 知 0.32 0.33 0.12 0.09 -0.06 0.43 0.53 0.38 0.46 0.29
三 重 -0.53 -0.86 -0.74 -0.62 -0.40 -0.63 -1.09 -0.66 -1.08 -1.32

滋 賀 -0.72 -1.03 -0.38 -0.55 -0.14 -0.34 -0.24 -0.31 -0.72 -0.10
京 都 -1.34 -1.40 -1.23 -1.78 -1.64 -1.15 -0.86 -1.27 -1.29 -1.73
大 阪 -0.20 0.06 0.03 0.02 0.14 0.07 0.14 0.16 0.19 0.37
兵 庫 -0.78 -0.87 -0.86 -0.84 -0.94 -0.59 -0.76 -0.64 -0.66 -0.72
奈 良 -2.25 -2.66 -2.17 -2.21 -2.82 -1.88 -2.49 -2.17 -2.26 -2.77
和 歌 山 -1.38 -1.47 -1.77 -1.30 -1.66 -1.23 -1.23 -1.72 -1.31 -1.87

鳥 取 -0.53 -0.81 -0.60 -0.73 -0.87 -0.01 -0.11 -0.24 -0.33 -0.17
島 根 -0.11 0.32 -0.24 -0.23 -0.23 -0.46 0.00 -0.07 -0.20 -0.40
岡 山 -0.31 -0.59 -0.51 -0.74 -0.79 -0.55 -0.55 -0.93 -0.86 -1.22
広 島 -0.09 -0.35 -0.01 -0.55 -0.58 -0.32 -0.27 -0.47 -0.41 -0.50
山 口 -0.95 -1.28 -1.11 -0.86 -0.92 -0.82 -1.03 -0.77 -0.78 -1.07

徳 島 -0.65 -1.10 -1.07 -1.37 -1.48 -0.69 -1.01 -0.90 -0.92 -1.10
香 川 -0.00 -0.07 -0.14 -0.51 -0.89 -0.51 -0.43 0.13 -0.76 -0.76
愛 媛 -0.16 -0.48 -0.50 -0.44 -1.03 -0.61 -0.84 -0.68 -0.68 -0.90
高 知 -0.41 -0.88 -0.73 -0.88 -0.69 -0.56 -0.62 -0.80 -0.43 -0.48

福 岡 -0.17 -0.19 -0.01 0.12 0.08 -0.22 -0.26 -0.14 -0.21 -0.25
佐 賀 -0.40 -1.18 -1.10 -0.70 -0.55 -0.75 -1.31 -0.86 -1.32 -0.99
長 崎 -0.45 -0.44 -0.14 -0.61 -0.76 -0.33 -0.53 -0.75 -0.35 -0.59
熊 本 -0.49 -0.46 -0.38 -0.29 -0.33 -0.30 -0.56 -1.04 -0.44 -0.54
大 分 -0.77 -0.40 -0.79 -0.70 -0.94 -0.56 -0.55 -0.43 -0.58 -0.97
宮 崎 -0.50 -0.31 -0.37 -0.43 -0.50 -0.40 -0.46 -0.49 -0.28 -0.64
鹿 児 島 0.06 -0.11 0.05 -0.15 -0.31 -0.11 -0.51 -0.60 -0.53 -0.26
沖 縄 0.66 0.42 0.32 0.48 0.51 0.73 0.72 0.88 0.85 0.83
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書 評・紹 介

DimiterPhilipov,AartC.Liefbroer,andJaneE.Klobas,

ReproductiveDecision-makinginaMacro-microPerspective

Springer,2015,178pp.

本書に先駆けて，本書タイトルと同名のプロジェクト「マクロとミクロの観点における出生をめぐ

る意思決定（Reproductivedecision-makinginamacro-microperspective,RIPRO）」が2009～2011

年に欧州委員会のもとで行われており，本書はその成果をまとめたものである．欧州において長く続

く低出生力状態を理解するために，出生意図の形成とその実現という側面に焦点を当て，それをマク

ロ（例えば低い出生力状況と様々な制度）とミクロ（例えば出生意欲に影響する個人の状況や子ども

を望むも持てないというギャップ）の側面，そしてその関係という視点で分析がされている．

1章では，ミクロレベルである個人の意思決定が，個人と個人が埋め込まれているマクロレベルと

どのように関連するか，という本書全体を通じた視点が解説される．社会学者Colemanによるマク

ロ-ミクロモデルや社会心理学者Ajzenの計画的行動理論（theTheoryofPlannedBehavior）が本

プロジェクトの支柱であることがわかる．2章は各国の歴史，政策の違いによる子育て環境の違いが

説明される．家族政策は金銭的支援（手当），時間に関わる支援（休業制度），サービスの提供（保育

園整備）を中心に展開され，ここ数十年でOECD諸国における育休制度や保育サービスは全体的に

強化された．ただし各国の優先度や支援対象には濃淡がある．3章では，子を持つという意思決定に

何が影響するのかを問う．文脈だけでは決まらず，個人が帰結に対して想定していること，社会規範

といった周囲の期待，子育てにおける自己統制感に依存するという．4章では，短期的出生意図の実

現，とりわけ延期や断念といった結果に関連する要素を，オランダ，スイス，ハンガリー，ブルガリ

アのパネルデータを用いて検討している．年齢（高齢），パリティ（無子あるいは2子以上），配偶関

係（離婚）といった社会人口学的条件が普遍的に意図の非実現に寄与することが確かめられた．

5章では，出生意図そのものの意味に着目し，意図に伴う不確実性や可変性，測定の課題などを議

論している．子を持つ人生は当たり前といった近代的見方ではなく，子は人生を充実させるといった

ポスト近代的見方を持つと出生意図が断念されやすいなど，価値観の重要性が指摘される．6章では

マクロ要因のミクロの意思決定への影響を議論するために，個人の出生関連規範意識に，個人が所属

する社会の「第二の人口転換」度合いがどう関与するか，を2000年代半ばの欧州25カ国についてマル

チレベルモデルを用いて分析している．第二の人口転換が進んだ社会では，他者に寛容な態度が進み，

そのことが，意図的な無子に対する許容を後押ししていることが示唆されている． 7章では編者

Philipovらによって本書が総括される．政策的関心は出生の帰結ではなく，意図と意図の実現のギャッ

プに寄せられるべきであり，本書がその理解に役立つと述べる．

本書は，出生に関わるマクロとミクロの側面とその関係という，出生力研究開始当初から重要だと

認識され議論されつつも適切なモデル化が難しい領域にあえて挑んだ点で評価できる．そして出生に

関する意図の形成とその実現までの過程を丁寧に論じた点は，政策の有効性および採られるべき手法

に関する今後の議論を一歩進めるであろう．個人の出産意図には不確実性が含まれ，しかも重層的で

あること，社会心理学的方法論を援用して出生意図が社会的プレッシャーや状況に対する統制可能認

識に強く依存する点を明らかにした点などは，出生意欲とその実現に関する今後の研究に大いに参考

になる．ただし，客観的な指標化が確立している個人属性などと異なり，主観に焦点があるこうした

領域を定量的に測定するための標準的手法は開発途上と言える．さらに欧州以外の地域を含めた国際

比較調査の成果や時系列分析の蓄積に期待したい． （岩澤美帆）
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研究活動報告

TICAD7サイドイベント

2019年8月28日（水）から30日（金）にかけて，横浜で第7回アフリカ開発会議（TICAD7）が開

催され，筆者はその公式サイドイベントの一つである「アフリカの人口高齢化を見据えて―高齢者ケ

アの「今」と，大陸を超えて共有すべきケアのあり方―」にモデレーターとして参加した．このサイ

ドイベントは，長崎大学増田研准教授が研究代表者である文科科研プロジェクト「東アフリカにおけ

る未来の人口高齢化を見据えた福祉とケア空間の学際的探究」，東アジア・ASEAN経済研究センター

（ERIA），公益財団法人 日本国際交流センター（JCIE），長崎大学の共催で，国立社会保障・人口

問題研究所の後援も得て行われたものである．大河原昭夫JCIE理事長の開会挨拶，ナタリア・カネ

ム国連人口基金（UNFPA）事務局長の特別挨拶の後，基調講演としてアワ・マリ・コルセック セ

ネガル国務大臣（元保健大臣），プラフラ・ミシュラ ヘルプエイジ・インターナショナル アフリカ

地域ディレクター，マリキ インドネシア国家開発企画庁人口計画・社会保障局ディレクター，増田

研准教授から，アフリカにおける人口高齢化とその課題，アジア，特にインドネシアにおける状況，

人類学からみたアフリカ人口高齢化の様相について報告がなされ，パネルディスカッションが行われ

た．最後は駒澤大佐 東アジア・ASEAN経済研究センター総長参与により締めくくられた．

アフリカにおいては，高齢者人口の割合は未だ低いものの，総人口の爆発的な増加に伴い，高齢者

人口の増加数は大きく，今後20年間に2倍，30年間に3倍に増加すると推計されている．それに応じ

て医療・介護ケアの需要も爆発的に増加すると見込まれているが，「介護サービス」という概念は未

だ十分に共有されておらず，高齢者のケアは家族がするもの，という通念があり，またその通念が，

急速に変化する家族形態・世帯構成，また若者の都市部への集中により成り立たなくなっている，と

いうアジア同様の状況が生じ始めている．さらにアフリカ特有の状況もある．例えば，1990年代から

アフリカで猛威を振るったエイズにより多くの親世代が死亡し，残された子供をその祖母・祖父が養

育するような，skipfamilyも多い．年寄が死ぬのは図書館が燃えてなくなるのと同じである，とい

うことわざが示すように，高齢者は知識を持つ尊敬すべき対象である，とされる一方，黒魔術を使っ

たと疑われ殺されてしまう高齢者もいる．限られた資源の中で，高齢者と子供の生存競争が生じるこ

ともあり，また子を持てなかった高齢者は社会保障が未整備の中，貧困にさらされる．多くの課題自

体がまだあまり認識されていないものの，人口高齢化はアフリカにおいても着実に一つのテーマとし

て取り上げられていくことになるだろう．

今回のサイドイベントは，アジアからアフリカに繋げる，ということから「アジア健康構想

（AHWIN）」の一環として行われ，その内容は，アジア健康構想のwebサイトhttps://www.ahwin.

org/posts/dialogue-aging-in-africa-ticad7に掲載されている． （林 玲子 記）

2019年度日本建築学会大会（北陸）

日本建築学会の2019年度の全国大会は，金沢工業大学扇が丘キャンパス（石川県野々市市）を会場

として，2019年9月3日（火）～9月6日（金）の4日間に渡って開催された．「次の時代は」とい

う大会メインテーマのもと，建築に関わる多様な部門に分かれて，学術講演や研究協議会，パネルディ
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スカッション等において多数の報告・討論が行われた．筆者が参加した建築計画や都市計画部門では，

人口減少を前提とした都市の再編・再生に関わる学術講演が多く，とくに，縮小する地域社会に対応

したコンパクトシティ化と，持続可能な都市構造への再構築を目指すことを目的とした立地適正化計

画に関連する話題が目立った．研究協議会等において，人口減少社会をテーマに掲げたものを以下に

記す．

研究協議会（建築計画部門）

「人口縮減社会におけるコミュニティとパブリックの新しいかたち―2030年の地域施設の姿とは」

研究協議会（縮小社会における都市・建築の在り方検討特別研究）

「2030年の都市・建築・くらし―縮小社会のゆくえと対応策」

パネルディスカッション（農村計画部門）

「少人数社会の展望―担い手とその支援のかたち」

今大会の開催にあわせて，開催地との連携による建築やまちづくりに関する講演会，歴史や文化の

発信，また，災害復興や環境保全に関連する情報提供など，ひろく社会一般に向けた催しや，子ども

向け，学生向けのワークショップなども実施され，いずれも盛会であった． （小山泰代 記）

SilverAgeスリランカ老年学国際会議

スリランカの首都コロンボで開催された SilverAgeスリランカ国際老年学国際会議

（InternationalConferenceonGerontologyandGeriatricMedicine）に参加した．国際的な老年学

会議としてはスリランカで初めて開催されたこの会議は，当初は7月25～26日に予定されていたが，

4月に開催地近くのキリスト教会やホテルで同時爆発テロが起こったため開催が延長され，最終的に

9月12日（木）～13日（金）に執り行われた．延期の影響を受け，スリランカ国外からの参加は大幅

に減ったようであるが，それでもスリランカやインドなどの老年学専門家による，興味深い報告が多

く行われた．筆者は，「介護従事者の国際比較」と題する報告を行うとともに，スリランカ国連人口

基金（UNFPA）が組織した「高齢人口の女性化とその介護への影響」というセッションでパネリス

トを務めた．

スリランカは現在65歳以上人口割合が11％で，その割合が7％から14％になるのに要する年数は20

年間と，日本の24年よりも短く，現在急速に人口高齢化が進行している国である．会議でも，ペラデ

ニア大学付属の教育病院における高齢者ケア・ユニットの取り組みや，認知症患者の生活の質など，

多種多様な報告があり，すでに高齢化が大きな課題であり，取り組みが進んでいることが感じられた．

会議の内容はhttps://silverageconference.com/に掲載されている．

会議の後，国際的なキリスト教（カトリック）団体が運営している高齢者施設や，スリランカ・ヘ

ルプエイジが運営している高齢者デイケアセンターを訪問した．前者は広大な敷地に広大な建物が建

ち，入居者は100人程度で家族と共に住めなくなった高齢者が対象となっており，費用も無料だとの

ことである．後者は仏教寺院に隣接する施設で，近隣の高齢者が日中集い，近隣の篤志家による寄付

で，毎日昼食が提供され，高齢者自身も準備を手伝うなど，参加型の公民館に近いような活動をして

いた．これら以外にも多くの高齢者施設が存在しているようであった．

なお，スリランカを訪問した3ヵ月前の2019年6月に，日本とスリランカの間で特定技能に関する

協力覚書が作成され，介護分野も対象となっているため，スリランカの海外雇用局（Bureauof

ForeignEmployment）局長と面談した．介護人材は現在，イスラエル，韓国，中東のいくつかの国，

ドイツに送り出すよう交渉中であるが，ヘブライ語，ドイツ語の研修も必要とされており，いまだ送
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り出しには至っていない状態であった．日本に対する送り出しも今後，日本の関連団体と共に，日本

語研修も含め進めていく予定であり，スリランカで高齢化が進行する中，介護人材の送り出しは，

BrainDrainではなく，BrainGainとなることを目指しているとのことであった．この海外雇用局

が1985年に設立された当初，日本のボランティア（JOCV海外青年協力隊）がICT整備などを支援

したそうで，日本とスリランカの息の長い良好な関係が醸成されていることが見て取れた．

（林 玲子 記）

日本家族社会学会第29回大会

2019年9月14日（土），15日（日）の2日間にわたって，神戸学院大学ポートアイランドキャンパ

スにおいて日本家族社会学会第29回大会が開催された．例年同様，格差，家族政策，ケア，出生，歴

史・人口，結婚，ひとり親，家事・育児，世代関係など，人口問題に深く関わるテーマについてセッ

ションが組まれた．テーマセッションでは第4回全国家族調査（NFRJ18）の特徴が紹介されたほか，

日韓の一人親家族支援，東アジア諸国における少子化など，東アジアに焦点を当てた議論が盛況であっ

た．少子化，高齢化といった東アジアに共通する状況がある一方で，教育制度や政府の取組姿勢など

が異なることが示されたが，いずれの国も，急速な近代化の中で再生産システムが困難に直面してい

る状況が伺えた．公開シンポジウムは「高齢社会における生／死と家族」と題され，死の迎え方，家

族の役割などが日本のみならず世界でも激変している状況が示された．研究所からは報告者が「子育

て環境の地域性と出生力―市区町村データからの接近―」（（共）鈴木貴士）について報告した．

（岩澤美帆 記）

バングラデシュ人口高齢化調査

バングラデシュの総人口は1億6千万人を超え，人口密度は1,253人/km2と超過密であり，年間170

万人ほど人口が増加しているが，1970年代の7に近い合計特殊出生率が40年後の現在2まで急激に低

下したことにより，今後の高齢化は日本よりも，また韓国よりも早く進行し，65歳以上人口割合が7

％になる2028年から，わずか18年間で14％になると予測されている（国連人口部世界人口推計2019年

版による）．このような人口動向を鑑みて，次期第8次五ヵ年計画（2021－2015年）の中に，高齢化

対策を盛り込むことが検討されている．

筆者は国連人口基金（UNFPA）の依頼を受けて，2019年9月16日（月）から20日（金）にかけて

バングラデシュを訪問し，国家計画作成担当部局である経済総局，人口高齢化，老年医学に携わる

NGO，高齢者施設等を訪問し，またダッカ大学で「アジアにおける介護の需要と供給」と題する講

演を行った．

バングラデシュにおいてはその憲法の中に高齢に起因する剥奪に対して生活保護を受けるための社

会保障の権利を明記しており，また第5次五ヵ年計画（1997－2002年）から貧困高齢者に手当を支払

う制度が始まっている．バングラデシュ高齢者協会は1960年代から老年医学病院を開設しており，篤

志家による高齢者施設も存在している．しかしながら，高齢者手当の財源の一部は外国からの援助で

賄われているようで，持続可能性という意味で問題を含んでいる．老年医学病院は多くの若い患者で

溢れている．高齢者施設は，家族と同居できない高齢者を無料で受け入れているが，家族が引き取ら

ない遺体のために，墓地も併設されていた．人口増加も人口高齢化も並行して進行している社会で，

今後どのように持続的に資源を配分していくのか，課題は多いと感じさせられた．（林 玲子 記）
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2019年日本地理学会秋季学術大会

今年の日本地理学会秋季学術大会は9月21日（土）から9月23日（月）まで新潟大学の五十嵐キャ

ンパスで開催された．今回の大会では，一般の口頭発表で自然系・人文系を合わせて90を超える報告

があったほか，シンポジウム（3件），公開講座（1件），ポスター発表（40以上，数は要旨集掲載分

による）などもあり，全体としてかなり盛会であった．人口に関する発表としては，口頭発表のなか

で＜人口＞と題された時間帯に，当研究所の小池司朗・人口構造研究部長らによる東京圏出生者割合

に関する研究など，4件の発表が行われた．またそれら以外にも，観光と地方創生，都心部の地域変

容などに関連する報告が複数あり，地域人口の研究を行う者にとっては総じて有意義な大会になった．

（清水昌人 記）

オランダ経済政策分析局レクチャー

2019年9月24日に，オランダ経済政策分析局（CPBNetherlandsBureauforEconomicPolicy

Analysis）から若手研究者18名が来所され，所内第4会議室において人口と社会保障についてのレ

クチャーを行った．午後2時から6時までの長丁場となったが，質疑応答も活発に行われるなど関心

の高さがうかがわれた．なお，このレクチャーは社人研プロジェクト「長寿革命に係る人口学的観点

からの総合的研究」の一環として行われた．

当日のプログラムは以下のとおり．

「OpeningRemarks」泉田信行・社会保障応用分析研究部長

「OverviewofpopulationageinginJapan」林玲子・国際関係部長

「MortalitydeclineandlongevityinJapan」別府志海・情報調査分析部室長

「PensionpolicychallengesforJapan:anoverview」中田大悟・創価大学経済学部准教授

「PovertyinJapan」渡辺久里子・企画部研究員

「PopulationhealthinJapan」林玲子・国際関係部長

「PolicychangesinhealthandLTCsysteminJapan」菊池潤・社会保障基礎理論研究部室長

「ClosingRemarks」林玲子・国際関係部長

（別府志海 記）

地域生命表に関する国際ワークショップ（InternationalWorkshopon

SubnationalLifeTables）における研究報告

死亡データベースプロジェクト（HumanMortalityDatabaseproject,HMD）は，国際比較及び

地域比較が可能な死亡に関する精度の高いデータを収集することを通じて，先進国における死力転換

のパターンと要因及びその帰結を解明することを目指すものである．HMDはカリフォルニア大学バー

クレー校とドイツ・マックスプランク研究所によって2000年に開始されており，既に20年近い歴史が

ある．日本からは石井太氏（前人口動向部長）も参画しており，当研究所もHMDの黎明期から積

極的に国際的な知の蓄積に貢献してきた．また，当研究所においては，HMDと整合性をもち，わが

国の生命表を死亡研究に最適化して総合的に再編した死亡データベース「日本版死亡データベース」

を，人口問題プロジェクト研究「わが国の長寿化の要因と社会・経済に与える影響に関する人口学的
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研究」（平成23～25年度），「長寿化・高齢化の総合的分析及びそれらが社会保障等の経済社会構造に

及ぼす人口学的影響に関する研究」（平成26～28年度），「長寿革命に係る人口学的観点からの総合的

研究」（平成29～31年度）の一環として，構築・提供してきたところである．

そのHMDの成果報告及び今後の課題と展望を探るための国際ワークショップが2019年10月15日

～10月17日の日程でオーストラリアの首都キャンベラにおいて開催された．HMDには現在のところ

①死因別データ，②地域別（等の一国を細分化したグループの）データの整理収集と蓄積という2つ

の課題や方向性がある．この2つのうち前者を対象としたシンポジウムは2019年5月に開催されてお

り，「第5回人類死亡データベースシンポジウム」（林玲子記『人口問題研究』第75巻第3号，2019年

9月）に報告された通りである．そして，後者にフォーカスしたのが，今回の国際ワークショップで

ある．なお，今回のワークショップは ”Subnational”と題されており，必ずしも「地域」生命表を

対象とするものではなく，一国の人口集団を細分化したグループの生命表に関するものであるものの，

系統的なデータの入手可能性から「地域」がその中心であることからここでは便宜上「地域」の訳を

用いた．

3日間の会期中に，7つの口頭報告セッションで行われた28報告を中心に，会議では「地域生命表

の開発」「死亡推定」「小地域の死亡」「予測」「死亡モデルとその評価」「R言語によるプログラミン

グと新しい方向」といった地域別生命表に関連した話題が包括的に編成されており，いずれにおいて

も，欧州地域を中心とする約60名の間で，活発な研究交流が行われた．当研究所からは菅桂太（人口

構造研究部室長）が参加し，”JapaneseRegionalHumanMortalityDatabase:CurrentStateand

Challenges”（石井太慶應義塾大学教授，別府志海情報調査分析部室長との共同研究）について研究

報告を行った．

本ワークショップの詳細はインターネット

（https://demography.cass.anu.edu.au/events/international-workshop-subnational-life-tables）

に掲載されている． （菅 桂太 記）

G20保健大臣会合サイドイベント アジア健康構想（AHWIN）フォーラム

2019年10月17日（木）午後，東京都中央区日本橋のマンダリン・オリエンタルホテルにて，G20保

健大臣会合サイドイベント「AHWINフォーラム―アジアにおける高齢者ケアを描く：あるべき健

康長寿社会とは」が開催され，筆者は第2セッションのモデレーターとして参加した．アジア健康構

想（AHWIN）に関わる，アジア各国の高齢者介護担当者・専門家が集い，地域に根差した認知症予

防，高齢者の健康の変遷，介護人材の確保といったテーマに関して報告，討議が行われた．フォーラ

ムの内容はhttps://www.ahwin.org/posts/ahwinforum-achievinghealthyaginginasiaに掲載され

ている． （林 玲子 記）

地理情報システム学会第28回研究発表大会

地理情報システム学会の第28回研究発表大会は2019年10月19・20日の日程で徳島大学常三島キャン

パスにて開催された．一般口頭報告91報告，ポスター報告が65報告の他に，企画セッションが9テー

マ，国際シンポジウムが4セッション，実際にGISの使い方を学ぶハンズオンセッションが5本，

その他に機器展示があるなど多彩な企画による大会となった．本学会は，災害対応・防災，交通ネッ
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トワーク，移動分析，医療アクセスなど主要なテーマの他に，地方自治体が保有する住民基本台帳や

建物台帳，固定資産台帳を用いた個人単位のデータを利用した分析やGNSS（全球測位衛星システ

ム），衛星画像，ドローンや赤外線カメラを用いた分析など，公開されている公的データからでは得

られないデータを収集・利用した課題解決に関する報告が多くあり大変興味深いものであった．人口

分野では，世帯単位で将来の人口分布の予測を行うシミュレーション分析や東京圏における就業者と

世帯規模の関係，東京一極集中による人口重心の変動に関する分析があった．

当研究所からは筆者が参加し，社人研が平成30年に公表した地域別将来推計人口の将来の人口成長

率に対する各要因の寄与を分析した「地域別にみた将来の人口成長率に対する人口動態率及び人口モ

メンタムの寄与の分析」についてポスター報告を行った． （鎌田健司記）

南部アメリカ人口学会2019年大会

南部アメリカ人口学会（SouthernDemographicAssociation）は2019年10月23日（水）から25日

（金）にかけてアメリカのルイジアナ州ニューオーリンズで年次大会を開催した．本年の大会では30

セッションが企画され，著者は大会2日目のポスターセッションにて“TheChangeoftheNumber

ofHouseholdsvs.theChangeofEnergyUsage:FocusedontheEnergyConsumptionChangeof

ElderlyHouseholdsinJapan”を発表した．来年2020年は米国の国勢調査実施年ということもあり，

例年よりも国勢調査データを用いた研究や国勢調査に関する報告が多い印象を受けた．2020年の年次

大会は10月14日（水）から16日（金）にかけてアメリカのテネシー州ノックスビルにて開催を予定し

ている．なお，来年は南部アメリカ人口学会50周年である． （井上 希 記）

第11回国際老年学会・アジア／オセアニア大会

2019年10月23日～27日に，第11回国際老年学会・アジア／オセアニア大会（IAGGAsia/Oceania

RegionalCongress）が台北で開催された．今回の大会は「高齢化社会における健康と福祉：基礎科

学から政策へ」と題され，日本をはじめ韓国・中国・台湾などアジア各国・地域を中心に多数の参加

者があった．当研究所からは林玲子（国際関係部長），小島克久（情報調査分析部長），泉田信行（社

会保障応用分析研究部長），別府志海（情報調査分析部第2室長）黒田有志弥（社会保障基礎理論研

究部第2室長）の5名が参加した．なお，アジア／オセアニア大会は4年に一度の開催であり，次回

大会は2023年に横浜で開催される予定である．

参加者の報告タイトルは以下のとおり．

【口頭発表】

「DementiaRelatedDeathsinJapan-AMultipleCausesofDeathDataAnalysis」林玲子

【ポスター発表】

「DyingAloneinJapan:ResultsfromAnalysisonDataon"PersonsWhoDiedonJourney"」

泉田信行

「ModelAnalysisofLong-Term CareCostExpenditurebytheElderlyPrivateHouseholdin

Japan-GovernmentalSurveyMicroDataAnalysis」小島克久

「ADemographicAnalysisofHealthyLifeYearsinRelationbetweenDiseasesandSubjective

Health:2001,2013」別府志海
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「LocalGovernment'sEffortsonCompensationforDamageCausedbyElderlywithDementia」

黒田有志弥

（別府志海 記）

MOHW-PCASPP-OECD合同会議等への参加

2019年10月28日（月）に，韓国の家族政策に関する新しいOECDレポート「RejuvenatingKorea:

PoliciesforaChangingSociety」が刊行されることを記念して，MOHW（MinistryofHealthand

Welfare）（韓国保健福祉部），PCASPP（PresidentialCommitteeonAgeingSocietyandPopulation

Policy）及びOECD共催の会議がソウルで開催された．会議では，MOHWの長官が開会の挨拶を

するとともに，PCASPPの副委員長，OECDのDELSA（DirectorateforEmployment,Labour

andSocialAffairs）の局長などが報告を行った．当研究所からは，渡辺（企画部研究員）が討論者

として参加し，2019年10月から始まった幼児教育・保育の無償化などを紹介した．

また，2019年10月29日（火）～30日（水）には第14回アジア環太平洋地域社会政策専門家会合，31

日（木）には第4回アジア環太平洋地域家族政策専門家会合が，OECD韓国政策センター主催によっ

て開催された．社会政策専門家会合では，OECD，ADB等の国際機関の担当者によるアジア環太平

洋地域の社会政策に関する分析報告に加えて，各国の専門家から社会支出の動向並びに個別政策の内

容について報告が行われた．2019年の会合は，公的扶助がトピックとなり，日本については渡辺が報

告を行った．

家族政策専門家会合は，OECDFamilyDatabaseと整合的なアジア環太平洋地域におけるデータ

ベースの整備や新たな指標の追加などを議論することを目的としている．2019年の会合では，各国か

ら家族政策の動向とデータ提供に係る課題について報告が行われ，日本については竹沢（企画部室長）

が報告を行った． （渡辺久里子 記）

日本健康学会

2019年11月1日（金）～3日（日）にかけて，長崎大学医学部坂本キャンパスにて日本健康学会が

開催され，筆者はメインシンポジウム「人口政策と健康」の座長として参加した．旧優生保護法の強

制不妊手術をめぐって訴訟が進む中，日本健康学会（旧日本民族衛生学会）は，戦前の国民優生法制

定への関与について文献調査を実施し，理事会報告を公表したが，今回のメインシンポジウムはその

報告を踏まえて企画されたものであった．詳細なプログラムはhttp://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/

jshhe84/に掲載されている． （林 玲子 記）
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著者 論文タイトル 号[通巻] 発行 掲載頁

特集：第15回出生動向基本調査（その３）

是川夕 有配偶女性の人的資本，及び初期キャリアが出生力に及ぼ
す影響―女性就業と出生力の関係の再検討―

1［308］ 3.25 1-25

守泉理恵 日本における無子に関する研究 1［308］ 3.25 26-54

特集：第22回厚生政策セミナー「長寿化に関する国際シンポジウム―二大長寿国 日本とフランスの比較―」

石井太 日本とフランスの長寿化に関する講演とパネルディスカッ
ション

2［309］ 6.25 69-79

MagdaTOMASINI TheFrenchPublicPoliciesforLongTermCare 2［309］ 6.25 80-91

遠藤久夫 超高齢国家日本における医療と介護の現状と課題 2［309］ 6.25 92-107

FranceMESL�Eand
JacquesVALLIN

HighestLifeExpectancies:HowLongWillJapanKeep
theLead?

2［309］ 6.25 108-122

林玲子 長寿化の進展と健康の変遷―日本の場合― 2［309］ 6.25 123-136

特集：第８回人口移動調査の結果から（その１）

林玲子 特集によせて 3［310］ 9.25 143-146

小島克久 高齢者が将来の転居を志向する要因に関する研究―「第8
回人口移動調査」（2016年）を用いた個人および地域属性
の分析―

3［310］ 9.25 147-168

清水昌人 非大都市圏に居住する大都市圏出身者の特性 3［310］ 9.25 169-191

鎌田健司・小池司
朗・山内昌和

移動経歴と初婚発生に関するライフコース分析―系列分析
（最適マッチング分析・回帰木分析）による類型化―

3［310］ 9.25 192-215

千年よしみ 人口移動調査における欠票状況の分析 3［310］ 9.25 216-236

特集：東アジア，ASEAN諸国の人口高齢化と人口移動に関する総合的研究

鈴木透 特集に寄せて 4［311］ 12.25 283-284

鈴木透 東アジアの人口問題とその起源 4［311］ 12.25 285-304

小島克久 外国人人口を含む人口統計で検証する台湾のUHC 4［311］ 12.25 305-323

菅桂太 期間出生力の生命表分析：シンガポール，1980～2015年 4［311］ 12.25 324-344

中川雅貴 インドネシアにおける世帯内介護需要と若年人口移動の関
連― IFLSによる縦断データを用いた分析 ―

4［311］ 12.25 345-364

林玲子 外国人介護人材の人口的側面とその国際比較 4［311］ 12.25 365-380

特集：第８回人口移動調査の結果から（その２）

中川雅貴 非大都市圏出生者におけるＵターン移動の変化に関する分
析

4［311］ 12.25 381-400

塚崎裕子 職業キャリアと国内人口移動 4［311］ 12.25 401-420

研究論文

井上孝・井上希 AnExaminationoftheRiskofBecomingUninhabited
attheSmallAreaScale:
UsingDatafromtheWebSystemofSmallArea
PopulationProjectionsfortheWholeJapan

4［311］ 12.25 421-431
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今井博之 新聞記事で振り返る2018年の人口問題 1［308］ 3.25 55-56

小池司朗・小山泰
代・菅桂太・鎌田
健司・大泉嶺・中川
雅貴・西岡八郎・
山内昌和

日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計）2019（平成31）
年推計―2015（平成27）年～2040（平成52）年―

3［310］ 9.25 237-247

釜野さおり・小山
泰代・千年よしみ・
布施香奈・山内昌
和・岩本健良・藤
井ひろみ・石田仁・
平森大規・吉仲崇

「大阪市民の働き方と暮らしの多様性と共生にかんするア
ンケート」―結果速報およびＱ＆Ａより―

3［310］ 9.25 248-253

貴志匡博・峯島靖
志・清水昌人

都道府県別にみた日本人男女年齢（5歳階級）別転入率，
転出率および転入超過率：2014～2018年

4［311］ 12.25 432-448

統計

別府志海・佐々井
司

主要国における合計特殊出生率および関連指標：1950～
2017年

3［310］ 9.25 254-261

別府志海 主要国人口の年齢構造に関する主要指標：最新資料 3［310］ 9.25 262-271

書評・紹介

井上希 JohnA.Turner,SustainingSocialSecurityinanEra
ofPopulationAging

1［308］ 3.25 57

小池司朗 JackBaker,DavidA.Swanson,JeffTaymanand
LuckyM.Tedrow,CohortChangeRatiosandTheir
Applications

2［309］ 6.25 137

遠藤久夫 日本人口学会編『人口学事典』 3［310］ 9.25 272

岩澤美帆 DimiterPhilipov,AartC.Liefbroer,andJaneE.Klobas,
ReproductiveDecision-makinginaMacro-micro
Perspective

4［311］ 12.25 449
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